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■ フォーラムの趣旨と経緯
　渥美国際交流財団は 2015 年７月に第 49回 SGRA（関口グローバル研究会）フォーラム
を開催し、「東アジアの公共財」及び「東アジア市民社会」の可能性について議論した。そ
のなかで、先ず東アジアに「知の共有空間」あるいは「知のプラットフォーム」を構築し、
そこから和解につながる智恵を東アジアに供給することの意義を確認した。このプラット
フォームに「国史たちの対話」のコーナーを設置したのは 2016 年９月のアジア未来会議の
機会に開催された第１回「国史たちの対話」であった。いままで三カ国の研究者の間ではさ
まざまな対話が行われてきたが、各国の歴史認識を左右する「国史研究者」同士の対話はま
だ深められていない、という意識から、先ず東アジアにおける歴史対話を可能にする条件を
探った。具体的には、三谷博先生（東京大学名誉教授）、葛兆光先生（復旦大学教授）、趙珖
先生（高麗大学名誉教授）の講演により、三カ国のそれぞれの「国史」の中でアジアの出来
事がどのように扱われているかを検討した。
　第２回対話は、自国史と国際関係をより構造的に理解するために、「蒙古襲来と 13世紀モ
ンゴル帝国のグローバル化」というテーマを設定した。2017 年８月北九州にて、日本・中
国・韓国・モンゴルから 11名の国史研究者が集まり、各国の国史の視点からの研究発表の後、
東アジアの歴史という視点から、朝貢冊封の問題、モンゴル史と中国史の問題、資料の扱い
方等について活発な議論が行われた。この会議の諸発表は、東アジア全体の動きに注目する
と、国際関係だけでなく、個別の国と社会をより深く理解する手掛りも示すことを明らかに
した。
　第３回対話はさらに時代を下げて「17世紀東アジアの国際関係」と設定した。2018 年８
月ソウルに日本・中国・韓国から９名の国史研究者が集まり、日本の豊臣秀吉と満洲のホン
タイジによる各２度の朝鮮侵攻と、その背景にある銀貿易を主軸とする緊密な経済関係、戦
乱の後の安定について検討した。また、３回の国史対話を振り返って次に繋げるため、早稲
田大学主催による「和解に向けた歴史家共同研究ネットワークの検証」のパネルディスカッ
ションが開催された。
　第４回対話は近現代に舞台を移し、「19世紀における国際秩序の転換」をテーマとした。
19世紀以前の東アジアは、域内各国の関係は比較的に疎遠で、各国が個別に外国との関係
を結んでいた。しかし、西洋の諸国がグローバル化の運動を北太平洋まで及ぼしたとき、日
中韓の関係は政治・経済・通信のいずれの面でも緊密化し始め、その中で「東アジア」を一
体のリージョンと見なす想像力が生まれた。今回は、このような東アジアの国際秩序の変化、
その中での各国の国内秩序の変化を主題に国際対話を試みた。なお、円滑な対話を進めるた
め、日本語⇔中国語、日本語⇔韓国語、中国語⇔韓国語の同時通訳をつけた。

　この円卓会議は 2016 年度から毎年１回、全５回開催の予定。また、三カ国語に対応した
レポートの配布とリレーエッセイのメールマガジン等により、円卓会議参加者のネットワー
ク化を図る。
※メールマガジンのバックナンバーは下記リンクよりご覧いただけます。
https://kokushinewsletter.tumblr.com/
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SGRAとは
SGRAは、世界各国から渡日し長い留学生活を経て日本の大学
院から博士号を取得した知日派外国人研究者が中心となって、個
人や組織がグローバル化にたちむかうための方針や戦略をたてる
時に役立つような研究、問題解決の提言を行い、その成果をフォー
ラム、レポート、ホームページ等の方法で、広く社会に発信して
います。研究テーマごとに、多分野多国籍の研究者が研究チーム
を編成し、広汎な知恵とネットワークを結集して、多面的なデー
タから分析・考察して研究を行います。SGRAは、ある一定の
専門家ではなく、広く社会全般を対象に、幅広い研究領域を包括
した国際的かつ学際的な活動を狙いとしています。良き地球市民
の実現に貢献することがSGRAの基本的な目標です。詳細はホー
ムページ（http://www.aisf.or.jp/sgra/）をご覧ください。

SGRAかわらばん
SGRAフォーラム等のお知らせと、世界各地からの SGRA会
員のエッセイを、毎週木曜日に電子メールで配信しています。
SGRAかわらばんは、どなたにも無料でご購読いただけます。購
読ご希望の方は、ホームページから自動登録していただけます。
http://www.aisf.or.jp/sgra/
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第 63 回 SGRAフォーラム

第４回　�日本・中国・韓国における
国史たちの対話の可能性�
「東アジア」の誕生─19世紀における国際秩序の転換─

 会　期 2020年1月8日（水）～12日（日）
 会　場 フィリピン・アラバン市ベルビューホテル、フィリピン大学ロスバニョス校
 主　催 渥美国際交流財団 関口グローバル研究会（SGRA）
 共　催  科学研究費新領域研究「和解学の創成」／早稲田大学東アジア国際関係研究所／ 

フィリピン大学ロスバニョス校

	 第１セッション 開会		［司会：劉 傑（早稲田大学）］

 【開会挨拶】	 第４回円卓会議開催にあたって	 5

  趙 珖（韓国国史編纂委員会）

 【歓迎挨拶】	 19世紀のフィリピン―マニラ・ガレオン貿易を中心に―	 7

  フェルディナンド，マキト（フィリピン大学ロスバニョス校）

	 【基調講演】	 	「アジア」の発明―19世紀におけるリージョンの生成―	 11

  三谷 博（跡見学園女子大学）

	 【コメント】	 基調講演を受けて１	 19

  宋 志勇（南開大学）

	 【コメント】	 基調講演を受けて２	 20

  朴 漢珉（東国大学）

 第２セッション 西洋の認識		［司会：劉 傑（早稲田大学）］

 【発表論文1】 19世紀東アジアの国際秩序と「万国公法」受容―日本の場合―	 22

	 	 大久保健晴（慶應義塾大学）

 【発表論文2】  19世紀後半における東アジア三国の	
不平等条約体制の克服の可能性と限界	
―1880年代初、朝鮮の門戸開放政策を中心に―	 35

  韓 承勳（高麗大学）

プログラム
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 【発表論文3】  魔灯鏡影	
―18世紀から20世紀にかけての中国のマジックランタンの上映と製作と伝播―	 44

  孫 青（復旦大学）

 【質疑応答】  第２セッション発表論文へのコメントおよび討論　	 59

 第３セッション 伝統への挑戦と創造		［司会：村 和明（東京大学）］

 【発表論文4】 18・19世紀における女性天皇・女系天皇論	 72

  大川 真（中央大学）

 【発表論文5】 日本民法の形成と植民地朝鮮での適用	
	 	 ―制令第７号「朝鮮民事令」を中心に―	 84

  南 基玄（成均館大学）

 【発表論文6】 伝統と制度の創造―19世紀後期の中国の洋務運動―	 94

  郭 衛東（北京大学）

 【質疑応答】  第3セッション発表論文へのコメントおよび討論　	 105

 第４セッション 国境を越えた人の移動		［司会：彭 浩（大阪市立大学）］

 【発表論文7】  東アジア公共圏の誕生	
―19世紀後半の東アジアにおける英語新聞・中国語新聞・日本語新聞―	 113

  塩出浩之（京都大学）

 【発表論文8】 金玉均の亡命に対する日本社会の認識と対応	 124

  韓 成敏（大田大学）

 【発表論文9】 近代中国女性のモビリティー経験と女性「解放」に関する再考	 133

  秦 方（首都師範大学）

 【質疑応答】  第4セッション発表論文へのコメントおよび討論　	 142

 第5セッション 全体討議		［司会：李 恩民（桜美林大学）］ 149
   招待討論者：青山治世（亜細亜大学）、平山 昇（九州産業大学）、 

朴 漢珉（東国大学）、孫 衛国（南開大学）

 第6セッション 自由討論		［司会：南 基正（ソウル大学）］ 166
   総括：三谷 博（跡見学園女子大学）

	 	 あとがきにかえて
   明石 康190、金キョンテ192、大川 真198、南 基玄200、 

郭 衛東203、朴 漢珉206

	 	 著者略歴��210

	 	 参加者リスト��213

第 63 回  SGRA フォーラム 第 4 回 日本・中国・韓国における国史たちの対話の可能性　 第１セッション：開会
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	 趙 珖

第４回円卓会議開催にあたって
趙 珖
韓国国史編纂委員会　

［原文は韓国語、翻訳：金キョンテ］
※代読：金キョンテ（当日欠席のため）

まず、「『東アジア』の誕生─19世紀の国際秩序の転換─」というテーマで開
催される第４回国史たちの対話の可能性円卓会議の開催をお祝い申し上げます。
さらに、今回の大会が開催されるここ、フィリピンは19世紀の国際秩序の変動
に大きな影響を受けた国でもあります。それだけではなく、この円卓会議に出席
する韓国、日本、中国三ヶ国を含む東アジアの国々も19世紀の国際秩序の転換
によって非常に大きな影響を受けることになりました。この地域の研究者がここ
で一堂に会し、東アジアの近現代がもつ特性を検討し、そこから対話の可能性を
見出そうとする努力は、かなりの成果が期待できます。この円卓会議の成功を祈
りながら、この地域の共通した思潮だったナショナリズムに関する問題をじっく
り考えてみることにしたいと思います。

アジア地域は19世紀のナショナリズムの影響の下で自国の歴史に対する認識
を新たにするようになり、ここで “国史” という概念が形成されました。ところ
が19世紀の欧州のナショナリズムは人種主義的特性及び金融資本主義と結合し
て強力な帝国主義的性格を持つようになりました。一方、この時期、韓国と中国
など東アジアの多くの国々が持っていたナショナリズムは侵略に対する防御的機
能を持っていました。したがって、ナショナリズムといっても、各国の歴史的特
性によってその性格には大きな違いが生じるはずでした。

また韓国と中国、日本など東アジア三国はそのナショナリズムにおいても違い
がありました。これによってこの三国は国史（national history）という単語の
概念においてもそれぞれ異なる性格が明らかになりました。しかし、国史という
用語の中には自国の歴史に対するプライドが共通して包含されていました。そし
て過去の歴史的事実に対する民族主義的な解釈を通じて、自国と他国間に展開さ
れる侵略や抵抗の正当性を探る努力が発生しました。国史が形成されていた19
世紀末から20世紀序盤に至るこの時期は社会進化論や地理決定論と一緒に、自
然科学の影響が歴史学の解釈と敍述に深い影響を与えていました。

開
会
挨
拶
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この過程で、各国の国史を叙述しようとする人々は、各国が直面した地政学的
特性に着目しました。中国と日本、そして韓国の研究者たちは大陸勢力と海洋勢
力そして陸橋的位置などのようにその地理的特性に注目するようになりました。
そして彼らは19世紀の産物である決定論の影響のもとに各国の地理という要素
を、歴史を決定する動力として注目するようになりました。

ところが、地政学という言葉は1899年にスウェーデンの政治学者ルドルフ・
ゲレン（R.kjellén、1864～1922）が新たに創案した単語でした。彼は当時勃興
していた地理決定論の影響を一定に受け入れながら、この単語を作って使いまし
た。そのため、地政学という単語自体は帝国主義的侵略勢力の拡散過程を説明す
る用語として使われ始めました。この単語が東アジアに伝来した時期は20世紀
初めとして、各国で “国史” らが勃興した時でした。特に20世紀前半期に使われ
ていた地政学という用語も帝国主義的勢力関係を説明する過程で提示された単語
でした。

だから、今日の世界の学界では19世紀の性格を持つ用語を借用して歴史を叙
述していません。そして歴史の叙述では、もはや国粋主義的な解釈や人種主義的
な解釈、あるいは地理決定論や経済決定論などの理論が定着する場を失ってしま
いました。これに鑑み、東アジア諸国の歴史も新たな角度から自国の歴史を見つ
め、解釈に努めています。この過程で注目されるのは、歴史の民主化現象です。

そもそも、ヨーロッパのナショナリズムは民主主義と同時に起こって展開され
ていき、同一の歴史の軌跡を描いていました。それなら、もはや我らの国史も閉
鎖的な民族主義ではなく、開放的な民族主義と民主主義を目指し、過去の事件を
省察する時、「国史の民主化」も可能になると思います。「国史の民主化」を通じ
て、東アジアは過去の歴史を新たに解釈していき、新たな歴史を切り開いていく
ことができます。そして国史と国史の対話がさらに活発に進展し、自分たちの誇
りである国史を自分だけの専有物ではなく、東アジアの共有物にしていくことが
できます。

国史たちの歴史的対話は、アジアの相互理解と発展に寄与できると思います。
これには若手研究者の研究が重要であると考えられます。 幸い、第４回まで続
けたこの円卓会議は韓国と中国、日本の三国で多くの若い研究者らに対話の必要
性を共感するようにしてくれたと考えられます。このような努力を通じて、国史
と国史たちとの対話は歴史的意味をより強く表すことができると思います。

もともと橋は断絶した二つの地域をひとつにまとめる役割を果たします。した
がって、断絶された二つの地域を結ぶ「橋を架けること」は、東アジアが共通し
ている仏教文化の伝統の中でも重要な功徳と評価しています。歴史を研究する
人々が進める国史たちの対話も断絶した二つの歴史と文化を一つに結びつけ、東
アジア人の相互理解と共同発展に役立つと考えられます。国史たちの対話は、新
しい功徳を積むことです。今大会の成功を改めて祈願します。ご清聴ありがとう
ございました。
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	 フェルディナンド，マキト

19世紀のフィリピン
－マニラ・ガレオン貿易を中心に－

フェルディナンド，マキト
フィリピン大学ロスバニョス校

本日は、「日本・中国・韓国における国史たちの対話の可能性」というチャレ
ンジングな円卓会議を、フィリピンで開催してくださってありがとうございま
す。この会議では英語が公用語に入っていないということで、私のつたない日本
語で皆さんを歓迎するご挨拶をさせていただきます。

私は、今回のシンポジウムを共催しているフィリピン大学ロスバニョス校のマ
キトと申します。今から25年前に東京大学で博士論文を書いている時に渥美財
団にお世話になりました。そのご縁で、第５回アジア未来会議をフィリピンで開
催できることになったことを大変嬉しく思っています。私の専門は歴史ではなく
経済学ですが、せっかくですから、19世紀までのフィリピンのガレオン貿易に
ついて簡単にご紹介させていただきます。

本会議の最終日のスタディツアーでマニラ・ツアー１に申し込んだ方は、ガレ
オン博物館にいらっしゃいます。この博物館は、中華系財閥の大班（タイパン）、
ヘンリー・シー氏の財閥が開発したモール・オブ・アジアの中にあり、2017年
にソフト・オープンしましたが、最終的には実物大のガレオン船が建設される予
定とのことです。この博物館には、マニラ・ガレオン貿易について様々な歴史資
料が展示されています。

マニラ・ガレオン貿易は、マニラ港を出港したガレオン船が１～２年をかけて
太平洋を渡り、現在のメキシコのアカプルコまで行き、またマニラに帰ってきま
した。1565年の航路発見からメキシコ独立直前の1815年までの250年間で合計
110隻の船が行き来したことが記録されています。

最初は、マニラとアカプルコから毎年それぞれ３隻以上の船が出ていました
が、ポルトガルからのクレームにより制定された1593年の法律によって、両港
から年間２隻ずつの運航に制限されました。こうした制限から、大きな船を建造
する必要が生じました。ガレオン船は平均1,700～2,000トンで、フィリピンの木
材で建造され、1,000人の乗客を運ぶことができました。ほとんどの船はフィリ

歓
迎
挨
拶
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ピンで建造され、メキシコで建造されたものは８隻と言われています。
フィリピンは、当時のグローバル化に重要な役割を果たしていました。スペイ

ンとポルトガルは大航海時代で、世界の境界の拡大の最先端にありました。16
世紀にスペインが派遣したマゼランとエルカノにより、地球は平ではなく、球体
であることが証明されました。

マゼランの遠征は、５隻の船と270人の乗組員で構成された船団で、1519年９
月20日にスペインを出航し、南下しながら大西洋を横断しました。南アメリカ
の南の先端を発見した時、船団長のフェルディナンド・マゼラン（私と同じ名前
のポルトガル人）を称えるために、その重要な航路をマセラン海峡と名つけまし
た。そこから太平洋を横断して、1521年３月16日に、フィリピンの歴史家レナ
ト・コンスタンチノ氏によれば、「フィリピンの再発見（re-discovery）」が実現
しました。

この「フィリピンの再発見」の意義を説明するために、ここでイスラム教につ
いてお話をさせてください。ご存知のように、７世紀にサウジアラビアで生まれ
たイスラム教は、拡大方針をとり、９世紀の初めには当時のスペインの殆どを侵
略しました。11世紀になるとキリスト教の国々が十字軍を結成して領土を取り
戻そうとしたので、ヨーロッパでは13世紀にはキリスト教がある程度勢力を取
り戻していましたが、イスラムの教えは東に広まりインドまで進行しました。15
世紀になると、キリスト教はスペインを取り戻しましたが、イスラム教はインド
ネシアまで拡大しました。

マゼランがフィリピンに到達した時、フィリピンの中でもインドネシアに近い
ミンダナオ島はイスラム教に支配されていました。私の歴史の先生は「1521年
に、フィリピン中部のセブ島にやってきたスペインの探検船団が『十字架を建て
て、南から来るイスラムの波を止めた』」と描写していました。この時から、フィ
リピン人の大半がキリスト教になっています。残念ながら、ミンダナオ島では、
当時から今に至るまで、キリスト教対イスラム教の対立の問題を抱えています。

ラプラプが司るマクタン島の種族との戦いでマゼランが戦死しため、フィリピ
ンからスペインに戻った最後の１隻はエルカノ船長の手に委ねられました。スペ
インから出航したおよそ２年後の1522年９月６日、出発の時のたった６％の乗
組員を乗せて、５隻から唯一残ったヴィクトリア号がスペインの港に戻りました。

最初のスペインの本拠はセブ島にありましたが、アジア各地からの船があまり
寄港しないことに気がつきました。セブ島に貿易にやってくる船は、主にマニラ
からのものでした。マニラ湾にはアジア近辺から船が寄港し、そこで下ろした品
物の一部が、フィリピンの他の島々に運ばれています。スペインに再発見される
前から、マニラはすでに中継貿易をしていたのです。

スペインの本拠地が、セブ島からマニラへ移ったのは当然でした。今でも、マ
ニラ市内には、スペイン時代に建てられたイントラムロス（壁の中）の遺跡が
残っています。

揺籃期のスペイン植民地の次の問題は、マニラで集めた物をいかにスペインま
で運ぶかということでした。マゼランが太平洋でとった海路を逆に東方向に航海
しても、東から西へ吹く風が強いので当時の船では進まないのです。数回の失敗
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歓迎挨拶	 フェルディナンド，マキト

後、日本の方向に流れる黒潮に乗って北上し、日本から東へ吹く風をやっと見つ
けて、1565年にマニラ・アカプルコのガレオン貿易が誕生しました。こうして、
フィリピンは当時のグローバル経済の発展過程における商業主義（マーカンティ
リズム）の時代に突入しました。商業主義の通り、ガレオン貿易は政府が独占的
に大きく介入する保護主義の下に実施されました。

マニラ港を出発したガレオン船は、インドネシアの香辛料、中国や東南アジア
の磁器、象牙、漆器、絹製品をメキシコに運びました。中でも中国産の絹織物が
多かったので、アカプルコ行きの船は「絹船」と呼ばれました。アカプルコにつ
いた荷物は陸路でメキシコを横断して、カリブ海に面した港ベラクルスまで運ば
れ、そこからスペイン王国のインディアス艦隊に積み込まれスペインに向かいま
した。

一方、アカプルコを経由してやってきたガレオン船の貨物は、東アジアで通貨
等として使われていた銀が大半でした。当時は、銀が貴重だったので、鞘取（さ
やとり・アービトレージ）売買の対象になっていました。メキシコとマニラの銀
の値段の差によって、ガレオン貿易は、100％から300％までの利益を生みまし
た。このように莫大な利益をもたらしたので、スペイン政府は、フィリピン国
内の経済開発を怠たりました。たとえ開発の提案があっても、ガレオン貿易には
勝てない低利益しか約束できないので殆ど無視されました。そのおかげでしょう
か、国内の資源があまり貿易の対象にならず、南アメリカで実施されたアシエン
ダ（大土地所有）制度がフィリピンではあまり実施されなかったのです。

ガレオン貿易は、1815年まで続きました。スペインの影響力が低迷し、他の
入植国も太平洋貿易に参加するようになりました。マニラ・ガレオン貿易は過激
な競争に晒され、衰退していきました。

1819年にイギリスの植民地になったシンガポールは、マニラのような中継貿
易型発展モデルで開発され、東南アジアの重要なハブとしてマニラ・ガレオン貿
易を受け継ぎました。1860年には、香港も同じく中継貿易型発展モデルに乗り
込みました。

どうして、マニラ・ガレオン貿易は歴史が長いにも関わらず、シンガポールや
香港と同レベルの世界貿易の地位を保ち続けられなかったのでしょうか。

さまざまな要素を指摘することができるとは思いますが、経済歴史学の観点
から興味深い説があります。MITのアセモグル教授のグループが提唱する「運
命の逆転」説です。この説によると、植民地化のやり方は基本的に２種類あり
ます。「易出の植民地化」（colonization of extraction）と「集落の植民地化」

（colonization of settlement）です。
前者は、植民地化当初の人口密度が高く、排他的な制度を生み出す傾向があり

ますが、後者は、人口密度が低く、包括的な制度を生み出す傾向があります。マ
ニラ・ガレオン貿易は、どちらかというと、前者であり、マニラ・ガレオン貿易
に参加できるものが大体社会の権力者達に限られていて、政府の保護による独占
的な仕組みだったのです。

スペインのこのような保護主義の仕組みは、イギリスがとった自由主義の仕組
みと正反対でした。18世紀に産業革命を起こしたイギリスはグローバル経済の
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トップに立ったため、自由主義をとる余裕がありました。自由主義では、財産権
が強く守られ、起業家が優遇され、エリートの過剰な力が制限されるように、包
括的な制度を生み出すのです。

「運命の逆転」説によると、「易出の植民地化」は、比較的裕福なところ（＝
人口密度が高い）で、その社会の富を抽出するために排他的な仕組みが構築され
るので、数世紀後にその社会の発展が鈍くなると言います。一方、「集落の植民
地化」は比較的貧しいところ（＝人口密度が低い）に、包括的な仕組みが構築さ
れるという事です。

全ての説明にはなりませんが、マニラ・ガレオン貿易の衰退と今のフィリピン
経済の現状が説明できるように思います。

以上、簡単に19世紀までのフィリピンの歴史をご紹介させていただきました。
ご清聴ありがとうございました。
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「アジア」の発明
─19世紀におけるリージョンの生成─

三谷 博
跡見学園女子大学

要　旨

　 　19世紀は、今日、「東アジア」と呼ばれる地域にあった国々が、ヨーロッパ
が主導するグローバル化の波に飲み込まれ、それを機に互いの関係を再組織し
た時代であった。「アジア」という言葉は元来、ヨーロッパ人がその居住地域
の東に拡がる広漠たる空間を指して用いていた言葉であった。この講演は、そ
れがいかにして中身のある地域概念に変わったのかをスケッチする。外部との
差別を強調し、さらに何らかの共通性、内部連関、さらには連帯性を指す言葉
として用いられるようになった過程を紹介し、今回の会議のテーマ群、西洋の
知の影響、ナショナリズム、および国境を越える移動を考える素地としたい。

今日、「アジア」は世界で日常的に使われる言葉となっているが、その指し示
す範囲はすこぶる曖昧である。今日の日本人にとってはおそらく、「アジア」は
日本から始まって中国の先のどこかまで拡がっている空間というイメージであろ
う。そこには多分、ベトナム、インドネシア、インドなどが含まれるはずであ
る。しかし、西洋で言う「中東」がそこに含まれるか否かは確かでない。また、
普通の日本人にとって、シベリアが「アジア」に含まれるか否かも疑問である。
逆に、視点を地球の反対側、西ヨーロッパに移すとどうだろうか。「アジア」と

「ヨーロッパ」の境目はどこにあるのだろうか。よくボスフォラス海峡が持ち出
されるが、トルコの真ん中に線を引くのは妥当だろうか。また、ロシアはどちら
に属するのだろうか。一つの大陸を「アジア」と「ヨーロッパ」に分割するのに
確かな根拠はあるのだろうか。他方、中国ではしばしば、自らを「アジア」に含
めることを否定する見解が表明される。中国を世界の中心に置くと、その外部は
すべて等価な存在となり、地球をリージョンに分割することは意味が無くなるか
らである。

基調講演
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他方、世界には、「アジア」という名を冠する組織がしばしば見受けられる。
北米の研究者たちが組織する ‘Association for Asian Studies’ や、アジアに生き
ると自認するアスリートが組織する「アジア大会」などがそれである。しかし、
どこが「アジア」に属し、どこが属さないのかは常に曖昧であり、その外部との
境界は話者の関心、聴衆の如何、そしてどこから見るかという立脚地によってし
ばしば変化する。

この講演では、この「アジア」という言葉がどのようにして「リ－ジョン」の
名として使われるようになったのかを概観する。その要旨を予め示すと、それ
は1880年頃の日本で発明された。「アジア」は元来、ヨーロッパ人がその居住地
域の東に拡がる広漠たる空間を指して用いていた言葉であった。以下では、それ
がいかにして中身のある地域概念、外部との差別を強調し、さらに何らかの共通
性、内部連関、さらには連帯性を指す言葉として用いられるように変わったか
を、簡単にスケッチしてゆくことにする1。

１．東アジア世界への「アジア」概念の導入
ヨーロッパの影響が世界を席巻した「近代」以前には、地球上には少なくとも

四つの「世界」があった。中国的世界、インド世界、イスラム世界、キリスト教
世界である。この分節は後代の観察者によるものであるが、それぞれの内部で前
近代に生きていた人々は、自らの世界を自己完結的なものと見なし、その外部の
世界にはほとんど注意を払わなかった。

「アジア」という言葉もそのような世界観の一種である。ヨーロッパ中世後期
のキリスト教徒たちは、地球世界をヨーロッパ・アジア・アフリカの三つに分割
して把握していた。「アジア」はヨーロッパから見て、外部にある「その他」の
土地のうち、東にある部分を指す言葉であった。それが指し示す地域には、ヨー
ロッパと異なって共有された宗教や特徴がなく、内部の連関も乏しかった。ここ
には大小様々の国家があっただけでなく、少なくとも五つの世界宗教があった。
儒教、仏教、ヒンドゥー教、イスラム教、キリスト教である。「アジア」という
言葉は、元々はほとんど無内容だったのである。

この言葉が中国を中心とする世界に導入されたのは、キリスト教宣教師のマテ
オ・リッチ（利瑪竇）が、1602年に北京で世界図『坤輿萬國全圖』を刊行した
ときであった。彼は「亜細亜」という文字を北シベリアからマレー半島にかけて
書き込んだが、その説明は地理的範囲の注釈に留まる。まもなく日本人はこの世
界図を輸入したが、そこに記された「亜細亜」という地理名称を自らの著作で使
うことはほとんどなかった。世界地理書を著わしたとき、「亜細亜」という名の
章を設けたが、その中では国々の地誌を列挙するに留まったのである2。事情は中
国でも同様だったのではないだろうか。

この当時、ヨーロッパ人は、東方の地域に対し、他の名称も併用していた。

1　本稿の議論につき、詳しくは次を参照。三谷 博「『アジア』リージョンの発明ー地理学から地政学へ」、同
『日本史のなかの「普遍」』東京大学出版会、2020年。以下の註では、そこで取り上げなかった文献を引く。
2　新井白石『采覧異言』18世紀初頭。
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「オリエント」、「インド」や「タルタル」である。うち「オリエント」は「日の
昇る土地」という意味で、古代ローマ人が「オクシデント」すなわち「日の沈
む土地」と対にして用いていたものである。「アジア」同様に内容に乏しい名で
あった。これに対し、他の二つはもう少し内容が濃かった。「インド」はその主
な住民が聖書を共有しなかった土地と見て良いだろう。コロンブスが「新大陸」
を「発見」した後、「インド」は東西二つに分かれた。1494年のトルデシーリャ
ス条約でスペインとポルトガルは地球を二分割して、「東インド」と「西インド」
と呼び、いずれをもキリスト教徒の征服すべき地と定めている。その後、19世
紀に至るまで、欧米の国々は「東インド会社」や「東インド艦隊」など、「東イ
ンド」という名称をアジアで活動する組織に使っている。

他方、「タルタル」（韃靼）は、ヨーロッパ人にとってはかつてのモンゴル征服
を想起させる恐るべき名であった。ヨーロッパ人は満洲族の清朝に「タルタル」
を使ったが、そこには「恐るべき野蛮人」というニュアンスが伴っていたようで
ある3。

中国人や日本人は、「東インド」という西洋の地理名は受け入れなかった。
ずっと昔から「インド」（天竺）を別の高い文明を持ち、仏教が生まれた土地と
して知っており、自らをその一員とは考えなかったからである。「韃靼」につい
ては態度が分かれたようである。清朝はこれを種族として捉え、自らを「韃靼」
の一つとみなしたが、人口の多数派をなす漢族は自らを北方の蛮族と差別しよう
としていたから受け入れなかった。これに対し、日本人は自らを「韃靼」の一つ
と見なすことがあった。ただし、地理名としては、中国本部の北にあってモンゴ
ル族や満洲族その他の種族が住む地域に限定して用いていた。

このような事情があったため、中国人や日本人は自ら居住する地域の名として
「東印度」や「韃靼」は受け入れず、より内容の希薄な「亜細亜」を受け入れた
のである。

他方、現在「東洋」と訳され、「亜細亜」とほぼ同視されている「オリエント」
については、込み入った歴史がある。マテオ・リッチの世界図には、「東洋」と
いう文字が書き込まれているが、それは「オリエント」ではなく、伝統的な中
国での用法に即したものであった。日本の沖合に「小東洋」、メキシコの沖合に

「大東洋」がある。同様にペルシャの南に「小西洋」、ポルトガル沖に「大西洋」
の文字が見える。彼の世界図では、「東洋」は漢字の文字どおり「東にある大洋」
という意味に過ぎなかったのである。

しかしながら、その後まもなく、「西洋」が「オクシデント」の訳として使わ
れ始めた。リッチの後輩宣教師の一人、ジュリオ・アレーニ（艾儒略）がリッチ
の地図に付けた地誌注釈『職方外記』（1623年刊）は、「西洋」を海洋でなく、

「西方」ないし「オクシデント」の意味で使った。ただし、この書には、対にな
るはずの「東洋」はない。

日本人もこの用法を受け入れた。18世紀初頭の儒者新井白石は、将軍から日
本に潜入した宣教師の尋問を命じられ、その様子を書き留めた書に『西洋紀聞』

3　馮明珠編『経緯天下』国立故宮博物院、民国94年（2005年）。
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と名付けた。しかしながら、この書には、やはり「オリエント」の訳としての
「東洋」はない。そうした用法は、1802年に山村才助が新井の著書を豊かな蘭学
知識に基づいて増補した『訂正増訳　采覧異言』に初めて見ることができる。

「西洋」の登場以来、100年近くもこうした不均等な用法が続いたのは興味深い
ことである。中国でも同様であっただろうか。

以上をまとめると、東アジアの住民はヨーロッパ人の生み出した種々の地域名
称のうち、17世紀以後、内容の乏しい「アジア」と「西洋」だけを受け入れた
のである。かつ、「オリエント」に相当する言葉は、中国に「西洋」が登場した
後も、二百年近くも出現しなかった。さらに、彼らは19世紀の中葉まで、「アジ
ア」という地域名称もほとんど使わなかったのである。

２．	「亜細亜」概念の実質化─地政学的用法への転換─
元来は空虚であった「亜細亜」は、1880年、琉球を巡る日中間の危機の中、日

本人によって、西洋に対する共通の利害を持つ地域という言葉として再発明された。
この変化は明治維新の直後に生じた。1870年代の初期、日本では新聞が刊行

され始め、そこには貿易情報とともに国際関係に関する記事も掲載され始めた。
これを通じ、日本人は西洋の世界制覇を恐れているのは自分たちだけではないこ
とを知った。近隣だけでなく、アジアの全域に注意を向けるようになったのであ
る。それはロシアとの関係から来た。ロシアは西洋で唯一日本と国境を接してい
る大国であったが、それだけでなく、その長い国境線全域で、トルコから中央ア
ジア、さらに中国に至るまで、領土膨張政策を追求していた。こうした情報の源
泉は上海や横浜などの開港地で刊行されていたイギリスの新聞であった。イギリ
スはロシアを相手に地球大の「グレイト・ゲイム」を展開しており、ロシアの動
向に強い関心を注いでいたからである。

日本人は新聞を通じてアジアの住民が共通して西洋による圧迫に苦しんでいる
ことを知ったものの、当初は自らの苦境にのみ関心を注ぎ、その克服手段を自ら
の西洋化に求めた。しかし、1870年代の後半には、西洋の侵略を防ぎ、覇権に
対抗するため、アジアの連帯を主張するものが出現した。それが生まれたのは、
日本が琉球を併合した直後、1880年のことであった。琉球併合は日本と中国と
の間に戦争勃発の可能性を生み、それは双方の側に戦争回避の努力を促した。両
国では関心を琉球から朝鮮に移し、ロシアを共通の潜在敵として持ち出すことに
よって、対立を緩和しようとする動きが生まれたのである。

琉球には14世紀に統一王朝が生まれたが、それは当初から明朝と朝貢・冊封
関係を結んでいた4。また、17世紀初頭には、日本の一大名薩摩の島津家の侵攻を
受け、その支配下に入った。その結果、首里の琉球政府は、中国の明・清王朝の
冊封を受けて朝貢しつつ、同時に那覇に滞在する薩摩の役人の掣肘も受ける、い

4　高良倉吉『琉球王国』岩波書店、1993年。赤嶺守『琉球王国：東アジアのコーナーストーン』講談
社、2004年。村井章介・三谷博編『琉球からみた世界史』山川出版社、2011年。
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わば「二重朝貢体制」の下に生きていた 5。しかし、維新によって生まれた日本政
府は大名国家を廃して中央集権国家を作った後、琉球もまた、西洋国際法の「主
権」原則に準拠する排他的な領土に変える方針を打ち出した。これに対し、清朝
は「夷狄」による「藩属」国の併合は容認できないとの意思を示したが、日本は
これを無視し、1879年、琉球を併合して「沖縄県」とした。清朝は厳しい抗議
を繰り返し、中国の新聞の中には戦争を主張するものも現れた。

しかしながら、当時、両国のいずれもが戦争できない事情を抱えていた。日本
は西南内乱が収束してからまだ２年後で、政府財政は負債と税収低下に苦しんで
おり、新聞もまたこれ以上の戦争を厭っていた。一方、清朝は中央アジアでロシ
アとのより深刻な対立を抱えていた。新疆に発生したヤクーブ・ベクの独立運動
は鎮圧したものの、イリでロシアとの国境紛争を続けていたのである。また、清
朝の内部にはより重要な朝貢国であった朝鮮を失う可能性を懸念する者もあっ
た。このため、両国とも琉球を巡って生じた敵意を緩和し、何らかの妥協を図ら
ざるを得ない立場を自覚することになったのである。

その方法はロシアを共通の敵とすることであった。民間レヴェルでは、両国の
新聞に、ロシアを共通の仮想敵とみなし、「白人」の覇権に対抗するため、「同文
同種」を基礎に両国民が団結しようとの主張が現れた。東京では、1880年に曽
根俊虎が「興亜会」を設立し、日中韓三国民の間のコミュニケーションと交易を
推進しようと提唱し、漢文による雑誌を発行した上、上海に学校を設けた。いわ
ゆる「アジア主義」、西洋への対抗を目的とする「亜細亜」連帯の主張と運動が
はっきりと姿を現したのである6。

他方、政府レヴェルでは琉球問題を棚上げし、朝鮮に焦点を移して、ここで協
力体制を創ろうという工夫がなされた。ロシアを共通の仮想敵とし、その朝鮮へ
の進出を阻むため、朝鮮に「自強」を勧め、それを清朝が指導し、日本が支持す
るというアイデアである。1880年、在東京清国公使館の黄遵憲は何如璋公使の
指示を受けて『朝鮮策略』を著わし、折から朝鮮から来日中の修信使金弘集に与
えた7。その内容は朝鮮に「親中国」・「結日本」・「聯美国」、すなわち「宗主」た
る中国と従来以上に関係を深め、日本と提携し、アメリカを皮切りに西洋との外
交関係を開くよう勧めるものであった。金弘集はこれを国王に奉呈し、高宗はこ
れを採用して実行に移した。1882年、朝鮮は李鴻章の仲立ちでアメリカと条約
を結び、世界政治の仲間に加わったのである。日本側はこの動きを知らされな
かったが、実はこのアイデアは元来、外務卿寺島宗則が何如璋に提案したもので
あったから、これを黙認している。

とはいえ、これで東北アジアが平穏になったわけではない。朝米条約締結の
年、高宗の実父大院君は、政府の改革政策に反対してクーデタを発動したが、政
府は在漢城駐在官の馬建忠の勧めを納れて清朝に介入を要請し、これを覆した8。

5　豊見山和行『琉球王国の外交と王権』吉川弘文館、2004年。
6　並木頼寿「明治初期の興亜論と曽根俊虎について」、同著『近現代の日中関係を問う』研文出版、
2012年。
7　平野健一郎「黄遵憲『朝鮮策略』異本校合ー近代初頭東アジア国際政治における三つの文化の交
錯についてー」日本国際政治学会『国際政治』129号、2002年。
8　岡本隆司『馬建忠の中国近代』京都大学学術出版会、2007年。
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また、その２年後、朝鮮の急進改革派は日本公使の支援を当てにして、清朝を後
ろ盾とする政府に対しクーデタを試みたが、清軍によって鎮圧された。このと
き、日本側は公使が襲われ、民間人44名が殺害されている。しかしながら、三
国の政府は紛争拡大の抑制に努め、朝鮮は日本に賠償し、清朝と日本は条約を結
んで双方の軍隊を朝鮮半島から撤兵することを決めて、局を結んだ。

ただし、これらの事件をきっかけに清朝による朝鮮支配は強まった。とくに漢
城に袁世凱が駐在してからは、朝鮮政府は以前の「属国」にして「自主」という
立場を維持できなくなっている9。しかしながら、日本政府はこの動きを静観する
政策をとった。当時の日本には軍事力がなく、経済の不況にもさらされていたの
で、単独で介入する力はなかった。そこで外務卿井上馨は、ロシアを除く列強、
すなわちイギリス・アメリカ・清朝と提携して朝鮮半島を中立化し、それにより
清朝とロシアの勢力伸長を牽制する策をとったのである。

周知のように、この朝鮮不介入政策は1894年の日清戦争を境に放棄された。
日本は軍事力を使って朝鮮半島から中国の勢力を排除し、自らの勢力を伸ばすこ
とを選んだのである。1890年、陸軍の創設者であった山県有朋首相は、閣内で
朝鮮半島中立化政策を主張していたから、その後になって対外政策の枠組みが変
わったのであろう。しかしながら、それ以前、1880年代においては、フランス
のベトナム侵攻やイギリスの巨文島占拠のように、西洋の進出による波乱はあっ
たものの、東北アジア三国の関係は安定していた。日本政府は強兵政策が実を結
ぶ以前には温和な政策をとり、清朝もまた近隣との対立を避けながら実質的に朝
鮮支配を強める政策をとったためである。相対的な安定とは言え、1880年代に
は、東アジア三国は、西洋の動向を意識しながら国際関係の調整に努力し、新た
な秩序を創り出すことにある程度は成功しつつあったのである10。

３．20世紀への展望
日本は日清戦争によって東アジアにおける勢力均衡策を放棄し、その結果、台

湾を中国から割取して植民地帝国に変化した。1873年、岩倉具視と大久保利通
が征韓を退けたのは、日本が朝鮮半島に手を出した場合、中国やロシアによる干
渉を防ぐ国力がないためであったが、その後約20年が経った日本は、経済の急
成長が始まる中で、海外派兵の経済的・軍事的基盤ができていた。経済環境の変
化が外交政策を守勢から攻勢へと転じたのであった。

他方、日中戦争の回避のため提唱されたアジア主義は、その後も、傍流の地位
に留まった。日清戦争後に中国東北と朝鮮をめぐって、ロシアと中国・日本の対
立が深まると、日本と中国では、ロシアを共通敵とする日清同盟論が提唱され、
政治的に追求されることもあった。しかし、日露戦後の日本では西洋列強と互角

9　Owen Nickerson Denny, China and Korea (Seoul, 1888). Denny was an American Adviser 
of Korea, 1886-1890. 岡本隆司校訂・訳注『ON.デニー「清韓論」』東北アジア文献研究会（横浜：
成文社）、2010年。一般的に、岡本隆司『属国と自主のあいだ　近代清韓関係と東アジアの命運』名
古屋大学出版会、2004年。
10　三谷博・並木頼寿。月脚達彦編『大人のための近現代史　19世紀編』東京大学出版会、2009年。
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の地位を築くことが政策の主流となり、アジア連帯は西洋嫌いの少数者の主張に
留まった。まして、中国では「亜細亜」単位の政治思考は広まらなかった。孫文
は例外的存在である。彼は1924年、神戸で「大亜細亜主義」を主張したが、そ
の意図は、日本人の帝国主義志向を抑制するため、日本人が好む亜細亜連帯観を
利用することにあった。

その後、日本人が想像するアジアは西方まで拡大し、元来、西洋人が想定した
アジア全域を含むようになった。日露戦争後、中東のムスリムが日本の利用・協
力を考えて日本に来訪したが、これと接触したサンスクリット研究者大川周明
は、関心をイスラム教に広げ、『復興期亜細亜の諸問題』（1922年）など、ムス
リムを含むアジア復興を主唱する著書を著した。ただし、彼は、西洋の帝国主義
に対するアジア連帯の必要を説いたものの、朝鮮や中国など日本自体の帝国主義
の対象となった地域は無視している。こうした「アジア」の西方拡大に伴い、日
本人が元来想像していた「アジア」は、しばしば「東亜」と呼び変えられるよう
になった。

日本が1931年の満州事変を機に再び膨張政策を採り始めたとき、自らを「ア
ジア」の盟主として位置づけ、これを正当化することになる。満州国で「協和
会」を作り、「五族協和」の頂点に日本民族を据えたのがその始めで、欧米諸国
を相手に世界戦争を始めた後、1943年に東京で「大東亜会議」を開いたのがそ
の頂点であった。これには、西洋の帝国主義からの独立をめざす運動家が集まっ
た。インドの独立運動家スバシュ・チャンドラ・ボースが典型で、彼が訪れたの
はソ連とナチのドイツで思わしい結果が得られなかった後のことであった。西洋
に代わって日本の勢力下に入ることは棚に上げ、イギリスの敵対勢力は何でも利
用しようと図ったのである11。

第二次世界大戦の敗北後、日本人はアジア大陸の植民地から撤退し、国内では
米軍の占領下に、再び西洋化による改革が政策の主流となった。冷戦によって東
アジアが分断されたのもこの傾向を助長した。しかし、アジア主義は、後景に退
きはしたものの、米軍占領下の強制的な西洋化に伴う屈辱感を緩和するため、補
完的なイデオロギーという役割を果たし続けた12。

むすび
今日、21世紀は「中国の世紀」となるのではないかという予想が囁かれてい

る。現在の中米摩擦もそうした未来予想に起因することは間違いない。「東アジ
ア」は、20世紀の「日本の世紀」を経て、再び、19世紀以前に戻ろうとしてい
るのかも知れない。

しかしながら、今日の東アジアに、中国中心の世界秩序の再現を望んでいる国
民はどれほどいるだろうか。「東アジア」というリージョンがあると見なす人は

11　長崎暢子『インド独立　逆光の中のチャンドラ・ボース』朝日新聞社、1989年。
12　最近、アジア各地のアジア主義に関する包括的な研究が出版された。今後の研究はその参照を抜
きにしては、不可能であろう。松浦正孝編『アジア主義は何を語るのか』ミネルヴァ書房、2013年。
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確かにいるが、ヨーロッパと違って、国同士のサイズには大きな相違がある。そ
こに対等な秩序が創りうるだろうか。20世紀の日本と同じく、中国は盟主の道を
目指すのだろうか。それとも別の道を探るのだろうか。周辺の国々は中国やアメ
リカ・ヨーロッパとの関係、そして隣国との関係をどう築こうとするのだろうか。

この講演は19世紀における変化、東アジアにリージョナルな想像力が誕生し、
日本が伝統的な中華世界像への挑戦を始めたことを概観し、さらに20世紀前半
に日本がアジアの盟主を目指して失敗した経緯にも触れた。今回の参加者が取り
上げるテーマは、西洋への認識、伝統への挑戦と創造、国境を越えた人の移動な
どであって、直接、このようなパワー・バランスや秩序の転換に触れるものでな
い。しかし、そうした問題の背後には、東アジアの未来にも繋がるような国際秩
序の転換という大問題があったことを意識していただきたいと思う。良い発表を
目指すだけでなく、むしろ他者の発表に注意深く耳を傾け、自らの問題意識との
関連に思いをめぐらして、進んで議論に身を投じていただきたい。それは自分を
成長させ、同時に国境の向こう側にかけがえのない学友を見つける絶好の機会と
なるはずである。
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	 宋 志勇

三谷博教授の「『アジア』の発明─19世紀に
おけるリージョンの生成」を拝読し、非常に感
銘を受けました。専門ではありませんが、この
課題に大変興味を持っております。コメントと
いうほどのものではありませんが、感想を述べ
させて頂きます。

アジア、アジア人、アジア主義、アジア思想
文化等の概念について、我々にとっては馴染み
があるものですが、その根源を追求するのは容
易なことではありません。三谷先生の論述通り、
最初に「アジア」はヨーロッパ人によって提出
された地域概念です。しかし、19世紀に入って
から、ヨーロッパの影響が東へと広がり、ヨー
ロッパ植民者が武力と貿易によってこの地域概
念に実質的な内容を与えるようになり、アジア
人は自分とヨーロッパ人とは異なる存在である
とはっきり認識しはじめました。また、徐々に

「アジア」という概念を受け入れました。更に、
自身の発展と共に「アジア」に様々なアジア的
な内容を賦与しつつ、その上にアジアの連帯感、
アジア主義、アジア的な思想文化等を生み出し
ました。千年に渡ってアジアを統治していた「中
華思想」も、この転換の中で新しい近代的世界
観によって取り替えられました。

三谷氏の報告の中で、19世紀においての「ア

ジア」概念の生成だけではなく、その後の「ア
ジア」概念の百年間の複雑な変遷をも紹介され
ています。実際、近代的アジア観は東アジアを
核心としています。東アジアの近代化の中で、
中国・日本・朝鮮半島はそれぞれ異なった発展
の道を辿った故、各国の持っているアジア観も
それぞれ違います。アジア主義は各国によって
それぞれ異なった内容が賦与され、東アジアの
国際関係の理念も影響されました。近代日本の
侵略と拡張さえも始終「アジア共同体」という
スローガンの下で行われていたのです。

アジアの未来に対して、三谷氏は展望を示
し、多くの問題を提起しました。それらは真剣
に考えるに値する問題です。19世紀に「アジ
ア」概念が実質化してから既に百年以上も過ぎ
ました。「アジア」は時代に新しい意味を賦与
され、その活力もヨーロッパに羨望されていま
す。アジアの時代は既に来ました。私は、新し
いアジアの時代が、他の地域と協力して「ウィ
ンウィン」を目指して共に進歩する時代であっ
てほしいです。アジア各国はゼロサム思考を排
除し、ともに発展して進歩することを強く願っ
ております。また、我々の会議もこの課題の研
究とアジアの未来に寄与できると強く希望して
おります。

基調講演を受けて１

宋 志勇
南開大学 ［原文は中国語、翻訳：梁 奕華（東京外国語大学）］

コメント
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三谷博先生ありがとうございました。アジア
という概念から出発して、19世紀、20世紀の
東アジアにおいてそれがどのように流通し、拡
張していったのかについて、三国の関係の中で
概観していただき多くの示唆があったのではな
いかと思います。宋志勇先生も触れていました
が、アジアの発明というのは一見すると東洋の
概念の発明と対照をなしている部分があるので
はないかと思われます。その部分についてはス
テファン・タナカ先生の研究がありますが、三
谷先生は主にアジアというのが19世紀に地政
学的にどのような意味を持っていたのかについ
てお話されたと思います。韓国史を研究する立
場として、議論したいことの簡単な事例を申し
上げることで後の議論につながればと思いま
す。

まず「亜細亜」という漢字概念の場合、前の
討論でも言及されていたように、中国では儒教
や仏教において言及されているものもあります
が、朝鮮では地理書と関連して「亜細亜」とい
う概念を確認できる文献があります。たとえ
ば、朝鮮後期の実学者としてよく知られている
星湖李瀷や、19世紀の1830年代から40年代に
かけての李圭景といった人たちの世界地理に関
連する本を見てみると、「亜細亜」というのが

出てきます。亜細亜は、地理的には真ん中に大
清国があって、東端には日本島が、さらに西に
は紅海、黒海まで入っていて、南には呂宋（ル
ソン）（私たちが今学術会議を開いているフィ
リピン）までも包括する概念として説明されて
います。北には北海というのも出てきますが、
地理的な観念として亜細亜はこれくらいの地理
区域があるということを書いているわけです。
朝鮮の場合、この時期の叙述は、もちろん先程
三谷先生がお話されたマテオ・リッチの『坤輿
万国全図』を参考したところもありますが、そ
れだけではなくこういうものを受け入れて、朝
鮮で消化しながら整理したという側面もありま
す。

こうした叙述が変わるのは1880年代以降だ
と思います。少し前の時期に魏源の『海國圖
志』のような本が中国から朝鮮に輸入されます
が、この時期に兪吉濬のような人々が日本の慶
應義塾大学で留学しながら新しく日本で近代的
に翻訳された地理書を翻訳しているのを見る
と、たとえば内田正雄の『輿地誌略』のような
ものですが、アジアがどこからどこまでなのか
が紹介されています。これは私たちが近代以降
考えているアジアの概念と大きく変わらないの
ですが、ここで注目しなければならないことが

基調講演を受けて2

朴 漢珉
東国大学 ［発言は韓国語、翻訳：閔 東曄（東京大学）］

コメント
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朴	漢珉

あります。1870年代から80年代にかけて、三
谷先生も言及されていましたが、琉球や台湾、
北にはロシアなど、いろいろなところで地政学
的な危機が高まるのですが、日本がロシアに対
して体感するのと朝鮮のそれは違うところがあ
るということです。そこで出てくるのが先程触
れられた興亜会です。興亜会から親中国、結日
本、連アメリカというのが出てくるのですが、
結論はロシアを防がなければならないというこ
とでした。しかしこれを朝鮮側で受け入れると
きは少し違います。なぜなら、1880年に北京
条約を結んでロシアと朝鮮は国境を接するよう
になるのですが、そのとき朝鮮はロシアに対し
て緊張したりしない、つまりそこに葛藤関係は
見えないわけです。興亜会を通してアジア連帯
主義、アジア連帯論が輸入されたとよく説明さ
れるのですが、それを通して、共同でロシアに
対抗しなければならないという意識にまで発展
したかどうかについては韓国史学界では疑問を
呈することもあります。そういったところを考
慮したほうがいいのではないかと思います。

最後に、日清戦争、日露戦争の時期、特に日
露戦争の時期になると、韓国でもいろんな地域
構想が現れます。代表的な安重根の東洋平和論
もありますが、日本に亡命していた安駉壽のよ

うな人もいます。この人の「日清韓三国同盟
論」で議論されているものを見ると、韓国、中
国、日本、この三つの国がどのように同一の経
済的なブロックを作ればいいのかということも
出てきます。これはアジアをどのように考えて
いくかという議論なのですが、ここから日本側
が主導するのか、それとも韓国、あるいは中国
が主導するのかをめぐって違う意見を読むこと
もできるのではないかと思います。こうしたこ
とも念頭においてアジアの発明、そしてその概
念がどのように流通されたかを探っていけば、
議論をより深化させることができるのではない
かと思います。いったんこのくらいで、私のコ
メントを終わります。
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19世紀東アジアの	
国際秩序と	
「万国公法」受容─日本の場合─

大久保健晴
慶應義塾大学

要　旨

　 　本報告では、近代黎明期の東アジアにおいて西洋国際法がどのように受容さ
れ、新たな国際秩序の創出に向けていかに実践的に適用されたのか、オランダ
を起点に日本へ伝えられた学識と、中国を経由し普及した漢訳文献という、二
つの知的源泉に光を当てながら、比較政治思想史の視座から解明を試みる。

　 　19世紀東アジアにおいて、西洋列強と対峙し、条約交渉を進めるとともに、
旧来の近隣アジア諸国相互の関係性が流動化するなか、新しい学術知識として
広く人々の関心を集めたのが、西洋国際法「万国公法」であった。

　 　東アジア世界に体系的な西洋国際法の知識をもたらした最初期の書物として
知られるのが、『恵頓著・丁韙良訳　万国公法』である。だが日本では同時期
にもう一冊、同じ書名を冠した書物が存在した。徳川政権初の欧州留学生とし
て1863年から２年間にわたってオランダで学んだ西周と津田真道による留学
の成果、『畢洒林氏説・西周助訳述　万国公法』である。

　 　本報告では、この中国経由とオランダ経由、二つの『万国公法』の比較検討
を通じて、明治初期日本の学者や官僚がいかなる論争を展開したのか、さらに
それは明治政府の外交政策にどのような影響を与えたのか、明らかにする。

　 　近代日本における西洋国際法との思想的格闘と、それに伴うアジア世界へ
の眼差しの変容を検討することにより、19世紀国際秩序の転換と「東アジア」
の誕生を巡る全体の討議に貢献したい。

〈問題提起〉
　１） 大久保報告のうち、当時の時代状況のなかで、（１）西周・津田真道、（２）

中村正直、（３）福澤諭吉の３人のうち、果たして誰の主張（政治的立場）
が最も優れていると考えられるか。

　２） 19世紀から20世紀のアジア諸国において、ヨーロッパ国際法の受容に

発表論文1
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19世紀東アジアの国際秩序と「万国公法」受容─日本の場合─ 大久保健晴

は、それぞれの国でどのような違いが見られるか。ヨーロッパ国際法は、
アジア近代に何をもたらしたのか。

　３） 上記１、２の議論をふまえ、現代アジアにおいて、我々は国際法とどう向
き合っていくべきか。（中村正直が志向したような）儒学など、アジアの
思想的伝統を基礎にした国際法思想の形成は可能か。あるいは、そもそも
アジア世界において国際法など不要なのか。

はじめに
本報告は、近代黎明期の東アジアにおいて西洋国際法がどのように受容され、

新たな国際秩序の創出に向けていかに実践的に適用されたのか、日本を中心に検
討する 1。近世東アジアでは、とりわけ中華王朝である明朝と朝鮮との間に朝貢関
係が築かれ、それは明清交替によって動揺するものの、19世紀中葉までその枠
組みは維持された。他方、日本は独自な位置を占めた。17世紀中葉以降、徳川
政権は海禁政策のもと、長崎、対馬藩、鹿児島（薩摩）藩、松前藩を通じて、中
国、オランダ、朝鮮、琉球、アイヌと交易を行った。中華王朝との間には宗属関
係は成立せず、公式の交流は途絶え、中国商人が長崎で貿易する通商関係だけが
存在した。朝鮮との間には交隣関係が結ばれたが、これも両国間の個別の交流に
とどまった。近世期の東アジア国際秩序は、比較的安定した状態が続いた 2。

しかし19世紀に入ると、西洋世界との本格的な接触を通じて、旧来の東アジア
の国際秩序や世界認識は根底から揺り動かされる。特に日本では1853年のペリー
率いるアメリカ艦隊の来航以降、西洋諸国との間で諸条約が締結されると、事態は
一変する。これをきっかけに、250年以上続いてきた徳川政権は、僅か14年余りで
瓦解し、明治新政府が樹立された。こうして西洋列強と対峙し、条約交渉を進める
とともに、旧来の近隣アジア諸国相互の関係性が流動化するなか、新しい学術知識
として広く人々の関心を集めたのが、西洋国際法「万国公法」であった3。

1　本論文は、大久保健晴『近代日本の政治構想とオランダ』（東京大学出版会、2011年）、同「近代日本の黎
明とヨーロッパ国際法受容」（酒井哲哉編著『日本の外交　第３巻　外交思想』岩波書店、2013年）、OKUBO 
Takeharu, The Quest for Civilization (translated by David Noble, Brill, Boston & Leiden, 2013), 
Chapter 4の研究成果に基づく。
2　19世紀東アジアの国際秩序ならびに日本の対外政策の変容については、浜下武志『朝貢システムと近代ア
ジア』（岩波書店、1997年）、荒野泰典『近世日本と東アジア』（東京大学出版会、1988年）、三谷博『明治維
新とナショナリズム─幕末外交と政治変動』（山川出版社、2009年）、岡本隆司『属国と自主のあいだ─近代
清韓関係と東アジアの命運』（名古屋大学出版会、2004年）、佐藤誠三郎『「死の跳躍」を越えて─西洋の衝
撃と日本』（都市出版株式会社、1992年）、藤田覚『近世後期政治史と対外関係』（東京大学出版会、2005
年）、眞壁仁『徳川後期の学問と政治─昌平坂学問所儒者と幕末外交変容』（名古屋大学出版会、2007年）な
ど参照。
3　「開国」を巡る重要な政治思想史研究として、丸山眞男「開国」（『丸山眞男集』第８巻、岩波書店、1996
年）、宮村治雄『開国経験の思想史─兆民と時代精神』（東京大学出版会、1996年）、渡辺浩「思想問題と
しての『開国』─日本の場合」（朴忠鍚、渡辺浩編『国家理念と対外認識　17-19世紀』慶應義塾大学出版
会、2001年）、同『日本政治思想史─17-19世紀』（東京大学出版会、2010年）、WATANABE Hiroshi, A 
History of Japanese Political Thought: 1600–1901 (translated by David Noble, International House 
of Japan, Tokyo, 2012), AKASHI Kinji（明石欽司）, “Japanese ‘Acceptance’ of the European Law of 
nations. A Brief History of International Law in Japan c. 1853-1900” , in East Asian and European 
Perspectives on International Law (Nomos, Baden-Baden, 2014) などがある。
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東アジア世界に体系的な西洋国際法の知識をもたらした先駆的な書物とし
て知られるのが、在中国アメリカ人宣教師マーティン（William Alexander 
Martin,丁韙良）がアメリカの法律家・外交官ホィートン（Henry Wheaton）の
Elements of International Lawを漢訳した『恵頓著、丁韙良訳、万国公法』（以
下、漢訳ホィートン『万国公法』）である 4。この書は、清朝の総理衙門の支援の
もと北京で出版され、刊行直後の1865年に日本でも江戸開成所から翻刻が出さ
れた。

これまでの先行研究の多くは、この漢訳ホィートン『万国公法』を分析の中心
に据えてきた。特に吉野作造や尾佐竹猛らの古典的研究は、同書の自然法論を巡
る漢訳が「性法、天法、天理、自然之法などの文字が夥しく眼にうつる」もので
あったことから、明治初年の日本において万国公法が、儒学の「道」の観念と重
ね合わせて解釈され、普遍的な規範「天地自然の理法」に基づく「天地の公道」
として広く理解されたことを指摘する 5。

しかし徳川末期の日本では、漢訳ホィートン『万国公法』とともにもう一冊、
「万国公法」の名を冠し、影響を及ぼした書物が存在した。オランダ・ライデン
大学教授、フィッセリング（Simon Vissering）が口述し、西周が訳述した『畢
洒林（フィッセリング）氏説、西周助訳述、万国公法』（以下『畢洒林氏万国公
法』）である。

周知のように日本では、17世紀初頭よりオランダとの間で交易が行われ、18
世紀になるとオランダ語を通じて西洋学術に取り組む「蘭学」が勃興した。西周
が訳した『畢洒林氏万国公法』もまた、こうした蘭学の分厚い学問的伝統の上に
成立した。

本報告では、この中国経由とオランダ経由、二つの『万国公法』の比較検討を
通じて、幕末明治初期の日本でいかなる論争が展開されたのか、さらにそれは明
治政府の外交政策にどのような影響を与えたのか、明らかにする。

なお本論に入る前に、一つだけ議論を補足しておきたい。徳川政権が西洋諸国
との間で締結した諸条約が、領事裁判権の規定や関税自主権の喪失など、非対称
的な内容を含むものであったことは、よく指摘される。しかし何を「不平等な条
約」とするかは、時に政治的な含意を持ち、それは本当に不平等だったのかとい
う問題を含め、慎重な議論が必要である。少なくとも日本では、1860年代の初め
まで、諸外国との条約が不平等なものであるという認識は、必ずしも明確ではな
かった 6。19世紀後期日本でこれを「不平等条約」と捉える言説が広まる背景には、
経済状況の変化や明治新政府の成立など、様々な複合的要因が存在した。本稿の

4　本報告では、恵頓著、丁韙良訳『万国公法』（同治３年、慶應元年開成所繙刻、京都崇実観存版）、及び
Henry Wheaton, Elements of International Law (sixth edition, Little, Brown and Company, Boston, 
1855) を利用する。
5　吉野作造、「我国近代史に於ける政治意識の発生」（『吉野作造著作集』第11巻、岩波書店、1995年）、
尾佐竹猛「維新前後に於ける立憲思想─帝国議会史前記」、「近世日本の国際観念の発達」「万国公法と明治
維新」（『尾佐竹猛著作集』第９巻・第13巻、ゆまに書房、2006年）など。なお、1990年以降の漢訳ホィー
トン『万国公法』研究については、註28を参照のこと。
6　この点については、三谷博『ペリー来航』（吉川弘文館、2003年）、同「19世紀における東アジア秩序の
転換─条約体制を『不平等』と括るのは適切か─」（『東アジア近代史』第13号、2010年）、渡辺浩「『明治
維新』論と福沢諭吉」（『近代日本研究』第24巻、2008年）など参照。
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主題とはかけ離れるためここでこれ以上の議論は避けるが、それはまた、これか
ら検討するように、徳川及び明治日本の学者や官僚、政治家の間で万国公法の知
識が広まり、次第に西洋国際法体系における＜ゲームのルール＞に熟達すること
により、その枠組みのなかで物事を考えるようになったこととも無縁ではない。

１．『畢洒林氏万国公法』とオランダ法学
『畢洒林氏万国公法』は、西周と津田真道によるオランダ留学の成果である。

徳川政権はペリー来航直後の1856年、洋学教育と西洋事情の調査を目的にした
学問所「蕃書調所」を創設し、1862年に２人の若き学者をオランダ留学に派遣す
る。それが、西周と津田真道であった。彼らは徳川日本初の欧州留学生であった。

西と津田はオランダの地で、ライデン大学法学部教授フィッセリングから２年
間にわたり、自然法、国際法、国法、経済学、統計学からなる五科講義のプライ
ベート・レッスンを受けた。1865年に帰国した後、彼らは徳川政権の命により、
留学の成果である講義ノートを分担して訳述する。そのうち国際法講義を翻訳し
た作品こそ、西周訳『畢洒林氏万国公法』であり、1868年に刊行された 7。西と津
田が日本を離れたのは、漢訳ホィートン『万国公法』出版以前のことである。彼
らの取り組みは、ヨーロッパの地で国際法を直接、体系的に学び、日本に導入し
た最先駆の試みであった。

西と津田が学んだフィッセリングは当時、ライデン大学法学部で、経済学・外
交史・統計学を担当していた。興味深いのは、フィッセリングが19世紀オラン
ダを代表する法学者・政治家であるトルベッケ（Johan Rudolf Thorbecke）の
弟子であり、後継者であったことである。トルベッケは専制君主制を批判し、立
憲主義に根ざした1848年憲法改正を実現した、オランダ自由主義改革の主導者
である。西と津田が学んだフィッセリング五科講義には、19世紀オランダ自由
主義の精神が流れ込んでいる。実際、西と津田はフィッセリングから国法学講義
を通じて、権力分立のもと、国民の諸権利を重んじる立憲思想を学んだ。また経
済学講義では、スミス（Adam Smith）やバスティア（Frédéric Bastiat）らの
系譜を引く自由経済論に触れた 8。

以下では、彼らがオランダから持ち帰った手書きの蘭文講義筆記 “Volkenregt”
と、西周の翻訳『畢洒林氏万国公法』を手がかりに、彼らがフィッセリングから

7　『畢洒林氏万国公法』に関する先行研究として、田岡良一「西周助『万国公法』」（『国際法外交雑誌』第71
巻第1号、1972年）がある。しかし田岡の研究を含め、従来の先行研究では、同時代オランダの学問状況や
フィッセリングの著作、あるいは西達が残した蘭文講義ノートにまで遡った法学・国際関係思想や国際認識の
検討はほとんどなされていない。
8　西周と津田真道が学んだフィッセリング講義の詳細な内容については、大久保健晴、前掲『近代日本の政
治構想とオランダ』、ならびに、OKUBO Takeharu, The Quest For Civilizationを参照のこと。国際法講
義については、S. Vissering, Dictaat over de Diplomatische Geschiedenis (Universiteitsbibliotheek 
Leiden, 1859-1860) との比較検討を試みている。同時代オランダの国際法学史については、W. J. M. van 
Eysinga, “Geschiedenis van de Nederlandsche wetenschap van het volkenrecht” , in Geschiedenis 
der Nederlandsche rechtswetenschap, dl 3, afd., 1 (Noord-Hollandsche Uitgevers Mij, Amsterdam, 
1950) など参照。
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学んだ国際法の特質を、特に三つの角度から検討する 9。
第一の特徴として、この講義は「泰西公法」ヨーロッパ国際法を主題とする。

フィッセリングによれば、「泰西公法」とは、ヨーロッパの「文明」化の歴史を
通じて形づくられてきた「交際の條規」である。そこでは、「性理公法」自然法
論は、一つの法的源泉ではあるが、全ての法体系を演繹するような原理ではな
い。むしろ、国家の諸権利を定める「泰西公法」は、各国が交際を積み重ね利害
関係を深めるなかで築き上げた、様々な条約や慣例を法的源泉とする 10。むろんそ
の範囲は今日、「欧羅巴洲内基督教を奉する諸国」にとどまらない。1856年の「巴
里斯の会盟」により、「土耳其も明許に依て泰西公法の同盟に列したり」11。ただし
ここでも、「同盟」への参加を承認する主体は、あくまでヨーロッパ諸国である。

そのためフィッセリングは、「自主」や「平行の権」など、主権国家の諸権利
に関しても、それは確かに「性理公法」を起源とするが、「然れとも是を事実に
施すは泰西公法にて採用確定したる條規に遵て始めて可なり」と説く 12。ここか
ら、いずれの国にも属していない土地を自分の領土として占拠・領有することを
認める、無主地を巡る「取有」先占の法などが、「泰西公法」の名のもとに定め
られる 13。

第二の特徴として、フィッセリングは、ヨーロッパ国際体系が、列強「五大
国」を中心に、勢力の均衡によって成立することを指摘する 14。西はここに補注
を付け、ヨーロッパの国際関係を古代中国の「春秋列国」との類推のもとに捉え
ている 15。ただしフィッセリングは続けて、それは「力の論理」のみに還元され
るものではないと主張する。彼によれば、国家間の対等な均衡関係と諸条約は、
相互の「信実」（goede trouw）の上に成り立つ。「万国其交際日に多きに従ひ月
に密なるに従ふて、此権義の定まるも益々精密にして、是を守るも愈信実（goede 
trouw）なり」16。

とはいえ、もちろんそれは純粋な道徳心のみに依拠するわけではない。「万国
互に相交はる」なかで、諸国家は他国を侵略するなど「不正不義」を行い関係諸
国から報復されるよりも、「正と信とを以て是か根本」とした方が結果的に「智

9　以下、フィッセリング口授、西周訳『畢洒林氏万国公法』のテクストは、大久保利謙編著、前掲『西周全
集』第２巻所収、の作品を利用する。
また、国立国会図書館には、津田真道が筆記し持ち帰った、フィッセリング国際法講義の手書きのオランダ
語講義筆記 “Volkenregt” が所蔵されている。同オランダ語講義ノート “Volkenregt” は、日蘭學會編、大久
保利謙編著『幕末和蘭留學關係史料集成』（雄松堂書店、1982年）のなかで、活字化されている。著者は国
立国会図書館憲政資料室に所蔵される原文（マイクロフィルム）を利用しているが、引用に際しては、活字版の
ページ数を記す（以下、同オランダ語資料からの引用は、BAと略記する）。ただしこのノートは、第二巻冒頭か
ら第二巻第二章の途中までと、第四章が欠落している。
10　「故に文明の諸国合して一大局をなせる（中略）欧羅巴に在ては此公法漸次に詳備し、時を歴るに従て其
條規愈一定せり」（西周訳『畢洒林氏万国公法』、前掲『西周全集』第２巻, 19-20頁、BA, pp. 42-43）。
11　同上書、20頁。BA, p. 43.
12　同上書、22頁。
13　同上書、29-38頁。BA, pp. 52-65.
14　同上書、44-45頁。BA, p. 74.
15　「欧羅巴諸国其政治互に相関干渉し猶春秋列国の如し是を泰西大局又齊盟大局と訳す」（同上書、44-45
頁）。なお、漢訳ホィートン『万国公法』巻頭の張斯桂による「万国公法序」でも、同様に、ヨーロッパをはじ
めとする同時代の「天下大局」を、「春秋時大列国也」との類推のもとに描いている（前掲、恵頓著、丁韙良訳

『万国公法』、第１巻、１丁表）。ただし張斯桂はそこで、この現今「天下大局」の中でも「中華首善の区と為す」
と記しているが、そうした「中華」に関する議論は西周には見られない。
16　西周訳『畢洒林氏万国公法』、19-20頁。BA, pp. 42-43.
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にして且益ある」と功利計算をする 17。近代ヨーロッパでは、各国が勢力の維持
拡大をかけて鎬を削りながら、交際・交易が深まり、勢力均衡の原理が形作ら
れ、「信実」という文明社会における国際政治固有のモラルが培われてきた。

それ故、フィッセリングは国家平等権や内事自主権とともに、「交際の権」を主
権国家の基本的な権利義務と定める。「性理の公法」では、交際の定めはなく、他
国と交際するか否かはその国の自主権による。しかし「泰西公法」はそれとは異
なる、と彼は続ける。「然れとも泰西公法の條規にては、交際の権欠く可らさる所
なり」18。他の諸国との交際・交易の拒絶は、「人道に悖るの大なる者」である。ま
して「文明の諸国此泰西公法を奉する同盟」においては、利害得失が連関し「其
交義の羅織する亦極て密」である。「礼儀化洽の国」は「国を鎖」すべきではな
い。ここではもはや自然法よりも、「泰西公法」上の交際の論理が優先される 19。

第三に興味深いのが、正戦論批判である。フィッセリングによれば、自然法論
では、正義の名による正戦の正当性が認められてきた。だが「泰西公法」の戦争
観は大きく異なる 20。主権国家間の戦争では、もはや戦争の実質的原因の正・不
正は問われない。両交戦国はともに対等の地位・権利を有する。こうして彼は中
世以来の、自然法論に流れ込む正戦論の伝統を斥けた。

とは言え、それは決して規範なき力の横溢を招くものではない。むしろ、正義
をかざし相手を悪とみなす正戦論こそ、殲滅戦争を招く危険がある。「方今文明
の諸国」は、交戦国双方に対等な権利を認めることで、戦争のルール化、人道
化を進めてきた 21。ここに交戦法規が成立する。例えば、不必要な殺人や強奪、
毒の混入など卑劣な手段は禁止される。「敵に対すと雖ども亦廉恥忠信仁愛の
道（goede trouw en menschelijkheid）の失う可ら」ず 22。ここでもまた、‘goede 
trouw’ という文明の公法のモラルが提示される。さらに「泰西公法」では、講
和条約締結に際し、戦勝国といえども、敵国の人々の「人身自主の権」や「所有
安堵の権」を侵害してはならない 23。「泰西公法」は、諸国民の「人身自主の権」

「所有権」を保護する。言い換えれば、国民の諸権利を重んじる立憲国家でなけ
れば、「泰西公法を奉する同盟」にはなれない。

以上のようにフィッセリングは西周と津田真道に対して、ヨーロッパ近代の歴
史を通じて形づくられた、ヨーロッパ国際法「泰西公法」について教授した。彼
によれば、それは勢力均衡を背景に、「信実」という国際政治のモラルや、自由
貿易、立憲主義など経済的・政治的諸価値を共有する、ヨーロッパの文明の公法
であった。それ故に、西と津田にとっては、日本を含む非西洋諸国がそこでど
う位置づけられるかが、中心的な問題関心となる。

17　同上書、19頁。BA, p. 42.
18　同上書、27頁。BA, p. 49.
19　同上書、27-29頁。BA, pp. 49-52.
20　「然れとも泰西公法にては自主の国相戦ふは彼此とも其理直なりとす（中略）是を以て兩国共に其権亦匹
敵なる也」（同上書、57頁。BA, p. 90.）。
このような戦争観は、シュミット(Carl Schmitt)の国際法研究の影響もあり、今日、日本の法学・政治学の世
界では広く「無差別戦争観」として理解される。
21　西周訳『畢洒林氏万国公法』、58頁。BA, p. 102.
22　同上書、58頁。BA, p. 91.
23　同上書、69頁。BA, pp. 108-109.
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改めて講義を振り返れば、フィッセリングはまず、「泰西公法」のもと現実に
は、文明化と国力に即して第一等国から第三等国まで存在すると教える。そし
て、次のようにヨーロッパ公法の内部と外部を区別する。「泰西公法の同盟たら
さる諸国日本、唐、暹羅、波斯等に對しては、欧羅巴諸国其臣民を保護する為に
預め註箚の使臣等に仮すに特例の権を以てすることを定めたり」24。日本や中国な
ど、諸個人の権利を守る憲法や法が定まっていない非西洋圏において、西洋人と
現地の国民との間でトラブルがあった場合には、「欧羅巴諸国其臣民を保護する」
ため、西洋人は自らの国の法で裁かれる、領事裁判権の要求が正当化される。「何
となれは此諸国の交際未た全然泰西公法の基礎に準して律す可らされはなり」25。

だがそれは逆に、非西洋諸国の側からみれば、西洋人がどんな無法な行動をし
ても、自分達（非西洋諸国）の法では処罰できないことを意味する。これは不平
等ではないか。

そうである時、非西洋諸国からは、自然法「性理公法」に基づく「自主の権」
を盾に、不均等な条約を掲げる国とは交際しないという反論も出てこよう。それ
に対するフィッセリングの応答が、先の「交際の権」論である。確かに自然法論
には他国と交際せよという定めはない。だが「泰西公法」では、国を鎖す行為
は、国益を失うだけでなく「人道に悖る」。逆に交際・交易を通じて「泰西公法
の基礎」を共有し、主権国家として認められれば、領事裁判制度も撤廃される。
ヨーロッパ公法の内側に生きるフィッセリングにとって、「性理公法」と「泰西
公法」は矛盾していない。しかしその外部から見れば、両者は矛盾・対立する要
素を抱えている。

では、相手国に武力をもって通商条約を無理矢理押しつけられた場合はどう
か。フィッセリングによれば、「泰西公法の條規通習」では、それを解消するこ
とは簡単ではない。なぜなら「泰西公法の本規」では、一度締結した条約は両国
が好んで結んだものと判断される。「欺詐要脅を口実」に、その破棄を求める行
為は、むしろ自らの主権国家としての権利の欠如を認めるものであり、「遵守す
へき信実の道」に「背馳」する 26。

ならば武力で不平等な条約を迫る強国に戦争で敗北し、講和条約結んだ後、改
めて自国の正義を主張することは可能か。これに関しても、フィッセリングは否
定的である。交戦国は対等な権利を有し、講和条約もまた、自由意思（vrijwillig）
によって結ばれたと考えられる。そのため、敗戦国は不本意な条約をも甘受し、

「遵守」せねばならない。これが国際法上のモラルである 27。
こうしてみてくると、ヨーロッパ公法の周縁及び外部に位置し、いまだ均衡す

る力を持たない非西洋圏の国々にとって「万国公法」とは、文明という名の「泰
西」「列強」による、理不尽な教えではないか。しかしそれにも関わらずフィッ
セリング講義は、二つの点で、単なる強者の力の論理と切り捨てることのできな
い要素を含んでおり、問題は複雑である。第一にそれはなお、交際の意義を説

24　同上書、26頁。BA, p. 47.
25　同上書、94-95頁。
26　同上書、45-46頁。BA, pp. 75-76.
27　同上書、72頁。BA, p. 113.
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き、残虐な戦争行為を禁止し、諸個人の権利を擁護するという、一種の普遍性を
持った政治的価値を有している。第二にそれは、経済学講義で教授された自由貿
易論を基礎とする。それ故、その経済学説を学問的真理として認めるのであれ
ば、「泰西公法」を受け入れる以外に選択肢は残されていないことになる。ここ
に西と津田が帰国後に取り組む課題が浮かび上がってくる。

２．	二つの「万国公法」─中国経由とオランダ経由─
それでは『畢洒林氏万国公法』との比較において、もう一つの万国公法、漢訳

ホィートン『万国公法』の受容はどう捉えられるのか 28。
ホィートンの原著を繙くならば、実はホィートンも実定的国際法学の成果を積

極的に採り入れ、主権国・半主権国・従属国の区分を導入し、正戦論への批判を
展開するなど、フィッセリング講義と多くの共通性を持つ。

ところが、在中国アメリカ人宣教師マーティンによる漢訳に目を転じると、そ
こには「翻訳」に伴う幾つかの問題が浮上する。例えばそこでは、決して誤訳で
はないが、「性法」「天法」「天理」「自然之法」など、儒学を強く意識した訳語が
多く使われている。また、例えば西洋諸国と中国との外交についても、原文と
漢訳には微妙な差異が見られる 29。原文と比較するならば（詳細は註29を参照）、
漢訳では、中国の従来の政策への批判的な語調（its inveterate anti-commercial 
and anti-social principles）が弱められ、条約締結に伴う西洋「文明」諸国と非
西洋圏との間の力の非対称性（the former has been compelled to abandon…）
も影を潜めている。結果として、万国公法の公平性が強調されている。このこと
は、マーティンが宣教師として、中国にキリスト教の精神を伝えようとしていた
こととも、関係していよう 30。

さらに、同書が海を越えて、同時代の日本に受容されると、漢訳の読み方に
さらなる幅が生まれる。当時の日本では、漢訳ホィートン『万国公法』に対し
て、和訳や注解という形で、新たに解釈が加えられた。例えば1876年、漢学者・
高谷龍洲が訓点・注解を付け、中村正直が批閲した『万国公法蠡管』が出版さ
れた。中村はその序文で、「蓋し万国公法は公是非を以て私是非を正すの具なり

（中略）。是に於てか、強は弱を暴するを得ず」と記す。その上で、「嗚呼、公法

28　近年の日本における漢訳ホィートン『万国公法』の受容に関する研究として、井上勝生、「万国公法（文献
解題）」（『日本近代思想大系1 開国』岩波書店、1991年）、張嘉寧「解説　『万国公法』成立事情と翻訳問題
─その中国語訳と和訳をめぐって」「万国公法（文献解題）」（『日本近代思想大系15　翻訳の思想』岩波書店、
1991年）、周圓「丁韙良『万国公法』の翻訳手法─漢訳『万国公法』１巻を素材として」（『一橋法学』第10
巻第２号、2011年）など参照。
29　Henry Wheaton, op.cit., p. 22. 恵頓著、丁韙良訳、前掲『万国公法』第1巻、12丁裏）。
‘The same remark may be applied to the recent diplomatic transactions between the Chinese Empire 

and the Christian nations of Europe and America, in which the former has been compelled to aban-
don its inveterate anti-commercial and anti-social principles, and to acknowledge the independence 
and equality of other nations in the mutual intercourse of war and peace.’ 
「歐羅巴亞美利加諸國奉耶蘇之教者。與中國邇来亦共議和約。中國既弛其舊禁。與各國
交際往来。無論平時戦時。要皆認之。為平行自主之國也。」
30　張嘉寧は、マーティンの翻訳動機の一つに、中国人にキリスト教の精神を伝えようという意図があったこ
とを、書簡などから明らかにしている（張嘉寧、前掲論文、386頁）。
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の学日月の精を加へ、完善具備、以て我地球の美楽、天国の如きものと致す」と
唱えている 31。

このように、ホィートンの『万国公法』は、マーティンの漢訳を介して、徳川
末期・明治初期日本の人々の手に渡った。その過程で、難解なテクストの性格と
も相まって、特に儒学的素養を有する学者達のなかには、国際社会のうちに普遍
的規範を求める問題意識に引き付けて読む者もいた。そしてその解釈は時に増幅
し、原テクストから離れて一人歩きする。

しかしここから、＜彼ら儒者達が抽象的な議論を好み、現実政治から乖離して
いた＞と断じるのは、一面的である。実際、先の序文を書いた中村正直は1866
年、徳川政府から留学生としてイギリスに派遣され、約２年間ロンドンに滞在
し、ヴィクトリア中期の政治文化を見聞している。彼は留学を通じてヨーロッパ
社会における倫理の根源にキリスト教を見出し、儒学とキリスト教に通底する倫
理を模索した。帰国後には、ミル（John Stuart Mill）のOn Libertyの翻訳出版

（中村正直訳『自由之理』）にも従事した。
興味深いことに、徳川政治体制の学問所である聖堂・昌平黌の御儒者として、

中国の古典世界に深く精通していた中村正直は、留学の途上、上海や香港で中
国の官吏らと筆談を交わすとともに、英華書院（香港）を訪れ、校長である宣
教師レッグ（James Legge, 理雅各）の中国古典研究や英訳注解に触れている 32。
中村はイギリスでも、香港総督を務めた中国研究の大家・ディヴィス（John F. 
Davis）と交流し、さらに後には、マーティンが中国で記したキリスト教の教理
書『天道遡源』の訓点本も刊行した。こうした西洋・中国経験を持つ中村にとっ
て、「開国」に伴う文化接触を通じて、万国に共通する「道理」を探究する営み
は、極めてリアルな実感に基づくものであった。ここに、西や津田とは異なる、
もう一つの留学経験がある。

だがそれに対して、西と津田が学んだフィッセリング万国公法講義には、少な
くとも中村のような解釈が登場する余地は残されていない。それでは西周と津田
真道は、明治初期の政治状況のなかで、留学の成果をいかに実践し、どのような
論争を繰り広げたのであろうか。

３．	『明六雑誌』と文明化構想の相剋	
─西周・津田真道と中村正直、福澤諭吉─

1868年、徳川政権が瓦解し、明治政治体制が成立する。開国和親を唱えなが
ら、西洋諸国と結んだ条約の改正を政治課題に掲げた新政府にとって、西周と津
田真道の国際法の学識は貴重であった。早速、明治政府は津田真道を改正交渉準

31　恵頓著、重野安繹訳述『和訳万国公法』巻１（鹿兒嶋藩蔵梓、1870年頃、筑波大学中央図書館所蔵）、
３丁裏。
同上書、「序」、２丁裏－３丁表。
32　中村正直のイギリス留学に伴う「中国」経験については、松沢弘陽『近代日本の形成と西洋経験』（岩波
書店、1993年）、第２章、に詳しい。
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備専任の取調掛に招聘している。その後、津田は「国際法の権威」として外務権
大丞に就き、日清修好条規の締結交渉に携わった。また西周は陸軍省において、
山縣有朋のもと、外交戦略に深く関与した。

ところで当時の日本社会は輸出入構造の不均衡による経済危機に直面してい
た。明治政府内部でも大久保利通らは保護税導入を主張した。それに対して、西
洋各国公使は自由貿易を盾にして、さらなる貿易の拡大を訴え、居留地を越え
た、外国人の内地旅行を要求した。

こうしたなか、西周と津田真道は1874年から、『明六雑誌』上に論説を次々に
発表する、そこで西と津田は、保護税導入を批判し、自由貿易と内地旅行の実
施を積極的に主張した。津田によれば、自由交易は次第に輸出入の不均衡を是
正し社会全体を開化へと誘う。それは「自然の天律」であり 33、現今の輸入超過
は、むしろ文明化へ進む国民の「進取の気象」の現れでさえある 34。今の現状を
憂う必要は、全くない。そう指摘した上で津田は、＜領事裁判権の撤廃や関税自
主権の回復など、不平等な条約の改正なしに、内地旅行は容認できない＞と唱え
る論者を、正面から批判した。津田は説く。「外国交際は自然の運歩」であり、
まずは内地旅行を認め、西洋人との交際を深め、信頼を作り出すことが重要であ
る。そうすれば、「十年の後」には必ずや「一般人民の智識開化幾層も増加」す
る。その時初めて、日本は条約改正を実現できる。「余が臆想をもってこれを度
れば、我輩のもとより渇望するところのわが政府、裁判・征税の両権を収めて五
大州中独立不羈の自主帝国となるは、今にして断然内地旅行を許すにあり」35。

以上のように西と津田は、フィッセリングの万国公法講義と自由主義的な経済
論を背景に、「泰西公法」に則って、「交際」と「通商交易」を拡充し、自国の文
明化を実現するととともに、国際社会における「信実」を獲得することではじめ
て、将来的に独立自主の国として不均等な条約を改正し、「裁判・征税の両権を収
め」ることも可能になると考えた。だが裏面から見れば、彼らの言説は、未だ日
本は開化の途上にあるという認識を媒介に、主権国家としての関税自主権の回復
を棚上げにし、領事裁判権を甘んじて受け入れる態度と表裏をなすものであった。

こうした津田と西の対外政策論を巡っては、『明六雑誌』を中心に論争が巻き
起こった。津田と西と同様に、自由貿易論を展開したのが中村正直である。彼
は、バスティアのSophismes Economiquesを林正明が訳述した『経済辨妄』の
序文で、「経済の道猶水を治むるが如く、其の自然の勢に因るのみ」と唱え、保
護税を批判し「自由貿易」を擁護している 36。ただし中村正直の自由貿易論を支
える「自然」観は、「天理」に根差した国際秩序規範としての万国公法観に支え
られており、津田や西とは、大きな隔たりがあった。

それに対して、論説「内地旅行西先生の説を駁す」などを執筆し、津田と西に
根源的な批判を加えたのが福澤諭吉である。福澤によれば、西洋の学問や精神な

33　津田真道「保護税を非とする説」（山室信一、中野目徹校注『明六雑誌』上巻、岩波文庫、1999年）、
175頁。
34　津田真道「貿易権衡論」（同上『明六雑誌』中巻、岩波文庫、2008年）、340頁。
35　津田真道「内地旅行論」（同上『明六雑誌』中巻）、288-289頁。
36　中村正直、「経済弁妄序」（『敬宇文集』第３冊巻７、吉川弘文館、1904年）、２丁裏。



32 © 2020 SGRA

S
G

R
A

 　
　

r
E

P
O

R
T

  

no. 
90

第 63 回  SGRA フォーラム 第 4 回 日本・中国・韓国における国史たちの対話の可能性　 第２セッション：西洋の認識

ど「無形の気風」の摂取は重要だが、貿易など「有形」の外国交際は、現今日本
に「損ありて益なし」である。さらに領事裁判制度により、外国人との訴訟は困
難を極め、「無気無力」の人民は一層卑屈になっている。内地旅行は時期尚早で
あり、まずは「唯内を修めて、人民一般の気力を養」うべきである 37。そう唱え
た上で福澤は、西周に対し、外国交際とは所詮「パワ、イス、ライト（Power is 
Right）、権力は正理の源」ではないかと論難する 38。こうして福澤は、西と津田
がオランダで学んだ自由交易・万国公法論を、「泰西」の「権力」によって創出
されたイデオロギー的言説に過ぎないと喝破し、「外国交際」と「独立」との鋭
い緊張とディレンマを直視した。

さらに福澤は『文明論之概略』のなかで、西洋諸国による植民地支配の実態
について、次のように指摘する。「欧人の触るる所は、あたかも土地の生力を絶
ち、草も木もその成長を遂ること能わず。甚しきはその人種を殲すに至るものあ
り」。今や「支那帝国も正に欧人の田園」に陥ろうとしている 39。そして福澤は、
この危機的状況においてなお、「天地の公道」を掲げて「自由に貿易し自由に往
来」すべきとして自由貿易・万国公法論を説く学者を、正面から非難する。福澤
からみれば、彼らの議論は「結構人の議論」であり「迂闊もまた甚し」40。もし西
洋諸国が「天地の公道」に基づいて交際するならば、我々も従おう。しかし現今
の西洋諸国の行動は「私情」に駆り立てられている。そうである以上、日本は
まず目的を「独立」に定め、あえて「封建の時代」の道徳的紐帯（「モラル・タ
イ」）であった「君臣の義、先祖の由緒、上下の名分、本末の差別」をも「文明
の方便」として動員しながら、「報国心」を涵養せねばならない 41。

果たしてそれでは、以上の論争をどう理解し解釈できるか。西周と津田真道、
中村正直、福沢諭吉、それぞれの万国公法観を巡る、三極の対立図式から読み解
いてみよう。

まず、中村と、西・津田の相違について。福澤諭吉が「天理の公道」「自由貿
易」を唱える学者を批判するとき、福澤のなかでは、中村正直も、西・津田の主
張も、同じ枠組みで理解されたであろう。しかし、漢訳ホィートン『万国公法』
を媒介にした中村の規範的な「万国公法」理解と、西・津田が学んだ「泰西公
法」論との間には大きな違いがあった。むろん中村正直も、国際社会における権
力政治の横行を強く認識し憂慮していた。しかし彼はそれでもなお、否それ故に
こそ、「万国公法」のうちに、儒学に通じる「天理」に根ざした、「万国」が従う
べき秩序規範を見出し、国際社会における「自然」の「理」に合致したものとし
て自由貿易の積極的意義を唱えた。ここには、開国を通じて、東アジアと西洋の
思想的伝統を架橋する普遍的規範を析出しようという、道徳哲学者としての中村
の姿がある。

それに対して、西と津田から見れば、中村のような理想主義的な「万国公法」

37　福澤諭吉「外国人の内地雑居許す可らざるの論」（慶應義塾編『福澤諭吉全集』再版、第19巻、岩波書
店、1971年）、518-524頁。
38　福澤諭吉「内地旅行西先生の説を駁す」（前掲『明六雑誌』中巻）、336-337頁。
39　福澤諭吉著『文明論之概略』（松沢弘陽校注、岩波文庫、1995年）、291頁。
40　同上書、292頁。
41　同上書、304頁。
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解釈は、彼らがオランダで直接学んだ、同時代ヨーロッで具体的に機能する国際
法理解とは大きくかけ離れたものであった。中村とは異なり、西・津田、ならび
に福澤は、西洋を中心とした国際政治における権力の所在を直視し、その権力構
造を内側から解明するなかで、日本の進むべき方途を模索した。この点におい
て、西・津田と福澤には共通性がある。

しかしなお、彼らのヨーロッパ国際法に対する態度は対極的であった。それだ
けに、福澤による西と津田への批判は興味深い。福澤は西周に対して、国際政治
が「パワ、イス、ライト（Power is Right）」であることを理解していないと批
判した。だが、西と津田は、フィッセリング講義を通じて、まさに「泰西公法」
それ自体が「パワ、イス、ライト（Power is Right）」の歴史的所産であること
を強く認識していた。むしろ、だからこそ西と津田は、ヨーロッパ国際法を受け
入れ、外国交際を通じて自由貿易と立憲主義に立脚した文明社会の制度的枠組み
を確立する以外に、日本が独立国として生き延びる道はないと考えた。そして彼
らはこの「パワ（Power）」の源泉に、諸個人の権利を擁護する立憲主義と自由
経済論があることを学び、そこに文明的な価値を見出した。

対照的に、「文明」と「独立」の緊張関係を見据えた福澤は、日本が西洋諸国
の「パワ（Power）」に飲み込まれることを危惧した。それ故に、何よりもまず

「内を修め」「報国心」を涵養し、独立国としての基盤を確立せねばならないと唱
えた。福澤は後の1878年には、「百巻の万国公法は数門の大砲に若かず」とも主
張している 42。

このように彼らの議論の応酬は、対外政策論争を超え、それぞれの文明化構想
と分かちがたく結び付いている。それはまた、ヨーロッパ国際体系の周縁に位置
する日本が、いかに「万国公法」と向き合うかという、極めて困難な政治思想的
課題を体現したものでもあった。

おわりに
本報告で論じてきたように、19世紀後期日本において国際法の受容は、西洋

諸国と条約交渉を行うなかで避けて通れない緊急の実践的な政治課題であるとと
もに、その根底には、西洋世界を基礎付けている法・道徳観念をいかに捉えるか
という思想課題が存在した。そこから、自らの国家の存続をかけてとるべき政治
的選択肢を巡って、多様かつ高度な論争が繰り広げられた。

津田と西が「国際法の権威」と目され、外務省や陸軍省に官僚として登庸され
たことに示されるように、明治維新後、日本政府は西洋諸国との不平等条約の改
正を政治課題として掲げ、西洋国際法を積極的に摂取した。明治政府は西洋起源
の、強者の論理と普遍的規範とを併せ持つ、当時の国際法の特質と限界を熟知
し、国際政治を生き抜く道具としてそれを活用した。そして、その学識を最大限
に活用し、国際法を盾に条約外交を展開することによって、中国を中心とする旧

42　福澤諭吉「通俗国権論」（前掲『福澤諭吉全集』第４巻、岩波書店、1970年）、637頁。
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来の東アジア秩序の改変を試みた。その象徴が、日清戦争であった。
1894年、日本は英国との間に日英通商航海条約を締結し、不平等条約の一つ

と目された、領事裁判権の撤廃を実現する。その直後、日本政府は「苟も国際
法に戻らさる限り、各々権能に応して一切の手段を尽すに於て必す遺漏なから
むことを期せよ」と、国際法の遵守を掲げた宣戦布告を行い、日清戦争へ突入し
た 43。しかし日本が「泰西公法の同盟」に参入する過程はまた、東アジア世界に
新たな対立と周縁を創り出す契機でもあった。こうして近代日本では、徳川末期
から、1945年の敗戦、そして今日に至るまで、国際法といかに向き合うかが、
常に重要かつ深刻な両義性を孕む政治思想的課題となる。西周と津田真道の万国
公法受容は、その出発点に位置するのである。

43　村上重良編「清国に対する宣戦の詔」『正文訓読　近代詔勅集』（新人物往来社、1983年）、159頁。
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 韓 承勲

19世紀後半における
東アジア三国の
不平等条約体制の克服の
可能性と限界
─1880年代初、朝鮮の門戸開放政策
を中心に─

韓 承勲　高麗大学
［原文は韓国語、翻訳：趙 国（ソウル大学）］

※代読：朴 漢珉（当日欠席のため）

要　旨

　 　19世紀の朝鮮、日本、清国を一つに連結する歴史的用語は不平等条約であ
る。世界の主要な事典も不平等条約を19世紀の朝鮮、日本、清国が他国と締
結した不平等な条約として定義している。つまり19世紀に東アジア三国が締
結した不平等条約は自国史、東アジア史、そして世界史で持つ意義が大きいと
言える。

　 　ところが1880年初め、日本、朝鮮、清国はイギリスをはじめとする西欧列
強が構築した不平等条約体制を克服しようとする動きがあった。1880年代初
めの東京は朝鮮、日本、清国が東アジア条約体制が不平等であるという認識が
表出された空間であった。日本は条約改定の予備会談を通じてイギリスをはじ
めとする西欧列強と締結した条約の不平等な内容を改定しようとした。朝鮮は
日本との条約の改定と西欧列強との不平等な内容が排除された条約締結を準備
することができた。清国は朝鮮と西欧列強の条約締結を手配する過程で、朝鮮
に不平等な内容の一部を排除することにより、朝鮮が締結した条約を根拠に、
自分と西欧列強が締結した条約の改正を企画した。

　 　以上のように、1880年初めに東アジアに西欧列強が貫徹させた条約の不平
等な内容を改定しようとする動きが活発に展開された。もちろん、この改定の
動きは現実化されなかった。本発表文は1880年代初めの東アジア三国の不平
等条約を克服する可能性を調べて、その可能性が持つ現在的意義を考察してい
くところに目的がある。

〈問題提起〉
　 　発表者が本発表文において「不平等条約体制の克服の可能性」を提起したの

は次の理由による。

発表論文2
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　１） 一つに、東アジア三国の競争と葛藤の近現代史の裏に隠されている多様な
姿、特に、共に生きるための共存と共栄の空間として東アジアを創ろうと
した努力ないし端緒を探すことができるのではないかという希望があった
からである。

　２） 二つに、韓国、日本、中国の歴史学者たちがデジタル・アーカイブを通じ
て相互共感し、また疎通の記録を共有することによって、今日の歴史的な
葛藤を少しずつ治癒していく可能性を模索したいと思ったからである。

　３） 本稿は、東アジアの西洋認識を明らかにすることの一環として企画され
た。その中で、不平等条約については、帝国主義国家の侵略という観点が
強いのではないかと思われる。では、東アジア三国だけでなく、イギリス
をはじめ西欧圏の多様なデジタル・アーカイブを共有する場合、「不平等
条約」の持つ西洋の「侵略的な構図」の中に隠された和解と平和を志向し
た事例はあるのだろうか。いや、事例を探すことはできるのだろうか。事
例を探すことができるという期待の共有を祈願しつつ、むすびとしたい。

１．はじめに
日韓中の近代史を一つにリンクするキーワードは不平等条約（Unequal 

Treaties）である。もちろん、世界史で不平等条約が存在しなかったわけではな
いが、歴史学界では、19世紀におけるイギリスをはじめとする欧米列強が清国
や日本と結んだ、あるいは日本が朝鮮と結んだ条約を特徴づける言葉として不平
等条約を規定している。

東アジアで不平等条約を貫徹した国はイギリスである。イギリスは軍事力・経
済力に基づいて清国・日本・朝鮮に不平等条約を貫徹した。領事裁判権、関税自
主権の喪失、最恵国待遇、開港場の設定などは条約の不平等性を規定する代表的
な条項であった。そうした中で、イギリスは最恵国待遇を通して他の欧米列強が
清国・日本と締結した条約を均

き ん

霑
て ん

した。これは、最恵国待遇を確保した国々も同
じであった。結局、イギリスをはじめ欧米列強は、条約の相互参照および均霑の
過程を通して清国・日本にほぼ同じ内容の不平等条約を貫徹し、ひいては東アジ
アを自由貿易が行われる空間として再編することができたのである。このような
理由で後代の研究者は、19世紀半ば以後に、東アジアにおける不平等条約体制
が成立されたと説明している 1。

これまでの研究は、東アジア三国が不平等条約体制に編入された事実には同意
するが、韓国・日本・中国いずれも自国史中心の観点から不平等条約を理解して
いる。韓国の場合、1910年の日本の植民地支配が始まる出発点として不平等条

1　John K. Fairbank, “The Creation of the Treaty System,” in The Cambridge History of China. Vol. 
10. Late Ch’ ing, 1800-1911. Part 1 (New York: Cambridge University Press, 1978). 李炳天「開港
과 不平等條約體制의확립」『経済史学』8、経済史学会、1984)。 Peter Duus, Ramon H. Meyers, and 
Mark R. Peattie (eds.). The Japanese Informal Empire in China, 1895-1937 (New Jersey, Princeton 
University Press, 1989). 金基赫、「開港을둘러싼 國際政治」『韓國史市民講座』7、一潮閣、1990; 稲生田
太郞、『東アジアにおける不平等條約體制と近代日本』岩田書院、1995。
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約を認識する傾向がある。中国においても、列強による半植民地化の決定的な起
源として不平等条約が強調されてきた。しかしながら、日本の場合、1894年に
イギリスとの条約改正を達成し、欧米列強との不平等条約を漸次に乗り越え、帝
国主義列強に合流する側面が強調されている。2000年代以後は、条約の不平等
性および外部への侵略性を強調するより、朝鮮・日本・清国の内部における政治
社会的な変化に注目することによって不平等条約の研究の外延が拡大されること
もあった 2。 

先行研究では、「東アジア不平等条約体制」の観点を認めながらも、「東アジ
ア」を一つの条約空間として理解する観点を欠いている。朝鮮・日本・清国が条
約の不平等性を共有していたという歴史的な経験を重視するより、個々の国家が
締結した不平等条約に注目した研究が行われがちであった。つまり、東アジア三
国が「不平等条約」ではなく、「不平等条約体制」を認識し、その認識を共有し
ながら政策化していく過程に関する研究は十分に行われていない。

実は、東アジア三国が不平等条約を締結したとの認識を共有した事例は、東ア
ジア三国の交渉過程から確認できる。日本と清国とは、1871年、「日清修好条規」
を締結する際、欧米列強が貫徹した不平等条約の内容を排除しようとした。朝鮮
は、日本との1876年の「日朝修好条規」を改正するための朝鮮修信使を派遣し
たが、1880年、修信使として東京に着いた金弘集は、駐日清国公使であった何
如璋より、東アジアで貫徹された条約の不平等性について教えられ、さらに朝鮮
がこれを踏襲しないようとの忠告を受けた。

それでは、朝鮮・日本・清国が、このように条約の不平等性を共有した事例は
何を意味しているのか。1880年代前半の東アジア三国における、条約の不平等
性を共有する過程で、不平等条約とその体制の変化の可能性が模索されたのでは
ないのだろうか。

本報告は、1880年代前半における、東アジア三国の不平等条約の克服可能性
を検討し、その可能性が持つ現代的な意義を考察することを目的とする。具体的
には、1880年、朝鮮の対欧米門戸開放政策に焦点をしぼって述べていきたい 3。 

2　Dong Wang, China’ s Unequal Treaties: Narrating National History (Lanham, MD: Lexington 
Books, 2008). Michael R. Auslin, Negotiating with Imperialism: The Unequal Treaties and the 
Culture of Japanese Diplomacy (Cambridge: Harvard University Press, 2009).五百旗頭薫、『条約改
正史─法権回復への展望とナショナリズム─』有斐閣、2010。酒井裕美『開港期朝鮮の戰略的外交,1882～
1884』大阪大學出版會、2016。李穂枝『朝鮮の対日外交戦略─日清戦争前夜 1876-1893─』法政大学
出版局、2016。박한민「조일통상장정운영과조일의대응─제16 관 , 제18 관을중심으로」『동국사학』63、동국사학회、
2016。박한민「1883년조일통상장정체결과각국의대응」『역사와경계』111、부산경남사학회、2019。一方、三谷博
は、条約体制が果たして不平等であったのかを、根本的に問いかけている。領事裁判の事例を挙げ、氏は、条
約の「不平等」がもつイデオロギー的な性格を示唆する。報告者もまた、三谷の見解に同意するが、韓国・中
国におけるイデオロギー的な発現は、日本のそれとは異なるのであろう。これについては、日韓中の比較史的
な研究が必要である（三谷博「東アジアの國際秩序と條約體制─近世から近代へ」『東アジア近代史』13、
2010）。
3　報告者は、韓国近現代史を専門とするもので、朝鮮とイギリスの外交関係を研究テーマとしている。それ
故、日本・中国側の資料を十分に活用することはできないが、あらかじめお断りしたい。ちなみに、国史たちの
対話という大会趣旨に相まって、日本史・中国史の専門家が、関連する研究視覚と、それを補う史料を提示して
くれれば、先行研究でこれまで注目されてこなかった1880年代前半における東アジア三国の不平等条約の認
識について、新たな視座を提示することができると思う。
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２．	1880年修信使金弘集と駐日清国外交官との	
出会い─不平等条約体制の克服可能性の模索─

1880年５月、朝鮮政府は金弘集を修信使に任命する。これは、「江華島条約」
の改正を通して対日貿易における無関税規定と米穀輸出による弊害を解決するた
めであった。だが、金弘集は、江華島条約の改正の達成には至らなかった。日本
外務省は、金弘集が条約交渉に関する全権がないことを取り上げ、交渉自体を拒
否したからである。ところで、日本との交渉が停滞していた７月中旬ころより、
金弘集が数度にわたって訪れたところがあった4。駐日清国公使館であった。そこ
で彼は、清国公使何如璋より近代的な課税制度について教えられた。何如璋は、
関税政策の基本的な三つの原則を以下のように説明した。第一、国家財政と民生
経済との利益のために、関税自主権に即した政策を樹立すること、第二、品目別
に輸入関税率を差分として加算すること、第三、低率ないし無関税を根拠とする
輸出関税率を通して輸出増大を図り、国家経済を活発させるべきこと、などで
あった 5。つまり、何如璋は、国家の利益のためには、何よりも関税自主権に立脚
した政策樹立が必要であると主張したのである 6。

金弘集は、関税自主権を喪失した際に生ずる弊害についても、伝聞することが
できた。その弊害を説明したのは、清国公使館の黄遵憲であった。彼は、協定関
税による低率の関税率が、貿易赤字の深刻化、金銀流出による民衆の困窮をもた
らし、ひいては民乱のような国家的な危機を招くことを警告した 7。

何如璋と黄遵憲は、金弘集に対し、朝鮮が関税自主権に立脚した関税政策と税
則制定をする必要性を強調した。そうしてこそ、朝鮮が貿易赤字による弊害を防
ぎ、国家の安全をはかることができると見たのである。とくに、何如璋は、金弘
集の帰国の前に、「もっぱら切に記憶しなければならない」こととして、他国と
の条約に関税自主権を明文化することを強調した 8。何如璋は、まだ関税制度につ
いて熟知していなかった金弘集に、関税自主権だけは肝に銘じさせたかったので
あろう。また、何如璋は、金弘集に条約の不平等性だけではなく、今後、朝鮮が
不平等条約を締結しないように、二つの方案についても提言した。第一は、日本
の対欧米条約改正の政策を活用することであった 9。日本政府は、1880年７月、イ
ギリス・フランス・ドイツなどの欧米列強に対して条約改正案を提出した 10。

4　『修信使日記』卷２,｢大淸欽使筆談｣,1880年7月16日[『金弘集遺稿』고려대학교출판부、1976；송병기편역
『개방과예속』단국대학교출판부、2000、26頁。以下、｢大淸欽使筆談｣と表記す。脚注の頁は、『개방과예속』に
よる]；一方、金弘集と何如璋・黄遵憲の会談および筆談の具体的な様子については、이헌주「제2차 修信使의활
동과『朝鮮策略』의도입」『한국사학보』25、2006、293-297頁を参照。
5　｢大淸欽使筆談｣　1880年7月21日、26頁。
6　｢大淸欽使筆談｣　1880年8月2日、35頁。
7　｢大淸欽使筆談｣　1880年7月21日、27頁。
8　同上。
9　｢大淸欽使筆談｣　1880年7月18日、27頁。
10　日本學術振興會 編『條約改正關係日本外交文書別冊 約改正經緯槪要』日本學術振興會、1950、183頁。
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条約の主な内容 日本で施行中の
条約

欧米列強に提出された日本側の条約改正案
（1880）

税
則

輸入関税率 ５％

薬品・鉱物・穀物など：５％
金属品・衣服類など：10％

天然油・紙など：15％
家畜類・乳類など：20％
奢侈品・衣類など：25％
タバコ・酒類など：30％

輸出関税率
５％ ５％

免税品
税則変更 協定関税 関税自主権の回復

内地通称 禁止 許可

開港場貿易 許可 許可
表１．日本で施行中である条約内容と 1880 年に日本政府が提出した条約改正案

日本政府が提出した条約改正案の核心は、輸入関税率を平均12.5％として引き
上げる、関税自主権の回復であった。品目別の関税率を差分として加算すること
によって、自国産業の保護と金銀の輸出を防ごうとしたのである。つまり、日本
は、関税自主権の回復によって、最終的には貿易赤字を解決しようとした。金弘
集は、日本側の交渉担当者である花房義質との会合において、「貴国の条約改正
を待って、我国もまた宜しくこれに準ずべし」と通知したこともあった 11。

何如璋が教えた第二の秘策は、欧米列強のなか、まず米国との条約を締結する
ことであった。彼は、「近来、日本人が議論し、改正しようとする条約を、米国
はすでに許可」したことを金弘集に強調した。続いて彼は、朝鮮が日本の条約改
正案をもとに、米国との条約締結のための交渉を進むなら、米国は朝鮮側の条約
案を受け入れると見込んだ。さらに、彼は、「朝米条約」を締結すれば、他の国
家もその条約に基づいて条約を締結すると楽観した 12。つまり、 何如璋は、朝鮮が
日本の条約改正を承認した米国との条約を締結できれば、他の国家もこれに従う
ことになり、朝鮮は自然、不平等条約を締結しないですむことを明らかにした。

それでは、米国が承認した日本の条約改正はどのようなものであったのか。
1878年７月25日、日本と米国とは、条約改正に関する約書、つまり「日米関税
改定約書:吉田・エヴァーツ条約」を締結した 13。その第１条では、日米両国は、
日本の開港場で５％の輸入関税率を貫徹した「改税約書」と、日本が自主的に関
税および通商に関する規定を定めることを禁止した1858年の「日米修好通商条
約」の効力を停止することに合意した。さらに、米国は日本に対して、関税自主
権をはじめとする貿易に関する各種の規定を日本側が自主的に制定する権利を保

11　｢大淸欽使筆談｣　1880年7月21日、27-28頁; 31頁。
12　「大淸欽使筆談」　1880年7月21日、30頁。
13　協約の原題目は “Convention Revising Certain Portion of Existing Commercial Treaties and Future 
Extending Commercial Intercourse between the United States and Japan” である。条文は、米国議会
図書館HPから確認できる。
(https://www.loc.gov/law/help/us-treaties/bevans/b-jp-ust000009-0377.pdf) 
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障した 14。
ところで、第10条では、日本と条約を締結するすべての国家が、第１条で即

した協約ないし条約改正に同意する場合のみ、「日米関税改定約書」は効力を持
つことになると規定していた。つまり、東アジアの不平等条約体制を構築したイ
ギリスをはじめ、フランス・ロシア・ドイツ・オランダなどが条約改正に同意し
ない場合、米国と日本との協定は、事実上、死文化したものにほかならなかっ
た。実際に、欧米列強は日本の関税自主権の獲得を認めなかったので、「日米関
税改定約書」は事実上、廃棄されることになった。

それにもかかわらず、1878年の「日米関税改定約書」は、日本の立場からする
と、条約改正の一つの段階を踏んだことで意義があり、 何如璋の認識のように東
アジアにおける条約体制の変化が可能であるという明るい展望を提示したもので
もあった。「日米関税改定約書」はこのような点で、朝鮮が欧米に対する門戸開
放に踏み切る際に、その最初の国家として米国を選ぶ道案内となったのである。

３．	1882年の朝鮮の対欧米門戸開放	
─相互共有を通した不平等条約体制の	
克服のきっかけとして─

実は、1880年の金弘集の修信使行以前においても、関税の重要性を認識した
人がいた。それは、1874～75年の北京のイギリス領事であったマイヤーズ（W. 
F. Mayers）に、イギリスの朝鮮に対する砲艦外交（gunboat diplomacy）を建
議した呉慶錫である。とくに彼は、貿易赤字による金銀輸出が起こる場合、国内
財政が破綻することを警戒した。さらに、彼は通商を通して、朝鮮の富強を達成
することができると予見した。

朝鮮は、1880年の金弘集の修信使行を起点とし、関税を中心とする近代的な
通商関係を具体的に理解し始めた。金弘集は先ず、将来的に朝鮮が日本との条約
改正に際して、相互不平等性が除去された「日清通商章程」を基準とすべきとの
意見を提示した 15。1881年、日本についた調査視察団の閔種黙と李𨯶永は、近代
的な関税制度をはじめ、関税自主権を喪失した清国・日本における5％の輸入関

14　“1. It is agreed by the high contracting parties that the Tariff Convention, signed at Yedo on the 
25th day of June, 1866 or the 13th of the 5th month of the second year of Keio, by the respective 
representatives of the United States, Great Britain, France and Holland on the one hand, and Japan 
on the other, together with the schedules of tariff on imports and exports and the bonded warehouse 
regulations, both of which are attached to the said convention, shall hereby be annulled and become 
inoperative as between the United States and Japan under the condition expressed in Article X of this 
present convention; and all such provisions of the treaty of 1858, or the fifth year of Ansei signed at 
Yedo, as appertain to the regulations of harbors, customs and taxes, as well as the whole of the trade-
regulations, which are attached to the said treaty of 1858, or the fifth year of Ansei, shall also cease 
to operate. 
 It is further understood and agreed that from the time when this present convention shall take effect, 
the United States will recognize the exclusive power and right of the Japanese government to adjust 
the customs tariff and taxes and to establish regulations appertaining to foreign commerce in the open 
ports of Japan.”
15　金弘集、1880「修信使金弘集聞見事件(別單)」（송병기역『개방과예속』단국대학교출판부、2000、75頁)。
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条約の主な内容
第三次修信使趙秉
鎬が作成した条約
草案（新修通商章
程草案 ,1881.9）

欧米列強に提出した
日本側の条約改正案（1880）

清・日本が
欧米列強と

締結した条約

税則

輸入
関税率

船舶用：５％
一般商品：10％

奢侈品：25％
乳類：35％

薬品・鉱物・穀物など：５％
金属品・衣服類など：10％ 

天然油・紙など：15％
家畜類・乳類：20％

奢侈品衣類など：25％
タバコ・酒類など：30％

５％

輸出
関税率 ５％ ５％ ５％

税則の
変更

朝鮮政府が定め、
相手国に通告する 関税自主権の回復 協定関税

表２．｢ 新修通商章程草案 ｣、1880 年の日本の条約改正案、清国・日本で施行中であ
る条約の比較

税率による経済的な弊害を確認することができた16。
その結果、朝鮮は1881年、第二次修信使の趙秉鎬を通して、日本政府に朝鮮

側の改正案（新修通商章程草案）を提出することができた。一方、米国との条約
締結の交渉のために天津を訪れた金允植は、李東仁が欧米列強との条約を念頭に
置いて作成した条約草案を李鴻章に提示したこともある 17。「新修通商章程草案」
は、主な輸入品に対する関税率を10％と定めた。つまり、朝鮮は、清国・日本
で施行中である5％の輸入関税率を朝鮮においては反映しないことで、清国・日
本が被った貿易上の弊害を繰り返さないという意志を表したのである。

1882年5月22日、朝鮮は、米国との条約をはじめ、イギリス（1882年6月6
日）、ドイツ（1882年6月30日）と次々に条約を締結した。朝鮮がイギリス、ド
イツと締結した条約は、事実上、「朝米修好通商条約（以下、朝米条約）」と同様
なものであった。輸入関税率の規定 18も同じであり、米国・イギリス・ドイツは
朝鮮の関税自主権を認めた。1880年、何如璋が金弘集に示した楽観的な内容、
すなわち、他の国家も「朝米条約」に基づいて条約を締結することになるという
予想が当たったともいえる。朝鮮は、「日米条約」を通して、清国・日本がイギ
リスをはじめとする欧米列強によって強要された条約の不平等性を排除する機会
を確保した。

これは、「朝米条約」を仲裁した清国においても機会になった。李鴻章は、天
津で米国の全権大使シューフェルト（R. W. Shufeldt）とともに「朝米条約」の
締結を仲裁していたが、その際、朝鮮の関税自主権と10％、30％の輸入関税率

16　한승훈「朝英條約(1883. 11)과불평등조약체제의재정립」『한국사연구』135、2006、225~226頁。
17　現在、李東仁が作成したと言われている草案の全文は確認できていない。ただし、1880年11月に、李
が提示した草案を見て、それを略した駐日イギリス代理公使ケネディー (Kennedy)の報告書、1882年２月（旧
暦1881年12月）、李の草案を見た李鴻章が評した記録について、金允植が残した『陰晴史』から、その概
要のみを確認することができる。Kennedy to Granville, Tôkiô, November 21,1880(Received January 3, 
1881), Very Confidential. No. 179, FO 46/258；宋炳基「金允植李鴻章의 保定 天津會談(上)：조미조약체
결 (1882)을위한조청교섭｣『東方學志』44、1984、184～185頁。
18　日用品の輸入関税率を10％以下、奢侈品（タバコ・酒など）の雄入管税率を30％以下として規定。.
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などを条約草案に明文化することによって、朝鮮に不平等な内容を排除しようと
した。その意図については、1880年末に、何如璋が李鴻章に送った「再上李伯
相論朝鮮通商書｣が注目に値する 19。そこで何如璋は、清国が朝鮮と欧米列強との
条約締結を仲裁する場合、五つの利益を図ることができると述べた。そのうちの
四番目は、領事裁判権の消滅であり、五番目は、清国が欧米列強と締結した不平
等条約を改正することができることであった。つまり、清国は、自国における条
約の不平等な内容を改正するための根拠として、「朝米条約」の締結を重視し、
その締結過程から朝鮮に不平等な内容を排除したのである。

４．むすびにかえて
1880年代前半、東アジアでは不平等条約体制の改正可能性が何時よりも高かっ

た。「朝米条約」は、条約の不平等な内容を排除、あるいは改正しようとした朝
鮮・清国・日本の希望が直接・間接的に反映された結果であった。しかしなが
ら、イギリスが東アジアで施行中だった条約の内容を集約して反映した「第二次
朝英修好通商条約（1883）（以下、第二次朝英条約）」を、朝鮮に対して貫徹す
ることによって、東アジアの不平等条約体制はさらに強化されていく。

東アジアにおいて不平等条約体制が強固になる過程には、さまざまな糸口が
あった。壬午軍乱から始まる、朝鮮をめぐる日清間の葛藤の高調、清国の朝鮮
に対する属邦化政策の強化とそれによる「朝清商民水陸貿易章程（1882）」の貫
徹、朝鮮の関税自主権を否定した「朝日通商章程（1883）」の締結などがそれに
当たる。

それだけではない。米国は条約の批准以前から最恵国待遇条項を根拠として、
「朝米条約」を改正することを目指し、「第二次朝英条約」の均霑によりその目的
を達成した。高宗と明成皇后閔氏は、朝鮮の関税自主権を否定し、主な商品に対
する輸入関税率を10％から7.5％まで下げたイギリスの全権大使パークス（H. S, 
Parkes）の条約案を承認した。その理由は、清国の政治的な干渉を排除するた
めであった。つまり、各国の利害関係が複雑に絡み合いながら、朝鮮の対欧米の
門戸開放の過程から出された東アジアの不平等条約体制の克服可能性は、漸次消
えていくことになったのである。

だからこそ、1880年代前半、瞬く間に登場して記憶から消えてしまったこれ
らの事件を、「不平等条約体制の克服可能性」という観点から眺望するのは、無
意味な事のように見えるかもしれない。それにもかかわらず、報告者がそれを提
起した理由は、以下の通りである。物足りない内容であるが、参加者の皆さんと
一緒に考えていきたい。

第一は、東アジア三国の競争と葛藤の近現代史の裏に隠された多様な様子、と
くに共存と共栄の空間として東アジアを作り上げようとした努力、あるいはその
端緒を見つけることができるという希望があるからである。第二は、韓国・日

19　송병기「駐日淸國公使 何如璋 의 「主持朝鮮外交議」 에대하여」『동양학』11、1981、228頁。
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本・中国の歴史学者たちが、デジタル・アーカイブス（Digital Archives）を通
して相互共感と疎通の記録を共有して、本日の歴史葛藤を少しずつ治癒する可能
性を模索するためである。

本報告は、東アジア三国の西洋認識を明らかにする作業の一環として企画され
た。そのなか、不平等条約に関しては、帝国主義国家の侵略という観点が根強い
であろう。そうであれば、東アジア三国のみならず、イギリスをはじめ欧米圏の
多様なデジタル・アーカイブスを共有することができれば、「不平等条約」が持
つ欧米の「侵略的な構図」のなかに隠れた、和解と平和に向けていた事例がある
のではないか。否、事例を見つけるのは可能であろうか。それを見つけるのを期
待し、その期待感を共有するのを願いながら、本報告をまとめたい。
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魔灯鏡影
─18世紀から20世紀にかけての	
中国のマジックランタンの上映と	
製作と伝播─

孫 青
復旦大学

［原文は中国語、翻訳：宋 剛（北京外国語大学）］

要　旨

　 　マジックランタンは、17世紀の半ばにヨーロッパ人によって発明されて、
イエズス会士の伝教活動や海外貿易によって中国に伝来された。19世紀に入
ると、この「西器」はプロテスタントが「科学的に伝教する」重要な道具とし
て中国に普及されて、それによるプレゼンテーションも近代の知識を伝播させ
る重要な手段となる。17世紀から19世紀までにおいては、知識のグローバル
化のもとで、この「西器」は名称、製造、使用、流通などの各方面において
は、中国在来のものと互いに働きかける。それによって、イギリスの近代教育
の技術と様式は、伝教のための講演や開港地での公共講座や学校での講義など
の場において流行りだした。この過程の中で、中国知識人の集まり方や発表方
法なども、以前の閉門結社（秘密結社）から公衆に向けて発信する「影灯講
演」へと変化している。さらに、その流行も「士」が「知識人」へと変身する
ことに多大な影響を及ぼしている。

〈問題提起〉
　１） 近代東アジアの西洋認識における技術と伝播の条件とその転換と影響。
　２） 工業化、器物の伝来と、近代東アジアにおける西洋知識の構築との関係。
　３） 西洋化のもとで近代東アジアが如何に知識をディシプリン（discipline）

するかということと、公衆に向けて発信する時におけるエリートたちの役
割と位置づけの転換。

17世紀半ば、ヨーロッパでは凸レンズを用いた投影装置が誕生した。最初は
「幻」や「神跡」の再現に使用され、目に見えない超越的な存在を視覚で捕捉さ
せる役割を果たした。当時、幻灯機はその観客たちに「恐れられる燈篭（lanterne 

発表論文3
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de peur）」1と呼ばれた。間もなく学者や旅芸人、職人、イエズス会の宣教師、光
学者たちなどの遊動する足跡をたどって、あっという間にヨーロッパ全域に広が
り、バロック時代の宣教師とマジシャンに愛用されるようになった。神の仕業に
密接にかかわったためか、「マジック・ランタン（Magic lantern）」という名称
が定着した 2。「マジック・ランタン」はイエズス会の行動や海外貿易のルートで
中国にも入り、宮廷と一部の教会で演じられ、面白い光学おもちゃになった 3。

17世紀末、マジック・ランタンは中国伝来にともない、宗教的な意味が含ま
れる光学おもちゃから、西洋の科学と実証主義の精神を物語る教育道具になり、
大衆伝播のメディアとしての役割を果たした。中国と西洋の交流という視点か
ら、異なる階層や地域、社会文化におけるマジック・ランタンの役割の変化とそ
れに伴って生じた影響を明らかにすることは、中国における「現代性」の生成の
究明に良い糸口となると思われる 4。

いわゆる外部の世界から伝来した瞬間から、マジック・ランタンに「偏移」、
つまり「現地化」が発生した。このような現地化は、マジック・ランタンに付け
られた名称から映写時の内容まで、神の仕業から人の世の娯楽や情報伝達、知
識、或いは経験主義に基づく理性的な認知への転向が見られる。中国現代教育の
改革に直面する今、幻灯機は学校教育にとって重要な教具と知識の表現手段に
なっている。また、「幻灯講演」という教育普及と民衆を相手とした講演様式へ
の転換は、エリート層にとって、共同体内部からより大衆的な方向へという、言
説の発信者と場の重大変化を意味する。近代中国にとって、教育の工業化は「文
化の一般化」に未曽有の速度と範囲をもたらしただけでなく、グローバリゼー
ションにおける民族の知識の新世界を作り出してきた。

1　1664年、フランス国王ルイ─十四の宮廷顧問数学家Pierre Petitがパリでマジック・ランタンショーを見
学した時、この装置を「cette lanterne de peur」（恐れられる燈篭）と言った。その後、フランス語では「la 
lantern magique」（マジック・ランタン）で同じ装置を指し、英語の「magic lantern」とはかなり類似してい
る。それで流行ってきて、定着してきた。
2　マジック・ランタンの投影術の西洋における発展は Laurent Mannoni、R. Crangle (eds. and tr.,) The 
Great Art of Light and Shadow: Archeology of the Cinema, (Exeter：2000), pp46-73. Magic Lantern 
society: New Magic Lantern Journal.をご参照ください。また、マジック・ランタンの西洋における文化史
についてはKoen Vermeir, The magic of the magic lantern (1660-1700): on analogical demonstration 
and the visualization of the invisible, The British Journal for the History of Science, Vol. 38, No. 2, 
(Cambridge：Cambridge University Press,2005) pp. 127-159を参照してください。
3　石云里『おもちゃから科学へ：ヨーロッパの光学おもちゃの清朝における流通と影響』、『科学文化評論』
2013年第2号。
4　先行研究は科学史や技術史、教育史として概括的に論じられている。器物の現地化応用に関してはその具
体的な歴史変遷がまだ解明されていない。17世紀から20世紀にかけて、magic lanternが中国の近代化にお
ける具体的な役割に関する研究は更に少ない。石云里『おもちゃから科学へ：ヨーロッパの光学おもちゃの清
朝における流通と影響』、『科学文化評論』2013年第2号；姜振寰『〈中西見聞録〉と近代技術の清末での伝
播』、『技術の伝承と移転』、中国科学技術出版社2012年版、p197—199；孫承晟『明清における西洋の光
学知識の中国での伝播とその影響——孫云球〈鏡史〉研究』、『自然科学史研究』2007年第3号；余子侠、
喬金霞、余文都『宣教師と近代中国電気教育の始まり』、『華中師範大学学報（人文社会科学面）』2015年
第1号；沈書生『清末民初的電気教育成因探析』、『電気教育研究』2010年第11号；孫慧『幻灯から映画へ：

〈申報〉初期映像広告研究（1872—1913）』、博士学位論文、南京芸術学院、2016年；Laurent Mannoni 
, The Great Art of Light and Shadow; Koen Vermeir, The magic of the magic lantern (1660-1700). 
Roberta Wue：China in the World: On Photography, Montages, and the Magic Lantern, History of 
Photography, 41: 2, pp. 171-187.；David Wright: John Fryer and the Shanghai Polytechnic: making 
space for science in nineteenth-century China, The British Journal for the History of Science, Vol. 
29, No. 1 ,(Cambridge: Cambridge University Press ,1996) pp. 1-16。
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１．マジック・ランタンの伝来初期の中国名

（１）「幻灯」という訳語が広がるまで
五埠頭通商（アヘン戦争後、「南京条約」に基づき五つの沿岸都市が対外貿易

を許容するという不平等条約の内容、訳者注）までのマジック・ランタンの中国
名を見れば、その大多数は「鏡」、「影」、「照」、「ガラス」、「字」、「画」に関係
する一方、「魔」や「幻」を示す字は用いられなかった。史料での記録はほとん
ど1841年の通商条約以降のものであり、主に上海をはじめとする埠頭都市での
筆記、報道、光学著作に集中して現れている。文献に現れた名称として、「放字
鏡」、「鏡影灯」、「影灯」、「取影灯戯」、「射影灯」、「影戯」、「外国影戯」を含めて
多数ある。このように、「鏡」や「影」のほか、「灯」も主要な名称用語になり、
更に「戯」もその重要なシンボルになったのは、当時の認知では、パフォーマン
スと娯楽がその主な使い道だからと推測できる。

一般的な中国語史料の他、19世紀以降に数多く現れた二か国語辞書にも、編
纂者が各地で観察し収集した言語現象を集積・総括・伝播した。これらの辞書は
最初は宣教師たちによって作られたもので、西洋言語の中国語訳を列挙し、西洋
人の中国語学習のためのものであった。1870年代から、各地の教会学校や新型
学堂で外国語の授業が設けられるようになり、西洋人の牧師だけでなく、邝其照
など中国籍の宣教師も辞書の編纂に携わりはじめた。今度は中国語を西洋の言語
に訳して、中国人の外国語学習に役立てる辞書になった。このように、上記の辞
書はマジック・ランタンの中国名を考証するための重要な史料になった。

まず、華英字典について。1807年、スコットランド宣教師マリソン（Robert 
Morrison，1789—1834）がロンドン教会から中国に派遣された。1815年から
1823年の間、マカオで英華・華英字典、計３部６巻が出版された。これらは中
国で最古の英漢字典である 5。『マリソン字典』では、第２部の「鏡」と「照」の
項目に「千里鏡」と「顕微鏡」が収録されたのみである 6。その次に流行っていた
華英字典として、メッドゥースト（Medhurst, Walter Henry，1796-1857）の『華
英字典』（1842—1843）、サームエル・ウィリアムズ（Samuel Wells Williams，
1812—1884）の『英華分韻撮要』（1856）などがあるが、その「鏡」、「火」、

「灯」、「照」、「幻」の項目には「マジック・ランタン」と関係のある言葉は収録
されておらず、ただ「千里鏡」や「顕微鏡」などが多くの場合「鏡」に収録さ
れ、英訳が付けられた。

一方で、英華字典では状況がかなり異なる。1847年から1848年にかけて、英
語宣教師メッドゥーストは『康熙字典』に基づき、マリソン字典を参考にしな
がら、２巻からなる『英華字典』を編纂した。その「Magic」項目に英単語の

5　沈国威：『近代英華華英辞典解题』、大阪、関西大学出版部2011年版。
6　Robert Morrison, A Dictionary of the Chinese Language in Three Parts. Part the Second, 
Chinese and English, arranged alphabetically, Vol. I. (Macau: The Honorable East India Company’
s Press ,1819), p467, p. 548.
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「Magic Lantern」が収録され、「玻璃影画鏡」に訳された 7。1872年、アメリカ宣
教師ジュスタス（Doolittle, Justus，1824—1880）の『英華萃林韵府』２巻が福州
で出版され、その「Magic」項目にも「Magic Lantern」が収録され、同じく「玻
璃影画鏡」に訳された 8。

1866年 か ら1869年 に か け て、 ド イ ツ 宣 教 師 ロ シ ャ イ ド（Lobscheid, 
Wilhelm，1822—1893）が編纂した４巻からなる『英華字典』（English and 
Chinese Dictionary with the Punti and Mandarin Pronunciation）が香港で出
版された 9。「Magic Lantern」は「影画鏡」と訳され、さらに広東語の発音ying 
wa kengと官話の発音ying hwa kingが表記されている 10。1884年、井上鉄次郎
がロシャイドの字典を再編した際 11、ロシャイドの「影画鏡」と並んで、「射影鏡」
という新しい漢語訳を付け加えた。そして、井上が付けた「射影灯」は1937年
の頃も日常的に使用されていた。

1908年、顔恵慶の『英華大辞典』では、「Magic，Magical」項目で「Magic 
Lantern」が収録され、その中国語訳として「影戯灯、射影灯、幻戯灯」があ
る 12。1913年、商務印書館出版の『英華新字典』では、同じく「Magic，Magical」
項目で「Magic Lantern」があり、その中国語訳として「射影鏡」、「影戯灯」が
あった 13。

上記の英華字典を見れば、マジック・ランタンには中国語の官話訳語があった
ことがわかる。そして、当時流行の方言英華字典には、方言の名称もいくつか収
録された。1876年アメリカ宣教師モリソン（William T. Morrison）が『寧波方
言字語会解』（An Anglo-Chinese Vocabulary of the Ningpo Dialect）を編集し、
上海美華書館（American Presbyterian Mission Press）で出版した 14。1883年、
イギリスロンドン会の宣教師マックゴワン（John Macgowan，1835—1922）が

『厦門方言英華詞典』（English and Chinese dictionary of the Amoy Dialect）を
編集・出版した 15。

このように、史料における比較的に定着した西洋語で表されたこのレンズ投影
装置は、中国語訳の中で「幻」や「魔」などに関連付けられたことがなく、むし
ろ「鏡」や「灯」、「影」、「戯」といった現地にもともとあった事物の名称が用い

7　Walter Henry Medhurst, English and Chinese Dictionary (Shanghae: Printed at the Mission 
Press, 1847-1848), p. 814.
8　Justus Doolittle, Vocabulary and Hand-book of the Chinese Language（英華萃林韵府）(Foochow:  
Rozario, Marcal and Company,1872.), p. 295.
9　沈国威は、本書は英単語を主として、ロシャイドが正音系統に基づいて広東方言(Punti)と官話に発音を付
けて、そのアルファベット順に並べたもので、英単語に対応する中国語の言葉が一つから数個になる。アメリカ
の『ウェブスター辞典』から英単語を選んで、合計5万語を超える項目が収録された。その翻訳として載せられ
た感じが六十万余りに上る」とした。沈国威『近代英華華英辞典解题』。
10　Wilhelm Lobscheid, English and Chinese Dictionary with the Punti and Mandarin Pronuncia-
tion (Hong Kong: The Daily press office,1866-1869).
11　井上哲次郎：『訂增英華字典』、東京1884年版、藤本次右衛門藏、p696。
12　顔惠慶：『英華大辞典』（An English and Chinese Standard Dictionary）、商務印書館1908年版。
13　商務印書館編訳所：『英華新字典』（English and Chinese Pronouncing Condensed Dictionary)、
商務印書館1913年版、p311。
14　William T. Morrison, An Anglo-Chinese Vocabulary of the Ningpo Dialect（『寧波方言字語彙
解』）(Shanghai：American Presbyterian Mission Press、1876), p284.
15　John Macgowan, English and Chinese Dictionary of the Amoy Dialect (Amoy: A. A. Marcal, 
London: TRUBNER & Co.,1883), P. 288.
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られていたことがわかる。そして、ほとんど全ての英華・華英字典で、「magic」
という言葉は漢字の「幻」と対応されたにもかかわらず、このような対訳関係は
明らかに「magic」が含まれた「magic lantern」という語に応用されなかった。
非常に興味深い現象である。

（２）「幻灯」の出現と流行
1891年、『申報』に「蛉洲記勝」を題とした日本関係の記事が載せられた。中

では、愛知県、岐阜県、福井県の地震後、長崎の「紳商」が「幻灯会」を催して
寄付金を集めた。会では中国や日本、西洋の音楽を流しながら「幻灯」を上映
し、「今回の震災の惨状と古今の珍しい事」を展示したと紹介し、「幻灯」が中国
の「影戯之類也」と括った 16。

1899年、『申報』の日本ニュースで、「とある日に幻灯会を関帝廟岳帝廟など
で催し、本島の居住者に衛生の術を漸く解するよう欲する」として、また「幻灯
とは華人が言う影戯なり」とした 17。

上記の記事から、1890年代の中国語文脈で、マジック・ランタンの最も流行っ
た名称が「影戯」で、日本のニュースを伝える時だけ、相手の用語「幻灯」を意
識したことがわかる。

実際、1862年に日本で出版された『英和対訳袖珍辞典』（A Pocket Dictionary 
Of The English And Japanese Language）では、「幻灯」が英単語「Magic 
Lantern」の唯一の訳語として定着された 18。このことから、漢字語「幻灯」が日
本語の文脈でマジック・ランタンの訳語になったのは1860年代以前のことであ
ろう。

1902年、日本の英学新志社が東京で出版した『英和双解熟語大字彙』（A 
Dictionary of English Phrases with illustrative sentences）19では、英語の「Magic 
Lantern」について「幻灯」と訳された。

1916年、ドイツ人へメリング（Hemeling, Karl Ernst Georg，1878—1925）が
『官話』で、「Lantern」の下に「Magic Lantern」と「Magic Lantern slide」を
入れ、「射影灯」を新造語、「幻灯」を部定語として訳語に入れた 20。

このように、20世紀初期、日本から伝来した漢字語「幻灯」はだんだん中国
で受け入れられた。その後、「幻灯」と「影戯」が並行して使われる時期が続い
た。1927年前後、「幻灯」が完全に他の訳語を上回り、マジック・ランタンの正
式な訳語として定着した。

16　『蛉洲記勝』、『申報』、1891年12月14日、第3面。
17　『赤嵌近事』、『申報』、1899年12月31日、第2面。
18　『英和対訳袖珍辞典』（A Pocket Dictionary Of The English And Jpanese Language）、文久二年

（1862）江戸開板本、日本早稻田大学藏、p475。
19　英学新志社：『英和双解熟語大字彙』、東京、1902年版、p274。
20　Karl Ernst Georg Hemeling, English-Chinese Dictionary of the Standard Chinese Spoken 
Language（官話） and Handbook for Translators (Shanghai: Statistical Department of the Inspector-
ate General of Customs,1916), p766.沈国威『近代英華華英辞典解題』を参照してください。
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２．	中国で「マジック・ランタン」に	
最初に遭遇した場面

（１）17世紀─光学おもちゃ─
マジック・ランタンは17世紀にヨーロッパで誕生したのち、間もなく中国に

伝来した。1671年から1672年にかけて、閔明我や南懐仁（Ferdinand Verbiest 
S.J.）をはじめとするイエズス会の宣教師たちがマジック・ランタンを面白い光
学おもちゃとして皇帝に進呈した 21ことがある。フランス人宣教師のド・ハルド

（Jean-Baptiste du Halde，1674—1743）がその『中華帝国全志』でイエズス会の
宣教師らが中国の皇帝に光学知識を伝授し、光学装置を見せる光景を描いた。

19世紀に入ると、蘇州や揚州、南京などの民間の催しでマジック・ランタン
が広く使われるようになった。1846年、鄭復光は十年も前に「邗上」（現在の江
蘇省揚州市邗江区）で「取影灯戯」を見学し、大変面白くなって光学の研究を始
めたと回想している 22。また、王韜や葛元煦も上海での「影戯」見学について詳
しい記録を残しているが、埠頭都市で流行っていた主要な娯楽の一つと記してい
る。影戯の演目は西洋の鳥獣魚や人物、自然風景、泰西の名物の他に、火災、嵐
など天災に巻き込まれた帆船の様子なども観客に人気である。葛元煦は「影戯」
で西洋諸国の戦争の様子を見ることにも言及している。

このように、17世紀半ばから19世紀半ばにかけて、マジック・ランタンは宮
廷から民間まで広がって、主に娯楽用の装置として登場した。ヨーロッパのよう
に「幻」や「神の仕業」を見せることで人々から畏怖や敬意、或いは超越的な事
物への想像を呼び起こすという役割はしていなかった。

（２）	19 世紀半ば以降	
─埠頭都市における西洋人のソーシャル活動─

1842年の『南京条約』の調印で、中国対外交流の広州時代が終わった。開
港させられた五つの埠頭都市に船舶と貨物が集まり、にぎわった。遠洋から船
に乗ってわたってきた西洋人の日用品の中に、マジック・ランタンがあった 23。
1850年代以降、西洋人は埠頭都市で居住地を形成し、協調と管理のための機構
を設置しただけでなく、民間団体を結成し社会サービスを提供した。その西洋人
居住地で行われた様々なソーシャルイベントにおいて、マジック・ランタン講演

21　南懐仁著、高華士英訳、余三楽中訳、林俊雄校：『南懐仁的〈欧洲天文学〉』（The Astronomia 
Europaea of Ferdinand Verbiest S.J.）、大象出版社2016年版、
22　鄭復光：『鏡鏡詅痴』、「序」、p1。
23　Edward Belcher, NOTES OF A VISIT OF H.M. SHIP SAMARANG, UNDER CAPT. SIR E. 
BELCHER, C.B., TO THE BATANES AND THE MADJICOSIMA GROUPS, in 1843-44. The 
Chinese Repository (1832-1851),1844. 3. 1.これらの船長のメモは1848年に単行本になってロンドンで
出版された。Edward Belcher, Narrative of the voyage of H. M. S. Samarang, during the years 1843-
46,（London: Benham, and Reeve, 1848）
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とパフォーマンスが公衆の娯楽様式として大いに輝いた。
1860年代になると、寧波図書倶楽部（NingPo Book Club）はよく外国人居住

地の中で夜の講座を開いていた 24。1868年５月に行われたシリーズ講座では、地
元の事情が紹介されたが、内容は「中国の人口」や公共衛生委員会、戯曲など
様々である。マジック・ランタン講演はその一つである 25。

1884年４月、フライヤー（John Fryer, 1839—1928）がイギリス皇室アジア協
会（Asiatic Society）の上海支会で「中国人の贖罪観念」に関するマジック・ラ
ンタン講演を行って、人気を獲得した。1885年12月２日、イギリス租界の禁酒
会堂（Temperance Hall）26で同じ講演が実施され、同じくマジック・ランタン
を使用した 27。

1887年４月13日、「上海文学と弁論協会（Shanghai Literary and debating 
society）」は禁酒会堂で講座を開き、副会長のフライヤーは自らマジック・ラン
タンで「中国人の歴史上における道徳観」について講演をした。講座の中、フラ
イヤーはスライドで中国絵師が描いた絵を展示し、古人の道徳に関する中国の史
話を紹介した。ところが、芸術的に評価が低かったようである 28。1887年４月27
日、フライヤーは同じ場所で上海キリスト教青年会（YMCA）に講演をしたが、
テーマは「スコットランド高地の旅」であった。マジック・ランタンでスコット
ランドの美景と観光コース、方法と名勝などを紹介した 29。

また、マジック・ランタンは租界における高等西洋人の社交活動で、重要な娯
楽様式として活躍した。1893年６月、上海競馬倶楽部（Race Club）が喫煙音楽
会（Smoking Concert）を催したが、バイオリンや歌の演目のほか、マジック・
ランタンで写真を上映し、過去数年の上海での競馬活動と試合に参加した馬、騎
手などを展示した 30。

北京でも同じ現象が現れている。1858年に調印した『天津条約』で外国公使
の北京駐在を許容して以来、1870、1880年代まで各国の北京駐在大使とその家
族、宣教師たちがチャリティーイベントや娯楽イベント、一般講座などの場で社
交サークルを形成した。特に美以美会（Episcopal Methodist Mission）は毎年
冬になると、北京で隔週ごとに講座を開いていた。

24　廖楽柏著、李筱訳：『中国通商口岸─貿易と最初の条約港』、東方出版中心2010年版、p214。
25　NINGPO BOOK CLUB、The North China Herald and Market Report (1867-1869), May 9, 
1868, p. 213.
26　1883年の『上海行名録』では南京路18号にあるという。The North China Desk Hong List, 1883. 1, 
p29を参照してください。
27　NEWS OF SUMMARY、The North - China Herald and Supreme Court & Consular Gazette 
(1870-1941); Dec 9, 1885, p. 646.
28　Shanghai Literary And Debating Society, The North-China Herald and Supreme Court & 
Consular Gazette (1870-1941), Apr 22. 1887, p. 440.
29　Shanghai Young Men’ s Christian Association、The North-China Herald and Supreme Court & 
Consular Gazette (1870-1941), Apr 29. 1887, p. 472.
30　The Race Club Smoking Concert, The North-China Herald and Supreme Court & Consular 
Gazette (1870-1941), Jun 30, 1893, p. 951.
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（３）中国内陸地域の都市・農村での宣教活動
マジック・ランタンが宣教に使用されるようになったのは、19世紀に西洋宣

教師たちが中国の内陸地方で行った活動に関係していると思われる。1893年、
安徽省宣城で布教活動をしている牧師のジョージ・ミラー（George Miller）が
中国農村布教報告をまとめた。中では、次の文句が見られる。

マジック・ランタンは農村の布教に非常に使える道具である。誤解を招いたり
もするが、念入りに説明してあげたら、スライドでの布教は多くの場合、とても
分かりやすく、全体的に満足できる効果が期待できる 31。

1870年12月22日、美以美会（Methodist Episcopal Mission）の年度報告で
も、福州の現地宣教師助手を集めて研修させ、卒業試験とシーズンごとにテスト
を受けさせたと書いている 32。

1882年の北京では、教会の礼拝がマジック・ランタンを使用したパフォーマン
スで周辺の住民を大勢呼び寄せることに成功した。教会もそのことで回りの中国
住民と親しい関係を結び、「有用な情報」を流すこともできた 33。1886年、Rev.W.P. 
Sprague牧師が遼寧省の牛庄に布教しに行った。友人の勧めで、天津や北京での
ほかの宣教師らの経験を学んで、マジック・ランタンを布教活動に用いた 34。1886
年11月26日、エドワーズ博士（Dr. Edwards）が山西省太原で行った夜間幻灯講
座は、地元で影響力を持つエリートを引き寄せて、大変いい効果を得た 35。

1891年のイギリス宣教師イヴァンス（Edward Evans）の記録によれば、彼が
山東省青州府（現在の山東省青州市益都鎮益都城）で夜間マジック・ランタン講
座を開催することで地元の店のオーナーたちを引き寄せてみたが、その効果はか
なり満足できるものだったという 36。1893年の山西省太谷県では、紳士・教員か
らなるエリート階層がREV. D. H. Clapp牧師を招いて、３日連続で夜間マジッ
ク・ランタン講演をさせたという記録も残っている。最後の夜、牧師が宗教の写
真ばかり展示したという。このマジック・ランタン講演はおよそ300人の観客を
集めて、そのお礼に紳士たちは太谷県の教会学校に寄付金を寄せた 37。

1902年、江西省九江地方の廬山牯岭街にも教会主催の娯楽目的の幻灯講座が
開かれるようになり、児童を含む民衆に向けて催された。このように、幻灯講座

31　Miller, George, “Localized Work,” The Chinese Recorder and Missionary Journal (1868-1912), 
Aug 1, 1893, p. 362
32　The North - China Herald and Supreme Court & Consular Gazette (1870-1941), Jan 4, 1871.
33　“Outports: Pekin,” The North-China Herald and Supreme Court & Consular Gazette (1870-
1941), Feb 7, 1882, p. 155.
34　W.P. Sprague, “Editorial And Notes And Missionary News,” The Chinese Recorder and Mis-
sionary Journal (1868-1912), Feb 1, 1886, p. 80.
35　“Extracts From Letters,” The Chinese Recorder and Missionary Journal (1868-1912); Mar 
1,1887; p. 121.
36　Edward Evans, “Missionary News,” The Chinese Recorder and Missionary Journal (1868-
1912); Apr 1,1891, p. 189.
37　“Shansi Notes: The Late Frost An Entertainment Widespread Suffering The Yearly Balance、
Our Own Correspondent,” The North-China Herald and Supreme Court & Consular Gazette (1870-
1941), Mar 10, 1893, p. 338.
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は既に中国の内陸地域における布教活動と民衆の引き寄せの重要な手段になっ
た38。

1897年初め、京師大学堂の総教習丁韙良（W. A. P. MARTIN）が西洋の科
学手段を介した布教活動の経験をまとめる際、科学布教活動の実践において、
極めて重要なものが四つあると指摘した。そのうち一つが廉価な科学おもちゃ

（toy）、例えばマジック・ランタン、グラホーン（graphphone）、光学、電気或
いは蒸気設備などの活用だという 39。ここで、特にマジック・ランタンが中国で
の布教活動に広く使われた理由として、廉価と便利をあげている。

（４）宣教師の医学教育における人間の身体構造の展示
丁韙良が言及した科学布教活動のほかに、19世紀から中国にわたってきた宣

教師たちは医学による布教活動を積極的に展開してきた。医学布教活動の日常
的な作業として、マジック・ランタンで人体の骨格や筋肉、内臓器官、血液循
環系などの展示が一般化されてきた。イギリスのロンドン会のドジェン（John 
Dudgeon，1837—1901）宣教師がその中でも最もマジック・ランタンを使用し、
而も全体的に認識を持った宣教師の一人である 40。

（５）埠頭都市における新型学堂教育
1840年代に五つの埠頭都市が指定されて以来、これらの町で教会学校が数多

く建てられてきた。1860年代に入ってからは中国人が作った新型書院や学堂も
設けられるようになった。中では、西洋の言語と文字、科学と文化が教えられ、
マジック・ランタンも重要な教具として使用された。1848年、モリソン教育協
会（Morrision Education Society）が第10回の年次報告で、寄付者に書籍以
外の教具の寄付を呼び掛けたが、中にはマジック・ランタンが含まれている 41。
1877年2月23日、上海格致書院の専門委員会が教具の寄付について寄付者に要
請を送ることに関する会議を開き、できればロンドンに注文したいとしたが、中
には機械エンジンのモデルやマジック・ランタンが含まれた 42。

17世紀初めごろの光学おもちゃから埠頭都市指定後の西洋人の社交生活のコ
ンテンツまで、中国におけるマジック・ランタンの役割は早期には、娯楽に偏っ
ていたことがわかる。ところで、その安価で便利な性質により、また宣教師たち
の足跡を追って中国の都市と農村を遍歴したことから、民衆の引き寄せに役立つ

38　George A Clayton, “ Correspondence: Magic Lantern Exhibitions At Kuling,” The Chinese 
Recorder and Missionary Journal (1868-1912), Jun 1, 1903, p. 304
39　Martin, W.A.P , “Western Science As Auxiliary To The Spread Of The Gospel,” The Chinese 
Recorder and Missionary Journal (1868-1912), Mar 1, 1897, p. 111.
40　ドジェンに関する研究は高晞『ドジェン伝：イギリス宣教師と清末の医学近代化』、復旦大学出版社
2009年版。
41　“The Tenth Annual Report Of The Morrison Education Society For The Year Ending Sept. 30, 
1848,” The Chinese Repository (1832-1851), Jan 1, 1849, p. 3.
42　John Fryer, “Public Meeting: The Polytechnic,” The North-China Herald and Supreme Court & 
Consular Gazette (1870-1941), Mar 15,1877, p. 26.
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とともに、教育方法に娯楽性が生まれ、期待以上の役割を果たすようになった。
中国の一般人も「目で見て確かめた」ことから、自分自身の感覚的な経験に頼る
ことに慣れてきて、その結果、西洋の宗教を身に纏ってやってきた「科学」は経
験が裏付けたため「幻」ではないという見方に至ったわけである。

３．西洋の「器」と中国─製作、上映と伝播─

（１）製	作
19世紀半ばから中国の内陸地域で布教活動を展開してきた宣教師にとって、

マジック・ランタンはその補助的な道具になった。そこで、地元でもマジック・
ランタンが作られるように、投影装置とスライドの作製方法が詳しく説明される
ようになってきた。

1873年、イギリスロンドン会の宣教師ドジェン（John Dudgeon）はその『中
西見聞録』の第９から第12回で挿絵入れの「鏡影灯説」を連載し、「鏡影灯」（マ
ジック・ランタンのこと）の制作方法を詳しく説明し、サイズや材料を明記した
図案も載せていた。

『万国公報』の1880年の紙面を見れば、「雑事」の欄で『鏡影灯説略』が載せ
られていて、中では設備の原理や投影の方法、うまく投影するためのコツまで詳
しく紹介されている 43。ドジェンの「鏡影灯説」より簡略的で、投影原理だけ述
べていた。おそらく「西洋鏡の見破り」という視聴者側の好奇心を満足する記事
だったろう。それに対して、ドジェンの記事は図案のようにそのまま作ることも
できるものだった。

他にも中国で活動していた西洋人がカメラでその見聞を記録するようになって
いたが、彼らによって写真と撮影、現像の技術がシェアされ、素人の撮影協会ま
で組織され、講座やコンクールが色々催されてきた。中にはスライドの製作課程
が含まれている。

1905年11月２日、J. Hervey Longhurstが在中西洋人の上海素人撮影協会で
「スライド」（Lantern Slides）の製作の講座を開いたが、講座では優れたスライ
ドの例を50枚ほど展示し、現像や処理の仕方について色々と説明した。上海素
人撮影協会は1913年と1914年にもこのような講座を開き、スライドの製作と使
用について教授した 44。

1937年前後、中華書局は上海で「中華教育用具製造工場」を設置し、そのカ
タログを見れば、既に自分で射影灯（マジック・ランタン）の製造ができたこと
がわかる 45。

43　『鏡影灯説略』、『万国公報』第589期、1880年5月15日、p18。
44　“Shanghai Amateur Photographic Society” , The North-China Herald and Supreme Court & 
Consular Gazette (1870-1941), Nov 3,1905.
45　『自製両用幻灯』、『申報』、1937年12月15日、第2面。
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（２）上	映
上述の教会内部での天文学や動物学などの教授で、視覚による体験で宗教信仰

への認知を固めることにおけるマジック・ランタンの他、19世紀の後半、上海
を含む埠頭都市で生活する中国人もスライドで「搬演影戯」を演じて、寄付金の
募集に使用した。

1885年、広東・広西と山東地域が災害に見舞われた際、顔永京牧師は世界周
遊の写真をスライドにして、格致書院のロビーで「搬演影戯」を演じて、寄付金
を呼び掛けた。11月21日と23日だけで「影戯図」を80枚上映し、その内容は西
洋各国の都の様子と著名都市の風景が含まれ、入場料の「洋半元」が全て被災地
に寄付された 46。あまりの人気で、11月5日に追加上映が行われた 47。更に、11月
28日と12月３日に２回追加され、「新戯」と言って新しいスライドを数十枚加え
た 48。１回目の追加上映はやはり５角の入場料を徴収し、２回目は新しいスライ
ドを演じ、料金が２角になったが、全部寄付金とされた。

格致書院自身もよく「影戯灯」で社会向けの無料の医学や西洋の政治制度の
講座を開いた。1897年11月６日、影戯灯で「全体の各図を演示し、視聴に供し
た」49し、1897年11月30日は艾約瑟（Joseph Edkins）を招いて「イギリス皇太
后ビクトリア在位六十年中の政治を語り、影戯灯で写真などをみせ」、「各種鳥獣
図」も展示した 50。1989年３月29日、ヨハン書院の教習の李思を招いて、影戯灯
で「天文、事の理を講じて、視聴に供し、図を以て解説した」51。

格致書院だけでなく、虹口中西書院のような新型書院もよく影戯灯で西洋科学
の「格致之理」を教授した 52。これらの新型書院での影戯灯講演は、内容こそ専
門性のある科学知識や西洋の政治制度だが、形としては社会大衆に向けたもので
ある。これも初期のマジック・ランタン講演の一般的な様式である。それで、専
門的な科学知識が少数のエリート階層だけでなく、社会の一般大衆に向けても伝
播できるようになった。

1919年、1917年に創設された「Yangzepoo Social Center」（楊樹浦コミュニ
ティセンター）は夜７時から９時まで定期的にマジック・ランタン上映会を開く
ようになり、上海の名の知られた演説者を招いて、多くの観客も呼び寄せた 53。
これで、マジック・ランタンの上映会は新型学堂や教会、社会組織などにとっ
て、講演・集会・教育の重要な手段の一つになっている。

46　『影戯移賑』、『申報』、1885年11月19日、第4面；1885年11月23日、第1面。
47　『観影戯后記』、『申報』、1885年11月25日、第1面。
48　『重演影戯』、『申報』、1885年11月28日、第3面。『影戯翻新』、『申報』、1885年12月3日、第2面。
49　『格致書院講論西字啓』、『申報』、1897年11月16日、第6面。
50　『艾約瑟先生講論西学啓』、『申報』、1897年11月30日、第6面。
51　『格致書院演講西学啓』、『申報』、1898年3月29日、第6面。
52　『影戯大観』、『申報』、1902年1月29日、第3面。
53　“The Yangtzepoo Social Center, Djen, S.C,” Millard’ s Review of the Far East (1919-1921), 
Dec 27, 1919.
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（３）伝	播
19世紀半ばから20世紀初頭にかけて、影戯灯講演が上海や北京、長沙などの

都市で、大衆娯楽と教育普及のツールになってきた。スライドへの社会の需要も
それに従って増えてきた。当時のスライドメーカーと言えば、イギリスの会社
がほとんどで、有名なものはGeorge Richardon&Co.,やMagic Lantern Journal 
Company limited.、「GEM」dry Plate Company limited.,などがある。前者がイ
ギリスリバプールにあるディーラーで、1868年の『北華捷報』で広告を掲載し
たことがあって、主にマジック・ランタンやスライド（slides）を販売し、また
望遠鏡や顕微鏡、蒸気機関モデルなど、科学教育の補助設備の販売も経営してい
た 54。後者はスライドのメーカーだが、その製品はいまだに実物が見られる。当
時、マジック・ランタンとスライドとのワンセットの値段が７シリング６ペンス
から22パウンドの間であった。顔永京牧師が持ち帰って、1885年にパフォーマ
ンスに用いた世界周遊奇怪風景のスライドはおそらくイギリス製であったろう。
今日も似た内容のものが見られる。影戯灯やガラススライドの販売を見れば、上
海格致書室や中西大薬房などが扱っていて、イギリス製が多く、凡そ２元から２
元半ぐらいであった 55。

スライドを購入するにはコストが高すぎたことから、スライドのレンタル協会
を作る動きが出た。1886年８月、Brown. Frederickの『教務雑誌』への投函で
は、その提案が盛り込まれた。更に、スライドのテーマは科学や建築で、上映会
がいつも同じスライドを使うわけにはいかないから、スライドのリストと貸し出
し志願者リストを作って、スライドの交換と流通に役立てようと提案した 56。

イギリスで製作、上海など埠頭都市の薬屋と本屋で販売、或いはレンタルで流
通するのが、早期のスライド伝播の主要な様式である。

４．劇場の中の知識
1871年、メソジスト教団が福州で布教活動を展開した時、マジック・ランタ

ンで天文学や日食について説明した。この方法で、キリスト教は現地宗教に比べ
て、より経験主義的に適合し、いわばより「科学的」なイメージを獲得した。こ
れはキリスト教に対する中国での理解に大きな影響を及ぼした。

1876年９月25日、アメリカ人が北京の灯市口会堂でマジック・ランタンショー
を催し、観客を集めた。当時の同文館の総教習丁韙良が学生たちとともに見に
行ったことがある。見学の結果、観客は西洋の知識系統について論理的に理解で
きたという 57。

54　The North China Herald and Market Report (1867-1869), Jul 11, 1868.
55　『影戯灯販売』、『申報』、1887年1月18日、第5面；『影戯灯販売』、『申報』、1889年4月16日、第5
面；『新到各貨中西大薬房·影戯灯片』、『申報』、1889年9月22日、第6面。
56　Frederick Brown, The Chinese Recorder and Missionary Journal (1868-1912), Aug 1, 1896.
57　小山居士：『観鏡影灯記』、『万国公報』第419号、1876年9月、p26。
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スライドの内容は偉人の紹介から国体、博物院から昆虫、最終的に聖書の物語
を盛り込んで、身近なものや具体的な知識の紹介から信仰のような大きな話へ帰
結していく。中国人の観客たちは、スライドの一枚一枚から西洋そのものの全体
のイメージを確立していった。百聞は一見に如かずと言えよう。経験が積み重な
るといつか必ず知恵と観念が生まれる。自然観察を通じて西洋人の行動原理と倫
理観に対する理解を深めることは、自然科学から人文科学へと、西洋に対する認
識が深まったことである。

1888年の春節を祝って、温州キリスト女児学校も男児学校も休みに入った。
校長のBrazierが学校に残った生徒のために、鏡影（lantern sliders）を演じた。
その後、学堂で幻術が使われたうわさがあっという間に広がって、仕方なく生徒
の親を集めて、スライド上映をもう一度見せた。それを見ても釈然としなかった
親の反応から、校長は温州の道台や政府の職員に向けて、教会でもう一度上映会
を行った。今回、上映会に参加した地元のエリート階層にたいへん満足してもら
えたことから、スライド上映が一気に温州で広まり、料金徴収や寄付の募集など
にも使われるほど発展した 58。このように、視覚に基づく経験的且つ実証的な見
学体験は、スライドの上映を「幻術」のイメージから脱却させ、したがって、キ
リスト教の布教や宣教師たちが紹介した「科学」も感覚の経験で認識できる現象
だという理解をもたらした。

1883年冬、丁韙良が北京のメソジスト教会（Methodist Chapel）で中国語で
夜間講座を開いたが、その際もマジック・ランタンで外国の都市を展示し、その
道や建築物、照明、水道などを引いて中国と比較して説明した。展示されたのは
ロンドンやパリ、ヴェルサイユ、ベニス、ミラン、フィレンツェ、ローマ、ナポ
リなどであった 59。

スライドショーは自分の目で見られないもう一つの世界を観客の前で再現し
た。天文現象も人体の構造も、血液の循環も、そして経験できない外国の景観も
自然災害の様子も、すべて自分の目で確かめることができた。そこで生まれたの
が今まで個人の感覚経験で直接獲得できずに、論理的にしか把握できなかったは
ずの認知である。

スライドショーはこれらの認知を劇場的な空間に引き込んで展示し、自分の目
で主催者が故意に組み立てた現象を目撃させるわけである。したがって、知識の
獲得方法が、直感経験に基づく認知から、抽象的な論理上の推理へと、完全に
取って代わった。このような認知手段の定着につれて、感覚経験で「合理的に」
判断する傾向も顕著になってきた。知識の習得においても、より感覚の経験を信
頼し、経験が全く及ばない分野だけ抽象的推理を借りるようになっている。

58　CHINESE NEW YEAR HOLIDAYS AT WENCHOW, The North-China Herald and Supreme 
Court & Consular Gazette (1870-1941), Mar 2, 1888.
59　“Our Own Correspondent,” The North-China Herald and Supreme Court & Consular Gazette 
(1870-1941), Mar 5, 1884、p. 253.
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魔灯鏡影―18世紀から20世紀にかけての中国のマジックランタンの上映と製作と伝播― 孫 青

まとめ	
─中国近代知識「規訓」とエリート層の発信者における変化─

マジック・ランタンは17世紀にヨーロッパで登場して以来、宣教師の活動と
海外貿易に従って中国にも伝わってきた。宮廷から民間に至るまで、その初期体
験は娯楽と好奇心を満たすパフォーマンスに偏っていた。19世紀初めごろになっ
て、キリスト教・新教の宣教師が中国での布教活動を始めてから、「影戯」も娯
楽や幻術の見世物から「科学布教」の重要な道具となり、西洋の科学と経験主義
で超越的な教義を検証し伝播する手段となってきた。

19世紀末から20世紀のはじめにかけて、「マジック・ランタン」の使用は教育
と伝播の様式を大きく変えてきた。このような変化はちょうど、知識の生産と流
通、消費のグローバリゼーションの背景の下で発生したことを考えれば、なかな
か興味深い現象と言える。

知識の伝播がエリート階層の内部からより広い民衆レベルに移行しただけでな
く、英米諸国で誕生した近代教育技術と教室教育の方法も東アジアで推進され、
知識の表現が新しい様相を呈してきた。この新しいパラダイムの主な特徴として、
細分化された分野において経験主義のルールと一定の台本で提示することである。

19世紀の半ば頃、埠頭都市の新型学校が盛んになり、西洋の科学知識や言語
課程を開設した。新型教科書を使用した授業の他、影灯講演が重要な教育手段に
なってきた。教室で使用されたスライドは、その大部分がイギリスで製作され、
台本（script）と教育参考書とセットで出版されていた 60。

中国の近代における知識の生産と流通に関しては、具体的な訳語や概念、テキ
スト、コンテンツと分類体系などが外部から輸入されただけでなく、その表現と
伝授の形式も同じく西洋からわたってきたものが多い。例えば、スコットランド
のチャンバー兄弟（Robert Chambers & William Chambers）が1835年に編集
し出版した普及教育叢書（Chambers’ Educational Course）は、江南製造局が
一部を翻訳・紹介したことで、学校の教材と清末期の知識人が西洋を知るための
重要なテキスト、さらに科挙試験と合法性論証のための「知識的資源」になって
きた 61。同じように、「影灯講演」が新型学堂の教育と公開講座の重要な補助的手
段になったのをきっかけに、このような表現のプログラムが近代的な「知識規
訓」になって、中国の「現代性」の形成を深く影響するようになった。

物のレベルから、マジック・ランタンも鏡影ももとはと言えば西洋からの輸入
品である。しかし、人々がそれを使っていくうちに、機能の拡張（「放字」など）
に力を入れるとともに、物の現地化も試みてきた。例えば、ドジェン、フライ
ヤー、丁韙良、鄭復光らが中国でマジック・ランタンを作り、現地で獲れる絵具
でスライドを作成し、照明の問題を解決するための方法を詳しく紹介し、論じて
いた。このような試みの結果、二十四孝図のような現地の内容も外来器物によっ

60　T.C. Hepworth, F.C.S., The Book of Lantern being A Practical Guide to the working of the 
optical (of Magic) Lantern (London: Wyman&Sons,1888).
61　孫青、氷野歩訳：『西洋の政治経済学教本の東アジアへの旅 ─Chambers 編Political Economics の東
アジアでの数種類の訳本を中心に』、『文化交渉による変容の諸相』、2010年版、p279—310。



58 © 2020 SGRA

S
G

R
A

 　
　

r
E

P
O

R
T

  

no. 
90

第 63 回  SGRA フォーラム 第 4 回 日本・中国・韓国における国史たちの対話の可能性　 第２セッション：西洋の認識

て経験的に顕示される機会を得た。また、マジック・ランタンから「鏡影灯」ま
で、西洋器物の現地化がグローバルな知識の流動における「現地生産」の重要な
一環になってきたことにも十分留意すべきである。

それと同時に、19世紀の影灯講演の流行により、知識層のエリートの集い方
や発信者にも深く影響し、大きな変化をもたらした。幻灯機は一部が現地で製造
できたかもしれないが、スライドはほとんどイギリスからの舶来品であった。こ
れらのスライドは上海などで販売、レンタル、流通され、そして新型書院や教会
学校、コミュニティの文化センター、知識人団体の内部などで流行し、西洋の科
学や政治制度を学ぶために活躍した。更に、閉鎖された団体の中から一歩出て、
公衆に向けて社会的に開放された知識の普及と社会教育、社会動員の道具になっ
て流行ってきた。

19世紀末になると、宣教師や新型書院の西洋人教習だけでなく、国内の知識
階級のエリートたちも「影灯講演」に乗り出した。地方の文人は詩文の創作や共
同の祭祀など一定の団体の内部での閉鎖した活動でコミュニティを維持してきた
が、「演影灯」の登場はこのような活動を社会に向けて開放させた。文人の結社
が社会教育の団体になってきて、その後の社会向けの演説に大きく影響してい
る。この場合、知識人たちは書面の表現の後ろに隠れた「合法性表現」者から、
教育者と演説者になってきた。こうした発言の様式の変化は必然的に一連の社会
変動をもたらしている。書写の内容や方法の変化がその一つである。さらに言え
ば、このような変容はその後にだんだん浮き彫りになってきた文人の「士」から

「埠頭知識人」の「制度的なメディア人」へとキャラクターの転換において、ま
すます顕在化していくと言える。

19世紀後半、「演影灯」が上海や北京、長沙など大都市の民衆娯楽様式に定着
した。海外の不思議な光景や、人の世の災害、そして戦争場面を見るメディアに
なってきた。甲午戦争（日本史では「日清戦争」という。訳者注）と日露戦争の
間、日本が戦争をテーマにしたスライドをたくさん作成し、戦況の展示と戦史の
物語に使用した。そして、これらのスライドは医学教育などのルートで中日両国
の国民の視野に入った 62。したがって、日本の漢字語「幻灯」はこれまで流行っ
ていた「鏡影灯」や「影戯」に取って代わり、マジック・ランタンの通称として
一般化した。その後も幻灯とスライドが科学教育や教育普及、基礎教育の重要な
教具になり、その製作技術と上映のルールにおいては、日本とソ連に前後して影
響を受け、その間の変化はより多彩で、歴史的に深い影響を残してきたが、紙幅
の関係上、本論文では詳しく論じる余地がなく、今後の課題としておきたい。

62　服部喜太郎编：『日清戦争大幻灯会』,東京、求光閣、1894。
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発表論文１へのコメント　郭	衛東（北京大学）
大久保教授のコメンテーターとして発言することができ、光栄に思います。非

常に興味深いご講演を聞かせていただきました。大久保先生は主に二つの万国
公法との比較、また日本での受容を論じました。万国公法は二つあり、一つは
ホィートンによる漢訳で、中国から日本に伝わったものです。よく知られてい
ますが、アメリカの宣教師ウィリアム・マーティン（中国の名前は丁韙良Ding 
Weiliang）がそれを翻訳しました。丁韙良は私が現在勤めている北京大学の前身
である京師大学堂での西洋学の教務長です。中国に滞在した数十年間、多く貢献
しました。もう一つは畢洒林氏万国公法です。こちらに関しては、正直私はあま
り詳しくないのですが、大久保先生のご高論とご講演からいろいろ伺いました。
私が問題にしようとするのは、日本における丁韙良の漢訳万国公法と畢洒林氏万
国公法の受容です。言い換えれば、前者と後者のどちらかがより広く受け入れら
れ、またなぜこのようになったのかの原因です。私の発言は以上です。

回答　大久保健晴
大変貴重なコメントをいただき、ありがとうございます。中国経由の『漢訳

ホィートン万国公法』と、西周・津田真道が導入したオランダ経由の『フィッセ
リング万国公法』、それぞれの影響力についてですが、これまでの先行研究でも
指摘されるように、『漢訳ホィートン万国公法』が、勝海舟や坂本龍馬、横井小
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第 63 回 SGRA フォーラム  第４回　日本・中国・韓国における国史たちの対話の可能性　「東アジア」の誕生―19 世紀における国際秩序の転換―

【質疑応答】
第２セッション発表論文への	
コメントおよび討論
司会：劉 傑　早稲田大学
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楠ら幕末明治期の人々に広く読まれたことは確かです。しかし、近代日本におけ
る国際法受容は、それだけではありませんでした。学者や官僚、政治家たちが実
際に触れた万国公法の知識は多様でした。なかでも『フィッセリング万国公法』
を受容した西と津田は、明治維新以降、「国際法の権威」とみなされ、政府の学
者官僚として外交や軍事の分野で大きな役割を果たしました。実際、津田真道は
外務権大丞として、清朝中国との間の日清修好条規を巡る締結交渉に深く関わり
ました。また西周は陸軍省において山縣有朋のブレイン的な役割を果たし、「隣
邦兵備略表」の草案執筆などに携わっています。同時代の中国や朝鮮における万
国公法受容との比較を通じて、明治政府のアジア外交を読み解くためにも、西と
津田による国際法の摂取に光を当てることは重要な意味を持つと、私は考えます。

発表論文2へのコメント　孫	衛国（南開大学）
この論文を評論することができて、とても光栄に思います。私のいくつか感じ

たことをお話しします。
まず第１に、この論文の立論が非常に良いと思います。よく知られています

が、19世紀の東アジアが西洋の衝撃を受けた後、西洋と多くの不平等条約を結
びました。これはまさに東アジアが天下秩序から万国条約体系に移行する過程で
あり、三国における近代史の研究者たちはこのことに関心を寄せながら、各自に
様々な研究を進めています。しかし、所見の限りでは、この問題を全体的な現象
として考察した研究が少ないようです。この論文はまさにこのような考えを示し
ました。不平等条約体制という言葉を用いて、従来の研究は東アジアを確かに条
約空間と理解してきたことを示しました。この論文はこのような視点に基づき、
とても良い立論で展開されています。

第２に、本論文の主体は第二部と第三部にあり、主に1870年～1880年の朝鮮
修信使である金弘集、趙秉鎬らが日本、清朝、イギリスと行った交渉状況を重点
的に検討しました。考察の重点は輸出入商品の関税税率の問題です。この問題に
対して引き込まれるような考察を行いました。特に清朝の何如璋、黄遵憲がどの
ように金弘集らに関税自主の重要性及びアメリカとの契約の重要性を強調したか
に注目しています。北朝鮮はこれまで多くの努力をしてきたにもかかわらず、依
然として目的を達成していません。この部分で重点的に議論したのはこの問題だ
と思います。

第３はデジタル文献の重要性を強調したことです。日中韓三国の資料を活用し、
イギリスやアメリカなど西洋諸国の文献も利用しました。こうした史料を通じて対
比していくと、一つの全体像を提示することができます。上記の３点は肯定的に賛
成すべきだと思います。

ただし、私は三つの問題をお伺いしたいと思います。まず一つ目、1880年代に
おける東アジア三国は比較的平和な状態にありましたが、三谷博先生の基調講演で
は、1880年における日中韓三国の関係性が微妙に変わっていたことに言及しまし
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た。確かに日本は明治維新以降、次第に強くなり、中国も太平天国を平定できた後
に一時的な「同治中興」の時期が出現し、朝鮮も閔妃独裁が登場するなど、比較的
安定した状態にありました。しかし日本を除けば、中国と韓国の安定は一時的です
ぐ消えてしまった為、北朝鮮を中心に不平等条約を克服するシステムを議論するこ
とが、論文に指摘した通り無意味的です。私も彼のこの判断に同意します。

二つ目は、不平等条約の理解について述べる時、領事裁判権、関税自主権の喪
失、通商港の開放などたくさん述べられています。先ほど大久保健晴先生も言及
されましたが、不平等条約を理解するためには再考する必要があります。論文に
はこれらの問題に言及したにもかかわらず、重点的に議論したのは関税の問題だ
けで、それ以外の問題はほとんど言及されませんでした。そのため、このような
考察はやや一方的だと思います。

三つ目は、この論文は朝鮮修信使から不平等条約への克服を検討されました
が、清朝の何如璋と黄遵憲に言及したにもかかわらず、参謀として提案したこと
に関する言及に止まっています。日本はその過程において、清朝や朝鮮のように
損害を受けた国ではなく、むしろ西洋が中韓の不平等条約を締結させる際のメン
バーになったと思います。そうすると、この三国は不平等条約において全く異な
る地位を持ち、運命共同体とは言えません。このように考えると、三国の地位や
位置付けをどのように区別するかを考え直すべきだと思います。私は以上三つの
問題を提起して話を終わらせていただきます。どうも有り難うございました。

回答にかえて　劉 傑
丁寧な総括とご質問をありがとうございました。韓承勳先生は本日ご欠席のた

め、発表論文２は朴漢珉先生に代読していただきました。いただいたご質問は何
らかの形で韓先生にお伝えし、反映させていきたいと思います。

発表論文3へのコメント1　塩出浩之（京都大学）
孫青先生、大変魅力的な興味深いご報告をありがとうございました。私は、こ

のあとの第４セッションで詳しくご報告いたしますが、新聞の果たした役割につい
て研究しています。孫先生のご研究には、それと非常に共通する部分があるという
ことを、まず感じました。簡単に申し上げますと、西洋人が開港地にマジックラン
タンを持ち込んだということ。そしてそれが次第に現地化されるという点が非常に
共通しています。特に中国の場合、宣教師がそれをリードしたということも新聞の
場合と非常によく似ています。ついでに申しますと、孫先生が使われた資料の多く
が、当時上海などで発行された新聞だったと思います。それも決して偶然ではない
だろうと思いました。そういう点で私としても大変興味深い内容でした。

そのうえで質問させていただきたいことは、マジックランタンはある種の啓蒙的
な意味合いを持っていたということだと思うのですが、一方で、19世紀までの中

※開催終了後に韓承勲先生から回答をお寄せいただきました（215ページ参照）。
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国にも独自の科学技術の発展というものがあるわけです。そういう点からすると、
とくに中国の知識人にとって、マジックランタンは何が目新しいものだったのか、
あるいは本当に目新しいものだったのかということが知りたいと思いました。

もう少し具体的に申しますと、一つは最初マジックランタンの翻訳語として、
「影戯灯」という言葉が使われていますが、影戯とか影の遊びと呼ぶからには、
そもそも影絵のようなものがすでにあったのではないかということ。それからも
う一つは、では何が新しいのかということです。マジックランタンの要素を分解
して考えてみたときに、それはレンズだったのか、写真だったのか、それともそ
れらを組み合わせたものが新しかったのか。そういった点についてもう少し詳し
く教えていただけると有り難いと思いました。以上です。

回答　孫 青
ご質問ありがとうございます。塩出先生は非常にいい質問をしてくださいまし

た。私が自分の研究の中で述べたように、中国のモダン化は非常に明確な限界が
あります。最初に中国の皇帝や中国の知識人たちはマジックランタンを玩具、特
に光学玩具として扱いました。カーニバルのように、民間の集会でそれを使って
ゲームをやり、知識とは全く関係ないものとして使ってきました。人々はこれに
よって外部の世界、光や影を見ています。当時の知識人たちにとって、マジック
ランタンはどのようなところが新しいのでしょうか。まず、人が経験するものと
は違うくらいに影を大きくすることができるということです。次に、その人が直
接見ることができないもの、例えば西洋の海、火災などの災害、体内部の骨など
を見せることができます。最初は写真ではなく、描いた絵を使いました。マジッ
クランタンはなぜマジックと呼ばれたのでしょうか。それは悪魔の頭や神の姿な
ど、人の肉眼で見えないものを示すことができたからです。これが怖いランタン
と呼ばれている理由でもあります。

しかし、私が議論したいのは、マジックランタンがどのように人の目に見えな
いものを示し、最後に科学的な知識を示すものになったか、つまり目でしか知識
が得られないものになったかという問題です。これこそ私が論文の中で議論した
いことです。科学と迷信の最も大きな違いは、科学が経験的な認識によって検証
できるのに対し，迷信は検証できないことです。しかし、マジックランタンが輸
入された際、この科学的なツールは人々に目に見えないものを見せてきました。
では、いつこのような変化が起こったのか、これは私が考察したい問題です。

また、先ほど塩出先生は港湾都市に出現したいくつかの新しいメディアについ
て話しましたが、私が扱っている多くの新聞雑誌は当時の上海で英語で出版され
たもので、西洋人の社会や中国人と関係がありません。つまり私たちが議論して
いる19世紀において、国民国家に現れた様々な現象は実際国民国家の枠内で考え
ることはできなくなってきました。この現象は道具や器物によってつながってい
る港湾都市にあるかもしれません。上海の一部は太平洋上の港湾都市である為、
そこで起こった現象は国民国家の枠を離れて議論すべきだと思います。これも私
が研究している課題ですので、今後皆さんと議論できれば、嬉しく思います。
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発表論文3へのコメント2　三谷	博（跡見学園女子大学）
幻灯には個人的な思い出があります。私の子どものころ、1950年代には日本

の田舎でも幻灯会がありました。その後、1960年代半ばのことですが、アメリ
カの原子力発電の施設に視察に行った会社員が帰国後に、そのときのスライドを
見せてくれたことがありました。そういう田舎には珍しい経験をよく覚えていま
す。孫先生のご発表を聞きながら、懐かしく思い出しました。

本題に戻りますが、マジックランタンは初めは遊びの玩具だったのが、後にキ
リスト教の宣教師が宣教のために使ったというお話でしたが、そのとき宣教師た
ちはこれを伝統的な儒教の教化と同じようなカテゴリで捉えていたのかどうか。
儒教的な教化の観念と重なるものがあったのか否か、これが第一の質問です。

それからもう一つ。文字からビジュアルメディアに変わったというのが重要な
のですが、教化のためだったら演劇が使われたはずです。後には政治的なプロパ
ガンダにも使われましたけれども、演劇と比較した場合、どこが同じでどこが違
うのかという疑問を持ちました。以上です。

回答　孫青
ありがとうございます。三谷先生のご質問は、まさに私が現在進んでいる方向

です。面白いと思うのは、今日私たちは視覚的で画像的な経験がより現実的で、
文字は後に作られたものだと認識しがちですが、私が考察している時代は必ずし
もそうではありませんでした。戦争の写真も含めて一部の写真は偽物でした。戦
争が終わった後にそのふりをして撮影したものなど、基本的に文字記録に基づい
てシーンを作ってきました。これは明らかに一種の宣伝です。目で見られるの
で、普通に文字が読めない庶民たちにとって、写真のほうがよりリアルだと思っ
てしまいますが、これは戦略であり、実際にリアルなものとは限りません。

それに、私が調べていくうちに見つけた面白いことに、当時上海でマジックラ
ンタンを上映した際の最大の技術的難題は、いかに火事を防ぐかということで
す。当時ろうそくとガスランプを使用し、濡れた布でスクリーンを濡らし、火事
を防止しました。当時マジックランタンを見る最大の特徴は数百人が一緒に見る
ということです。私たちが普段講演を行ってもこれほど多くの人は集まれません
が。私が考証したところ、宣教師が教会で講演したその場所は上海走馬総会の近
くの戒酒会のロビーにありました。このロビーは300人から600人まで収容でき
ます。講演の時期はすべて冬の夜でした。では、どうして冬の夜なのでしょう
か。冬の夜は娯楽が少なく非常に退屈なので、宣教師は多くの人に教会に写真を
見に行くことを提案しました。また、宣教師たちが中国の農村地域に行く際に、
現地の農民たちは文字が読めない為、マジックランタンを持っていけば便利で
す。彼らは写真によって神とマジックなものを見ることができるようになりまし
た。マジックランタンは最初にこのような道具として認識されました。その後私
が考察したところ、イギリスの教育と産業資本が入った後、脚本と画像もありま
した。牧師が上海に持ち込んだガラス片にはイギリスで生産されたものもありま
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す。彼が中国で撮った写真をもとにイギリスでガラス片を作り、その後横浜を経
由して上海に輸入されてきました。イギリス人の脚本を使って上海で中国の知識
人に講演を行いました。天壇の画像は中国で写真を撮って、それにイギリスでイ
ギリス人が英語の解釈を書き加え、上海に行って中国の知識人に解説します。当
時の知識はこのような環流があります。私が指摘したいのは、太平洋港湾がこの
ような問題と繋がっているということです。これも私の今後の課題です。

フロアを交えての討論
　それでは今から会場に開放したいと思います。発表１から３までのご報告に対
して、会場の皆さんから質問やコメントをお願いしたいと思います。３名の発表
者から三つずつ問題提起がありました。これを中心に、お話をお願いできればと
思います。

　中央大学の大川真と申します。報告３のマジックランタンに関連することなの
で、塩出先生、三谷先生のコメントに引き続き、発言したいと思います。

日本ではマジックランタンは江戸時代の終わり頃に入ってきました。「写し絵」
といわれ、子どもの遊びというか、知識人はほとんど相手にしないものでした。
錦絵でよく見かけるのが、だるまの絵が描いてあって、それが動くような形でマ
ジックランタンが使われている場面です。ですから、知識人がそれを使って教化
するとか、あるいは宗教団体がそれを使うということはありませんでした。その
同じマジックランタンが、中国側だけで教化に使われていた。日本の場合は先ほ
ど三谷先生がおっしゃったように、むしろ演劇のほうでビジュアルに訴えて見せ
ていくというほうが強くなっていきました。

この違いはいったい何だろうと考えたときに、ちょっと気になったのが、先生
が指摘された結社・アソシエーションの問題です。マジックランタンは、ぱっと
写して消せますよね。ですから中国でマジックランタンが使われたのは、書籍で
残すよりも証拠が残らないからではないでしょうか。民衆向けに見せたというこ
ともあったと思いますが、宗教活動などにおいては便利というか、弾圧されない
というか、そういう面もあったのではないかと思います。その点はどうでしょう
か。そこだけ伺いたいのですが。

　ご質問ありがとうございます。とてもいい質問だと思います。当時中国での
伝播は二つ過程があります。一つはイエス会士の時代、つまり私たちが話した
17、18世紀頃で、マジックランタンが玩具として作られた時期です。これは日
本と同じです。その後、キリスト教プロテスタント宣教師の時期が来ると、布教
のための道具となりました。この間に非常に重要な役割を担ったのは医学宣教師
です。当時の中国の医学宣教師にとって、マジックランタンは科学を展示できる
非常に重要なツールです。医学布教では、人の骨、人の肉、血液など肉眼で見え
ないものを解説しなければならなりません。ジョン・ダジョンやジョン・フライ

劉

大川

孫青
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ヤーも当時の医学宣教師でした。当時マジックランタンを最も多く作った宣教師
は医学宣教師でした。次が一般的な宣教師でした。彼らはこの利点を発見したか
らです。これが重要な理由だと思います。

また、大久保先生にお聞きしたいことがあります。万国公法に関するご研究
は、非常に素晴らしい成果だと思います。私の博士論文は実は政治科学を研究し
たもので、本としてまとめてすでに中国で出版しています。私は、長い間大久保
先生のご研究に関心を持っていました。中国既存の先行研究のほとんどは、ウィ
リアム・マーティン （William Alexander Parsons Martin）版の『万国公法』の
中国での伝播問題を議論してきました。日本の状況を参照して議論した研究が
まだない為、大久保先生のご研究が先端的な光景を提供してくださったと思い
ます。私が問題にしているのは、19世紀末の中国において口語体の『万国公法』
の訳本、つまり話し言葉で『万国公法』を二次翻訳したということです。最初に
ウィリアム・マーティンの翻訳があって、その後、話し言葉で二回目の翻訳があ
りました。この翻訳において、儒学的なものが排除されました。

日本に似たような状況があったかどうかをお伺いしたいです。先ほど畢洒林の
『万国公法』と日本に対する受容、またウェリントン（Wheaton）の中国への受
容についてお話を伺いましたが、彼らの重点は異なり、畢洒林は強者の論理を議
論したのに対し、ウェリントンは普遍秩序とは何かを重視したと思います。で
は、両者の相違をいかに把握されていますか。畢洒林の『万国公法』が輸入され
た時、日本人が想像している対象や他者は「強者としての西洋」であるため、強
者の論理を議論しようとしました。しかし、1860年代当時、中国が『万国公法』
について議論している頃は、実際に不平等条約が廃止され、1840年以後中国と
イギリス間に締結した条約を英語版に準じることによって普遍秩序を知る時期で
した。その時、日本に伝わってきたウェリントンの『万国公法』に、何が普遍秩
序かが問われます。このように考えれば、日本が万国公法を議論する頃、中国を
想像の対象にしたのではないでしょうか。ご意見をお聞きしたいのです。

　貴重なご指摘をいただき、心より御礼申し上げます。
19世紀の終わりに、万国公法が中国では口語体で伝わったというのは、非常

に興味深い現象です。一般的に、「中国における国際法受容は1860年代中葉に出
版されたマーティン漢訳のホィートン万国公法を端緒とするが、しかし広くその
重要性への注目が高まったのは日清戦争以降であった」と指摘されます。そうし
たなかで口語体による普及がいかなる役割を果たしたのかは、清朝中国の近代国
家化を考える上でも、重要な問題視角であると考えます。

日本では、マーティンが翻訳した『漢訳ホィートン万国公法』が中国で出版さ
れた直後に、江戸の開成所（徳川政権の洋学機関）から同書の翻刻が出版されま
した。さらにそれは重野安繹らの手によって、既に1870年前後に日本語の口語
体に訳されています。これらは、明治日本における国際法の学識の普及に大きく
寄与しました。

この点に関連して興味深いのが、『フィッセリング万国公法』の出版に際して
記された西周の序文「凡例」です。西周はその中で、２年間にわたりヨーロッパ

大久保
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の地において、ライデン大学法学部教授シモン・フィッセリングから日本人とし
て初めて直接的に国際法を学び、その成果を書物にまとめることの意義につい
て、『漢訳ホィートン万国公法』と比較しながら、次のように述べています。

「ホィートン著マーティン漢訳『万国公法』は優れた書物だが、しかしその原
文は難解な専門書である。さらにそれは、漢訳、すなわち翻訳で伝わっている。
翻訳では、原文との間に、どうしても意味やニュアンスの相違が生まれる。それ
に対して自分（西自身）は、オランダ・ライデンの地でフィッセリング教授から
直接、国際法を講義され、そこで聞き書きした一語一句をわかりやすく記した。
それ故、国際法をはじめて学ぶ初学者は、まずこのフィッセリング万国公法から
学ぶべきである」と。

ここからは、西と津田が国際法の知識の伝え方や翻訳の問題について、きわめ
て自覚的であったことがうかがえます。

最後に、ホィートンとフィッセリングの国際法論の違いについては、慎重な議
論が必要です。なぜなら、ホィートンの著作自体、その版によって内容に変化
が見られるからです。初版では、「普遍的な秩序」が強く意識されていますが、
マーティンが翻訳した『漢訳ホィートン万国公法』の原著となる第５版になる
と、ヨーロッパの歴史と勢力均衡を背景とした実定法論の色彩が強くなっていく
と考えられます。この第５版とフィッセリングの講義との間には、多くの共通性
が見て取れます。

　東国大学の朴漢珉です。私は19世紀の韓日関係を専攻しておりまして、万国
公法についての大久保先生のご発表に関心がありますので、２点だけ、簡単にご
質問させていただきます。

一つは、19世紀に万国公法が東アジアに導入された後に整理されなければな
らないことの一つは、もちろんホィートン（Henry Wheaton）の万国公法が多
く取り上げられますが、18世紀と19世紀の間にヨーロッパでこの国際法（後に
日本では「国際公法」として翻訳されますが）の位相がどうだったのか、という
ことです。もちろん中国で翻訳されたのがこれだったのでこれを中心に議論が進
められてきましたが、ドイツやフランスでもそうですし、ヨーロッパでは多くの
国際法学者たちがいました。ですので、ホィートンの万国公法が当時のヨーロッ
パの学界においてどういう位相にあったか、本当に実効性のある主流の学説だっ
たのか。これが一つ目の質問です。

二つ目の質問は朝鮮と関連することです。先程私が代読した韓承勳先生の論文
では朝日通商章程を締結する1883年までの時期を扱っていましたが、朝鮮でも
中国から入ってきた翻訳版の万国公法によって、1880年代から清日戦争が発生
する前までの日本との関係において具体的に万国公法の条文を活用する場合がと
ても多かったです。日本と中国では翻訳の問題を重要なテーマとして扱っていま
したが、朝鮮の場合、翻訳そのものよりも、それを国内に輸入して、むしろ日本
や西欧列強との条約を運営する過程においてどう実用的に使うのかについて考え
ていました。先程三谷先生もおっしゃいましたが、普通1885年から清日戦争の
間に、日本が朝鮮問題について不干渉政策を取っていたと言われますが、その間

朴
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に、朝鮮側でも万国公法の具体的な条款を基にして通商問題、つまり商業と関連
する問題をめぐって条款を以て論駁したり、またそれで日本側が押されたりする
こともありました。そういうところが朝鮮側では違うところではなかったかと思
います。もちろんこの時期に最も論争になったのは朝鮮が自主国なのか属国なの
か、でした。これは兪吉濬を中心に行われましたが、それ以外のところ、つまり
朝鮮での外交機構──外衙門と言いますが──でも万国公法を以て具体的に交渉
しながら論駁することもあったということを申し上げたいです。

　重要な論点をご提示くださり、心から感謝申し上げます。最初の質問ですが、
ホィートンの国際法論を中心とした諸著作は、当時の西洋世界においても、影響
力をもった重要な文献の一つであったと考えられます。例えば、本日の報告との
関連でいうと、フィッセリングはオランダ・ライデン大学において「外交史」の
講義を担当していましたが、同大学の図書館に残る講義筆記をみますと、参考文
献の一つにホィートンの著作を挙げています。

東アジアにおいて問題となるのは、先にも触れたように、このホィートンの国
際法論を受容する際に、「翻訳」が介在することです。ここから、普遍的な規範
に引きつけて読むか、それともより実践的な法整備の観点から読むか、原著を直
接精読する以上に、読み方の幅が生まれます。それが２点目の問題にもかかわっ
てきます。

ご指摘にありましたように、日本でも西洋国際法の受容は、決して理念や観念
の問題だけではなく、西洋列強といかに条約交渉を進めるかという実務的な課題
と深く結びついていました。例えば日本では1868年から戊辰戦争が勃発し、い
わゆる旧幕府軍と新政府軍との内戦状態に突入します。このとき西洋諸国は国際
法に基づき、両軍をともに交戦団体とみなして内戦終結まで武器援助などをしな
いという、局外中立の立場を宣言しました。しかし翌69年12月、最後の戦いと
も言われる箱館戦争を前にして、諸外国は局外中立を撤廃。そこで新政府は、す
ぐさまアメリカから最新鋭の甲艦ストーンウォール号を入手し、旧幕府軍を壊滅
させるための軍備強化を図っています。このように幕末明治期の日本において、
ヨーロッパ国際法の習得と活用は、外交だけでなく、内政をも左右する政治的か
つ実践的な緊急課題でした。

中国、朝鮮、日本における国際法受容を比較する上では、その規範的側面と実
践的側面、双方を視野に入れた包括的視座からの分析が必要となります。

　南開大学の宋志勇です。大久保先生にお伺いしたいです。中日間『万国公法』
の異なる境遇を言及してくださいましたが、日本の不平等条約に対する認識が変
容される過程もあるというべきだと思います。幕末期において、徳川幕府は西洋
と安政五カ国不平等条約を締結しましたが、明治期以降、明治新政府も同じ性質
の条約を西洋と締結しました。では、新政府は条約の平等と不平等性をどう考え
ていましたか。当時中国が中日修好条約を締結した際に、『万国公法』の訳者も
参与しました。彼らは中日修好条約の平等性と不平等性をどう考えていますか。
その後日本は条規の改正を求めたが、当時中国の李鴻章の言説によれば、中日間

大久保

宋
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は「大信を約せず」ですが、最終的に中日に条規を締結しました。こうような経
緯がある為、当時の日本は不平等条約に対していかなる認識を持っているかをお
聞きしたいです。

　貴重なご指摘をいただき、ありがとうございます。いわゆる「不平等条約」
は、果たして本当に「不平等」であったのか。これはきわめて重要な論点です。

日本ではこの問題について、三谷博先生や渡辺浩先生の先行研究があります
（三谷博『ペリー来航』吉川弘文館、2003年、同「19世紀における東アジア秩
序の転換─条約体制を『不平等』と括るのは適切か─」『東アジア近代史』第
13号、2010年、渡辺浩「『明治維新』論と福沢諭吉」『近代日本研究』第24巻、
2008年など参照）。

諸先生方の研究をもとに、回答させていただきます。まず領事裁判権につい
て。例えば外国人が日本で犯した罪について本国の領事による裁判を受け、逆に
日本人が外国で罪を犯した場合にその在留国の法律によって裁かれる。これは確
かに不平等であると考えられます。しかし日米修好通商条約が結ばれた当時、そ
もそも日本から西洋諸国への海外渡航は官吏以外、想定されていませんでした。

居留地という特別な法域において、外国人が犯した罪は本国の領事が裁き、現
地人が犯した罪は現地の法で裁くというのは、考え方によっては、必ずしも不平
等とは言えません。とりわけ徳川末期の日本では、諸権利を定めた憲法も存在せ
ず、武士達が刀をぶらさげて街を闊歩していたわけですから、フィッセリング万
国公法講義にみられたように、西洋諸国の人々が「何かあったときには自分たち
西洋の文明的な法で裁いて欲しい」と考えるのも、彼らの側に立って考えれば、
決して非合理な訴えとは言えません。

さらにその後、日本人が西洋諸国に留学などで渡航するようになると、逆の不
平等も生じます。すなわち西洋から日本に来た人々の活動は、横浜や神戸の居留
地に制限されましたが、日本からの留学生は自由にヨーロッパ各地を旅すること
ができたのです。明治期に入り、西洋諸国の側から、居留地制度は「自由貿易」
の原則に照らして不平等であるとして、内地雑居及び内地旅行を求める声が挙
がったことは、先ほどの報告でも触れた通りです。

それから、関税自主権の問題についても、議論は決して簡単ではありません。
第一に、安政の五カ国条約の当初、対日貿易の関税率は約20％でした。この数
字自体、必ずしも不平等なものとは言えません。また関税を高く設定した方が自
国経済の活性化につながるのかというと、それはある種の重傷主義的な発想であ
り、全ての場面で正しいとは考えられません。例えば報告で触れたように、西周
や津田真道のような自由貿易論に立脚すれば、貿易は循環するのであり、今は赤
字でもこれから黒字に転換するのだから心配ない、という主張を引き出すことも
可能です。

幕末のコンテクストに照らして考えるならば、おそらく1860年代のはじめの
頃は、日本側にまだ「不平等」であるという確固とした認識は成立しておらず、
領事裁判権による弊害や、関税自主権が欠落していることによる外交、行政、司
法及び経済上の不平等性は、徐々に自覚されていったと考えられます。「不平等

大久保



© 2020 SGRA 69

S
G

R
A

 　
　

r
E

P
O

R
T

 

no. 
90

第２セッション発表者へのコメントおよび討論� 質疑応答

条約」という認識の広がりは、実際上の不利益や不都合の発生によるものも大き
いと思いますが、本日の報告に引きつけて考えれば、日本の人々の間に、西洋国
際法の知識と理解が深まったことも無関係ではないと考えます。新たに日本が編
入された国際秩序を貫く、西洋国際法というゲームのルールを知るなかで、自国
が今、実は劣位に位置づけられていることを痛感するに至ったのです。

そしてもう一つ、「徳川政治体制下で締結した西洋列強との間の＜不平等条約＞
を改正することが、独立国としての悲願である」という明治政府の言説には、こ
れまでの徳川政権の政治外交を批判し否定する、新政府の政治的イデオロギーも
反映されています。

このように、19世紀後期日本において「不平等条約」と捉える言説が広まる
背景には、様々な複合的要因が存在します。それ故、私たちが歴史学者としてこ
の言葉を用いる場合には、慎重な留保が必要であると思われます。

　亜細亜大学の青山治世です。興味深くご報告や議論をお聞きしておりました。
私もいろいろコメントや質問したいことがあるのですが、先ほどからの議論の関
連でということですので、平等・不平等という点に関して発言させていただきま
す。

先ほど、日清修好条規の改正の話がありました。そもそもは柳原前光が提示し
た日本側の草案があって、そちらは日本が西欧と結んだものを基本にしていまし
た。それは清朝側、李鴻章から一蹴されてしまい、結局は清側から提案した草案
を基本にして結ばれたわけです。それが結ばれた過程での日本側の論理というの
は、先ほども大久保先生からご紹介がありましたが、結んだ直後に日本側が改正
したいと言い始めたのはよく言われていることです。

実際は日清戦争まで改正は実現せずにいきますが、その何回かある改正の論議
の中で、よく扱われるのは締結直後の70年代にすぐに改正したいという論議で
す。日清修好条規にはない内地通商とか、最恵国待遇を日本も持ちたいというわ
けですね。

80年代の中頃にも改正の交渉があるのですが、改正しない論理として中国側
が重視したのは形式的な平等です。日清修好条規は形式においては平等になって
います。お互いに領事裁判権を認め合うなどとなっているのですが、当時日本に
いる中国人は多く、中国にいる日本人は少ないという状況のなかで、日本側は、
日本だけ中国での領事裁判権を保持して、日本での中国の領事裁判権は排除した
いと交渉するのですが、中国側からみると形式において不平等になってしまうの
で、それは困るというわけです。ですが、日本側にしてみれば、日本にいる中国
人のほうが多いので、紛争解決という問題でいえば結果においては平等になると
いう主張です。「形式の平等」と「結果の平等」ということで、議論になったり
します。

日清修好条規は日清戦争前に廃棄されて、結果的には日清戦争後に日本のみ領
事裁判権を中国で持つという条約に変わりますが、そのときも清側は、戦争に負
けたから仕方なく全部受けいれるということはなく、やはり日清修好条規と同じ
ような双務的な条約にすべきだと主張します。そのときも日本側が抵抗するとい

青山
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いますか、それで出した論理としては、やはり先ほどの「結果の平等」というこ
とを主張するわけです。平等という観点からみて、形式的な平等とそれによって
もたらされる結果の平等ということは、当時すでに外交官たちの間では議論され
ていたということも、つぶさに見ていく必要があるかと思います。

　九州産業大学の平山昇と申します。発表１の万国公法と発表２の不平等条約の
二つに対するコメントと、発表３の幻灯へのコメントが分かれがちのように感じ
ましたので、簡単にまとめてみたいと思います。

私は、日本で鉄道会社が19世紀につくった娯楽イベント「初詣（お正月に神
社に行くイベント）」が、最終的に天皇を敬うイベントにすり替わっていく、資
本主義が生み出したものが、帝国主義やナショナリズムに結びついていくとい
う、そういう研究をしております。ですから国際関係は全く不勉強なのですが、
このセッションの共通キーワードは「西洋の認識」です。発表１～３は共通し
て、外国とか国際社会に対する信頼感とか、愛着というものが、どういうふうに
切り開かれていったのか、あるいは切り開くことが可能なのかということが見え
てきます。ですから単に「西洋の認識」ということで、二つの報告と一つの報告
が機械的に一つのセッションになったのではなく、初めて接する相手の国とか、
初めて接する国際社会といったものに、どのくらい心を開けるのかという点で
は、実はつながることができるのかなと思いました。

残り時間も少ないので、このセッション後の別の機会に、お答えいただければ
と思いますが、万国公法や国際法といったものを、どうすれば信頼できるのかと
いう、これが根源にある重要な問題です。

今ここに、日本、中国、韓国が集まっていますが、一番いて欲しいのは、極端
なジョークに聞こえるかもしれませんが、北朝鮮のあの独裁的な指導者です。要
するに、パワーを持つことでしか自分たちを守れないというふうに、孤立感を
持ってしまった。孤立したパワーになる道しか選べなくなった、そういう国や独
裁者に対して、国際社会を信頼しましょうとメッセージを、どうやって出せばい
いのかが問題です。ヨーロッパの価値観を押し付けたら、やはり反発がくると思
います。

ところが我々は、東アジアの19世紀の経験で、さまざまな失敗や挫折、摩擦
を経ながら、初めて接する相手、国際社会に対して、信頼感や愛着というものを
なんとかして構築しようとした歴史があるのだと、そういうふうな提示の仕方が
できれば、核兵器を持って国を閉ざしているあの国にも、何かアプローチできる
のではないかと考えました。それは少し理想的すぎるかもしれませんが……。

最後にもうひとつ。孫さんの幻灯のご報告は大変面白かったのですが、私は文
化的に愛着を持つということが、政治外交的な対立をどれほど抑止できるのかと
いうことについて、自分自身は悲観的になっています。20年ほど前に韓流ブー
ムが起こりました。私も「チャングムの誓い」が大好きなのですが、あれほど韓
流ブームが盛り上がって、今でもKポップは若者の間で大変人気ですし、文化
交流はだんだん高まって盛んになっているのに、それを政治外交が一瞬でぶち壊
してしまうことができる。これをどう考えればいいのでしょうか。孫さんが幻灯

平山
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のことを発表されましたが、宣教師の幻灯で西洋文化に対する愛着を持った中国
の人たちが、その後政治外交的に排外主義的になっていく局面もやはりあったの
でしょうか。それについても後ほどお話がお聞きできればと思います。

日本の経験をいいますと、日本は1930年代、文化としてはアメリカが大好き
でした。アメリカのジャズが日本の東京の銀座という繁華街で流れて、みんなア
メリカ文化が大好きでした。ですが、文化的にはとても大好きな国と決定的に対
立して戦争してしまったわけです。この経験をどうやってとらえればいいのかと
いうのが、私は非常に気になっています。第２セッションの三つの報告をお聞き
して、外国、国際社会への信頼感と愛着は、どうすればつくっていけるのか、そ
してそれがどう壊されてしまうのかということが、重要なテーマとして見えてき
たのではないかと思います。以上です。

　ありがとうございました。「愛着と信頼」というキーワードで、第２セッショ
ンをまとめていただきました。３名の発表者が最後行った問題提起にも、非常に
重要なポイントが含まれておりますので、それについても議論をしたかったので
すが、時間がきてしまいました。

最後に司会の立場から、できれば第２セッション以降の議論のなかで、可能で
あれば議論していただきたい点を提案させていただきます。

ひとつはヨーロッパの、西洋の知識や国際法の受容の問題です。日中韓三カ国
の受容の形態はそれぞれ違います。そのひとつとして指摘したいのは、知識人に
よる受容と、外交の実務担当者による受容です。中国の場合は、外交の実務者に
よる受容が中心であり、その場しのぎの性格が強い。できれば、従来の伝統を残
しておこうという思いがつよいと思います。一方、日本と韓国の受容は、知的な
レベルにどの程度まで浸透していたのか、ぜひ議論していただきたいと思いま
す。つまり知識人の受容と外交実務者の受容との間の距離感について、三カ国は
どう違うのかということです。

第２は大久保先生が提起された、それぞれの国における国際法の意味につい
てです。東アジアが、ひとつのリージョンとして形成することと、地域内の国々
が、国家を意識することと、同時に展開されました。このことは、東アジアに
とって何を意味するのか。リージョンを優先するのか、国家を優先するのか、
リージョンを国家形成のなかでどの程度まで考慮するのか。大久保先生が問題提
起の中で出された西周・津田真道、中村正直、福澤諭吉という３者の対応の違い
は、この問題の複雑さから発生したのではないかと考えますが、如何でしょうか。

それでは以上をもって第２セッションを終了します。長時間ありがとうござい
ました。

劉
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18・19世紀における	
女性天皇・女系天皇論
大川 真
中央大学

要　旨

　 　2019年５月には新天皇の即位があり、皇位継承に国民からの多大な関心が
寄せられている。しかし基礎的な知見が不足しているために、国民の大半の意
識は、旧・現の皇室典範の規定が前代までの歴史的・文化的な蓄積を直線的に
反映して決定されたと考えがちである。本研究は、皇位継承をめぐる議論が非
学問的な自己意見の披瀝に陥っている状況を打破するためにも、女性天皇・女
系天皇論が旧・皇室典範（1889年制定）の成立前後で、どのように連続・変
化していくのか、その詳細を解明していくことを目的とする。

　 　上記の問題を考察する上でまず押さえておかなくてはならないのは、旧・皇
室典範第一条における男系男子継承主義の成立に大きな役割を果たした井上毅
の具申、その形成に大きな影響を与えた民権派結社・嚶鳴社内の論争である。
また井上に影響を与えたグループには、嚶鳴社のような都市民権派だけではな
く、国学者たちの存在があったことも看過できない。特に男系主義を説いた小
中村清矩の影響は大きかったと考えられる。しかし当時の国学者グループのな
かには、女帝を認めるのみならず、直系、傍系で男子皇族がいなくなった場合
には女系天皇の即位を提案した横山由清もいる。民権派結社・嚶鳴社と同様
に、国学者グループも、一枚岩で捉えるのは不適当である。より微細な分析が
必要となろう。

〈問題提起〉
　１） 日本では８人10代の女性天皇が即位したが、中国では武則天、朝鮮半島

では新羅で、善徳王、真徳王、真聖王がそれぞれ即位している。中国や韓
国で彼女たちの即位や治政に対してはどのように評価されてきたのか。

　２） 日本では新しく天皇が即位し元号も令和へとかわったが、現在の中国、韓
国の歴史学会では天皇制はどのように考えられているのか。

発表論文4
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18・19世紀における女性天皇・女系天皇論 大川 真

　３） 日中韓内で多少の差はあるにしても、世界的な基準からみれば女性の社
会・政治進出の度合いはいまだかなり低い。様々なaffirmative actionが
試みられているが、いまだ抜本的な是正には至っていない。女性の社会・
政治進出を妨げる要因はどこにあると思われるか。

はじめに
2004年12月に当時の小泉純一郎総理大臣が設置した私的諮問機関「皇室典範

に関する有識者会議」は、翌年11月に「皇位の安定的な継承を継続するために
は、女性天皇・女系1継承への途を開くことが不可欠」という結論を答申した。
それ以降、女性天皇・女系天皇に対しては常に喧しい議論が行われてきた。2019
年５月には天皇の即位が行われ、現在でも次期の皇位継承に国民からの多大な関
心が寄せられている。しかし皇位継承に関する基礎的な知見が不足しているため
に、国民の大半の意識は、旧・現の皇室典範の規定が前代までの歴史的・文化的
な蓄積を直線的に反映して決定されたと考えがちである。なかんずく、皇位継承
が男系の皇族男子に限られ、女系を認めないとする考え方が前近代から連続して
いると主張する論説は、相当数見受けられる。この男系男子主義（the Agnatic 
Primogeniture System）こそ日本の皇位継承の伝統だとする意見は、ゴシップ
を掲載する週刊誌や極右的な雑誌などにみられるのみならず、権威的な学者のな
かからも早くから表明されてきた。荒木敏夫は、女系女性天皇否定論者には、男
系男子主義が日本の「伝統」であり「常識」だとする考え方が共通していると指
摘している。荒木が述べている通り、この「常識」に落とし穴はないか、疑って
みる必要があろう2。本研究は、皇位継承をめぐる議論が非学問的な自己意見の披
瀝に陥っている状況を打破するためにも、女性天皇・女系天皇論が旧・皇室典範

（1889年制定）の成立前後で、どのように連続・変化していくのか、その詳細を
解明していくことを目的とする。

1．男尊女卑という「伝統」
ところで上記の問題を考察する上でまず押さえておかなくてはならないのは、

旧・皇室典範（1889・明治22年成立）第一条における男系男子継承主義の成立
に大きな役割を果たした井上毅の具申（「謹具意見」）、その形成に大きな影響を

1　女系天皇は、皇女から生まれた皇孫が即位して天皇となることを指し、その性別は男性、女性のどちらもあ
り得る。女系と女性とは別の概念であることに注意されたい。
2　荒木敏夫『可能性としての女帝─女帝と王権・国家』（青木書店、1999年）、p. 17。



74 © 2020 SGRA

S
G

R
A

 　
　

r
E

P
O

R
T

  

no. 
90

第 63 回  SGRA フォーラム 第 4 回 日本・中国・韓国における国史たちの対話の可能性　 第３セッション：伝統への挑戦と創造

与えた嚶
おうめい

鳴社内の論争である3。嚶鳴社とは、元老院大書記官の沼
ぬ ま

間守一が1878
年（明治11年）に設立し、新聞記者、弁護士、開明派官吏などをメンバーとし
た代表的な民権結社である。討論・演説会の開催、『東京横浜毎日新聞』・『嚶鳴
雑誌』の発行、地方遊説などを主な活動内容とし、自由民権運動に大きな影響
を与えた私擬憲法草案を作成し1882年（明治15年）の立憲改進党結成に尽力し
た。「女帝を立つるの可否」と題された嚶鳴社内での論争は1882年１月14日に
行われ、３月14日から４月４日まで東京横浜毎日新聞に計９回掲載された。な
ぜこの次期に女性天皇の是非が問題になったのかと言えば、この論争が起こる前
年の1881年（明治14）10月12日に国会開設の詔が出されたことが大きい。この
勅諭では憲法制定も行われることが表明され、皇位継承をどのように規定してい
くのかが一部の知識人たちの関心事になったのである。

さて「女帝を立つるの可否」論争では発議者島田三郎4が、自身は男系男子継
承主義者であり、女性天皇を認める以下の二つの立場を退けることを冒頭に述べ
る。なお以下の島田らの意見は大川が現代日本語に直している。

　 一つ目の容認論者は、我が国は古来より女性天皇が即位してきた「慣習」が
あり、今になって男系男子に限るというのはこの慣習を破ると主張するもの
で、これは「国書に通ずる者」に多い。また第二は、現在は社会が進歩し、
男女の権利が漸く同権となってきた。かつて王位や皇位を男系男子に限った
他国も、憲法制定により男女が同じく継承できるようになってきている。に
もかかわらず我が国だけ男系男子に限るというのは19世紀の世界の潮流に
逆行するものであり、まして我が国は古来より女性天皇が即位してきた「国
風」もある。こうした主張は「洋書を解するの人」に多い5。

注目すべきは２点ある。一つは、西洋的な人権を理解した「洋書を解するの
人」、すなわち洋学者のみならず、こうした西洋的な男女同権論とは無縁である

「国書に通ずる者」、すなわち国学者たちも、女性天皇を容認したことである。も
う一つは、女性天皇容認論では、洋学や国学の立場を越えて、過去に女性天皇が

3　なおこの論争については、多くの研究があるが、ここでは小嶋和司、小林宏、所功らの諸氏の研究をその
代表として挙げたい。小嶋和司「「女帝」論議」（『小嶋和司憲法論集２』所収、木鐸社、1988年）。小林宏

「井上毅の女帝廃止論─皇室典範第一条の成立に関して─」（梧陰文庫研究会編『明治国家形成と井上毅』所
収、木鐸社、1992年）。所功『近現代の「女性天皇」論』（展転社、2001年）。
4　1852年～1923年。横浜毎日新聞主筆。のち官界に入ったが下野して1882年（明治15年）立憲改進党
の創立に参加。以後、衆議院議員。1886年には受洗しキリスト教人道主義の立場から廃娼運動や足尾銅山
鉱毒問題に取り組む。雄弁家として知られ、シーメンス事件弾劾演説は有名。
5　「第一の反対は、我国古来女帝を立るの慣習あり、今に及んで男統に限るとするは是慣習を破壊するなり
と。是論者は古来の慣習を尊重するの人にして、国書に通ずる者に多かるべし。又第二の反対者は将さに言ん
とす、現時社会の風気大に開け、又昔時唯武是れ尚ぶの気運にあらざるを以て、随て体力に長ぜる男子の専権
を悪むの論其勢力を逞くし、男女の権利漸やく将さに平を得んとす。古へ男統に限れるの国と雖、今は男女同
じく皇位を継襲するに至れり。各国の憲法を通観するに、大抵然らざるはなきなり。是れ幽谷を出て喬木に遷れ
る者と云ふべきのみ。然るに我国独り之に反して憲法上皇女即位の例を立ざらんとするは十九世紀の気運に反す
る者なり。況んや古来女帝立位の国風あるに於ておや。今に及で之を断んとするは、之を文明の却歩と云ざる可
らずと。是類の論や、必ず洋書を解するの人に多かるべし」（「女帝を立るの可否」『東京横浜毎日新聞』1882
年（明治15）３月14日。『日本近代思想大系　天皇と家族』（岩波書店、1988年）、pp. 276-277。）
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即位してきた6事実を「慣習」「国風」と考えていたことである。現在の日本では
皇室典範に定められている男系男子継承主義のみが日本の伝統であると考えられ
ているのとは大きな隔たりがあることに注意したい。明治初期の論壇で女性天皇
容認論が一定の支持を得ていたのは、当時の皇室事情を考えればよく分かる。明
治天皇は５人の側室との間に、５人の皇子と10人の皇女をもうけたが、このう
ち無事に成人できたのは皇子１人で、皇女４人である。1879年（明治12年）に
生まれた明宮嘉仁（はるのみやよしひと）親王は後の大正天皇となるが、親王が
誕生時には他の皇子・皇女は死産、夭折していて兄弟・姉妹はおらず、また親王
も病弱で、皇統が持続できるか非常に危惧された。こうした状況もあって、女
性・女系天皇の容認論は一定の支持を得ていたと考えられる。

さて嚶鳴社内の論争「女帝を立つるの可否」では、島田による上記の発議のも
とで、計16名（うち意見が記録されているものは８名）の間で賛否の議論が繰
り広げられたが、論点の中心は、皇婿の問題、もう一つは男尊女卑の習慣との整
合性であった。皇婿をめぐる議論では、サリカ法7を採るイギリスでさえも皇婿
を入れて王家を維持してきたことから可とする肥

こいづか

塚竜8の意見、一方、皇婿によ
る政治支配を恐れ不可とする草間時

ときよし

福9らの意見、また即位した歴代の女性天皇
において皇婿をむかえた例は無く、歴代女性天皇はすべて摂位であったとする島
田三郎の意見等が激しくぶつかり合った。本発表で注目したいのは、後者の論
点、すなわち男尊女卑の慣習との整合性である。男系男子継承主義者の島田は、
以下のように述べている。

　 あるいはこういう意見があろう。「道理から考えて、男女にはもともと尊卑
はない。皇妃は臣下から選ばれ天皇に配されるのであるから、皇婿も臣下か
ら選ばれるのは何も不都合なことはない」と。しかし私はこの意見には同意
できない。どうしてか。政治は「時勢人情」（時代の趨勢や民衆の実情）を
基本としなければならない。我が国の現状では、男を尊とし女の上に位置づ

6　日本では8人10代の女性天皇が即位している。
①第33代 推古天皇（在位592年～628年）
②第35代 皇極天皇（在位642年～645年）
③第37代 斉明天皇（在位655年～661年）※皇極天皇が重祚
④第41代 持統天皇（在位690年～697年）
⑤第43代 元明天皇（在位707年～715年）
⑥第44代 元正天皇（在位715年～724年）
⑦第46代 孝謙天皇（在位749年～758年）
⑧第48代 称徳天皇（在位764年～770年）※孝謙天皇が重祚
⑨第109代 明正天皇（在位1629年～1643年）
⑩第117代 後桜町天皇（在位1762 年～1770年）
なお、中国では、武則天（690年～705年）。朝鮮半島では新羅で、善徳王（在位632年～647年）、真徳王

（在位647年～654年）、真聖王（在位887年～897年）の女性皇帝、女王が即位している。
7　Lex Salica。本来はフランク王国の法典を指すが、当時の日本では女王および女系の王の即位を禁じたフラ
ンク王国の王位継承法を特に指す。
8　1848年～1920年。中村正直の小石川同人社に入り自由思想を学ぶ。嚶鳴社社員を経て、1915年に立
憲改進党成立とともに入党して以降は、同党系の政治家として活躍した。94年衆議院議員となり、松方・大隈
内閣期に農商務省鉱山局長，大隈・板垣内閣期に東京府知事を務めた。実業界においては秀英社監査役，愛
国生命保険会社重役，日本キネトホン社長を務めた。
9　1853年～1932年。安井息軒・中村敬宇に学ぶ。75年に愛媛県松山英学校（松山中学校の前身）校長
となり、西洋式教育法の実践を行い、また『愛媛新聞』で民権思想を広め、愛媛県における自由主義教育の普
及・向上と民権運動の発展に大きな功績を残した。嚶鳴社の活動を終えてからは、官吏に転じ、大阪郵便電信
局長、航路標識管理所長、逓信省航路標識管理所長などを歴任する。
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ける。いま仮に皇婿を立てて、憲法上、女帝をもっとも尊い位にした場合、
国全体の実情は、制度によって一朝に変わることはできないために、女性天
皇の上位にさらに尊位を占める人（大川注、皇婿を指す）がいるとの想念を
抱くのは、日本の国民にとって免れ得ないところであろう。したがって結果
的に天皇の尊厳を損傷することになってしまうのである10。

島田の議論で注目されるのは、日本人に染みついた男尊女卑という慣習を、男
女同権の「道理」（人権）や法律制度より根本的なものとして優先していること
である。「女帝を立るの可否」論争を精緻に読み解くと、女性天皇、女系天皇の
即位をめぐる制度上の議論というより、根本的には、この男尊女卑という慣習を
どう捉えるのかということに力点があったことが分かる。さらに言えば、慣習・
人権・法律の関係を論者がどのように考えるかが焦点となったのであった。

島田に正面から激しい批判を加えたのが、肥塚竜であった。

　 また論者は、「男子を尊ぶのは日本では祖先から行われている慣習であっ
て、慣習であればこそ廃止できない」と言う。これは保存すべき慣習と廃止
すべき習慣を区別していない論である。考えてみ給え。慣習の力がもっとも
強い国はイギリスである。しかしそのイギリスでさえも善悪利害を考えるこ
となく、慣習であればことごとく残せとは言わない。ある学者の言に「慣習
はなるべく残した方がよい。ただし良くない慣習は廃止しないといけない」
とある。このように考える理由は、慣習を重んずるかどうかの基準は、それ
が新しいか古いかではなく、そのことが人々にどのような利害をもたらすか
である。ただ古いものを尊ぶのは骨董家である。論者よ、骨董家となる勿か
れ11。

男尊女卑は日本の慣習となっているので重視すべきだという島田の議論に対し
て、肥塚は慣習は大事であるが、それを残すべきかどうかを考えなければならな
く、男尊女卑を墨守することの不当性を訴える。慣習を重んじながら意識的な取
捨を怠らないという、イギリスの保守思想家エドモンド・バークを彷彿させる口
ぶりを肥塚は見せる。女帝容認論者である肥塚と否定論者である島田の決別点
は、まさに、男尊女卑という慣習に対する向き合い方にあった。しかしながら上

10　「或は云ん、理に因て推すに、男女固と尊卑の別なし、皇妃は人臣にして至尊に配す、皇婿人臣より出る、
固より不可なることなしと。余は此説に同意する能はざるなり。何ぞや、政治は時勢人情を以て之が基本とせざ
る可らず。我国の現状、男を以て尊しとなし、之を女子の上に位せり。今皇婿を立て、憲法上女帝を第一尊位に
置くも、通国の人情は制度を以て之を一朝に変ずる能はざる者なるが故に、女帝の上に一の尊位を占るの人ある
が如き想を為すは、日本国人の得て免るゝ 能はざる所なるべし。豈皇帝の尊厳を損ずることなきを得んや」（「女
帝を立るの可否」『東京横浜毎日新聞』１８８２年（明治１５）３月１４日。『日本近代思想大系　天皇と家族』

（岩波書店、1988年）、p. 279。）
11　「又論者は、男子を尊ぶは日本先祖以来の旧慣也、旧慣なれば廃す可からずと云ふ。是れ亦存す可き旧慣
と、廃すべき旧慣との別を為さゞ る論者なり。論者よ、旧慣力の強きは、英国を以て最となす。而して英国は善
悪利害の撰びなく、旧慣なれば悉く之を保存すべしと云はず。学士の言に曰く、旧慣は成る可く保存すべし、併
し不正の旧慣は之を廃せざる可からずと。是れ其所以は、旧慣を重ずる目安は新古に依て立つにあらず、利害に
依つて立つ者なればなり。旧きを尚ぶは骨董家能く之を言ふ。論者幸に骨董論者と化する勿れ」（「女帝を立る
の可否」『東京横浜毎日新聞』１８８２年（明治１５）３月２３日。『日本近代思想大系　天皇と家族』（岩波書
店、1988年）、p. 287。）
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記の文章でも見られるとおり、肥塚は慣習そのものを廃止し、人権や法律を一方
的に重視する知識人ではなかった。

　 法律はいつでも平らかな土地に立てられるようなものではない。試しに見
よ。アメリカ合衆国は法律制度を立てる際に、慣習に妨げられるのがもっと
も少ない国である。しかしそんな米国でも法律を立てる時に慣習が障害と
なったことがあった。わが日本や英国は、もっとも習慣に苦しめられる国で
ある。立法者は法律を立てる際には、慣習の実態を観察し、その国の風土や
実情に応じて法律を立てなくてはならない。私たちが「日本に女帝を立てる
制度を廃止してはならない」と言ったのは、男女同権を立てようというわけ
ではない。日本は男性を尊ぶ慣習があるために、継承の順位で男女をどちら
を先にするかと言えば、私は、男性を優先して女性を後にする。しかし女性
は三人いようが五人いようが、決して皇位を与えるべきではないという意見
に対しては、断固として拒絶する。日本では男尊の慣習があると同時に、女
帝を立てる慣習があるからである12。

democracyの訳語に「民主主義」を最初にあて13、骨太の自由主義者として知
られた肥塚であるが、立法が国民の慣習と無縁ではなく、継承順位では男尊女卑
が影響するのもやむを得ないと考えた。また女帝容認論も、男女同権の人権感覚
ではなく、日本では、古来より少数ではあるが、女性天皇が即位した慣習を根拠
としていると述べる。女帝の可否をめぐる島田、肥塚の両者の論争は、前近代的
─近代的、守旧─革新、といった対立では全くない。両者ともに、男女同権が世
界的な潮流になっていることを理解する一方、男尊女卑が日本の慣習となってき
たことを重視する。そして道理より慣習を優先させる点でも一致する。両者の違
いは、神武天皇から明治天皇までの122代の天皇のうち、10代の女性天皇が即位
した事実に対する解釈に由る。10／122はあくまで例外であり、次の男性天皇が
即位するまでの「摂位」すなわち中継ぎと考えるか、それとも、文化的に近い中
国や朝鮮半島の王朝と比べても多い10／122は「慣習」と見なすか。言い換え
れば、男尊女卑という「伝統」のなかで、女帝即位をも「伝統」として見なすべ
きかどうかということが論争の中核に存していた。

12　「法律豈に常に地平の上に立つるを得る者ならんや。試に見よ、米合衆国は法律制度を立つるに旧慣旧習
の為めに妨げらるゝ 、最も少きものなり。然るも尚ほ米国祖先が法律を立つる時、多少旧慣旧習の凹凸に妨げ
られし事あり。我日本の如き、英国の如き、最も旧慣の凹凸に苦しめらるゝ 者なり。世の立法者たる者は法律
を立つるの際、能く習慣の如何を顧み、其国の風土人情に応じて法律を立てざるべからず。我々が日本に女帝
を立つるの制を廃すべからずと云ふは、男女の間に同等の権を立んと云ふにあらず、則ち日本は男子を尊ぶの風
習あるが故に、継統の順序男女敦れを先にすと云はゞ 、我は男を先きにして女を後にすべしと云はん。然れども
女子は三人あれ五人あれ、決して九五の位を与ふべからずと云ふに至つては、断然之を拒まざるべからず。他な
し、日本には男子を尊ぶの風習あると同時に、女帝を立つるの風習もあればなり」(「女帝を立るの可否」『東京
横浜毎日新聞』１８８２年（明治１５）３月２9日。『日本近代思想大系　天皇と家族』（岩波書店、1988年）、
p. 294。）
13　民主主義という訳語の定着、またそもそも民主主義という訳語が適切であるかについて 野口忠彦の一連
の研究が有益である。同「「民主主義」は適訳か─「デモクラシー」訳語考序説」（1）～（4）（拓殖大学政治
経済研究所編『政治・経済・法律研究』12（1）（2）、13（1）（2）。2009～2011年）。同「訳語「民主主義」
使用の一般化」（『政治・経済・法律研究』16（1）、2013年）。
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２．国学者からの意見
１章で述べたように1889年に制定された旧皇室典範第一条における男系男子

継承主義には、井上毅の具申、さらにこの具申に理論的根拠を与えた嚶鳴社・島
田らの主張が、その成立に大きな影響を与えたのであった。しかし旧皇室典範成
立までは様々な可能性が輻輳していた。旧皇室典範は、まず1876（明治９）年
の第１次案、1878（明治11）年の第２次案、そして1885～86（明治18～19）年
の第三次案が存在していた。その第三次案では、以下のように皇位継承が定めら
れていた（関連条文のみ）。

　 第一条　今上天皇の子孫を帝位継承の正統とす。
　 第二条　帝位を継承する者は、嫡長を以て正とす。もし太子在らざるとき

は、太子男統の裔嗣ぐ。太子男統の裔在らざるときは、太子の弟もしくはそ
の男統の裔嗣ぐ。嫡出男統の裔渾て在らざるときは、庶出の子及びその男統
の裔、親疎の序に由り入りて嗣ぐ。

　 第三条　上の定むる所に依り而して猶未だ帝位を継承する者を得ざるとき
は、皇族親疎の序に由り入りて大位を嗣ぐ。もし止むことを得ざるときは、
女統入りて嗣ぐことを得。

男系男子継承主義に基づく規定であることは疑うべくもないが、注目すべき
は、男系の継承候補者が存在しない場合には、女系での皇位継承を認めているこ
とである。また伊藤博文の主導で1884（明治17）年に設置された制度取調局が
提出した草案「皇室制規」では、やはり男系男子継承主義を基調としながらも、
以下のように第一条で女系天皇を認め、さらに第六条では女性天皇の即位も盛り
込んでいた（関連条文のみ）。

　 第一　皇位は男系を以て継承するものとす。若し皇族中、男系絶ゆるとき
は、皇族中、女系を以て継承す。男女系、各々嫡を先にし庶を後にし、嫡庶
各々長幼の序に従ふべし。

　 第三　皇位を継承すべき皇子若し薨去のときは皇孫に伝ふべし。
　 第四　皇位を継承すべき皇子孫なきときは、皇兄弟及び其子孫に伝ふべし。
　 第五　皇兄弟及び其子孫なきときは皇伯叔父及其子孫に伝え、皇伯叔父及其

子孫なきときは皇太伯叔父以上及其子孫に伝ふべし。
　 第六　皇族中男系尽く絶ゆるときは皇女に伝へ、皇女なきときは他の皇族中

に伝ふること第三第四第五条の例に拠るべし。
　 第七　皇女若くは皇統の女系にして皇位継承のときは、其の皇子に伝へ、若

し皇子なきときは、其の皇女に伝ふ。皇女なきときは、皇族中、他の女系に
伝ふること第三第四第五条の例に拠るべし。

　 第十三　女帝の夫は、皇胤にして臣籍に入りたる者の内、皇統に近き者を迎
ふべし。
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以上をふまえると、旧皇室典範成立に至る政府側の草稿では、男系男子継承主
義を基本としながら女系天皇や女性天皇の即位を認める見解が存在していたとい
えよう。そしてこの時期の草案作成で重要な役割を担っていたのが国憲編纂掛
である。なかでも国学グループの働きは大きく、この中心にいたのが横山由

よしきよ

清
（1826～79）であった。横山由清については藤田大誠の労作14があり、以下の記
述も藤田の研究に多くを依拠することを断っておきたい。藤田の研究を参照しつ
つ、若干の私見を加えるつもりである。

横山由清は、和学を本間游清・伊能穎
ひでのり

則、和歌を女流歌人で義母の横山桂子お
よび井上文雄に学んだ。和学講義所教授となったが、維新後に明治新政府に召さ
れて、昌平学校史料編修、大学中助教となり、さらに制度局御用掛語箋編輯とし
て法律制度の整備につとめた。このうち法律編纂に関わる経歴を藤田の研究によ
り詳しく述べると、横山は、元老院が設置されて翌月の1875（明治８）年５月
24日は同院の「編集掛」、６月17日には「旧典類纂掛兼務」、また７月24日には

「編修課課長」となっている。なお「調査課」には、「内国部」からスタートし国
学者を中心として日本の古典考証にあたった「編集掛」と、「外国部」からスター
トして都市民権派を中心に欧米各国憲法の翻訳作業にあたった「調査掛」・「翻訳
掛」の二系統があった。なお後者には後に嚶鳴社に関わる者が多く、島田三郎も
翻訳掛の大書記生であった。一方は前近代までの日本の伝統的学問である国学、
もう一方は近代的な西洋学問にバックボーンがあることは覚えおいてほしい。

さて男系男子継承主義を基本としながら女系天皇や女性天皇をも容認する草稿
が存在していたことを前述した。こうした草稿作成には、サリカ法典を相続慣
習としながら女王が即位したイギリスやスペインなどの事例を知っていた「外
国部」系の洋学グループの関与が考えられる。しかし、島田三郎が述べたよう
に、女帝容認論者には、「国書に通ずる者」すなわち国学者たちもいたことを忘
れてはなるまい。しかしてこの代表格が、「内国部」系の横山由清であったと推
測される。横山には、おそらくこの国憲編纂掛時代に書かれたと思われる、「継
嗣考15」という文書が藤田によって発見された。この全文の翻刻は藤田の著作に
掲載されているが16、男系男子継承主義を基本としながらも「継嗣ハ男統ヲ以テ
シテ女統ヲ後ニス」、「若シ男統ノ継嗣タルベキ者絶エテ無キ時ハ女子ヲ以テ大統
ヲ継嗣セシメルヲ得ズ。然ル時ハ其女帝ノ配偶者ヲ設ケテ以テ其血統ヲ保続セシ
ムベシ」と、女系天皇、女性天皇の即位を容認していることが注目される。島田
が批判対象とした、女系女性容認論の国学者とは、具体的には横山を指している
可能性が高い。なお想像をたくまして言えば、島田三郎にとって横山由清は同じ
調査課内の別グループのリーダーにあたり、男系男子継承主義のみを主張する自
身にとっては、古典考証の成果に基づく女系女性容認論者であった横山が厄介な
存在では無かっただろうかと推測する。

14　藤田大誠『近代国学の研究』（弘文堂、2007年）。
15　萩野由之『和葊雑編』一（東京大学附属総合図書館所蔵）の冒頭にある。横山の自筆稿本ではないが、
萩野由之が横山の同文書を書写したものと考えられる。なお横山の関係資料はほとんど関東大震災で消失して
おり、同文書の原本も所在不明である。
16　前掲藤田著、pp. 330-331。
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３．近世との不連続
旧皇室典範の成立に中心的な役割を果たし、現在にまで続く皇位継の男系男子

主義を規定した井上毅であるが、彼は自説の論拠として、嚶鳴社の島田三郎、沼
間守一らだけではなく、国学者・小中村清

きよのり

矩17の意見も参考にしていた。女系女
性天皇の可否については、洋学系のグループだけではなく、国学グループも意見
は一枚岩ではなかったのである。1885（明治18）年に小中村が書いた「女帝考」
を井上は熟読し、井上所蔵（梧陰文庫所蔵）の「女帝考」には、以下の井上によ
る書き込みがあったことが小林宏の論文18で指摘されている。

　第三章　皇統
　第九条　皇位ヲ継承スルハ男系ノ男子ニ限ル
　此条ノ疎證には、又清矩の著ハせる女帝考を以て尤も適当とす。

これを見れば、小中村の「女帝考」は男系男子主義を主張した文書かと思うか
もしれない。しかし「女帝考」は、直接的に男系男子主義を謳ったものではな
く、推古天皇から後桜町天皇までの８人10代の女性天皇、さらに即位はしなかっ
たが「女帝」だとされてきた「神功皇后」、「飯豊天皇」（飯豊青皇女）らの推古
天皇以前の女帝２名、あわせて計10名に対して、事績と小中村による評が書か
れているに過ぎない。しかしながら歴代の「女帝」たちの即位は、政治情勢等に
よるあくまで例外的なものであって、また次期天皇が即位するまでの中継ぎで
あったとする小中村の分析は、歴代の女性天皇の即位は、慣習ではなく「摂位」
であったと見なすべきだとする井上の持論に根拠を与えるものであった。

小林論文では、井上が日本の伝統法とヨーロッパ法との間で共通項を探り、そ
れを論理的に結合し、日本の伝統法の継受という名のもとで立法化したと述べら
れている19。もちろん井上が何の予断なく、帰納法的手続きによって共通性を見
いだしていったとは考えにくいことである。皇室法の成文化において、男系男子
主義は、当初から井上にとっては最も欠くべからざる原理であり、男系男子主義
を前提に、日本の皇室や海外の王朝の歴史や法律のなかにその根拠を見いだして
いったのが実情であろう。言い換えれば、男系男子による皇位継承を「伝統」と
する際に、それまでの多様な古い「伝統」は再編され加工されていくのである。
しかしこれは法務官僚であった井上に限ることであったのか。私はそうではな
く、井上の主張に根拠を提供した国学者・小中村も同様であったと考える。結論
から先取りして言えば、小中村「女帝考」には水戸学者・安積澹泊の『大日本史
賛藪』が引かれているが、『賛藪』でのオリジナルの文章をかなり取捨選択して
小中村は引用し、澹泊が言わんとした内容と相当にズレが生じているのである。

17　1821年～95年。本居内遠らに国学を学び、和歌山藩にて古学館教授を務めた。維新後は太政官に出仕
し、大学中助教、内務省社寺局御用掛、東京大学教授などを歴任し、『古事類苑』の編集にも関与した。93
年には貴族院議員となる。
18　前掲論文。
19　前掲論文、p. 391。
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このことは従来の研究で全く言及されてこなかった点である。以下具体的に論述
するが、安積澹泊『大日本史賛藪』についてはすでに旧稿20で詳しく述べている
ので、ここでは「女帝考」の関連部分に的を絞って論じていく。

水戸学が編纂した『大日本史』では、神功皇后を本紀（天皇の伝記）ではなく
后妃伝に入れたことが有名であるが、従来はその理由を女性天皇の軽視だと考え
る趣きが強かった。しかしこれは大きな間違いである。それではなぜ神功皇后は
本紀から外されたのか。澹泊は以下のように論じた。「仲哀天皇崩御の後、応神
天皇が皇太子となった四歳から即位前の七十歳までの期間は、たとえ神功皇后に
よる治世が天皇としての体裁を実際には有していたとしても、本来は応神天皇が
ただちに即位すべきであり、神功皇后の称制を「摂政」とした舎人親王の記述は
正鵠を射ている」21と。すなわち、神功皇后の称制問題は、皇位継承に於いてし
かるべき皇太子がいるにもかかわらず、神功皇后がいつまでも権力に固執したこ
とに対する批判であって、女性蔑視によって神功皇后の治世は「摂位」としてみ
なされたと決めつけることはできないのである。

それでは皇統における「正統」とはどのような基準で決められるのか。
澹泊は、『春秋公羊伝』隠元元年「立適以長不以賢、立子以貴不以長」という

記事を根拠に、嫡子は適夫人（正妻）の子から賢不肖を問わず年長者を選び、そ
れ以外の側室の子や姪娣の子の間の序列は年長少ではなく賢不肖で決まり、正妻
に子があれば、どんなに優秀でも庶子は儲嗣たり得ないと考えた22。澹泊の正統
論も、世界の相続継承で一般的ないわゆる嫡長男継承制を基調としていたことを
指摘したい。しかしだからといって、旧現の皇室典範のように男系男子の継承の
み認めるという考え方は採らず、澹泊は女性天皇であろうと政治的実績が優れて
いればその即位を正当に認める視座を有していた。「凡そ元明・元正の二帝は、
内行端潔、至誠惻怛、和煦、物に及び、恭倹仁恕、天性より出づ。既に富み既に
庶く、四海乂安にして、用は能く郅隆の治を致す。之を女中の堯・舜と謂ふと雖

20　拙稿「安積澹泊『大日本史賛藪』について」（『季刊日本思想史』81号、ぺりかん社、2014年）。
21　「仲哀、不庭を征伐し、中道に崩殂す。皇后、其の威武を奮ひて、大いに六師に誓ひ、訊を執り醜を獲て、
妖氛を掃蕩し、卒に能く兵を移して、三韓を平定し、不世の勲を建つ。剛明・雄毅、古今に傑出す。諡して神
功と曰ふも、溢美ならず。仲哀の崩ずるに方りて、皇后身もる有り。凱旋の日、皇子を筑紫に誕む。四歳を踰
えて、策して皇太子と為し、遂に大宝を拠有すること七十年なり。舎人親王、日本書紀を修し、皇后の称制を
書して摂政と曰ふ。此れ特筆なり。後人、史を読みて、其の義を繹ねず。徒だ其の跡のみを見て、真に即くと為
し、以て皇統の世次に列するは、亦た已だ過てり。然れども、応神の降誕は、仲哀の崩後に在り。是れ宜しく
立てて天子と為すべき者なるに、皇太子と為せしは、果して何の名ぞや。之をして柩の前に冊立せしむれば、則
ち固より仲哀の儲弐なり。崩じて四歳を踰えて冊立するは、是れ誰の儲弐なるか。天下、一日も主無かるべから
ず。天子を立てずして太子を立つるは、名を正し実を覈ぶれば、則ち之を、真に即くに非ずと謂ふべからず」（仲
哀の気長足姫皇后伝賛（後世神功皇后と諡す）、巻七四 。『日本思想大系　近世史論集』（岩波書店、1974
年）、p. 74
22　「適を立つるに、長を以てし賢を以てせず。子を立つるに、貴を以てして長を以てせず。古の道なり。蓋し
諸母皆同埒なれば、則ち母、子を以て貴し。嫡母の生む所は、則ち子、母を以て貴し。義並び行はれて相悖ら
ず。故に正嫡に子有れば、則ち庶子長たりと雖も、立つことを得ざるは、亦た甚だ明らかなり。」（文徳の皇子
惟喬親王伝賛、巻九十一。『日本思想大系　近世史論集』（岩波書店、1974年）、pp. 95-96。）
「立子以貴不以長」の「子」の解釈については、何休『春秋公羊経伝解詁』に依った。なお『春秋公羊経伝解
詁』の現代語訳は岩本賢司『春秋公羊伝何休解詁』（汲古書院、一九九三年）を参照。
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も可なり。後の人主、能く二帝の憂勤の心を体すれば、則ち大
おおひるめのみち

日孁貴（天照大
神のこと─大川注）の、宇宙に照臨せるの徳、万世に亙りて虧くること無から
ん」23と元明・元正の両女帝に対して最大級の頌辞を惜しまない。

小中村も『賛藪』での元明天皇の賛（評）を全文に近い形で引用しつつ「此の
論にて義を尽くせれば、また贅せず」と同意を示している。『賛藪』の元明天皇
賛24とは以下のような主旨である。すなわち、元明天皇が即位した理由は、皇太
子であった首親王（後の聖武天皇）が幼少であり、君主は民衆を養い治めるもの
であり、幼少の君ではその務めが果たされないと考え即位したものであって、権
勢を自己のものにするというような私心は全く無く、天理の公に基づいたもので
ある、と。こうした点から見れば、小中村の「女帝考」も前代からの女帝論から
引き継いだ部分があることは確かである。しかし、あくまで統治の実績（特に民
政が優れていた）に基づき、「後の人主、能く二帝の憂勤の心を体すれば、則ち
大日孁貴の、宇宙に照臨せるの徳、万世に亙りて虧くること無からん。」と、元
明・元正両天皇に極めて高い評価を送った澹泊の見解は継承されなかった。すな
わち小中村─井上のラインでは、女性天皇はあくまで次期の男性天皇が即位する
までの「摂位」としての役割が強調され、その政治実績が評価の対象とされる前
代までの思想的な流れとは断絶しているのである。

おわりに
特に女性天皇の即位の是非に関して言えば、女性蔑視からそれを論じる者も多

く見られる。かつて法学者・横田耕一が女性天皇即位を否定する議論を類型化
した際に、男系男子主義を「伝統」とする論のみならず、女性の公事担当能力
が男性より劣るとする差別的な論があることも指摘した25。また右派知識人から
は、孝謙（称徳）天皇が道鏡を寵愛したことを過剰に強調して、女性天皇否認論
を声高に叫ぶ声が上がっている。原武史が指摘している通り26、孝謙天皇と道鏡
のみならず、中国でも武則天と薛懐義のように、女性の政治トップによるセック
ス・スキャンダル（事実とは大いに異なる）をことさらに好み、またそれが女性
の社会・政治進出に対して負のイメージを与え続けてきた歴史が東アジア世界に

23　『日本思想大系　近世史論集』（岩波書店、1974年）、pp. 33～34。
24　「賛に曰く、文武崩ずるに臨みて、聖武尚ほ幼なり。天下、一日も君無かる可からず。故に、元明に万機を
摂行せんことを請ふ。和銅の末に至り、聖武立ちて皇太子となる。　年既に長じ、宜しく天位を伝ふべし。而る
に詔旨に謂ふ、「年齢幼穉にして、未だ大業を負荷するに堪へず」と。迺

すなわ

ち位を元正に禅り、皇太子、庶政を親
らするに逮

およ

びて、然る後元正之に伝ふ。皆、天理の公より出でて、一毫の私有るに非ず。其の意以為らく、「君
は民の司牧なり、豈幼弱の主をして、其の職に莅

のぞ

ましむ可けんや」と。其の、天下を公とするの心、諸を鬼神
に質して疑ひ無し。故に能く雍煕の化を致すこと、推古・持統の治に度越す。上の、仁もて漸

ひた

し義もて摩く所以
と、下の、家ごとに給し戸ごとに足る所以とは、凡そ人主に在りて、皆能くし難き所なり。而して母儀の徳、君
臨の業は、美なりと謂ふ可し」（元明天皇紀の賛、巻一四。『日本思想大系　近世史論集』（岩波書店、1974
年）、pp. 32－33）。
25　横田耕一「皇室典範」（『法律時報』48－4、日本評論社、1976年）。横田は清宮四郎、和田鶴蔵らの
見解を援用しつつ、こうした女性蔑視観が「偏見にほかならずおよそ合理的理由ではない」と断ずる。
26　原武史『〈女帝〉の日本史』（NHK出版新書、2017年）。
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18・19世紀における女性天皇・女系天皇論 大川 真

は確かに存在している。しかし「北方有佳人、絶世而独立、一顧傾人城、再顧傾
人国」（『漢書』孝武李夫人）というように、麗人にうつつを抜かして職務を放棄
してしまうのは、圧倒的に男性が多かったのが史実である。「牝鶏之晨、惟家之
索。（めんどりが鳴くときは、家が滅びる）」（『尚書』牧誓）という負の遺産は次
世代には継承させるべきではなく、男女参画、ダイバーシティが、当たり前の社
会規範となっている今、「男尊女卑」という未だ滅亡していない負の「伝統」（悪
習）からきっぱりと縁を断ち切って、現在の社会規範を参照にしつつ、未来にわ
たっても適用可能な皇位継承のルールを作る必要があろう。



84 © 2020 SGRA

S
G

R
A

 　
　

r
E

P
O

R
T

  

no. 
90

第 63 回  SGRA フォーラム 第 4 回 日本・中国・韓国における国史たちの対話の可能性　 第３セッション：伝統への挑戦と創造

日本民法の形成と
植民地朝鮮での適用
─制令第７号「朝鮮民事令」を
中心に─

南 基玄
成均館大学

［原文は韓国語、翻訳：趙 秀一（東国大学）］

要　旨

　 　今回の発表の目的は、1896年（明治29）法律第89号に定められた日本民法
と、以後施行された民事法関連法律が植民地朝鮮で適用される様相を考察す
る。これは今後、日本と植民地朝鮮の間で形成された「法的構造」の形を調べ
るための基礎的な考察でもある。

　 　日本の明治政府は1888年（明治21）民法典を編纂した。しかし、この施行
は延期された、1896年の総則、物権、債権の部分が、1898年に親族、相続部
分が公布され、1899年７月16日からすべて施行されることとなった。民事訴
訟法と商法は1899年から事実上施行されることになった。こうした日本の民
事関連法律は植民地朝鮮でも適用されることになった。

　 　1912年８月、制令第７号<朝鮮民事令>が発表された。日本の内閣と朝鮮
総督府との間で約２年間の調整を経た末に作られた法令だった。同法の各条項
は内容別に大きく二つに大別できる。

　 　第１に、日本の民事関連法を “依用” することを定めた第1条である。第２
に、植民地朝鮮にのみ適用される事項を適用した “特例条項” である。

　 　<朝鮮民事令>は、日本の法律を適用しながらも、日本とは違って、法律を
適用し統治するという朝鮮総督府および日本政府の方針が盛り込まれている法
令だったのだ。

〈問題提起〉
以上の論議から、次のような３点について考えていただきたい。

　１） 19世紀後半は日本の法的体制が完成された時期であった。憲法が作られ、
また民法、民事訴訟法などが次々と作られた。このような日本の法令は、
1910年、つまり20世紀初めに韓国が日本の植民地になってから「制令」
という形で「依用」された。

発表論文5
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日本民法の形成と植民地朝鮮での適用－制令第７号「朝鮮民事令」を中心に－ 南 基玄

　２） 朝鮮総督の立法権限である「制令権」、〈朝鮮民事令〉の公布は、日本政
府、帝国議会、朝鮮総督府間の牽制と妥協の結果物であった。

　３） 朝鮮総督府は日本の法令を植民地朝鮮社会に適用しながら、「特例条項」
を通して植民統治を強化していった。これは、朝鮮総督の権限ともつなが
るものであった。

はじめに
本発表は、1896年（明治29）法律第89号によって定められた日本の民法と、

のちに施行された民事に係わる法律が植民地朝鮮において適用される様相を検討
することを目的とする。これはその後日本と植民地朝鮮との間で形成された「法
的構造」の形態を考察するための土台となるものでもある。

明治政府はフランスの法学者・ボアソナード（Gustave Émile Boissonade）
を招聘し、1888年（明治21）民法典を編纂した。しかし、その施行は延期とな
り、梅謙次郎などの主導のもと新しい民法典が作られた。1896年に総則・物権・
債権の事項が、1898年には親族、相続の事項が公布され、1899年７月16日より
すべて施行されたのである。「民事訴訟法」と「商法」は1899年より事実上施行
された。そうした日本の民事に係わる法律は1910年８月、大韓帝国が日本に併
合された後、植民地朝鮮においても適用されたのである。

日本で作られた民事に係わる法律の植民地朝鮮における適用は、朝鮮総督が発
表した制令である「朝鮮民事令」に規定された。「朝鮮民事令」は、民事に係わ
る日本の法律を「依用」するという条項とともに、日本とは違う「特例条項」を
併記している。「朝鮮民事令」は、19世紀に作られた日本の法律を植民地朝鮮に
適用させる根拠になると同時に、日本とは違う植民地朝鮮の状況を反映した法令
であった。本稿では、日本の帝国議会において議論された朝鮮総督の立法権限、

「朝鮮民事令」の制定過程と構成、「朝鮮民事令」が規定している日本の民法と
「特例条項」との関係について考察を試みたい。

１．	日本の帝国議会において議論された朝鮮
総督の委任立法権限「制令権」

1910年５月30日、陸軍大臣寺内正毅が韓国統監に任命されると、日本の「韓
国併合」計画が具体化していった。寺内は統監として赴任する前、内閣の同意の
もと秘密裡に「併合準備委員会」を組織し、「併合実行計画案」の作成を指示し
た。その委員会の活動期間は６月末から７月７日までであり、そこで作成された

「併合実行計画案」は日本の内閣に承認された。
「併合準備委員会」では、部分ごとに検討事項を決め、全22項目の「併合実

行方法細目」が編まれた。「併合準備委員会」において最も合意が得られなかっ
たのは、朝鮮半島で日本の憲法を施行すべきかどうかをめぐる問題であった。当
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時、日本国内では日本の憲法を実行すべきではないという主張が一般的であっ
た。しかし、日本の憲法が施行されないということは、日本の「韓国併合」に関
する構想に矛盾が生じてしまうことを意味する 1。

日本政府は、内外に対して大韓帝国との併合は「両国の合意によるもの」であ
ることを強調した。その見解に則って言うならば、大韓帝国は日本の新しい領土
に編入され、韓国人は日本人と同一の法的地位をもつ日本人として見做されるこ
とを意味する。「併合準備委員会」は、大韓帝国を植民地にした後、日本の憲法
を施行するのは論理的に言えば当然なことではあるものの、実際はそれを施行せ
ず、憲法の枠内で例外法規を制定し実行することを決めたのである 2。

1910年、日本政府は天皇の緊急勅令第324号「朝鮮に施行する法令に関する
件」を公布した。その内容は次の通りである 3 。

　 第一條　 朝鮮ニ於テハ法律ヲ要スル事項ハ朝鮮總督ノ命令ヲ以テ之ヲ規定ス
ルコトヲ得。

　 第二條　 前條ノ命令ハ内閣總理大臣ヲ經テ勅裁ヲ請フヘシ。
　 第三條　 臨時緊急ヲ要スル場合ニ於テ朝鮮總督ハ直ニ第一條ノ命令ヲ發スル

コトヲ得。前項ノ命令ハ發布後直ニ勅裁ヲ請フヘシ。若勅裁ヲ得サ
ルトキハ朝鮮總督ハ直ニ其ノ命令ノ將來ニ向テ效力ナキコトヲ公布
スヘシ。 

　 第四條　 法律ノ全部又ハ一部ヲ朝鮮ニ施行スルヲ要スルモノハ勅令ヲ以テ之
ヲ定ム。

　 第五條　 第一條ノ命令ハ第四條ニ依リ朝鮮ニ施行シタル法律及特ニ朝鮮ニ施
行スル目的ヲ以テ制定シタル法律及勅令ニ違背スルコトヲ得ス。

　 第六條　 第一條ノ命令ハ制令ト稱ス
　 附則　本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス。

日本の内閣は、朝鮮総督の制令発布権を定めた勅令の発表に従い、「朝鮮は人
情、風俗、習慣が異なり、朝鮮人が急に日本の法律に従うことは不可能」である
ため、台湾のケースを参考にし「朝鮮総督に立法権を委任するのが望ましい」と
強調した。

「緊急勅令第324号」の内容を理解するためには、まず当時の日本の法律制度
を規定していた憲法の条項への理解が求められる。日本の憲法第５条によれば、
日本における立法権は天皇にあった。そして勅令を発布する権限をも持ってい
た。日本の憲法第８条には「天皇ハ公共ノ安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル為
緊急ノ必要ニ由リ帝国議会閉会ノ場合ニ於テ法律ニ代ルヘキ勅令ヲ発ス」とあ

1　한성민（ハン・ソンミン） 『乙巳條約이후 일본의 ‘韓國倂合’ 과정 연구 -일본인 실무관료의 활동을 중심으로 -（乙
巳条約以後、日本の「韓国併合」過程研究─日本人実務官僚の活動を中心に─）』 東国大博士学位論文、
2016、199～201頁、207頁。
2　日本国内における植民地朝鮮に憲法を実行する問題については、前掲の한성민（東国大博士学位論文）と
小川原宏幸（｢韓国併合と朝鮮への憲法施行問題─朝鮮における植民地法制度の形成過程｣『日本植民地研究』
17、2005）を参照されたい。
3　｢朝鮮ニ施行スベキ法令ニ關スル件｣ 『朝鮮總督府官報』第1號、1910. 8. 29。
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る。しかし、その場合、次の会期に開かれる帝国議会に勅令を提出せねばなら
ず、もし帝国議会の承認が得られなければ、発布した勅令に効力がないという事
実を公布せねばならなかった 4。

「緊急勅令第324号」は、発布当時、帝国議会が閉会中であったため、日本の
憲法第８条に基づいて公布することができた。その法令の第１条と第６条によれ
ば、朝鮮総督は植民地朝鮮において必要な法律を命令として定めることができ、
この権限を「制令」といった。第1条に言及される「法律を要する事項」は、日
本の憲法第2章の臣民の権利義務、第５章の裁判所の構成、裁判官の資格、裁判
官に対する懲戒、特別裁判所の管轄、行政裁判所、第６章の租税・税率に関する
事項を意味する。日本の憲法では、「法律を要する事項」は帝国議会の同意を得
て天皇が法律として規定するものと定められていた。他方、植民地朝鮮において
は、制令という朝鮮総督の命令によって帝国議会を経ずに法律として規定するこ
とができた。

第２条、第３条、第５条は制令を制限する内容を定めている。まず、制令は内
閣総理大臣を経て天皇の承認を得ねばならなかった（第２条）。これは内閣の各
省を管掌する大臣の承認が必要であることを意味した。制令を順調に公布するた
めには、内閣と朝鮮総督との緊密な関係を保つことが重要であった。第３条によ
れば、朝鮮総督は緊急時に制令を公布することができた。しかし、その場合は、
公布後、直ちに天皇の承認を得る必要があった。そうしなければ、朝鮮総督は公
布した制令が無効であることを公示せねばならなかった。また、制令は、日本の
議会が朝鮮において施行する目的で制定した法律と天皇が公布した勅令に背くこ
とはできなかった（第５条）。

「緊急勅令第324号」の公布から約3カ月の間、第27回帝国議会が開かれる
1910年12月まで制令に対する公式的な問題提起は行なえなかった。1910年12月
20日、第27回帝国議会が召集された。日本の憲法第８条によって緊急勅令は帝
国議会の承認を得ねばならなかった。1911年１月から議会の主な案件が議論さ
れ始めた。1911年１月21日、内閣総理大臣・桂太郎は帝国議会で施政方針演説
を行なった。

同日、内閣は「勅令第324号」をはじめとする、承認を要する11件の案件を
議会に提出した。「勅令第324号」は、1911年１月24日の衆議院本会議で初めて
取り上げられた。議会が指摘した問題は大きく２点であった。１点目は、総督の

「制令権」を定めた法律が議会を召集せず緊急勅令として制定されたという点で
ある。２点目は、植民地朝鮮に対する立法権を委任する制令発布権は憲法違反で
あるという点である。

それらについての議論は議会内部の政治関係や、内閣と当時の議会の主導政党
であった政友会との間の政治的な利害関係と絡んで混沌とした状態で行なわれ
た。1911年１月26日、「制令権」に関する議論に終止符を打つことができる法律
案が提出された。無所属議員であった花井卓蔵は、衆議院本会議に「制令権」を
法律として定めるべきとする「朝鮮に施行する法律に関する法律案」を提出し

4　外務省編『外地法制誌』7巻、文生書院、1990、16、21頁。
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た。この法律案には、制令の有効期限を1915年12月31日までと設定した附則が
付されていた。花井は法律案の提出理由書において「議会が緊急勅令に対する事
後承諾をするとしても、勅令は法律ではないので、これを修正あるいは改廃でき
ない」と述べている。したがって、帝国議会が法を修正し改廃することを可能と
するため、「勅令ではない法律として朝鮮総督の「制令権」を定めるべきである」
と強調したのである。

花井が提出した法律案は委員会に回付され議論された。その結果、制令の有効
期限は削除され、「緊急勅令第324号」と同じ内容の法律案が本会議に報告・可
決されたのである。それからこの法律案は貴族院に回付され、特別委員会の審議
を経た後、1911年３月13日に修正なしで通過した。朝鮮総督の制令権を定めた
法は1911年３月25日、法律第30号「朝鮮ニ施行スヘキ法令ニ關スル法律」とし
て公布され、当日から施行された 5。と同時に、日本政府は1911年３月25日「明
治43年（1910年）勅令第324号の効力を今後失わせる件を裁可する」という内
容の「勅令第30号」を公布した 6。

朝鮮総督は「法律第30号」に基づき委任立法権限である制令を通して植民地
朝鮮を統治しはじめた。朝鮮総督が公布した制令は大きく二種類に分けられる。
まず、日本の法律を「依用」するというものである。法律の「依用」とは、日本
の法令を植民地朝鮮にそのまま適用するが、朝鮮だけに適用される特殊な事案に
対しては特例事項を設ける法律行為を指す。その場合、日本の該当する法を挙げ
てそれに「依る」と表記した 7。次に、朝鮮総督が法律事項を自ら定めるものであ
る。この制令は日本の法を「依用」せず、朝鮮総督府の統治の必要に応じて制定
した法令であると言える 8。制令は植民統治の基盤確立や統治方針の変動、戦争の
ような政治的な激変がある際に公布されることが多かったのである 9。

２．「朝鮮民事令」の制定過程と構成
「依用制令」の最も代表的な法律は、1912年８月に公布された制令第７号「朝

鮮民事令」である 10。この法令は附則を含め全82条の条項で構成されている。そ

5　法律第30號 ｢朝鮮ニ施行スベキ法令ニ關スル法律｣ 1911. 3. 25。김창록（キム・チャンロク）｢制令에 관
한 연구（制令に関する研究）｣『韓國 近現代의 法史와 法思想（韓国近現代の法史と法思想）』민속원（民俗院）、
2009、137頁。 
6　『朝鮮總督府官報』第171號、1911. 3. 29。
7　浅野豊美は、日本の法令を、制令を通して「依用」するのは「内地の民法と刑法とが法域の壁を越えてその
地域に延長されることを可能とする体制」と捉えた上で、それを「行政上の便宜と司法上の整合性を統合した規
定」であると指摘している (浅野豊美, 최석환（チェ・ソクファン）訳 ｢日本帝國의 통치원리 ‘내지연장주의’ 와 帝
國法制의 구조적 전개｣『법사학연구（法史学研究）』第33号、2006、195頁。浅野豊美「日本帝国の統治原理

「内地延長主義」と帝国法制の構造的展開」『社会科学研究』第21巻第1・2号合併号（通巻第41号）、中京
大学社会科学研究所、2001、252頁)。
8　拓務大臣官房文書課編『內外地法令対照表 : 昭和16年９月１日現在』1941、207頁。김창록 ｢制令에 관
한 연구｣『韓國 近現代의 法史와 法思想』민속원、2009、146頁。 
9　한승연（ハン・スンヨン） ｢制令을 통해 본 총독정치의 목표와 조선총독의 행정적 권한（制令を通して見た総督政治
の目標と朝鮮総督の行政的権限）｣『정부학연구（政府学研究）』15巻2号、2009、176頁。
10　｢朝鮮民事令｣については、이승일（イ・スンイル）『조선총독부 법제정책（朝鮮総督府の法制政策）』（역사비평
사（歴史批評社）、2008）と정긍식（チョン・グンシク） ｢조선민사령과 한국 근대 민사법（朝鮮民事令と韓国近代
の民事法）｣（『東北亞法硏究』第11巻第1号、2017）を参照されたい。 
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れを大きく二つに分けると次の通りである。まず、日本の法令を「依用」すると
定めている第１条である。第１条は、民法と民事訴訟法など民事に関する全23
項目の日本の法律が植民地朝鮮にも適用されることを規定している。こうして日
本本国の主要法令が施行されると、土地に対する権利および主な不動産権の種類
と効力・売買などに日本の民法の原理が始動することになった。また、民事訴訟
法が適用されたことで、裁判所の判決にも日本の民法と民事訴訟法が適用される
ことになった。「朝鮮民事令」は植民地朝鮮の民事に関する最も基本的な法律に
なったのである。

次は、日本とは違う植民地朝鮮の状況を反映した「特例条項」である。「特例
条項」のうち大多数を占めているのは訴訟分野である。「朝鮮民事令」の全82条
のうち約75％程度がそれに係わっている。それは「迅速な手続き」を重視して
おり、植民地の特性を示すものであると言える。

「特例条項」の第10条、第11条、第12条は朝鮮人の慣習上の権利を定めた条
項である。第10条では、朝鮮人同士の法律行為に対しては慣習を認めている。
第11条では、第１条で「依用」した日本の法令のうち能力・親族・相続に関す
る規定は朝鮮人には適用せず、慣習に拠ると規定された。第12条では、不動産
物権に対する慣習を認めている。朝鮮の慣習を特例として認めたのは、社会的・
経済的・文化的に日本とは異なる植民地朝鮮にそのまま適用する場合に起こり得
る反発を懸念したからである。しかし、「朝鮮民事令」が改定されると、日本の
民法の適用はさらに拡大した。また、「戦時体制期」にさしかかると、慣習は否
定される一方、日本の民法の適用範囲はさらに拡大していったのである。

「依用制令」の特性については、京城帝国大学の教授であった清宮四郎の指摘
が示唆に富んでいる。清宮は、日本の法律が朝鮮や台湾にすぐに施行される場合
と「依用」される場合の差異を説明している。まず、日本国内において施行され
る法令が朝鮮などで施行されることは、当該法令の適用される区域が拡張するこ
とであると捉えた。その場合、日本の法は別途規定がない限り、形式や内容など
がそのまま朝鮮・台湾などで施行されることになる。結果的に同様の形式・内容
の法令が日本と朝鮮などで施行され、最終的に、適用された法令に関しては日本
と朝鮮、台湾などは同様の「法域」になると強調した。これは、同じ法令の適用
される地域が広まることを意味した。

その一方で、「依用」の場合、日本（内地）で行なわれる或る法令が、朝鮮・
台湾などの外地で行なわれる法令において「依るべき」法令として指定されるこ
とであると捉えた。その結果、日本でで行なわれる法令は、朝鮮などで行なわれ
る「法令の内容として採り入れられるに過ぎ」ないと述べている。と同時に、日
本で行なわれる法が直接朝鮮などの外地で施行され、その効力を及ぼすに至るも
のではないと強調する。つまり、「依用」される法令（日本法）と「依用」する
法令（朝鮮の制令、台湾の律令など）とは、内容は同じであっても、それぞれ別
個の法令として独立に通用し、当該法令については、日本と朝鮮などとは依然と
して異「法域」を成していると指摘している。さらには、「現行法上、民法は、
勅令をもつて臺灣に施行されることによつて民事令に吸收され、朝鮮には、民法
として行われるのではなく、朝鮮に通用する民事令の内容の一部を形成してゐる
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に過ぎない」と分析している 11 。
日本の民法と民事訴訟法は制令である「朝鮮民事令」に「依用」された。した

がって、日本の民法と民事訴訟法は「朝鮮民事令」の内容の一部として採用され
たのであり、直接植民地朝鮮で施行され影響を及ぼしたわけではなかった。つま
り、日本の民法と民事訴訟法は「朝鮮民事令」という制令の形式として植民地朝
鮮に適用されたのである。同じ内容の民法と民事訴訟法が日本と朝鮮に適用され
たが、その形式は日本国内では民法と民事訴訟法、朝鮮においては制令である

「朝鮮民事令」であった点からすると、日本と朝鮮は異「法域」を形作っていた
と言える。

日本法を「依用」して植民地朝鮮に適用するというのは元来総督府の意図では
なかった。朝鮮総督府の当初の構想は、独自の「朝鮮民事令」と〈朝鮮刑事令〉
を制定して朝鮮在住の日本人には日本の民法と商法、刑法、刑法施行法を適用
し、朝鮮人同士の民事事件と朝鮮人が被告人である刑事事件に対しては大韓帝国
の関連法規を適用しようとする立場であった。しかし、それは日本政府によって
否定され、可能な限り日本で施行される法律を「依用」することになったのであ
る 12。

その結果、日本の民法と民事訴訟法は、1912年３月18日に制令第７号として
公布された「朝鮮民事令」第１条によって「依用」されることとなった。「朝鮮
民事令」が公布される過程を以下に述べる。

1912年１月、朝鮮総督・寺内正毅は「朝鮮民事令」の裁許を要請する「制令
案」を内閣総理大臣・西園寺公望に送付した 13。1912年１月19日、拓殖局では

「朝鮮民事令」の内容が盛り込まれた「制令案」を受領し、５日後の24日、調査
を終えた。1912年３月11日、内閣総理大臣をはじめとする内務、外務、陸軍、
大蔵、司法、海軍、農商務、文部、逓信省の各大臣、法制局の長官や書記官長
が「朝鮮民事令」の裁許を求める文書に副署した。４日後の1912年３月15日、
内閣総理大臣・西園寺は、天皇に「制令案」を上奏し、同日天皇の裁可がなされ
た。天皇の裁可から３日後の1912年３月18日、寺内は制令第７号「朝鮮民事令」
を公布したのである。

３．	朝鮮総督府高等法院の「朝鮮民事令」内
部条項に対する解釈

以上のように「朝鮮民事令」は、日本の法令を「依用」することを定めた第１
条と「特例条項」とに大きく分けることができる。「朝鮮民事令」が適用される
ことで、法的に大きく２点について解釈せねばならなくなった。一つ目は、「朝

11　清宮四郎『外地法序説』有斐閣、1944、97~98頁、101頁。
12　도면회（ト・ミョンフェ）『한국 근대 형사재판제도사（韓国近代刑事裁判史）』푸른역사（プルン歴史）、 2014、
487頁。
13　「朝鮮民事令」の制定過程については、｢朝鮮民事令ヲ定ム｣(アジア歴史資料センター、https://www.
jacar.archives.go.jp/)を参照した。
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鮮民事令」と異なる制令との関係である。「朝鮮民事令」は植民地朝鮮における
民事全般を規律する法令であった。そしてその根幹をなしているのは「朝鮮民事
令」第１条に定められた日本の法令である。一方、朝鮮総督は植民地統治のため
に民事に係わる様々な制令を公布していた。よって、その制令と「朝鮮民事令」
第１条に定められた日本の民法・民事訴訟法との関係を調整せねばならないケー
スが存在し得る。形式からすると、「朝鮮民事令」もまた制令であったため、制
令と制令との位置づけにおける調整が必要となったのである。二つ目は、「朝鮮
民事令」の内部条項同士の解釈の問題である。「朝鮮民事令」第1条で定められ
た日本の法令と「特例条項」との間の解釈の問題について植民地朝鮮の最高上級
裁判所であった朝鮮総督府高等法院の判決から検討を試みたい。

清宮四郎によれば、「依用」された法に問題が生じるのは、法が適用される時
であり、一次的に日本の法を「依用」した朝鮮・台湾などの法律で問題が生じ、
日本の法によって解釈し適用する過程で二次的な問題が生じるということであ
る 14。それは日本の民法・民事訴訟法を「依用」した「朝鮮民事令」の場合、日
本の民法と民事訴訟法が朝鮮で解釈され適用される時、その意味が浮き彫りにな
ることを意味する。民法と民事訴訟法が適用されるのは、民事関係の訴訟とそれ
によって成立した民事裁判であると言える。裁判は、制令と「依用」された日本
の法が植民地朝鮮において適用され解釈がなされる空間であったのである。

日本は、憲法第57条に基づき、1890年「裁判所構成法」（明治23年法律第6
号）を制定した。この時、大審院を頂点に、控訴院、地方裁判所、区裁判所が設
置された。一方で、植民地朝鮮では憲法が適用されなかった。したがって、朝鮮
総督府が発する制令と副令を通して裁判所が設置されたのである。

1917年３月13日の民上第10号判決は、「朝鮮民事令」第1条で定められている
日本の民法と「特例条項」との関係を朝鮮総督府高等法院がどのように解釈した
かが分かる代表的な事例である 15。この裁判の上告人はチョ・ドンミンであり、
被告人はキム・ジョンギュとオ・ネヒョンであった。第二審の裁判所である大邱
覆審法院は、キム・ジョンギュから土地所有権を引き渡されたオ・ネヒョンが日
本の民法第177条に基づいて登記をしたので、紛争対象の土地の所有権はチョ・
ドンミンではなくオ・ネヒョンにあるとの判決を下した。それにチョ・ドンミン
は反発し、三審機関である朝鮮総督府高等法院に上告した。チョ・ドンミン側
が対抗論理として示したことの一つが登記に関する問題であった。日本の民法
第177条は「不動産に関する物権の得喪及び変更は登記法の定めるところに従い
その登記をしなければ、第三者に対抗することができない」というものだが、現
時点において植民地朝鮮では日本の「不動産登記法」は施行されていないと主張
した。つまり、チョ・ドンミン側はオ・ネヒョンが土地証明を受けたのは日本の

「不動産登記法」による登記ではないのに、これを適用した大邱覆審法院の解釈
が間違っていると強調したのである。

これに対し、朝鮮総督府高等法院は次のように判決した。すなわち、チョ・ド

14　清宮四郎、前掲書、97~98頁、100頁。
15　大正六年民上第一〇號、同年三月十三日判決、｢土地賣買證明取消竝所有權移轉證明手續履行請求ノ件」。
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ンミンが受けたのは「不動産登記法」による登記ではない。したがって、大邱覆
審法院が民法第177条を適用したのは間違いである。しかし、「朝鮮民事令」第
13条には「不動産に関する物権の得喪及変更に付、朝鮮不動産登記令又は朝鮮
不動産証明令に於て登記又は証明の規定を設けたるものは、其の登記又は証明を
受くるに非ざれば、之を以て第三者に対抗することを得ず」とある。したがっ
て、オ・ネヒョンはこの法令に基づいて証明を受けたわけなので、「第三者であ
るチョ・ドンミンに対抗することができる」と決定した。と同時に「朝鮮民事令
第13条の規定があるため、民法第177条の規定の朝鮮での適用は排除されると
解釈すべきである」と決定した。

このような朝鮮総督府高等法院の決定は「朝鮮民事令」に定められた「特例条
項」と日本の法令条項の内容がぶつかったり重なったりする場合、日本の法令条
項を適用しないかもしれないということを確認したものであった。結局、朝鮮総
督府の植民地朝鮮における民事に係わる法体制の運営は、植民地本国の法令に基
づくと同時に、植民地統治の独自性と効率性を確保する方向に展開したのである。

おわりに
日本では1889年２月11日、憲法が公布されて以来、民法、民事訴訟法などが

制定された。それらの法律は植民地朝鮮にも適用された。しかし、日本は植民地
朝鮮に憲法を適用しないという原則を立てていた。したがって、法律として発表
された日本の法令は植民地朝鮮で朝鮮総督が発表した「制令」として「依用」さ
れた。

日本国内の政治世界における競争と牽制の結果として生み出された「法律第
30号」は朝鮮総督が発布する「制令権」の根拠法となった。「制令権」を定める
根拠が、勅令から法律に変わったというのは、朝鮮総督の「制令権」に対して日
本の議会が係わり得る余地が増えたことを意味する。第27回帝国議会貴族院の
審査委員会において岡野敬次郎は、法律として勅令や制令を改定したり廃止した
りすることができるかについて政府に質問した。これに対し、法制局の長官であ
る安広伴一郎は「大権に属する勅令は別として、その他の勅令は法律として改廃
することができ、法律として制令を改廃することができる」と答弁した。勅令の
場合は、「大権に属する勅令は除外する」という但し書きの条件があるが、法律
はそうではなかった。日本の内閣の承認を得ねばならなかった朝鮮総督の「制令
権」は、日本の議会の制約を受けることになったのである。

日本における民事関連の法を植民地朝鮮で適用し得る根拠法令は、1912年制令
第７号として公布された「朝鮮民事令」であった。「朝鮮民事令」第１条には日
本の法令を「依用」するという条項があった。「朝鮮民事令」によって民事に係
わる日本の法令は植民地朝鮮で民事全般にわたって影響力を及ぼしたのである。

「朝鮮民事令」は日本の法令を「依用」することを規定した第1条と、植民地
の状況を反映し規定した「特例事項」とに分けられていた。そのため、第1条で
定められた日本の法令と「特例条項」との関係を規定しなければならないケース
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が発生した。また、植民地朝鮮の最高裁判所であった朝鮮総督府高等法院ではこ
れに対する判断を下さねばならなかった。朝鮮総督府高等法院は、「朝鮮民事令」
の「特例条項」がある場合、これと重なる日本の法令は植民地朝鮮では排除され
得ることを明確に提示した。

結局、日本の法令は制令として植民地朝鮮を全般的に統制する規律となった。
そして法律上、日本の帝国議会は朝鮮総督府の権限に異議申し立てを行うことが
できた。その一方で、朝鮮総督は「制令権」を積極的に活用することで、植民地
を統治しつつ自分の権限を強めていったのである。「朝鮮民事令」に定められて
いる「特例条項」がある場合は、それと重複する日本の法令は植民地朝鮮に適用
しないとされたことは、そうした側面を分かりやすく示している。日本の法令が
変わる度に日本の法律を「依用」するという規定を設けている「朝鮮民事令」は
改定されるしかなかった。朝鮮総督は統治と自分の権限を維持するために、そう
した状況に積極的に対応した。そしてそれは「特例条項」の改定に表れていたの
である。

以上の議論を整理すれば次のようになる。一、19世紀後半は日本の法的体系
が完成された時期であった。憲法が作られ、民法、民事訴訟法などが次々とでき
た。このような日本の法令は1910年、つまり20世紀初に韓国が日本の植民地に
なることによって、「制令」という形式で「依用」された。二、朝鮮総督の立法
権限である「制令権」、「朝鮮民事令」の公布は日本政府、帝国議会、朝鮮総督府
の間の牽制と妥協による結果物であった。三、朝鮮総督府は、日本の法令を植民
地朝鮮社会に適用しながらも「特例条項」を通じて植民統治を強化していった。
これは、朝鮮総督府の権限ともつながるものであった。
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伝統と制度の創造
─19世紀後期の中国の洋務運動─

郭 衛東
北京大学

［原文は中国語、翻訳：李 鋼哲（北陸大学）］

要　旨

　 　アヘン戦争の勃発は画期的な事件であった。19世紀中葉、中華伝統の古典
的な文明が空前の挑戦に直面した。それまで、変化がなかったわけではない
が、主に内部における調整であった。たとえほかの地域から影響を受けたとし
ても、おもに東洋文明からのそれであって、西洋文明の影響はおおむね間接的
で些細なものであった。しかし、近代以降となると、中国文明と西洋文明が衝
突するなか、伝統と制度の創造がこの時代の二大主題となった。一方では、中
華伝統文明に変化が起き、他の文明体系とりわけ西洋の文明体系から多くのも
のを受容し吸収した。他方では、伝統文明のある要素が脈々と受け継がれ、中
華文明はなおも民族的特色を失わなかった。19世紀後期の中国の洋務運動が
この社会的転換の核心であった。

　 　まず、物質の面からいうと、アヘン戦争の惨敗によって「物質の面では敵
わない」という結論が下された。そこで、近代機械工業が現れ、軍事兵器文
化の勃興という特殊な現象が現れた。また、近代的都市化が進むにつれ、都
市住民の消費構造と習慣が変り、社会生活とりわけ都市生活が新しい様相を
呈した。近代の市政建設がスタートし、専業の消防隊や水道会社、地下水道、
街灯、電話（当時「徳律風delufeng」と英語から音訳された）が出現した。
次に、文化の面からいうと、西洋の学問が衝撃をもたらし、中体西用の洋務
観が現れ、博学の人と無知の人が一瞬にして逆転した。近代の文教事業が始
まり、文化を伝播する新しいメディアが現れ、学問の系譜が新たに作られた。
文化の面では伝統的な因習が多かっただけ直面した挑戦も最も根本的であっ
た。最後に制度の面からいうと、立憲政治の導入の非同時性、近代的財政や
司法、官僚制度の構築が挙げられる。共和制が伝統の政治制度を根本的に覆
したのである。

発表論文6
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〈問題提起〉
　１） 梁啓超の器物、制度、文化三段階説について、どのように考えているの

か。
　２） 近代東アジアの誕生に日本がどうかかわっていたか、或いはどういう働き

をしたのか。
　３）中国の洋務運動について、どこが成功したのか、どこが失敗したのか。

中英両国間の阿片（アヘン）戦争は画期的な事件であり、中華伝統の古典文明
はこのときに空前の危機に直面していた。それ以前の中華文明の変化は、主に国
内における諸文化の統合過程であり、外部の影響を受けるとしても、それは主に
東方文明（例えば、インドの仏教、アラビアのイスラム教、唐朝時代の景教もキ
リスト教の異端としての東方教会）からであり、西洋文明の影響は間接的で微弱
なものであった。

それ以降の中国と西洋の二大文明の衝突の下、伝統と革新はこの時代の二つの
主題であった。一方では、中華伝統文明は徐々に移り変わり、その過程の中で変
異や衰えが発生したが、多くの場合は中華文明の中に他の文明、とりわけ西洋文
明の中身を部分的に受け入れ、吸収することにより、世界の他の文明体系と緊密
に融合されていく。他方では、中華伝統文明の一部は根強く生き残り、継承され
ており、中華文明は依然としてその民族的特色を維持していた。

その中で、19世紀後期の洋務運動は社会形態転換の鍵となった。一般的には、
洋務運動は器物（物質）面での変動の時期であり、戊戌維新時期（五・四運動前
後という説もある）は文化変動の時期であり、辛亥革命時期は制度変革の時期で
あるといわれているが、必ずしもそうではない。三つの時期は不可分な関係とし
て錯綜し、いずれも19世紀後半の洋務運動の中で発生し、発展してきたのである。

１．製　器
1840年６月21日、英国の東方遠征軍は広州の珠江口の外までに至り、そこで阿

片戦争が勃発した。中国は敗戦したがその原因は何だったのか？　当時の一致し
た結論は「器物（訳者注：近代的な技術による製品）が劣っていること」（「器不
如人」）であった。したがって、阿片戦争後、当時の先覚者たちは、国を救う第
一の方略は「夷の長技を学んで夷を制す」（「師夷長技以制夷」）というものであっ
た。所謂「長技」というのは進んだ技術のことであった。その時の中国人は中国
文化や伝統制度が劣っているとの認識はなく、劣っているのは只技術領域であ
り、「この夷は砲火以外には何の長技もない」1（「该夷人除炮火以外，一无长技」）、
というのが当時の中国当局と知識人の西洋文明に対する最初の認識であった。

第二次阿片戦争になると、英仏連合軍の北京攻撃に伴い、咸豊帝は逃げ出し、
円明園は焼かれた。屈辱的でありながらもやむを得ない状況のなかで、朝野（官

1　中国史学会主编『鴉片戦争』中国近代史資料縦刊（一）神州国光社（上海）1954年版、第122頁。
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民）では「技術が劣っている」という認識が深まる一方であった。1860年代に
は、中華文明体系の中に西洋の物質文明（洋器）を取り入れるべきだ、という考
え方は徐々に為政者たちの共通認識になりつつあった。曾国藩は西洋の砲艦を購
入することが中国を破局から救うための「第一要務」と見做していた。李鴻章も

「西洋人は優れた銃や砲艦を持っているが故に、我が国土の中で横行することが
できるのだ」2（「西人専恃其枪炮輪船之精利，故能横行于中土」）と考えていた。
この先駆者達の推進により、中国歴史上で第一次近代運動と言われる洋務運動が
始まるのである。

「自強」を趣旨とする洋務運動はまずは軍事から始まった。1860年代以降、中
国最初の西洋武器を装備し、西洋教官を採用した陸軍として湘軍と淮軍が相次いで
現われ、中国最初の近代海軍として北洋と南洋の水師が現われ、中国最初の近代兵
器工場─安慶軍械所、天津機器局、山東機器局などが現われ、中国最初の近代艦船
製造工場─福州船政局、江南製造局が現われ、中国最初の軍事用の近代通信施設─
津沪電報線、天津電報総局等が現われた。西洋文明の取り入れと模倣は他の分野は
なく兵器工業から始まった。中国近代化運動は主に軍事に牽引される形で行われ、
近代化の改革も多くは軍事改革から始まり、これらはほぼ中国近代化過程の中の共
通性のある現象であった。軍事改革は何時もその他の改革よりは一拍子早かったの
だ（19世紀の洋務運動派は優先的に軍事工業を開始し、民用工業の創設は70年代
以降になり、他方面の改革は毎度軍事改革により引っ張られてきた。近代的な軍事
工業は大機械生産体制を必要とし、そのために民用工業の創設も行われた。また軍
隊を作るにもお金を必要とし、そのためには財政改革と近代銀行体系の確立が不可
欠であった。兵士の訓練にはまずは将校の訓練を必要とし、そのために近代的な軍
事教育機関が設立された。また新しい軍隊を作るためには西洋から学ぶことを必要
とし、そのために制度と思想の面での変化を誘発した、等々）。1860年代から90年
代半ばまでの洋務運動は目に余るほどの成果をあげた。

近代の大機械工業はフルセット型の体系であり、艦船銃砲を製造するには機械
を必要とし、機械を製造するには鉄鋼を必要とし、鉄鋼を生産するには石炭を必
要とし、石炭採掘後には輸送を必要とした。したがって、製造業、鉄鋼業、鉱
業、輸送業、動力（エンジン） 業はお互いに緊密に連結されており、一つも欠か
せない。中国の近代輸送体系も鉄道建設から始まったが、そのスタートは決し
て順調ではなかった。1873年に英国のランソン・ルイビ社は同治皇帝の結婚お
祝いとして「婚礼鉄道」をお土産として造ってあげたいとに申し入れたのだが、
きっぱり断られた。しかし、近代文明発展の勢いは決して止められるものではな
く、1878年には李鴻章が唐山開平炭鉱を開業したが、その輸送のために小規模
鉄道を建設した。民衆からの憤りを恐れ、最初は馬車で牽引し、その後は小規模
の機関車に変えた。1886年になってやっと軌道鉄道に拡大し、その時の軌道幅
は四尺八寸半であり、それが後ほど中国鉄道軌道の基準となり、機関車が本格的
に使われることになった。

甲午戦争（日清戦争）前までは、中国は天津から大沽・滦州までの鉄道を敷設

2　宝鋆等編『筹弁夷務始末』（同治朝）中華書局（北京）2008年版、第3476頁。
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し、それを関外（関東）までに拡大し、全長は705里であった。印刷業における
技術導入も早く、1798年にチェコの発明家アロイス・ゼネフェルダーが発明した
石版印刷術（リトグラフ）が阿片戦争の前に広州に伝わったが、そのなかで影響
が大きかったのは『申報』館主の英国商人E・マジョ─が中国で設立した点石斋

石印局である。彼は1884年5月に上海で『点石斋画報』を設立し、その後の20年
間石版術は中国を風靡した。西洋の石印術は中国式の木刻に比べ優れたところが
多く、1883年に黄式権は『凇南夢影录』のなかで、「西洋の石版は、平らに磨か
れた鏡の如く、鏡投影方法で石の上に字を写し、その後ポンドを付け、油墨を塗
り、大量の書籍が一日で出来上がり、牛の毛のように細く、犀の角ように明るい」
と書いている。その石版印刷術とほぼ同時期に出現した漢字鉛印術は現代中国の
印刷術と直接つながっている。石印術と鉛印術の取り入れにより、書籍や新聞な
どの大量印刷と高速印刷が可能になり、印刷費用は大幅に下がり、文化書籍の普
及と大衆化のために良好な条件が備わった。商人が物質的な富を追求して行った
ことだが、結果的には文化の急速な大衆伝播を後押しすることに繋がった。

近代的な市政建設も始められた。1867年、「上海水龍公所」が設立されたが、
これは中国での最初の都市における専門消防隊であった。1881年には英国人が
上海で水道会社を設立し、都市の人々が必要不可欠とする飲用水がさらに清潔で
便利になった。1886年に、上海では下水配管を建設し、市街地の汚水が垂れ流
される状況も消え去った。1882年には上海に最初の街灯が現われたが、「最初に
設置した時は、それを聞いた中国人は怪しいことと見て、電気に当たったら危険
であるという心配ばかりだったが、……後ほど見たら無害だったことが分かり、
接近を禁止することを止めた」3という。この年の夏には電話（このときは英文音
訳で德律风「テレフォン」と呼んだ）も上海バンドで見られるようになった。

中国人の消費構造にも重大な変化が起こった。港を開放したら、安くて良いも
の、耐用の舶来品が怒涛のような勢いで国内の伝統的な市場に流れ込んできた。
1850年に上海における外国貨物の輸入総額は390.8万元だったのが、1860年には
3,667.9万元と9倍以上に急増した4。1899年、日本の近代中国学研究の第一人者で
ある内藤湖南は中国の北方を旅し、北京から張家口に行く途中で南口町での所見
を次のように記述している。「南口旅館には洋式の浴槽さえもあり、下手な書き
方でBathroomと英文で書かれており、また洋式の便器もそろっており、道には
外国人の旅行客も多く、イギリス人の影響は無視できないことが分かるだろう」5。
新しいものを追い求めたり、異様なものを求めたり、洋式を崇めることは時流と
なっており、洋貨（西洋の商品）は人々が追い求める対象とされていた。服装は
人類の生活文明の変化を感知する上で、具体的で、繊細で最も表象的なもので、
分かりやすい指標という特徴を持っている。中国の伝統的な服装は身の周りが広
く袖が広いものだったが、徐々に体にフィットした服装、とりわけ工場労働に適
した服装に徐々に入れ替わった。

3　徐珂輯『清稗類鈔』中华书局（北京）1986年版、第6038頁。
4　張仲礼『近代上海城市研究』上海人民出版社1990年版、第108－114頁。
5　内藤湖南・青木正二（王青訳）『両個日本漢学家的中国紀行』光明日報出版社（北京）1999年版、第84
頁。
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都会の人々の中では、背広や洋服の影響は大きく、天津衛では、「西洋人の人
力車を引っ張る子供は、半袖と半ズボン、そして頭には小さな藁の帽子を被り、
口には葉巻を銜え、腕時計を巻き、胸にはバッチを付け、自ら顧みて恥じ、それ
でも似合わないことを恐れる」6というふうに当時の様子が描かれた。上海バンド
のファッション派は、「女性で欠かせないものとして、先細いハイヒルの上等な
靴一足、紫貂の手筒（マフ）一つ、ダイヤモンドまたは宝石のボタンを２～３個
つけ、皮のスカーフ一つ、金縁眼鏡、髪の毛用のアクセサリ、シルクスカーフ等
が流行した。一方、男性に欠かせないものとして、背広、外套、洋帽子、皮靴、
手杖に花球、鼻眼鏡、多少の西洋の言葉（訳者注：外国語）等」7が流行であっ
た。これらの人々の飾りものは近所の都市や農村から来たものではなく、海の彼
岸である欧米から来たものであり、彼らはそれにより「世界市民」というイメー
ジを持つものだと思っていた。消費生活は徐々に封建的な等級制度の束縛を打ち
破り、個性化や大衆化と西洋化を特徴としており、とりわけ西洋崇拝は近代消費
の重要な基調となっていた8。

工業化に伴い都市化が進み、中国では最初の近代都市化の波が寄せてきた。中
国の都市化レベルは急速に高まり、都市は多くの場合は政治的統治中心として各
部門が縦になり、横のつながりが希薄な伝統的な形態から、経済貿易を主とする
ネット連結型の近代的な都市形態に変遷してきた。そして都市部による農村地域
に対する経済的な支配は益々強くなり、都市を主軸にする経済現象が現れはじめ
た。それはつまり、農村は都市に従い、町は大都会に従い、大都会は通商港都市
に従い、通商港都市は世界各ビック・マーケットに従うような状況に変貌し、中
国経済は世界経済との統合の波に飲み込まれた。そして、揚子江デルタ、珠江デ
ルタと華北地区という三つの都市群が形成されたが、その中で上海を中心とする
揚子江デルタの発展が最も目覚ましかった。1843年、港を開放する前の上海の
人口は約50万人で、せいぜい中規模の都市であり、南京（1852年に90万人）や
杭州（阿片戦争の前は60万人）に比べ少なかったのだが、1862年には市区人口
だけで300万人に急増し、一気に中国および世界における当時の特大都市となっ
た9。1893年、中国には台湾と東北を除いて1779都市が形成され、都市人口は
２千351万３千人に増加し、全国総人口の６％を占めるようになった10。

総じていえば、30年間の「同光新政」（訳者注：同治皇帝と光緒皇帝時期の政
策）を経て、中国の国力は大幅に強化された。しかし、器物（物質）だけでの発
展では物足りない。器物面での変化はその他領域の変化を導き出すことになる。
中国は「器物が劣っている」だけではなく、もっと重要なのは「人が劣っている

（訳者注：国民の素質が低い」（「人不如人」）ことであり、封建的伝統の桎梏の
下、人々は精神的に抑圧され、人々の才能は十分に活かされていなかった。しか
し、人々の素質を一気に高めることはできず、これは決して技術の改革により解

6　張焘『津門雑記』卷下、天津古籍出版社1986年版、第137頁。
7　「西装嘆」『申报』1912年4月22日。
8　谯珊「近代城市消費生活変遷的原因及其特点」『中華文化論壇』2001年第2期。
9　『北華捷報』1862年2月21日および1863年3月12日。
10　「米」スキナー（G.William Skinner）主編（葉光庭等訳）『中華帝国晚期的城市』中華書局（北京）
2000年版、第264頁。
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決できる問題ではなかった。中国の近代化改革は徐々に広範な方向に進まざるを
得なかった。

２．文　化
阿片戦争以降、西洋学は完全に東洋学を抑えることになる。その過程は緩やか

だが、しかし持続的で深化する方向に進んでいた。西洋学はまずは思想的に敏感
な人々の中で反響を呼び、これらの人々の身分は各々違うが、いずれも文化人で
あることは間違いない。所謂「学者は西洋学を学んでこそ他人に勝つことができ
る」11というように、学士たちは当然ながら、まずは文化領域に中心をおいてい
たが、阿片戦争の時期および戦後の一時期において、彼らの西洋に対する認識は
混沌としており、表象的になっていた。その表れとしては、まずは率先して世界
を見ていた先駆者たちの自己認識の限界があった。魏源の『海国図志』にしろ、
徐継畲の『瀛環志略』や姚莹の『康輶紀行』にしろ、これらの著述は中国人が最
初に書いた西洋の概況を紹介する先駆的な書籍として貴重なものではあるが、西
洋を紹介するには非常に浅くて断片的な知識に基づいたもので、外部の世界を理
解する上では限界があった。これらの著述はどれも基本的に西洋学の著作から引
用することにより自分の知識体系を作り挙げていた。魏源はこのような方法は

「西洋的な西洋学」12と指摘し、主には翻訳と編集に力を入れていた。以上に見て
来たように、世界を見て来た先駆者たちは、翻訳と編集の手法で書籍を作る中
で、欠落や漏れや誤謬などを免れることができなかった。

西洋文化が中国社会で大きな反響を及ぶのは「キリスト教」によるものであっ
た。19世紀50年代前後、キリスト教の布教はまずは社会下層の文人や民衆の中
で成果を挙げ、さらには社会的な暴動─太平天国運動をも引き起こした。洪秀全

（1814～64年）は、自ずと「天父」神様により「真命天子」と任命されたと自認
し、自分を「太平天王大道君王全」と任命した。これらのキリストのリーダー
たちは「拜上帝教」（キリスト教）を国教と定め、神を信奉することは如何なる
ところでも聖典であるとした。1851年年初、「拜上帝教」という西洋の宗教と中
国の農民が結合した奇異な部隊により「金田蜂起」が起こされ、国名を「太平天
国」と掲げたのだ。1853年３月19日、50万人の太平軍は南京を攻略し、「天京」
と改称した。洪秀全のような科挙にも合格できない失敗した書生が、自分も完全
には理解していない西洋の宗教を利用し、勢いに乗って清朝政府と対立する新政
権を作ったのである。この政権は10年ほど続いた後、キリスト教が中国では広
範な土台を持っていなかったこともあり結局は失敗した。

洋務運動派達は「西洋宗教」や「西洋政治」にはほとんど関心がなく、彼らの
西洋文明に対する関心点は「西器」（西洋の物質）と「西技」（西洋の技術）の側
面に過ぎなかった。しかし、洋務運動は器物の面に止まらず、西洋学と西洋文化

11　劉大鵬『退想斋日記』山西人民出版社（太源）1990年版、第102頁。
12　魏源『海国図志』（大西洋）卷三十九（原叙）岳麓書社（長沙）1998年校注本。



100 © 2020 SGRA

S
G

R
A

 　
　

r
E

P
O

R
T

  

no. 
90

第 63 回  SGRA フォーラム 第 4 回 日本・中国・韓国における国史たちの対話の可能性　 第３セッション：伝統への挑戦と創造

を取り入れることにより、中国近代の文化と教育の事業が各方面において建立さ
れ始めた。

教育分野：中国に近代的な新学堂（学校）が西洋人により最初に設立され、
1860年まで、キリスト新教は中国で50カ所以上の各種学校を設立した。カト
リック教学校に関する統計データーは不足しているが、新教の設立した学校より
は少なくなかったと推測できる。中国人による新式学堂の設立は洋務運動派によ
るもので、三つの種類がある。一つは同文館のような語学学校で北京、杭州、上
海などに設立され、外国語教育が行われた。二つ目は軍事学校であり、1866年
に左宗棠が馬尾に設立した求是堂芸局、これは中国近代最初の海軍学堂であっ
た。また1885年に李鴻章が天津で設立した最初の陸軍学堂である天津武備学堂
なども中国近代の軍事教育の先駆けであった。三つ目は企業に付属されている専
門的な技能トレーニングを行う簡易学堂であった。洋務運動の時期に中国政府に
より設立された近代的な学堂は少なくとも30カ所であった。

19世紀70年代、洋務運動派は海外への留学生を派遣し始めた。例えば、アメ
リカには1872～75年の間に４回に渡って120名の幼童を留学させ、陸軍からは
1876年に７名をドイツに留学させており、海軍からは1877～85年の間に77名を
フランスと英国に派遣した。新聞分野では、近代最初の中国での新聞業は外国人
により始められた。1822年９月12日、カトリック教会はマカオ（澳門）で『蜜
蜂華報』を創刊したが、これは中国で刊行された最初の外国語新聞であった。19
世紀の90年代半ばには中国に12種類の新聞があり、主には上海などに集中して
いた。新しい思想は新しい媒体を必要とし、新しい議論は新しい媒体を助長し、
お互いに補完関係にあった。

科学分野：農業社会を基盤として形成された中国の伝統的知識体系は大雑把で
曖昧なところに特徴がある。中国では、伝統的な四つの知識分類として経・史・
子・集に集約され、それがすべての知識を網羅することになっている。しかし、
科学の発展と知識の積み上げにより、各学科分野は近代的な労働分業により細密
化、専門化を必要とし、近代的な科学体系による分類化や専業化が現われるよう
になった。このような分類過程はまずは西洋から始まっていた。近代以来、中国
人は科学技術に対する認識の深まりにより、「門類を分けず、粗細を分別しない」

（「門類不分，粗細不辨」）中国の伝統的な古い学問体系では新しい学問の発展は
受け入れられず、新しい学問に適応できないことを深く感じるようになった。西
洋の学問体系を基に中国の学問を再構築することは避けて通れない状況になって
いた。

1862年に設立された「京師同文館」は、1867年にはカリキュラム設定におい
て英語、フランス語、ロシア語などの語学以外にも、算数、化学、万国公法、医
学生理、天文、外国歴史地理などの科目を設置するようになった。

生物学：1858年には、『植物学』（Elements of Botany）が出版されたが、そ
の原本は英国の植物学者リンドレ─（John Lindley）の著作であり、中国に来て
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いた英国の教師ウイリアムソン（Alexander Williamson）と中国近代の著名な
科学者の李善蘭（1811～82年）により共同翻訳して出版されたものである。こ
の本は、初めて中国人に対して顕微鏡による植物細胞の発見が可能である学説を
示し、また近代的実験に基づいて構築された植物体各器官の生理的な機能に関す
る理論を示し、地球上の緯度の違いにより異なる植物分布の状況および近代植
物分類学を紹介した。その中で、『植物学』（botany）と植物分類単位としての

「科」（family）という単語はこの本により初めて作り出された13。

化学：18世紀末から19世紀の初頭に、元素論と原子論という二つの近代化学
の礎石が現われ、19世紀後半には、西洋では無機化学、分析化学、有機化学と
物理化学など４大化学分野を構築し、近代化学の基礎が形成された。1867年京
師同文館では化学の講義が最初に行われ、1880年には上海格致書院では中国の
科学者徐寿と宣教師の傅蘭雅が共同で翻訳出版した『化学鑑原』等の書籍が教材
に使われ、化学知識の講義が行われ、化学の演習も行われた。徐寿はまた初めて
ヨウ素、バリウム、マンガン等24の化学元素名称を翻訳した。

医学：西洋医学の中国への取り入れは明朝と清朝の境にイエズス会の宣教師た
ちにより行われはじめ、その後も続いた。

地学：地学の研究は中国で長い伝統を持っているが、同時に西洋学と交流した
最初の学科でもあった。しかし、それはまだ伝統的な意味での地学であり、かつ
主に地学の二つの分類である地理学と地質学分野の前段階での研究にとどまって
いた。1872年、中国近代初期の科学者である華蘅芳が２冊の書籍を翻訳出版し
たが、それは中国地学分野での先駆け的な書籍であった。ライアルの『地質学
綱要』（『地学浅釋』という中国語で出版）とアメリカ人のダナー（J.D.Dana）の

『鉱物手冊（ハンドブック）』であった。1896年、鄒代鈞等は武昌で中国最初の
地理学研究機関として訳印西文地図公会を設立した。その規約には、「天下の地
学に志がある者は、誰もが入社して共に切磋できる」14と書いてある。

以上で見てきたように、洋務運動が展開されるなかで、自然科学と社会科学の
各分野の学科が大量に「移植」されただけではなく、それはまた中国固有の学科
に対する改造と再構築を引き出し、中国の文化に対する自覚的な反省と所謂「道
は逆の求めにあり」15（「道在反求」）という境界にまで到達した。さらに重要なの
は、それらの「西学」（西洋学問）が有機的に系統的に「中学」（中国の学問）に
溶け込むことになり、新しい学問として西洋でもなく中国でもない、また中国で
もあり西洋でもある「新学」というのが作り出された。中国と西洋の学術が初め
て一つの新しい学術フレーム・ワークの中に統合されたのである。

13　汪子春「我国伝播近代植物学知識的第一部訳著」『自然科学史研究』1984年第1期、第90－96頁。
14　張静蘆『中国近代出版史料』（二編）群聯出版社（上海）1954年版、第76頁。
15　中国史学会主編『戊戌变法』（中国近代史資料縦刊）（一）上海人民出版社2000年版、第30頁。
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３．制　度
憲政制度：中国人の近代西洋政体に対する最初の理解は三つの部分、つまり国

会制度、憲法体系、責任内閣であり、総じていえば憲政思想である。一つ興味深
い現象は、中国の近代西洋憲政思想に対する紹介はパッケージとして総体的に行
われているのではなく、内容においては前後があり、時間的にも同時的なもので
はないことである。最初に中国で伝播されたのは国会思想である。19世紀40年
代、林則徐編著の『四洲志』と魏源の『海国図志』が最初に注目したのは西洋
の議会制度であった。その中で英国国会に対しては、「国の重要なことに対して
は、国王および官民が議会（Parliament）にて会議をする」と紹介されている。
アメリカ国会に対する紹介は最も詳しい。「議院（Congress）を設立して国の法
令を司るが、それは二つに分かれている。一つは参議院（Senate）で、もう一
つは衆議院（House of Representatives）という。経済貿易、課税徴税、法律訴
訟、軍事的な重要な事項はすべて両院を通過したてから施行しなければならな
い」16。

洋務運動の時期になると、議会思想はさらに広く伝播した。1884年、朝野
の一般的な宣伝のみならず、官僚が朝廷に直接上訴し建議することさえも現れ
た。この年に、崔国因により編集された議院設立に関する建議が朝廷に上訴され
た17。最もインパクトがあったのは両広（訳者注：広東と広西）総督の張樹声に
よる議院設立に関する建議（遺書）であった。興味深いことは、議会と憲法とい
う西方政治制度においては一体化しているものが、中国では分離されて認識され
たことである。議会思想が率先して導入されたこととは対照的に、憲法思想の導
入は多少遅れているのである。中国人の憲政思想に対する理解は議会制度から始
まったが、それに反して、憲法に対する認識が欠如した。その理由は、議院とい
うものは具体的で実物であり、分かりやすい一方、憲政というのは抽象的で認識
し難いものであるからである。さらに重要なのは、憲法は議会に比べて君主に対
して根本的に法的制約という要素があり、また憲法は「主権在民」、「法律の前で
は人々は平等」、「憲法至上」、「制憲」、「違憲」などを持って、法律化、制度化、
神聖化を強調しているので、専制政体が強固な時代では伝播し難いものであっ
た。研究によると、1895年前にまでに憲法問題を取り挙げることはほとんどな
かったという。中国で最初にこの問題を提起した人は早期啓蒙思想家の鄭観応
と言われており、彼は1895年に『与陳次亮（陳炽）部郎書』の中で「国会を開
設し、憲法を定める」ことを救国の方略として提案したという18。同時期に提案
された『治安五策』の最後の一頁でも「憲法制定」と書かれている。その中で、

「議院設立はさることながら憲法も制定しなければならない」、「憲法がないと専
制が厳しくなり、官吏の権力が大きいと民が無権力になり、それでは国政を議論
することはできず、上下に隔たりが生じ民心が散らばる」19、と繰り返し強調した。

16　魏源『海国図志』卷六十。
17　孔祥吉「清廷関于設立議院的最早争論」『光明日報』1988年8月24日。
18　『鄭観応集』上海古籍出版社1988年版、第360頁。
19　候宜杰「関于首倡君主立憲者之我見」『文史哲』1889年第5期、第50－53頁。
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軍事制度：大まかに言えば、清朝の軍事は三つの段階に分けることができる。
咸豊以前の八旗・緑営があり、同年間の湘軍・淮軍があり、そして甲午年とりわ
け庚子年以降に設立した新軍がある。第二、三段階は中国近代の軍事制度の最初
の確立期である。

財政制度：清朝の財政体制は、順治時代に最初に確立し、雍正時代に完備する
が、全体的には戒律が厳しく、解協饗制度（訳者注：省庁間で税収を調整するこ
と）を中核とした制度であった。しかし、19世紀40年代以降は、このような静
態的で固定化した財政体系は、常に変動する時局に対応できず、硬直化した収入
体系と動態的な支出体系の間には益々齟齬が広がることになっていた。まずは、
鴉片戦争など一連の対外戦争の支出および戦後の条約賠償により、清朝の財政に
は未曽有の予算外支出が増え、さらに太平天国の発生により、もともと重要な財
源の地域であったところが太平軍に占領されたため、解協饗制度は全面的に乱れ
てしまったのである。大規模な戦争により国庫が枯渇し、雍正年間には中央金庫
に６、７千万両の銀備蓄があったが、咸豊３年６月12日（1853年７月17日）に
なると、財政部には支出できる銀備蓄はわずか22.7万両あまりで、国家財政は

「今まで見たことがない窮乏化状況に陥ってしまった」20。
国家財政の崩壊を防ぐためには、収入を増やし支出を減らす方法しかなく、一

連の新財源開拓が洋務運動の前後に相次いで行われた。その中で重要な項目は、
厘金（訳者注：商品の地方通過税）は徐々に地代に次ぐ第二税収源になり、関税
は第三税収源になり、また外債、公債、および官業としての洋務企業の利益によ
る税収源もあった。その中で、厘金以外の各収入源は近代的な税源の形に近づい
ていた。「これは我が国の経済史上で大きなターニング・ポイントであるといわ
ざるを得ない」21。これらの変化は中国で長い間続いていた封建財政体制が徐々に
近代財政体制へと転換し始めてきたことを物語っている。

行政制度：清朝の行政体制の変動は、まずは外人と密接に接触する部署から
始まる。1850年代に中国は近代的な海関（税関）制度を初歩的に確立したが、
残念ながら外人により操られ、所謂「洋関」（訳者注：西洋人の税関）に過ぎな
かった。1860年、清朝は「総理衙門」を設立したが、これは洋務運動の開始を
意味し、大きな意義を持つ。『清会典』ではこの機構の職務範囲を次のように確
定した。「各国との条約を管轄し、朝廷の徳と信を明らかに示し、大凡の水陸入
出に対した課税を管理し、船と車の航行を管理し、書籍の出版の管理、貨幣の管
理、外国との国境の管理、文書や翻訳による伝達（メディア）の管理、国民教育
の管理など」を決めていた。中国の官僚機構の近代化は対外交渉機構からスター
トしたが、その理由を考えると興味深いところがある。

総じていえば、洋務運動などにより醸成されたこうした変化を経て、1911年

20　中国人民銀行参事室史料組『中国近代貨幣史資料』第1輯上册、中華書局（北京）1964年版、第176
頁。
21　黄浚『花随人圣庵摭憶』上海古籍出版社1983年影印本、第367－368頁。
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に、中国ではやっと制度文明が転換する大革命－辛亥革命が起こった。辛亥革命
の勃発は260年間余り中国を支配した清王朝の終焉を宣告しただけではなく、中
国で２千年以上続いた封建君主専制制度の根本的な転覆を宣告した。近代制度
文明の産物として憲法、国会、民国などが中国の地で初めて定着し、それ以来、

「共和」は中国人民の確固たる正統な政治体制になり、中国の政治制度は近代文
明制度への転換において決定的な一歩を踏み出した。
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19世紀後半における東アジア三国の不平等条約体制の克服の可能性と限界―1880年代初、朝鮮の門戸開放政策を中心に―� 韓�承勲

発表論文４へのコメント　秦	方（首都師範大学）
この会議のコメンテーターとして発言することができて、まず主催者の方々に

御礼申し上げます。私は日本史には詳しくないのですが、簡単に私が感じたこと
をお話しします。大川先生のこの論文は主に日本18、19世紀の女性天皇、また
母系皇位継承問題をめぐる様々な観点を検討した内容で、私はこの論文からいろ
いろ学ばせていただきました。ここで、３点ほど私が考えたことを述べさせてい
ただきます。

まずこの論文を読んで、「発明された伝統」を想起させられました。先ほど司
会者も同じことをおっしゃいました。その文脈において、女性天皇や母系天皇継
承を「作られた伝統」として考えることができないでしょうか。この伝統は歴史
の時期によって異なる政治的要求によって求められていますが、これらの要求は
互いに激しい競争関係を持っているため、表だって議論したのは女性皇位継承の
問題ですが、実際議論しようとしているのが19世紀末期の状況において、異な
る社会集団がどのようにこの問題を通して自らの政治的要求を競争的に表示した
かということです。また文章の冒頭でもう一つ興味深い論点を言及されました。
それはなぜ21世紀になってこの議論が再び興ったか、という非常に興味深い現
象です。なぜグローバリズムとポピュリズムが流行している現在においてこの現
象が起こったのか。こうした議論によって私たちが訴えようとする要求とは何
か。それは私が話したい１番目の質問です。

２番目の問題は、この論文の19世紀末における女性皇位継承をめぐる議論は、
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第３セッション発表論文への	
コメントおよび討論
司会：村和明　東京大学

第 63 回 SGRA フォーラム  第４回　日本・中国・韓国における国史たちの対話の可能性　「東アジア」の誕生―19 世紀における国際秩序の転換―
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異なる知識体系と権力関係のインタラクティブな交流と衝突に関連していること
です。大川先生が言及したように、この議論は日本の知識人たちが日本の歴史を
いかに捉えているか、また日本の風俗習慣、西洋から日本に伝わってきた女権思
想や法律思想など様々な課題と関連しています。日本の知識人たちが最終的に答
えようとするのは、変化してきたこのような時代において、何を持って日本と言
うのか、日本性とは何か、また女性と天皇制はそうした日本性の形成過程におい
て一体どのような役割を演じているのかという質問です。

３番目に興味深いと思うところは、この論文が常識の伝達に言及したことで
す。大川先生は文章の冒頭において19世紀末を起点とし、この起点から係争し
合う女性皇位継承に関する知識が現れてきて、20世紀末から21世紀初頭にかけ
て、こうした常識がどのような変化を経て、父系男性が皇位を継承することを常
識として考えられているのかを示しました。論者は歴史文化の蓄積に言及しまし
たが、そのような歴史文化をめぐる蓄積的な過程において、一部分の知識が残さ
れ、伝われるようになり、現在の日本人もしくは日本社会での常識を形成しまし
た。一方、他の部分は忘れられ、歴史の長い河に残されてしまいました。では、
なぜ特定の部分が記憶され、他の部分が忘却されたか。このような記憶と忘却の
プロセスは単なる知識形成の結果ではなく、歴史学的に研究する必要のある課題
だと思います。今後、大川先生のこうした方面での更なるご研究を楽しみにして
おります。私のコメントは以上となります。

回答　大川 真
明治の始めと今の時代は、ある意味共通している時代だと思います。私は政治

思想が専門ですが、例えていうと「マッチョな時代」なんですね。比喩的に言え
ば「筋肉質な男」が求められるような、そういう時代です。明治天皇がヒゲを生
やすようになりましたし、今の時代でいうと、強いもの言いであったり、乱暴で
人の意見を聞かない態度であったり、そういう政治家が好まれます。そういう問
題と、女性天皇への差別は一致しています。以上です。

発表論文５へのコメント　大久保	健晴（慶應義塾大学）
本日のご報告は、近代日本が帝国の拡張と韓国併合を通じて、国民国家を超え

る植民地法制をいかに整備したのかを明らかにされた、大変に興味深いご報告で
した。

大日本帝国による植民地法制は、既に早稲田大学の浅野豊美教授の研究などでも
指摘されるように、内地延長主義に基づく属人主義法制と、特別統治主義を背景と
する属地主義法制という、ともに矛盾を孕んだ、二つの相剋する性質を内に抱えて
いたと考えられます。

本日のご報告に即して考えれば、第一に、内地日本の「依用」としての植民地法
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制の確立は、ある意味で、立憲国家の原理の貫徹であり、総督府の独走・暴走を制
御する意味がありました。さらに植民地住民である朝鮮の人々に日本人と同じ法の
もと、同じ権利を付与するという理念の体現でもあります。しかしそれは他面で、
朝鮮の慣習にあわないという現実に直面し、同化主義へと陥っていきます。

第二にそれとは対照的に、「朝鮮民事令」における特例条項のように、朝鮮を内
地日本とは異なる「もう一つの法域」とみなす植民地統治は、確かに一見すると朝
鮮の人々の慣習や利害を重んじることになります。しかしそれは結果的に総督府の
統治権限を強め、随意の勝手な法令整備を進める契機を与えることになります。ま
た、内地出身の日本人が朝鮮の人々を区別、差別する契機にもつながります。

南先生のご報告は、こうした大日本帝国における植民地法制が持つほころび、
理念と現実の差異、矛盾点に光を当てた、素晴らしいご報告でした。

私からの質問は、以下、２点です。
一つ目の質問。本日のご報告を通じて、植民地朝鮮では、朝鮮の慣習法が重ん

じられる傾向が強かったとのご指摘がありました。そこで質問です。果たしてそ
れは、日本政府として、朝鮮の人々は内地日本よりも野蛮で劣っているので、彼
らに文明国・日本の法は適用できないという、階層的なナショナリズムの現れに
よるものでしょうか。それとも、日本政府としては、自分たちも西洋の民法をそ
のまま採用できなかった経験に基づき、日本の法体系は内地日本にしか通用でき
ないものであるという、自らの法体系の普遍的価値に対する自信のなさの現れで
しょうか。

この問題は明治日本の法典編纂の特徴と深くかかわってきます。極端にいいま
すと、明治期の日本の法典編纂自体が、西洋世界から見ると、いわば植民地法制
のひとつのバリエーションであったとも考えられます。というのも、明治政府は
大日本帝国憲法を中心とした法典編纂の過程において、近代国家化と条約改正を
目指し、西洋世界から日本が文明国としていかに承認されるかを重視しました。
とりわけ大日本帝国憲法の制定に際しては、伊藤博文がプロイセンに留学するな
ど、常に西洋諸国の目が意識されました。

他方で、民法や商法に関しては、有名な「民法典論争」にみられるように、そ
こでは「祖先教」が掲げられ、日本の「伝統的な」（とみなされた）家族制度や
慣習に基づく法の制定が求められました。それは西洋からみますと、いわば日本
の慣習に合わせた、今日のご報告にあるような特別事項、自らとは異なる「もう
一つの法域」の法であったと言えます。

このように、明治日本の法典編纂はある意味で、それ自体が西洋に対する植民
地法制に近い構造を持っていました。そして、その法典をさらに外側にある朝鮮
へと拡張したため、二重三重に奇妙で裏返し的な法の適用がなされたと考えられ
ます。そこで第１の質問として、日本政府が韓国併合に際し、朝鮮の慣習法を重
んじる背景にあった、日本政府による自己の法体系への認識と理解をどう考える
か、教えていただけますと幸いです。

二つ目の質問は、南先生のご研究と現代の問題との関連についてです。周知の
ように、現在、韓国と日本との間では、いわゆる徴用工の問題が大きな論点と
なっています。植民地統治の時代、日本の企業に所属し、内地日本で働いた朝鮮
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の労働者の人々への賠償の問題です。見方によっては、こうした労働者個人の企
業への賠償要求は、1945年以前の植民地法制の延長線上に存在するとも言えま
すが、南先生はご自身のご研究と現代的な問題との連続と非連続について、学問
的な視座からどのようにお考えでしょうか。ご意見がございましたら、よろしく
お願い致します。

回答　南 基玄
ありがとうございます。大きな問題については、これからたくさん勉強しなけ

ればならないと思いました。簡単に申し上げますと、まず一つ目は、植民地朝鮮
の初代総督だった寺内は元々独自の法域を作ろうとしたと言われますが、しかし
それを日本政府は拒否しました。その代わりになった依用というのが重要な理由
はとても簡単で、みなさんご存じだと思いますが、統治しやすくするために依用
することになったということをまず簡単に申し上げたいです。後で時間があれば
もっとお話しさせていただきたいです。

現代的な問題については、私の場合、民法の中でも特に所有権問題に関心を
持っています。慣習についてのお話がありましたが、日本は韓国に入ってきて併
合する直前に慣習について調べましたが、物権的な基準から見れば、徹底的に日
本の民法に焦点を合わせました。そしていろいろな物権を、所有権を中心に整理
していきました。それで日本の民法が韓国社会に適用されるようになるわけです
が、それが韓国併合以降もうまく適応できるように、体制を整えていきました。

それから、徴用の問題、賠償の問題。これもとても重要な問題です。他の先生
方もおっしゃっていましたが、韓日協定は国家と国家との間で締結された協定で
す。ですが、その協定自体には個人が損害を被ったときに請求権を求めることは
できないという規定はありません。だから現在、韓日間で繰り返し問題が起きて
いますし、またこれについて異見があることも承知していますが、こうした問題
については持続的に議論して、必ず解決しなければならないと思っています。

発表論文６へのコメント　青山治世（亜細亜大学）
まず最初に、私の立場をお話ししたほうがよいかもしれません。私は日本人で

すが、中国近代史、とくに洋務運動時期の外交などを研究しています。ですか
ら、「国史たちの対話」ということでいえば、多面的な対話のためには日本人で
中国史を研究している存在も必要ということで、呼んでいただいたのではないか
と理解しております。そのうえで、コメントさせていただきます。

まず本報告の全体的な議論についてですが、洋務運動というのは、日本でも世
界史の教科書に登場するものですから、ワードとしては世界史を勉強してきた一
般の日本人であれば、それなりに知っているものでもあります。韓国ではどうな
のかはわかりません。
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ご報告ではお話がなかったので、洋務運動の前提を少し簡単に申し上げます
と、一般的には1860年に終結した中国でいう第二次アヘン戦争、日本ではアロー
戦争という言い方もしますけれども、それが終わったあとから日清戦争までの時
期に、中国で展開された近代化の運動です。本報告ではそれを超えて、長期的な
視点で洋務運動の歴史的な意義を考察・検討されたものといえます。報告者は明
言されていませんでしたが、本報告では、洋務運動が中国社会に大きな変化をも
たらして、後の辛亥革命や現在につながる共和制を生んだ過程というものを、描
いていらっしゃると思います。

全体的には今日の報告は洋務運動に対してかなり肯定的な評価でご報告があっ
たと思いますが、中国でも30年ぐらい前までは、洋務運動に対しては否定的な
評価が多くありました。日本の学界でも、否定的な見方もかつてはかなり多かっ
たわけです。それが80年代ぐらいから克服されてきて、いまに至っているとい
うのが中国史の歴史界の状況です。郭先生の報告も洋務運動への肯定的な評価の
流れのうえで位置づけられるものだと思います。

ただ、本報告ではかつては日清戦争後に起こった変法、そして義和団事件後に
起こってきた立憲改革、中国では「新政」ですね。そういう形でいわれる動き、
その時期に起こったものや言説、そういうものも洋務運動によるものとして説明
されているように思えました。そうしますと、これまでの研究史との比較におい
て、今日の郭先生の内容をどう捉えるべきなのかというのは、少し整理する必要
があると思います。私自身は本報告の論旨とか主張については、基本的に賛成で
す。かつては洋務運動がダメだから変法が生まれて、変法がダメだから革命が起
こってきたというような理解があったのですが、それよりも洋務運動がもたらし
た中国社会の変化というものが、変法や革命というものを生んできたと理解すべ
きだと考えるからです。そのうえで、それを議論するためにもやはり洋務運動と
変法や革命の関係というものを、報告者がどうとらえているのかということは、
もう少し整理する必要があるのではないかと思いました。

整理するうえでひとつ大事なのは時系列的な理解です。それぞれのところで事
例として挙げられていたもの、あるいは言説というものの、時間的なことも整理
しておく必要があるのかと思います。ひとつだけ例を挙げますと、発表６の注
11とある箇所に、劉大鵬とその日記が扱われています。ここでは「学者は西洋
学を学んでこそ他人に勝つことができる」という翻訳になっていますが、原文で
は「士子学西学以求勝人」です。これは翻訳の問題ですが、狭い意味での学者で
はなく、いわゆる読書人、中国の知識人、当時の社会的エリート全般を指してい
ます。そういう人々が、西洋学を学んでこそ、人に勝ることができるというわけ
です。ただそれが何年の記述なのかが問題です。この日記は劉が1890年から50
年以上にわたって書いた日記ですので、1890年ごろに書かれたものなら洋務運
動の時期ですが、かなり後に書かれたものだとしたら、記述の解釈がまた変わっ
てくると思われます。

あと二つ大きな話をしたいのですが、もう一つ注目したいのが、注５があるあ
たりです。消費構造の話がありますが、その下のあたりに服装の話が出てきま
す。服装にもかなり西洋のものが入ってきたという話題ですが、その一方で、服
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装や髪型というものは文明、中国でいう「中体」を表すものとして、それは変え
てはならないものだという考え方が一方ではあったということです。洋務運動の
スローガンである「中体西用」の中体です。そのひとつの例としては、1876年
ごろだったと思いますが、李鴻章と当時北京にいた日本の駐清公使の森有礼との
対談があります。その中で李鴻章は日本の明治維新における軍事や機械方面での
近代化というものを賞賛しているのですが、その一方で日本人は服装や頭髪を西
洋化してしまっているのはよくないと批判的にとらえています。洋務運動の話題
の中で出てくる典型的な言説ですが、そういうものとの関係ですね。先ほどの時
系列の話でいきますと、注７に服装とかファッションの例が挙がっていますが、

『申報』に掲載された1912年の記事になりますので、一般的な洋務運動の時期と
はずれるわけです。「西洋式の服装を嘆く」というタイトルになっていますが、
そういう服装をしている人がいる一方で、それを嘆くような意見もあったとこう
いう記事が書かれているのだと思われます。

最後に、もう一つは、都市化なども含めて大きな洋務運動時期の中国社会の変
化ということについてです。今回は言及されていませんが、多くは外国租界のな
かで生まれてきたものだと思います。それをどう理解するのかということです。
上海や天津や、香港自体はイギリスに割譲されていますけれども、そういう場所
が中国における近代化、西洋化の窓口にもなっていたとしますと、（そうした租
界などの場所も含めて）華と洋の接合によって複雑に展開されていった、タイト
ルにもある「伝統と制度の創造」をよりクリアに描いていくというのが、学界全
体での今後の課題ということにもなるのかと思います。以上です。

回答　郭 衛東
良い質問をして下さり、ありがとうございます。お答えいたします。中国近代

改革の道ははっきりとしているもので、19世紀60年代の洋務運動からこうした
西洋に学ぶ改革を行ってきました。しかし、この改革は中日甲午戦争の時に挫
折し、漸進的改革の方法では中国は滅亡から救われないと考えました。その為、
1898年以後、急進改革の段階に突入しましたが、この段階は短い間でしかなく、
一般的に103日だと考えられています。

1898年９月21日に西太后が戊戌政変を起こした後の２年間、中国改革が反動
期と保守期に入り、義和団がその時期に現れ、庚子事変もその時期に起こりまし
た。先ほど発言した先生が指摘したように、その時の改革は主に二つの特徴があ
ります。一つは無洋不反で、言い換えれば西洋のすべてに反対する立場です。も
う一つは無新不反で、すべての新しいものを廃止する立場です。しかし、八カ国
連合軍戦争と庚子事変を経た後、内外情勢に圧迫されて新政が立ち上がり、1901
年からこうした漸進で、全面的な改革過程に入りました。
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第3セッション発表者へのコメントおよび討論� 質疑応答

フロアを交えての討論

　所定の時間が迫っておりますが、せっかくの機会ですのでほかの皆様からのご
発言・ご質問も、少しでも受け付けたいと思います。

　第３セッションでご発表いただいたお三方にそれぞれ一言ずつお伝えしたいこ
とがあります。まず、発表４の大川さんのご報告に関しては、コメントしてくだ
さった秦先生への一言です。私は女子大学で勤務しているのですが、学生たちは
大川さんがテーマにされた女系天皇について非常に強い関心を持っています。ふ
だんはまったく政治に関心がなく、天皇にも関心がない。それなのに、女系天皇
論には多くの学生が関心をもって尋ねてきます。今年私の卒論ゼミで卒業論文を
書いた５人の学生のなかで、３人が明治期の女性の問題をとりあげたのですが、
そのなかにずばり大川さんと同じ天皇問題をとりあげた人もいました。今の日本
では、女性対男性の厳しい分断がはっきりと表に現れています。つまり、女性天
皇を認めないのは、女性全体に対する差別だという意識が、女性のごく普通の人
のなかに生まれているのです。男系男子継承主義というのは、明治に作られた新
しい伝統、「作られた伝統」なんですが、それに対する異論が、今の日本の普通
の女性たちのなかにあるということを伝えておきたいと思います。

次は南先生のご発表ですが、南先生は宗主国である日本と植民地との関係に焦
点を当てられました。日本の民法を持ち込むとどうしても朝鮮の伝統とぶつかる
わけです。かなり強烈な問題が起こります。これは、大久保さんがさっきおっ
しゃったように、日本が西洋の法律を取り入れたときにも摩擦が生じました。日
本には所有権という西洋的な概念がなかったんです。江戸時代には土地は国家の
ものでした。ですから日本で西洋的な所有権を規定したとき、実際に実行するの
はかなり難しかったのです。朝鮮ではどうだったんだろうか、ということをお聞
かせいただければと思います。

それから郭先生のご発表についてですが、私は、お話を伺ったなかで、洋務運
動の人たちは議会にはとても強い関心をもった、けれども憲法には関心がなかっ
たとおっしゃった。ここに非常に強い印象を受けました。なぜそうだったのか。
先生は伝統がそうなのだとおっしゃるのですが、日本の場合ですと、法の支配、
法は権力の上にあるということについてかなり簡単に受け入れられました。なぜ
そうだったのか。非常に面白い問題です。（私の理解は、江戸時代に決定の手続
きがかなり厳格になり、その「手続き」が明治には「法」に置き換えられたから
だというものです）。中国には法が権力の上にあるという発想を受け入れる素地
があったのか、なかったのか。それから、行政府と議会はどちらも権力なわけで
すが、どうして議会のほうに関心が集まったのか。この議会と行政府の関係はう
まくいったんだろうかというような疑問が出てきました。これはぜひ自由討論で
の議論をお願いしたいと思います。

　三谷先生の最初のコメントにつけ加えます。三谷先生がおっしゃったとおり、

村

三谷

大川
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女性天皇の即位を認めないことに憤りを覚える普通の女性たちが増えている一方
で、私も大学でキャリア教育を教えているのですが、若い女子学生の主婦志向も
増えています。『日本婚活思想史序説』（佐藤信著・東洋経済新報社）などに書か
れているとおり、３年ぐらい働いたら結婚して子どもをすぐに産みたい、家庭を
守りたいという人が明らかに増えているのは事実です。一概に進化的になってい
るとはいえなくて、保守返りみたいな傾向もあることは、少しつけ加えておきた
いと思います。

　最後に司会からも明日の自由討論に向けて少しだけ要望を申し上げます。非常
に基礎的なことなのですが、ぜひこの第３セッションでご報告をいただいたお三
方、コメントをお願いしたお三方もですが、このセッションがほかのセッション
とどう関係するのだろうかということを考えて、何かご発言をいただければ幸い
です。南先生の場合、表現が少し微妙になりますが、ある国の中での問題を扱わ
れたわけですが、それぞれいろいろな存在が、いろいろな立場を持って動いてい
て意見も異なる。これは当たり前だと思いますが、その結果としていろいろな動
きが生じてくるのだという点は、おそらく次のセッションにもつながるでしょう
し、自分の国の伝統をどう捉え直すのか、何を取り入れて何を作っていくのか。
それは当然、西洋に対するあこがれや反発を踏まえているはずです。お互いの
セッションの内容を意識していただいて、あとは三谷先生の最初の基調講演、ア
ジアというものの再発見でしょうか。アジアという概念が出来上がってくるとい
うことにもぜひかかわらせた点をお示しいただけると、議論がより盛り上がるの
ではないかと思います。

それではこれで終わります。皆様ありがとうございました。

村
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 塩出浩之

東アジア公共圏の誕生
─19世紀後半の東アジアにおける	
英語新聞・中国語新聞・日本語新聞─

塩出浩之
京都大学

要　旨

　 　19世紀後半の東アジアでは、英語新聞と中国語新聞、日本語新聞によって、
国境と言語を越える報道と言論の流通が生まれた。報告者はこれを、東アジア
における公共圏の誕生として捉えたい。

　 　東アジアは世界市場に編入される過程で、開港地間の貿易ネットワークを通
じて、一つの地域として機能し始めた。開港地で主導的な立場にあったイギリ
ス人は各地に英語新聞をもたらしたが、これらの英語新聞は互いに記事の参照
や転載をさかんに行い、国境を越えた言論圏を形成した。

　 　英語新聞の活動に触発されて、中国と日本ではそれぞれ中国語新聞と日本語
新聞が誕生した。これらの新聞と各地の英語新聞との間では、翻訳と転載を通じ
て記事が流通し、中国側も英語新聞を通じて日本語新聞の論調を知るようになっ
た。また日本側では中国古典の教養により、日本に輸入された中国語新聞がその
まま読解された。

　 　このような報道と言論の流通は、1870年代以降に東アジアで頻発した国際
紛争と密接に関わっていた。明治維新後の日本が台湾や琉球（沖縄）、朝鮮を
めぐって中国と対立する中で、英語新聞と中国語新聞、日本語新聞の間では互
いの報道や言論に対する関心が増大し、共通の関心事について互いに異なる立
場や意見をもっていることが明らかになったのである。本報告では台湾出兵や
琉球処分を具体例として、このような東アジア公共圏の誕生を分析する。

〈問題提起〉
　１） 開港地とそこに居住する外国人は、19世紀の中国や朝鮮にどのような影

響を与えたか。
　２）19世紀の中国・朝鮮における国境管理はどのように変化したか。
　３） 19世紀の東アジアで中国・朝鮮・日本に共通する重要な経験とは何か。

またそれぞれの経験にはどのような相違点があったか。

発表論文7
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はじめに
19世紀後半の東アジアでは、英語新聞と中国語新聞、日本語新聞によって、

国境と言語を越える報道と言論の流通が生まれた。本報告ではこれを東アジアに
おける公共圏の誕生として捉え、台湾出兵や琉球処分を具体例として分析しよ
う。

筆者の関心は、「公共圏（公共性）」1という観点から、日本の近代を東アジアの
近代の中に位置づけることにある。明治維新後の日本で、新聞が民主化を促す公
衆を作り出したことは繰り返し指摘されてきたが2、多くの場合、「公共圏」は日
本というネイションを単位としてのみ捉えられてきた。しかしメディアとしての
新聞が持つ本来的にグローバルな性質ゆえに、「公共圏」は一国単位で完結しえ
ないものだった。本報告では19世紀後半の東アジアで東アジア大の言論空間、
あるいは「東アジア公共圏」が形成されたことを明らかにしたい。

以下で論ずるように、東アジア公共圏が活性化する要因になったのは、明治維
新以後の日本が主権国家原理を採り入れ、東アジア内部における関係の再編を推
し進める中で生じた国際紛争だった。国際紛争が相互の関心を刺激し、国境と言
語を越えた言論の流通を促したのである。

１．多言語新聞ネットワークの形成
（１）東アジア各地の開港と英語新聞

19世紀半ば、東アジア各地に設けられた開港地は、単に西洋中心の世界市場
に東アジアを組み込んだだけではなかった。開港地は、一方ではそれ自体がイギ
リスのプレゼンスのもとで現地社会と西洋文明との接触の場となり、他方では東
アジア各地をそれまでにない規模と形で結びつけ、ヒト・モノ・情報の日常的な
往来を生んだのである3。開港地における英語新聞の誕生は、この双方において重
要な意味をもっている。

17世紀にヨーロッパで生まれた新聞は、19世紀に西洋人によって東アジアに
もたらされた。まず19世紀初めにはオランダ領東インド、1820年代にはマカオ
や広州、海峡植民地で新聞の発行が始まった。そしてアヘン戦争後、中国が香港
をイギリスに割譲し、上海など五港を開港すると、イギリス人による英語新聞の
発行が本格化した。本稿で扱う1870年代については、香港のChina Mail（1845
年創刊）とHongkong Daily Press（1857年創刊）、上海のNorth-China Herald

1　ユルゲン・ハーバーマス（細谷貞雄、山田正行訳）『公共性の構造転換　第二版』未来社、1994年。
2　鳥海靖『日本近代史講義』東京大学出版会、1988年、牧原憲夫『明治七年の大論争』日本経済評論社、
1990年、稲田雅洋『自由民権の文化史』筑摩書房、2000年、三谷博編『東アジアの公論形成』東京大学出
版会、2004年、奥武則『幕末明治新聞ことはじめ』朝日新聞出版、2016年。
3　籠谷直人『アジア国際通商秩序と近代日本』名古屋大学出版会、2000年、古田和子『上海ネットワーク
と近代東アジア』東京大学出版会、2000年、川島真「国際公共財の形成」（三谷博・並木頼寿・月脚達彦編

『大人のための近現代史　19世紀編』東京大学出版会、2009年）。
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（1850年創刊）とCelestial Empire（1874年創刊）などが有力紙とされる4。さら
に1858年の安政五ヶ国条約で西洋人が長崎や横浜などでの貿易を認められると、
英語新聞は日本にも到来した。本稿で扱う1870年代では、Japan Herald（1861
年創刊）、Japan Gazette（1867年創刊）、Japan Mail（1870年創刊）が有力紙で
あり、いずれも横浜を拠点とした5。

これら東アジアの英語新聞の間では、記事の参照・転載を通じて、海をまたい
で英語新聞のネットワークが形成された。いわゆる生麦事件を例としてこれを確
認しよう。

1862年９月14日（文久２年８月21日）、横浜近郊で乗馬のイギリス人４名が
島津久光の一行に遭遇した際、薩摩藩士が無礼を理由に斬りつけたため、１名が
即死し、２名が負傷した。事件発生後まもなく、Japan Herald（９月16日）が
号外で第一報を伝えると、North-China Herald（10月11日）はこれを転載し
た上で、条約上の通行権を認めながらも、いまだ騎士道の時代にある日本で、
道を塞いで薩摩藩を侮辱したのは不注意だったと論評した6。これに対してJapan 
Herald（10月25日）は、島津久光は大名ではないと指摘した上で、もし日本や
中国の視点に立てばイギリス人は現地人に平伏するしかないが、自分たちはイギ
リスの法と習慣のもとで生きていると反論した7。

このように記事の参照・転載は情報の流通にとどまらず、しばしば論評や批判
などを伴いながら繰り返された。中国と日本のイギリス人は、一つの報道・言論
ネットワークを共有するようになったのである。

（２）中国語新聞の誕生
中国では17世紀末以来、清朝政府の情報を伝える邸報がほぼ日刊で発行され

ていたが、邸報の内容は宮廷の動静、皇帝の諭旨、大臣の上奏文などに限られ、
また邸報以外の定期刊行物は発行を認められていなかった8。

最初の中国語新聞は、ロンドン伝道協会のイギリス人宣教師が広州で中国人へ
の直接の伝道を禁じられたため、イギリス統治下のマラッカで1815年に発行し
たものだった。アヘン戦争以後、中国語新聞は宣教師によって上海や香港などで
盛んに発行され、ついで英語新聞を母体とする中国語新聞が現れた9。

さらに上海で1872年にイギリス人Ernest Majorが創刊した『申報』に代表さ
れるように、西洋人が経営しながらも中国人が編集の中心となる新聞が現れた。
同紙は論説や中国人読者からの活発な投書によって、清朝の地方官僚への批判な

4　Frank H. H. King (ed.) and Prescott Clarke, A Research Guide To China-Coast Newspapers, 
1822-1911 (Cambridge: Harvard University Press, 1965).
5　蛯原八郎『日本欧字新聞雑誌史』大誠堂、1934年。J. E. Hoare, Japan’s Treaty Ports and Foreign 
Settlements (Folkstone: Japan Library, 1994).
6　Extra to The Japan Herald, Sep. 16, 1862, “Assasination of C. L. Richsrdson in Japan,” NCH, 
Oct., 11, 1862. JHの号外記事はイギリスのThe Timesにも転載された。“The Murder of Mr. Richardson 
in Japan,” The Times, Nov. 28, 1862.
7　JH, Oct. 25, 1862. なおChina MailとJapan Heraldの間でも同様の応酬が繰り返された。
8　邸報の起源は宋代まで遡るという。馬光仁『中国近代新聞法制史』上海社会科学院出版社、2007年、殷
晴「清代における邸報の発行と流通」『史学雑誌』第127編第12号、2018年12月。
9　卓南生『中国近代新聞成立史』ぺりかん社、1990年、小宮山『日本語活字ものがたり』。
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ども含む議論の場を作り、代表的な中国語新聞となった10。また香港で1874年に
王韜が創刊した『循環日報』は、中国人が経営する中国語新聞として初めて成功
した11。

以上の中国語新聞は、上海などの開港地や英領香港で発行されることで清朝政
府の統制を免れており、特に開港地で西洋人が経営権を握っていたのには、領事
裁判権によって新聞を守る狙いがあった。後述するように、領事裁判権を利用し
た新聞発行は初期の日本語新聞でも重要な役割を果たした。

草創期の中国語新聞に関しては、順叔事件と呼ばれる出来事に特に触れておき
たい。清朝政府は1860年代初め以来、英語新聞や中国語新聞から国際情勢の情
報を得ていた。そして1867年初め、中国語新聞で日本人の「八戸順叔」が、日
本が蒸気船の軍艦を手に入れ、朝鮮を征討しようとしていると述べた記事が見つ
かった。この記事に危機感を抱いた清朝政府は朝鮮政府に照会し、驚愕した朝鮮
政府はさらに徳川政権に照会した。徳川政権は「無根妄言」だと回答したが、朝
鮮には日本への不信感が生じ、明治維新後の朝鮮開国交渉が紛糾する一因となっ
た12。つまり新聞それ自体が、国家間の関係に影響を与えたのである。

八戸順叔は横浜でアメリカ人Eugene Van Reedの通訳を務め、彼に同行して
渡米した後、1866年から香港や上海で活動していた。八戸は中国語新聞の読者
であり、問題の記事は八戸自身が投稿したものと推定される13。つまり八戸事件
は、日本人のグローバルな移動が本格化する中で起こった出来事といえよう。ま
た日本の知識人が漢学の素養によって中国語新聞を読めたことは、以下で述べる
ように、東アジアにおける多言語的な報道・言論の流通において重要な意味を
持っていた。

（３）日本語新聞の誕生
徳川政権下の日本では、災害や事件を伝える読売瓦版などは存在したが、その

発行は単発的であり、また政治に関する出版や報道は一切禁じられていた14。定
期刊行物に関しても、中国の邸報のような政府広報を含めて存在しなかった。徳
川政権は長崎のオランダ商館から国際情勢情報を入手していたが、これも出版は
されなかった15。

10　Natascha Vittingoff, “Readers, publishers and officials in the contest for a public voice and the 
rise of a modern press in late qing China (1860-1880),” T’oung Pao 87, no. 4 (Jan. 2001): 393-455.
11　卓『中国近代新聞成立史』、方漢奇編『中国新聞事業通史』第1巻、中国人民大学出版社、1992年、
322～330頁、467～488頁、倉田明子『中国近代開港場とキリスト教』東京大学出版会、2014年。
12　佐々木揚『清末中国における日本観と西洋観』東京大学出版会、2000年、3～20頁、朝鮮総督府編

（田保橋潔著）『近代日鮮関係の研究』上、朝鮮総督府中枢院、1940年、『同文彙考』原編・洋舶情形、同
治6年（大韓民国文教部国史編纂委員会編『同文彙考』三、大韓民国文教部国史編纂委員会、1978年）。
13　陳捷「幕末における日中民間交流の一例」『中国哲学研究』第24号、2009年、福永郁雄「ヴァンリー
ドは “悪徳商人” なのか」（横浜開港資料館・横浜居留地研究会編『横浜居留地と異文化交流』山川出版社、
1996年）。「選録上海新報　日本国新聞」『中外新報七日録』同治5年12月12日（1867年1月17日）。
14　今田洋三『江戸の本屋さん』日本放送出版協会、1977年、木下直之・吉見俊哉編『ニュースの誕生』東
京大学総合博物館、1999年。
15　松方冬子『オランダ風説書と近世日本』東京大学出版会、2007年。
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しかし開国直後から、日本国内に中国語新聞や英語新聞が流入する中16、徳川
政権の学者たちは中国語新聞の翻刻出版を開始し、次いでオランダ東インド政庁
の機関紙を翻訳して刊行した17。さらに横浜で英語新聞の発行が始まると、徳川
政権では柳河春三らがこれを盛んに翻訳した18。

1860年代後半には日本語新聞が誕生した。当初の主な担い手は元日本人漂流
民でアメリカ国籍のJoseph Hecoや、イギリス人宣教師のBuckworth Baileyな
ど、横浜居留地の外国人であり、主な記事は、世界各地から到来した新聞からの
翻訳だった19。さらに1868年には戊辰戦争のさなか、新政府が政府広報として『太
政官日誌』を創刊する一方20、徳川政権に仕えていた洋学者の柳河春三や福地源
一郎が新聞を発行し、新政府に批判的な報道・言論活動を展開した。まもなく新
政府は新聞の発行を許可制とし、領事裁判権に守られた外国人の日本語新聞以外
は廃刊となった21。

戊辰戦争の終結後、新政府は許可制の下で新聞を育成し、日本語新聞が続々と
創刊された。ただし1871年の新聞紙条例が「政法」への「謗議」を禁じたため
もあり、これらの新聞は当初、政治に関する報道・言論活動には極めて消極的
だった。例外は、Japan Gazetteの元編集者J. R. Blackが1872年に創刊した『日
新真事誌』だった。Blackは領事裁判権に守られた自身の立場を利用して、日本
語新聞の政論新聞化を主導したのである22。

しかし1874年末、日本政府は口実を作ってBlackを『日新真事誌』の経営か
ら退け、さらに外国人による新聞の経営・編集を禁じた。それでもBlackは領
事裁判権を盾として1876年に『万国新聞』を創刊したが、駐日イギリス公使
Harry Parkesは日本政府の要請をうけてイギリス人の日本語新聞発行を禁じた。
このためBlackは上海に渡り、英語新聞の発行に携わった23。

Blackの日本語新聞が挫折した経緯は、初期の中国語新聞と日本語新聞が共
有していた境遇をよく示している。North-China Heraldなど上海の英語新聞は
Parkesの措置を強く批判したが、それは『申報』なども清朝政府の要請があれ
ば、イギリス当局から発行を禁止される可能性があると認識したからだった24。

このように日本語新聞は、中国語新聞と同じく、開港地における西洋人の新聞
発行に触発されて誕生した。西洋語の新聞だけでなく先行する中国語新聞からも

16　宮地正人『幕末維新期の社会的政治史研究』岩波書店、一九九九年、一四七、一七七頁。
17　小野秀雄「我邦初期の新聞と其文献について」（吉野作造編『明治文化全集』第17巻新聞編、日本評論
社、1928年）、北根豊編『日本初期新聞全集』ぺりかん社、全67巻、1986年～2000年。
18　小野「我邦初期の新聞と其文献について」、北根編『日本初期新聞全集』、。
19　稲田『自由民権の文化史』25～39頁、奥『幕末明治新聞ことはじめ』23～46頁、77～83頁。
20　山口順子「『太政官日誌』の発刊」『出版研究』第四二号、二〇一一年。
21　稲田『自由民権の文化史』41～68頁、奥『幕末明治新聞ことはじめ』84～108頁。
22　鳥海『日本近代史講義』、稲田『自由民権の文化史』、奥武則『ジョン・レディ・ブラック』岩波書店、
2014年。
23　奥『ジョン・レディ・ブラック』二六〇～二九四頁。
24　イギリスの政策転換により、1881年以降は現地語新聞への規制は行われなくなるが、それまでは『申報』
社主のMajor自身も、Blackと同様の処分を懸念せざるを得なかった。Rudolf G. Wagner, “The Shenbao In 
Crisis: The International Environment and the Conflict Between Guo Songtao and the Shenbao,” Late 
Imperial China Vol. 20, No. 1 (June 1999): 107-138.
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影響をうけたことや、明治維新という大きな政治変動は日本が中国と条件を異に
した点だが、領事裁判権の下で西洋人によって発行された日本語新聞が重要な役
割を果たしたのは、中国との共通点といえよう。

（４）報道・言論の多言語的流通
東アジアの各地で英語新聞・中国語新聞・日本語新聞が報道・言論活動を行う

ようになると、それぞれの記事は同じ言語の新聞同士で参照・転載されただけで
なく、さらに翻訳などを通じて、言語を越えて流通し始めた。

既に述べた通り、中国語新聞や日本語新聞は英語新聞に触発されて生まれた経
緯ゆえに、当初から英語新聞の翻訳記事が重要な部分を占めた。一方、英語新聞
の側でも、現地の情報を収集する必要上、中国語新聞や日本語新聞の記事が関心
に応じて訳載された。例えばNorth-China Heraldは創刊以来、清朝政府の邸報
を訳載していたが25、『申報』が言論の場として活性化すると強い関心を示し、し
ばしば論評や記事の訳載を行った26。日本では1871年、『新聞雑誌』の論説「新封
建論」がJapan Mailに訳載され、これに対する同紙の論評がさらに『新聞雑誌』
に訳載されるという応答も起こっている27。

以上と比較すると、中国語新聞と日本語新聞の間での言論の流通には、注目す
べき非対称性があった。19世紀の日本の知識人にとって漢学は一般的な教養で
あり28、中国語新聞の記事は漢文としてそのまま読めた。日本語新聞は中国語新
聞の記事を訳載するだけでなく29、時に原文のまま、あるいは訓点を付して転載
している30。しかし中国語新聞には、日本語新聞からの直接の転載記事はほとん
ど見られない。この言語間のギャップには、明らかに中華文明圏における文化的
な中心・周縁関係が反映されていた。

しかし前述のように横浜の英語新聞が日本語新聞の記事を訳載すると、中国語
新聞はその記事をさらに訳載して紹介するようになった。1872年には『日新真
事誌』に掲載されたある投書が、英語新聞を通じて『申報』に訳載された。この
投書とは、朝鮮が３年前、新政府から朝貢（通信使を指すか）の復活を要求され
たのに対して送ってきた返書と称する文書を掲げ、日本への侮辱だと主張したも
のであった。返書の内容は、朝鮮は「太閤様」の侵略を忘れておらず、またフラ
ンスの侵略も退けており、野蛮な西洋人を模倣する日本とは交際しないとして交
戦を提案したものであり、明らかに投書者の創作だった。しかしJapan Gazette

25　“Select Extracts from the Peking Reporter: Nos. 52, 53, 54, June 12th, 17th, 1850,” NCH, Aug. 
3rd, 1850. 
26　“The Press and The Mandarins,” NCH, Feb. 12, 1874, “The Yang-Yeh-Liu Case (Translated from 
the Shen-pao of 22nd Jan.),” NCH, Feb. 2, 1872. Vittingoff, ibid.
27　松尾正人『廃藩置県の研究』吉川弘文館、244～257頁、2001年、池田勇太｢明治初年の開化論と公
論空間｣（塩出編『公論と交際の東アジア近代』）。
28　渡辺浩『東アジアの王権と思想』東京大学出版会、1997年、115～141頁、広田照幸「近代知の成立
と制度化」（歴史学研究会・日本史研究会編『日本史講座第8巻　近代の成立』東京大学出版会、2005年）。
29　例えば「選録上海新報」『横浜新報もしほ草』第6篇、1868年6月15日（慶応4年閏4月25日）、「支
那刊行教会新報ノ抄訳」『東京日日新聞』1872年11月19日（明治5年10月19日）、「香港華字日報」『横浜
毎日新聞』1873年5月16日。
30　『東京日日新聞』1872年9月19日（明治5年8月17日）、「隣邦可相援論」『朝野新聞』1879年1月23
日。
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はこの返書を訳載し31、『申報』はこれをさらに訳載して、朝鮮が国際情勢を楽観
視していると懸念を示したのである32。

つまり日本語新聞と中国語新聞の間には、日本側が中国語新聞を漢文として読
み、中国側が日本語新聞を英語新聞の翻訳を通じて読むという形で、非対称的な
がらも相互参照関係が生じたのである。以後、このような関係は東アジアの国際
紛争によって活性化していった。

２．東アジア国際紛争とジャーナリズム論争
（１）台湾出兵をめぐる論争 33

1874年の台湾出兵は、英語新聞が主導する報道・言論活動に刺激を受けて、
中国語新聞と日本語新聞が活性化し、報道・言論の流通が多方向化した契機とし
て注目される。

台湾出兵の発端は1871年、台湾に漂着した琉球人が先住民のパイワン族に侵
入者とみなされ、大部分が殺害された牡丹社事件である。このような出来事は元
来珍しくなかったが、明治維新を経た日本政府は、琉球を日本の完全な一部とす
る観点から、問罪のため台湾への出兵を検討した。

日本政府は元アメリカ厦門領事のC. W. Le Gendreから、台湾東部は中国の主
権下にないという助言を得ていた。さらに日本政府は1873年、清朝側がパイワ
ン族は支配していないと述べ、事件の責任を否定したのを受けて、1874年に出
兵を決行した。しかし清朝側が台湾は中国領だと主張して撤兵を求めたため、日
中は開戦の危機に陥った。

当初、台湾出兵に関する報道で主導権を握ったのは英語新聞だった。Japan 
Gazette（1874年３月30日）は日本政府の公表に先だって出兵の決定を報じ、
駐日イギリス公使Parkesはこの報道を受けて、日本政府に清朝政府の承認を得
たか問い合わせた。またJapan Herald（４月７日、17日）は日本が台湾領有を
狙っているとみて、清朝政府の抗議を予想し、出兵にアメリカの船や士官が雇わ
れているのに駐日アメリカ公使J. A. Binghamが黙認していると批判したため、
Binghamは日本政府に抗議した。このため日本政府はいったん出兵中止を決定し
たが、指揮官だった西郷従道の独走により、出兵を追認せざるを得なくなった。

横浜の英語新聞の報道をうけて、中国語新聞は積極的な報道・言論活動を展開
した。上海の『申報』（４月14日、16日、17日）は台湾は中国の版図であり、
日本が制裁だけでなく侵略を目的とするなら問題だと警戒した。台湾に上陸した

31　“Corea and Japan,” JWM, July 20, 1872, “Japan and Corea,” NCH, Aug. 10, 1872による。当該
期の『日新真事誌』とJapan Gazetteは管見の限り見いだせないが、Japan MailによればJG, July 18, 1872
に訳載された。
32　「論高麗約日本交戦書」『申報』1872年8月7日（同治11年7月4日）。
33　この項は注記しない限り、塩出浩之「台湾出兵をめぐる東アジア公論空間」（同編著『公論と交際の東ア
ジア近代』東京大学出版会、2016年）による。
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西郷従道に対して、閩浙総督の李鶴年は５月23日に清朝政府の撤兵要求を伝え
たが、『申報』（６月８日）は両者の往復文書を入手してそのまま公開し、撤兵要
求を支持する立場をとった。この文書は各地の英語新聞に訳載され、さらに日本
語新聞にも転載された。

一方、Hongkong Daily Press（５月６日）は、中国は国際法を利用しながら、
主権にともなう権利だけを求め、責任は無視してきたと批判し、もし日本が台湾
を得たら、日本の現状からみて台湾はより有効な統治の下に置かれると期待を示
した。この背景にはアヘン戦争の終結後、台湾にしばしば西洋人遭難者が漂着
し、先住民による襲撃・殺害事件も頻発していたが、清朝政府が一貫して対応を
拒んでいたという経緯があった。

台湾出兵に対する日本語新聞の反応は、Blackの『日新真事誌』（４月20日）
が「世界人の笑たるを免れず」と批判したのを除いて、当初はほとんど見られな
かった。しかし『東京日日新聞』（５月26日）は「清国欧西の評討」、つまり中
国語新聞や英語新聞の出兵批判に対抗して、日本政府から情報提供を受けて出兵
支持の立場から報道を展開した。ただし『東京日日』も制裁目的に限って出兵を
支持したため、清朝政府の撤兵要求が各紙に訳載されると困難に直面した。

日本語新聞の投書欄では、この撤兵要求を受けて出兵の是非が盛んに議論され
るようになったが、それは東アジアにおける言論流通への認識と密接に関わって
いた。『郵便報知新聞』（７月10日、12日）に投書した立花光臣（古沢滋の筆名）
は、Japan Gazetteの出兵批判を引用し、外国人が「横文字」で日本政府に「勝
手次第の評論」をしているのに「我が竪文字の新聞」が「役人衆の忌諱に触る
る」ことを書けないのはあまりに不公平だとして、「竪文字も横文字も」「自由人
民」のための「立派なる自由の文字」となるよう求めた。また『東京日日新聞』

（８月31日）のある投書者は『循環日報』の記事（『匯報』からの転載）を訳出
して、「香港上海等の新聞紙」の日本報道が台湾出兵以後「甚だ精細」になった
と観察した。この記事は日本から帰国した中国人の観察を紹介したものであり、
日本政府への批判も含んでいたが、投書者は現地には数千人かそれ以上の読者が
いるとして、「今是を忌むも耳を掩て雷を避くるに類す」と指摘した。

日中の交渉が難航の末にまとまると、英語新聞・中国語新聞・日本語新聞は一
様に戦争の回避を歓迎した。しかし本報告の関心からより重要なのは、以上の過
程を通じて国境と言語を越えた報道と言論の流通が活性化したことである。この
ような現象は、５年後の琉球処分に際してさらに顕著に見られることとなる。

（２）琉球処分をめぐる論争 34

1879年に日本政府が強行した琉球王国の併合、いわゆる琉球処分をめぐって
は、その是非をめぐる議論が英語新聞だけでなく、中国語新聞と日本語新聞でも
盛んに論じられた。しかも中国語新聞・日本語新聞の間では、相互の主張の参照

34　この項は注記しない限り、塩出浩之「1880年前後の日中ジャーナリズム論争」（劉傑・川島真編著『対立
と共存の歴史認識』東京大学出版会、2013年）による。
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が活発に行われた。中国語新聞と日本語新聞は、琉球の帰属をめぐって互いの主
張に関心を持っただけでなく、戦争の可能性に強い危機感を抱いたために、互い
の意思を知ろうとしたのである。

台湾出兵の決着後、日本政府は琉球の完全な併合を求め、1879年４月、つい
に「廃藩置県」の命令を国王の尚泰に受諾させ、沖縄県庁を設置した（琉球処
分）。清朝政府は日本政府に抗議し、日中間の緊張が高まった。元アメリカ大統
領U. Grantの仲介で、両国間では宮古・八重山に琉球を復活させる案が1880年
に一旦まとまったが、清朝政府はロシアとの紛争や琉球士族の反対によって交渉
を中断し、琉球処分は次第に既成事実化した。

琉球処分が断行される直前から、琉球や中国は日本に併合の中止を求めてお
り、ジャーナリズムでも議論が始まっていた。すでに中国語新聞と日本語新聞の
相互参照も起こっており、『申報』（1879年２月11日）は、「日本新報議論」には
諸説があるが、概して日本では君・臣・民そろって琉球を併合しようとしてい
ると捉えた上で、琉球と中国の関係は揺るがないと主張した。一方『朝野新聞』

（２月15日）は、琉球は歴史的に日本の属国であり、「支那新聞紙」の説は「妄
誕無稽」だと主張した。

琉球処分が実行されると、『申報』（４月22日）は琉球が日本・中国に両属し
てきたことを認めた上で、琉球を滅ぼしたのは不正だと批判したが、『郵便報知
新聞』（５月２日、３日）はこれを「支那の我儘論」と評した。また『循環日報』

（６月７日）が琉球は昔から中国の属国だと主張すると、『郵便報知』（６月21
日、23日）はそれなら中国はなぜ琉球を保護してこなかったか、日本は琉球を
実際に支配し保護してきたと反論した。『朝野新聞』（６月29日）も『循環日報』

（日付不詳）に対して、琉球の中国への朝貢よりも日本との関係の方が古いと主
張し、また台湾出兵の決着を根拠に琉球処分の正当性を説いた。

こうした相互参照を通じて、中国語新聞と日本語新聞のどちらも、日中双方の
論理がかみ合っていないこと自体を次第に理解した。『申報』（1879年４月15日）
は、琉球に関する日本の新聞の主張は日本の人々の好みを反映しており、「無理」

「妄論」ではあるが「虚辞」ではないのだと述べた。一方『朝野新聞』（1879年
９月21日）も、日中双方に「理」「証」があるため争いが生じており、どちらか
が黙らない限り終わらないと記した。

さらに日中双方が当初から重視したのは、戦争の回避であった。『申報』（1879
年５月31日）は、琉球をめぐって日本と戦うべきだという主張に「理」を認め
ながらも、ロシアとの紛争への影響を恐れて戦争に反対した。一方『朝野新聞』

（６月22日、８月１日、８月７日）は、「上海香港の新聞紙」は日本側に開戦の
意図があると論じているが、それは「妄断憶測」だと主張した。戦争は仮に勝っ
ても、「東洋政略」「東洋貿易」上の損失の方が大きいからであった。

戦争の回避とともに模索されたのは、西洋列国の支持獲得による解決である。
『申報』（９月13日、11月９日）は日本は万国公法の「公論」を逃れられないと
主張し、中国と西洋列国の力を合わせれば日本と匹敵し、琉球を保護できると説
いた。こうした論調をみて『郵便報知新聞』（1880年１月17日）は、「香港上海
の支那新聞紙」には「他に依頼するの志」があり、中国に開戦の意思はないと観
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察したが、列国がどちらを支持するかは当然ながら日本にとっても問題だった。
こうした中、Grant元大統領に随行したNew York Heraldの記者J. R. Young
は、同紙（８月15日、16日、９月１日）に中国、日本での要人との会談内容に
ついて詳細に報告し、Grantによる日中間の仲裁を明らかにした。これらの記事
は直ちに、東アジアの英語新聞・中国語新聞・日本語新聞各紙に転載された35。

中国語新聞と日本語新聞の間では、独自に日中の協調を模索する動きが始まっ
た。『循環日報』（1879年10月18日）や『申報』（1880年３月18日）が「亜洲大
局」に注意を促し、日中の対立でロシアに隙を与えてはいけないと説くと、『朝
野新聞』（1879年11月５日）や『郵便報知新聞』（1880年４月28日）はこれらに
賛同した。『朝野新聞』関係者は1880年に興亜会を組織し、その雑誌『興亜会報
告』に日本・中国・朝鮮が協力してロシアに対抗するよう主張した漢文の論説が
掲載されると、『循環日報』（1880年５月10日、11日、12日）はこれを「識見卓
越」と評価して紹介した。なお王韜自身も興亜会に入会している。こうした協調
の動きは、日中ジャーナリズム間の相互参照が深化する中で起こったものといえ
よう。

しかし他方で、両者は互いの利害の相違を自覚していた。中国語新聞にとっ
て、日中協調はロシアと日本に挟み撃ちにされないため、やむを得ず琉球問題に
おける「体面」を捨てることを意味したが、これは琉球処分の既成事実化を目指
す日本側には好都合だった。香港を訪れた興亜会の日本人に対して、王韜は日中
の関係改善のために琉球の「復国」を求めたが、日本人の反応は冷淡であり、王
韜は失望を示した（『循環日報』1880年５月14日）。一方、『郵便報知新聞』（1881
年３月３日、４日、７日）は、日中に昔から「輔車唇歯の親」があったわけでは
なく、「周囲に無数の敵国を発見」してその必要を感じただけだと指摘した。そ
して台湾出兵と琉球処分で中国の政府・人民は日本に疑いを抱いており、今や

「香港上海の諸新聞」は日本の「朝鮮への野心」を論じていると観察した。まも
なく朝鮮をめぐって日中の対立が顕在化したことは言うまでもない。

おわりに
アヘン戦争以後、香港や上海にイギリス人がもたらした英語新聞は、日本の開

国以後、横浜でも発行され、記事の転載･参照を通じた報道･言論のネットワー
クが東アジアに形成された。英語新聞に触発されて誕生した中国語新聞と日本語
新聞も、翻訳を通じて、1870年代にはこのネットワークに加わった。これは東

35　これに対して、日本政府が援助するTokio Times（10月11日）は、日本政府がGrantとの会談で提示し
た日本・琉球の歴史に関する資料を掲げ、清朝政府の主張を批判した。するとJapan Gazette（11月29日～
1880年1月10日）は、Tokio Timesの主張を日本政府の公式見解とみなした上で、歴史的経緯を再検討し
て批判し、日本政府に公開の場で訂正か取り消しをするよう求めた。Yamaguchi, Eitetsu and Yuko Arakawa 
eds., The Demise of The Ryukyu Kingdom (Ginowan: Yojushorin, 2002). 山下重一『続琉球・沖縄史研
究序説』御茶の水書房、2004年、221頁。
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アジアが世界市場に編入される過程で、一つの地域として機能し始めたことを意
味する。

言論流通の基盤をなしたのが東アジアの世界市場への統合だとすれば、言論流
通の活性化をもたらしたのは、台湾出兵や琉球処分など、東アジアにおける国際
紛争の頻発だった。特に琉球処分時には、中国語新聞と日本語新聞との間での相
互参照も活発に行われた。その大きな要因は、中国と日本が戦争の危機に陥り、
双方がその回避を目指したことにあった。

こうした言論の流通を通じて、英語新聞と中国語新聞、日本語新聞の間では、
共通の関心事について互いに異なる立場や意見をもっていることが明らかになっ
た。「異論の可視化」とでも呼ぶべきこの状況を、報告者は東アジア公共圏の誕
生を示すものと考えている。



124 © 2020 SGRA

S
G

R
A

 　
　

r
E

P
O

R
T

  

no. 
90

第 63 回  SGRA フォーラム 第 4 回 日本・中国・韓国における国史たちの対話の可能性　 第４セッション：国境を越えた人の移動

金玉均の亡命に対する	
日本社会の認識と対応
韓 成敏
大田大学

［原文は韓国語、翻訳：趙 秀一（東国大学）］

要　旨

　 　金玉均を中心とした急進開化派は、1884年12月４日に甲申政変を起こした
が、清国軍の介入でわずか３日で失敗に終わって、かれらは日本に亡命した。
彼らは近代の日本社会が受け入れた最初の政治亡命者だった。

　 　亡命以来金玉均の行動は常に朝鮮·日本·清国政府の関心事であり、「金玉均
の引渡問題」は重要な外交争点だった。日本における金玉均に対する処遇は日
本政府の閣議決定により行われた。したがって亡命後の金玉均の活動と関連し
た研究は甲申政変以後の韓日関係または東アジアの国際関係を把握するうえで
重要な意味を持つ。

　 　金玉均をはじめとする朝鮮人亡命者たちは本国からの相次ぐ暗殺の脅威に悩
まされた。そして日本政府は、甲申政変との関連を否定し、金玉均らを政治的
に支援するどころか、亡命者として待遇しなかった。しかし、日本の新聞の
報道などにより日本社会の反朝鮮·反清国の感情を刺激し、開化派を「日本党」
と称するなど、金玉均らは日本の民間社会からは大きな同情と支援を受けた。
その後、朝鮮人亡命者は日本社会で大きな関心の対象となった。

　 　金玉均が日本に亡命していた時期は、日本が欧米との不平等条約の撤廃に
多大な努力を傾けていた時期だった。亡命者金玉均の存在は、日本の欧米化・
文明化を測る尺度のようなものであった。本研究は近代日本社会が金玉均を
中心にした朝鮮からの政治亡命者をどう認識し、また対応したのかを明らか
にしたい。

〈問題提起〉
　１） 近代東アジア社会における中国と日本の政治的亡命者はどのような人物で

あったのか。彼らは政治的に何を志していたのか。
　２）1890年代の日本で対外強硬論が拡がった背景には何があったのか。

発表論文8
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金玉均の亡命に対する日本社会の認識と対応 韓 成敏

　３） 19世紀後半、東アジア三国において三国連帯論あるいは三国の連帯に基
づいた東洋平和論が登場した。三国の平等な連帯に基づいた東洋平和ある
いは東アジア経済ブロックの実現は不可能な夢なのか。

１．はじめに
甲申政変（1884）に失敗した金玉均を始めとする開化派は日本に亡命した。

彼らは近代の日本社会が受け入れた初めての亡命者である。その後、「金玉均引
渡しの件」は朝鮮・日本・清の外交における争点となり、彼の活動は常に目下の
関心事であった。そして日本における金玉均の処遇は日本政府の最高議決機関で
ある閣議で決まり施行された。したがって、亡命後の金玉均の活動に関する研究
は、甲申政変後の韓日関係あるいは東アジアの国際関係史を捉える上で重要な意
味をもつ。

亡命後の金玉均に注目した先行研究では、亡命直後の金玉均の引渡しをめぐる
朝鮮政府と日本政府との交渉と紛争、1894年の金玉均暗殺事件の背後究明など、
主に国際政治史あるいは外交史の側面から捉えられてきた。

近代的な政治亡命者を初めて受け入れた日本社会の認識と対応はそれほど注目
されず、金玉均と親交のあった人物との逸話を紹介するものにすぎなかった。そ
こで、本稿では、金玉均を中心にした朝鮮の政治亡命者を、近代の日本社会がど
のように認識し対応してきたかに焦点を当て検討したい。

２.金玉均の日本亡命
金玉均や朴泳孝などの急進開化派は日本へ亡命し、1884年12月13日長崎に辿

り着いた。しかし、彼らの亡命は、すぐには公にされなかった。甲申政変の事後
処理で朝鮮及び清との交渉を予定していた日本政府は、開化派の亡命の件を公式
に否定し1、言論に対しても報道統制を実施したのである。

15日、日本の言論は初めて甲申政変について報道したが、しばらくの間、金
玉均などの亡命や甲申政変における日本の関わりについては報じなかった2。こう
した言論の報道は日本社会の反朝鮮・反清の感情を煽り、開化派を「日本党」と
称するなど金玉均および開化派を感動させた。しかし、そうした世論と違って、
甲申政変の責任を回避しようとする日本政府にとって亡命した開化派の存在は政
治的な負担であった。亡命直後、金玉均らは福沢諭吉など日本国内の知人の援助
で生活していたが、期待していた日本政府からの支援は一切なかった。そこで、
1885年５月、朴泳孝·徐載弼·徐光範は福沢の勧めでアメリカへ渡り3、金玉均は日

1　『日本外交文書』17巻、351頁。
2　『時事新報』1884年12月18日 ; 『朝野新聞』1884年12月23日、社説。
3　『時事新報』1885年5月28日。 
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本に残って甲申政変時の日本政府の介入を暴露すると同時に、甲申政変の過程を
回顧した『甲申日録』を執筆した。 

朝鮮と日本との間に甲申政変に対する責任問題は「漢城条約」の締結によって
一段落した。しかし、朝鮮政府の金玉均など亡命者に対する引渡しの要求はその
後も続いた。それに対し、日本政府は朝鮮とは「犯罪人引渡し条約」を結ばず、
亡命者たちは国事犯であるため、万国公法の規定によって引渡すことはできない
と拒んだのである4。

３.亡命直後の日本社会の認識と対応
朝鮮政府は金玉均引渡しの要求が日本政府から拒まれ続けると、最終手段とし

て刺客を派遣した。当時、張溵奎（張甲福）や池運永など刺客たちの企図は金玉
均などの策略によって失敗に終わった。その直後の1886年６月１日、金玉均は井上
馨外務大臣に書簡を送付し身元保護を要請したものの、日本政府の回答は国外退去
命令であった。

思いも寄らぬ国外退去命令に金玉均は、まずは日本の警察の力が届かない治外
法権地域である横浜に居場所を移し、駐日外交団を通して自分の助命運動を展開
した。当時、東京では不平等条約の改正のための列国会議が開かれていた5。金玉
均は日本が国際的に注目されていたこの時期を利用し、自分の問題を公論化しよ
うと試みたのである。そんな中、６月７日、井上馨は朝鮮駐在の高平小五郎臨時
代理公使に以下のような訓令を下達した。

　 金（玉均）は証拠による全ての力を動員し、裁判の手続きを通して正式に日
本政府の保護を要求しようとしている。もしそうなった場合、実に結果は深
刻になるだろう。（略）政府は準備が整い次第、金（玉均）をわが領土の外
側へと離れさせる。しかし、金（玉均）は依然として何人かの外国人をバッ
クにして提訴しようとしている。こうした状況で最も効果的な方法は、池運
永を日本不在にすることである。朝鮮政府にこの状況を知らせると同時に、
朝鮮政府にあなた個人の提案として、池運永に電報を打って直ちに日本を離
れてもらうようにとアドバイスせよ6。

このように日本政府は不平等条約の改正のための列国会議で「金玉均暗殺未遂
事件」が公論化することを予め封殺するために池運永を朝鮮に帰国させようとし
た。しかし、池運永が日本政府の要請による朝鮮政府の帰国命令を拒否すると、
日本政府は23日、彼を朝鮮に強制送還した7。一方、金玉均には11日付で内務大

4　『日本外交文書』18巻、122～125頁。
5　条約改正のための列国会議は、1886年5月から1887年4月まで全28回にわたって開催した（日本国際
政治学会編、1957『日本外交史研究』明治時代、有信堂、208頁)。
6　『日本外交文書』19巻、556頁。
7　『日本外交文書』19巻、567～569頁。
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臣山縣有朋より正式に国外退去命令が下された8。
しかし、日本は決して金玉均の国外追放を願っていたわけではないように思わ

れる。６月２日、外務大臣井上馨は金玉均の「国外退去」を命令し、それと同時
に「李鴻章などの要請通り金玉均を逮捕し清や朝鮮に引渡してはいけない」とい
うことを言明している9。とはいえ、日本政府は金玉均を東京に存置するわけにも
いかなかった。それというのも、朝鮮による暗殺企図は続くだろうし、それは日
本の不平等条約の改正に悪影響を及ぼすおそれがあったからである。そういった
日本政府の態度は、外交官の栗野が朝鮮政府の要求に回答した次の答弁にもよく
表れている。

　 政治犯引渡しは国際法に従い考慮すべき問題である。通常、犯罪人引渡しに
関する条約が結ばれていなければ、引渡されないが、ましてや政治犯引渡し
は不可能なものである。もしも金玉均を引渡す場合、日本政府の欧米各国と
の関係は困難なものになるかも知れない10。

不平等条約の撤廃を外交活動の主な目標としていた当時の日本政府は、積極的
な西欧化政策を推進しつつ、列強から文明国として認められることを喫緊の課題
としていた。したがって、政治的な亡命者に対する暗殺事件が日本で起こり、国
内治安の問題で列強に口実を与えることを避けていた。

国外退去命令は金玉均を小笠原島（小笠原諸島の当時の名称）へ送致するため
の口実であった。彼を東京に存置することも、国外に追放することもできなかっ
た日本政府が金玉均に対する対応として選んだのが流刑ともいえる送致であっ
た。しかし、名目上亡命者であり、法律に違反してもいない金玉均を送致する名
分がなかったので、国外退去命令に対する違反を口実にしたのである。７月、日
本政府は金玉均に対する国外退去方針を小笠原島への送致に変更した11 。そして
山縣有朋は警視総監や小笠原島出張所長に金玉均の処遇を細々と規定した訓令を
送った。それに従い、金玉均の生活は毎月整理され内務省及び外務省に報告され
たのである。

小笠原島での金玉均の生活は、定期船がある度に取材され日本の新聞を通して
日本社会に報じられていたのだが、特記すべきことはなかった。彼は主に禅書を
読み、囲碁をしながら時間を過ごしていた12。小笠原島の蒸し暑い気候は健康に

8　『日本外交文書』19巻、574～575頁。
9　요시노부 세가와（瀬川義信）、1981 ｢日本近代史에서 본 亡命者問題｣『韓日関係研究所紀要』10･11、영남
대 한일관계연구소（嶺南大韓日関係研究所）、169 쪽。
10　國史編纂委員會所蔵、マイクロフィルム　NO. 03059、MT1124 ｢ 栗野愼一郎復命書｣、00430～
00431。
11　『日本外交文書』19巻、582～583頁。
12　金玉均は交流できそうな人がいなかったので、小笠原島の子供たちを友として過ごしたが、後日上海まで
遂行した和田延次郞はその子供の一人であった(閔泰瑗、1947『甲申政變과 金玉均』국제문화협회（国際文化協
会）、82쪽 )。その他に柳赫魯が三ヵ月に一回ある定期船でやってきて朝鮮と日本の情勢を報告し、注文された
揮毫を書いてもらって帰ったのと、1887年、本因坊秀栄が慰労を兼ねて訪れて三ヵ月ぐらい生活を共にした程
度である。 
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悪影響を与え、金玉均は山縣に疾病のことを訴え続け、移住を求めたものの全く
受け入れられなかった13。

しかし、1888年に入り、再び金玉均と日本国内の反政府勢力との結託が懸念
され、暗殺企図の動きが察知され始めると、新任の外務大臣大隈重信は、むしろ
金玉均を都市の近くに連れてきて監視した方が有利ではないかという判断を下
し、同年８月、金玉均を北海道の札幌に移寓させたのである14。

４.日本の対清政策の変化と金玉均の東京帰還
1890年、金玉均は東京に帰ってきた。内務大臣西郷従道の提案によって閣議

を経て11月21日抑留が解除された。西郷が提示した抑留解除の理由は、金玉均
と野党の民党（民権派各党の総称）との結託や朝鮮の刺客派遣などのその間の懸
念が消えたこと、そして金玉均の療養のためであった15。しかし、内地自由居住
許可の本当の理由は別のところにあったと思われる。

金玉均の東京居住への要求はすでに小笠原島に送致されていた時期から続いた
が、その都度日本政府に拒否され、北海道に移寓させられただけであった。ま
た、朝鮮の刺客派遣問題に対しても、朝鮮駐在の臨時代理公使である近藤真鋤は
1889年の金玉均の１次東京居住の時からその可能性を警告していた16。そして金
玉均と民党との結託に対する懸念もきれいに解消されたわけではなかった。 

金玉均が内地に移住し清に向かうまでの期間は、日本の第１議会から第５議会
に当る時期であった。当時、日本政府と民党は「海軍力の拡張」と「民力休養」、

「条約改正」などの問題をめぐって熾烈に争っていた。依然として金玉均にまつ
わる政治および外交上の懸念は消えていなかったが、日本政府はいきなり内地自
由居住を許可した。当時、日本の各新聞は金玉均の内地自由居住許可を「自由解
放」であると報じたが、金玉均に対する日本政府の監視は続き、秘密文書として
報告されたのである17。

これは、日本政府が金玉均の身辺に変化が生じることを恐れていた以前の受動
的な立場から積極的な立場に転換したことを意味する。1890年代に入り、日本政
府は対外的に清国あるいは朝鮮から金玉均暗殺企図があれば、それを清との紛争
の火種として利用しようとする目的が窺える。対内的には政府と対立中の民党勢
力が金玉均を使って政府を攻撃しようとするなら、これを引き金に「大井憲太郎
事件」の時と同様に、民党勢力を弾圧しようとする意図として捉えるべきである。

13　『日本外交文書』19巻、584～586頁。
14　『日本外交文書』22巻、427～428頁。
15　『日本外交文書』23巻、335頁。
16　『日本外交文書』22巻、428～429頁。
17　金玉均の動静は完全に内務当局より把握されていた。とりわけ、これを記した文書の欄外には「秘」と筆
で書かれている。(琴秉洞、1991 『金玉均と日本─その滞日の軌跡』緑蔭書房、703～704頁)。 
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５.金玉均暗殺事件と日本の対清開戦世論の助成
内地移住と自由活動が許可され金玉均が東京に戻ると、再び朝鮮政府は金玉均

暗殺を計り始めた。金玉均暗殺の企画者である李逸稙の来日は1892年４月９日
であった18。彼は、権東寿･権在寿･金泰元･川久保常吉および上海での金玉均暗
殺の実行者である洪鍾宇などを同調者に糾合し、亡命者たちに近寄った。和田の
証言によれば、当時金玉均は李逸稙・洪鍾宇らが刺客であることをすでに知って
いたという。しかし、金玉均は彼らを通して李鴻章との談判のための清行の旅行
経費を拵えようとした。李逸稙らは金玉均の渡清計画に合わせて暗殺計画を構想
したと思われる。

金玉均の清行はその危険性のため朴泳孝や頭山満を始めとした知人から丁重に
引きとめられ、金玉均自身もそれについて充分に認識していた。しかし甲申政変
以来、同志であると信じ込んでいた福沢を始めとする日本の自由民権者らは急激
に国権論者に変わっていき、対清開戦を想定した日本政府は軍備拡張に熱を上げ
続けていた。あげくの果てに1890年帝国議会で内閣総理山縣有朋は「主権線・
利益線」という演説を通して朝鮮半島における日本の利益線の実現を公言した。
1894年当時、日本社会は対外膨張欲求が拡がっていた。そうした日本社会の動
きを捉えていた金玉均にとって、清行はリスクを伴うものであっても諦めること
のできないものであったのである。上海に発つ前に金玉均が宮崎滔天と交わした
対話は、彼が上海行をどのような覚悟で臨んでいたかを示してくれる。

（略）人間万事運命だ、虎穴に入らずんば虎児を得ずさ、李李鴻章が僕を騙さ
うと思ふて辞を卑うして迎へる、僕が奴を騙さうと思ふて其舟に乗る、先方に
行つて直ちに殺されるか幽囚さるれば即ち已む、五分間でも談話の時間を与
ふれば僕のものだ、兎に角問題は一ケ月で決する、（略）19

1894年３月23日、金玉均は上海に向かった20。その時、金玉均に同行したの
は、お付きの和田、通訳であり駐日清国公使館員である吳葆仁、そして刺客の洪
鍾宇、この三人である。金玉均は27日の午後、上海に着いたが、翌日の28日午
後３時頃、宿泊先である東和洋行の客室で洪鍾宇に狙撃され死亡する。彼の死亡
事件は、上海駐在の大越成徳総領事代理から金玉均の行動を監視しろという内命
を受けていた東和洋行の主人吉島徳三21より租界地の警察当局である工部局警察
部に通報された。 

金玉均暗殺事件は直ちに朝鮮・清・日本の三国政府に知らされ、関連国が機敏
に対応した。しかし、金玉均暗殺とその処理過程において最も素早く主導的に動
いたのは日本政府であった。日本政府は、暗殺事件の約一カ月前から香港駐在日
本領事・中川恒太郎の報告を受け、具体的な暗殺陰謀をすでに察知していた。こ

18　古筠金玉均正傳編纂委員會、1984、｢李逸植의 예심조서｣『古筠金玉均正傳』電鑛産業社、473頁。
19　河村一夫、1987 ｢李鴻章と金玉均との関係｣『日本外交史の諸問題』南窓社、14頁、孫引き。
20　『時事新報』明治27年3月27日。
21　『日本外交文書』27-1巻、487頁。
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の報告は２月10日に外務省に受け付けられた。事案の特性上そして金玉均に関
する措置が閣議で決まった以前の慣例からすれば、日本の内閣に金玉均暗殺陰謀
が報告されていたに違いない。ところが、日本政府は全く動かなかったのであ
る。むしろ金玉均の死亡を待っていたのではないかという疑念が拭えない。

こうした日本政府の一面を示してくれるのが、金玉均暗殺の前日である３月27
日、陸奥が前任の外務大臣青木駐英公使に感想を書き記した書簡である。この書
簡で陸奥は、「何か人目を驚かす程の事業をなすにあらざれば、この騒々しき人
心を鎮静すべからず」と強調した上で、「故なき戦争を起す訳にも参らず」、ゆえ
に「唯一の目当は条約改正の一事なり」と、政府の大変な状況を吐露した22。

国会開設以来、政府と議会との対立は1894年に入り絶頂に達していた。しか
し、議会の地租軽減および軍事費削減闘争は明治天皇の「建艦詔勅」一言で呆気
なく崩壊してしまった。それ以来、議会が政府の対外政策を弱すぎると非難し国
権拡張を主張したことからすれば、根本的に政府と対立したのではなかった。と
ころが、議会が十分に発言できず停会が続いただけでなく、理由を明かさないま
ま解散させる政府の圧制は反政府的な気運を議会から国民へと拡大させた。1894
年３月の総選挙においても依然として民党の優勢であった。日本政府の指導者た
ちは国内の政治的不安を打開し危機から抜け出す道を、戦争に求めるようになっ
たのである23。

甲申政変以後、対清開戦を目標に日本は軍備を増強してきたので、ある程度戦
争遂行の体制が整っていた。「理由なき戦争」として内外から糾弾されないため
にも開戦の口実を見つけ出さねばならなかった。上の陸奥外務大臣の書簡は政府
の当局者が密かに抱いていた思いを表明したものであったが24、翌日上海で金玉
均が暗殺された件が打電された25。

暗殺の事実が伝わった28日、日本政府は迅速に朝鮮駐在の大鳥公使を通して
「金玉均暗殺」を朝鮮政府および袁世凱に伝えた。朝鮮政府は袁世凱と協議し金
玉均の遺骸引渡しを協議した。29日、検屍の後、遺骸は和田に引渡され、洪鍾
宇は會審衙門に起訴された。この時点まで、上海駐在の日本総領事は和田による
遺骸の日本への輸送を反対しなかった。しかし、そういう領事の方針は本国の訓
令によって直ちに変更される。同日、陸奥外務大臣は「係わっている日本人が誰
であれ、領事は絶対過度に保護しないこと」の訓令を大越総領事代理に下達し
た26。翌日の31日には「金玉均の遺骸が日本に搬入されないように最善を尽くせ」
という訓令を下達した27。したがって、金玉均の遺骸を日本に移送しようとした
和田の努力は日本領事館の妨害で阻止されたのである。

金玉均の遺骸と洪鍾宇は清国の軍艦・威靖号で朝鮮に移送され、４月14日、
朝鮮政府に引き渡された。その日の夜、楊華鎭で金玉均の遺骸は陵遅処斬され、

22　信夫清三郞、1974『日本外交史』1、毎日新聞社、166頁。
23　信夫清三郞、前掲書、150～166頁。 
24　藤原彰、嚴秀鉉訳、1994 『日本軍事史』時事日本語史、101頁。
25　『日本外交文書』27-1巻、484頁。
26　『日本外交文書』27-1巻、486頁。
27　『日本外交文書』27-1巻、495頁。
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彼の首には「謀叛大逆不道罪人である（金）玉均を本日楊華鎭で時を待たずに陵
遅処斬する」という木牌が掲げられた28。

金玉均暗殺以後の三国の対応を見ると、朝鮮と清は初めから協力関係にあった
ことが明白である。しかし見逃すことのできないことは、日本政府はすでに金玉
均に対する暗殺陰謀を把握していたという点と暗殺の全過程において朝鮮と清が
協力できるように情報を提供したのはいつも日本であったという点である。そし
て暗殺をめぐる政局を主導的に利用したのも日本政府である。

金玉均暗殺事件は３月30日より新聞を通して日本社会に一斉に報じられた29。
その後、日本の新聞は数ヵ月間に渡って大々的に報道し続けたが、この暗殺事件
は日本国民に大きな衝撃を与えたのである。最初はほとんど金玉均暗殺に対する
哀悼の論調であったが、時間が経つにつれ、次第に変化し４月５日からは「金玉
均追悼義損金」募集のために15社の新聞社が合同で紙上キャンペーンを行なっ
た30。30日から展開されたこのキャンペーンは、日本社会で類のないこととして、
金玉均の追悼を社会全体に拡げるのに十分なことであった。 

そんな中、金玉均の遺骸が朝鮮で陵遲處斬されたことが報じられた。そして朝
鮮政府の野蛮性を浮き彫りにする記事が連日続いた31。その段階で、新聞の論調
は哀悼から次第に朝鮮と清の野蛮的な行為に対する糾弾へと発展していった32。
一方、事件直後、頭山満など金玉均の故友を名乗る在野の対外強硬派は「金氏友
人会」を結成し大々的な追慕事業を展開した。世論は文明の力をもって野蛮を膺
懲すべきであるという、すなわち対清開戦の要求へと発展していったのである。

こうした動きに対し、日本政府の措置は、表向きでは徹底した放棄であった。
当時、反朝鮮・反清の世論を助成する代表的な新聞は福沢の『時事新報』と『東
京日日新聞』であった。『時事新報』はすでに1885年、福沢の「脱亜論」をきっ
かけにして対外侵略論を堅持していた。そして『東京日日新聞』は明治政府の機
関誌であった33。このことは日本政府が言論を通して金玉均暗殺事件を対清開戦
世論の助成に利用したことを物語る。

５月15日になると、衆議院では金玉均暗殺事件に対する政府の対応を批判す
ると同時に、対清開戦も辞さないという要旨の演説が行なわれた。31日は、政
府の軟弱外交を批判し「内閣弾劾上奏案」が可決する。これに先立ち、20日に
は「金氏友人会」の主導で貴族院・衆議院議員および全国82社の新聞社代表が
葬儀委員として参加し、「金玉均葬儀」が盛大に行なわれた34。また、日本の文化
界では金玉均の暗殺をテーマにした演劇が高い人気を誇っていた。それは金玉均
暗殺をめぐる朝鮮および清への糾弾とそれに対する膺懲を描いていた35。 

金玉均の葬儀が行なわれた翌日、的野半介は玄洋社の代表として川上操六参謀

28　『日本外交文書』27-1巻、507～509頁、506頁。
29　『時事新報』･『東京日日新聞』･『國民新聞』明治27年3月30日。
30　『時事新報』明治27年4月5日。
31　『東京日日新聞』明治27年4月18日 ; 『時事新報』明治27年4月18･24日 ; 『國民新聞』明治27年4
月29日。
32　『東京日日新聞』明治27年4月17日･20日 ; 『時事新報』明治27年4月24日。
33　松下芳男、1960『日本軍制と政治』くろしお出版、211～218頁。
34　『時事新報』明治27年5月22日。
35　琴秉洞、前掲書、867～868頁。



132 © 2020 SGRA

S
G

R
A

 　
　

r
E

P
O

R
T

  

no. 
90

第 63 回  SGRA フォーラム 第 4 回 日本・中国・韓国における国史たちの対話の可能性　 第４セッション：国境を越えた人の移動

次長を訪れ、清との開戦を主張した。川上は「何分にも伊藤首相が非戰論の親玉
であるから、如何なる理由があつでも戰争などとは思ひも寄らぬことである」と
述べたが、直ちに語を改めて「誰か一人附け火をする者はないか。火の手が擧が
りさへすれば火消しは我々の任務」と答えた36。このように日本政府は対清開戦
世論の助成において公に乗り出さなかったものの、受動的に開戦世論に従うよう
な姿勢をとったのであるが、それは日清戦争で列強の干渉を懸念した日本政府の
一貫した方針であった37。この頃、日本の世論は対清開戦に統一していた。実際、
世論で強硬論と開戦要求は質的に違うものである。日本で一般的な対清強硬世論
が具体的な対清開戦要求へと転換する決定的な役割を果したのが金玉均暗殺事件
であった。

日本国内の統一した強硬世論を基に、日本は迅速に決戦体制に突入した。参謀
本部はすでに５月下旬から朝鮮派兵のための輸送準備に着手し、６月５日に戦時
大本営を設置、翌日の６日に清兵の派兵が知らされると、直ぐに朝鮮に派兵し
た。７月16日には新しい「日英通商航海条約」が調印されることで、日本政府
が何より懸念していた清日開戦に対する列強の干渉も排除された38。

このように、開戦に対する国内外の理解を得た日本は、23日韓国の景福宮占
領を皮切りに日清戦争に突入したのである。

６.おわりに
亡命以降の金玉均の処遇は、日本政府の対朝鮮および対清政策によって変わっ

ていった。日本政府は開化派の亡命直後、甲申政変の責任回避のために彼らが亡
命した事実そのものを否定した。その後、「朝露密約」、巨文島事件によって朝鮮
が列強の角逐の場として台頭すると、甲申政変後、朝鮮問題において直接的な対
清牽制力を失っていた日本は金玉均引渡しの件を対清共助のための交渉カードと
して利用した。しかし、朝鮮の暗殺企図が続き、日本国内の反政府勢力と金玉均
との連携が気掛かりであった。それは当時日本の最大問題であった不平等条約の
改正に悪影響を及ぼす恐れのある問題であった。金玉均を国外追放することもで
きず、かといって国内に存置することもできなかった日本政府は金玉均を小笠原
島・北海道へ送致した。

1890年以後、日本政府の対外政策が変化するにつれ、金玉均の自由居住が許
可されたが、監視は続いた。これは、金玉均の身の上の変化は朝鮮・清・日本、
三国の外交紛争になり得る問題であるので、それを避けようとした日本がこの時
点においては積極的な金玉均の活用政策へと立場を転換したと捉えることができ
る。そして、最後に金玉均の暗殺事件は日清戦争のための日本国内の世論統合と
対外的な名分獲得に利用されたのである。

36　玄洋社社史編纂会、1917『玄洋社社史』435～437頁 ; 黒龍会編、『東亜先覚志士記伝』上、原書
房、143～144頁。
37　陸奥宗光･김승일（キム・スンイル）訳、1993『건건록（蹇蹇録）』、범우사（ボム社）、36頁。 
38　『日本外交文書』27-1巻、113頁。
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近代中国女性の	
モビリティー経験と	
女性「解放」に関する再考
秦 方
首都師範大学

［原文は中国語、翻訳：解 放（東京外国語大学）］

要　旨

　 　近代中国女性のモビリティー（移動）経験は、1840年以降の中国社会で起
きた変化を物語っている。例えば、物質生活の面においては、新しい交通機関
の現れがその一つである。同時に、女性のモビリティーは、その思想が閉鎖か
ら解放へと移行することを反映している。もとより称賛されていた「深居閨
閣」（閨に居る）という女性の生き方と、それを支える道徳観は、逆に女性の
不開化の根源とされて批判されるようになった。それに代わって、閉鎖状態か
ら解放する新しい女性像が称賛されるようになる。そのために、女性のモビリ
ティーは当時の人々によって楽観視され美化されており、女性解放の象徴とな
る。しかし、そのようなモビリティーへの推賞は、歴史記述の面においては、
当時の人々ないし学者が進歩と解放などといった現代の特質を鵜呑みにする態
度を反映している。女性の「解放」はいうまでもなく、女性の暮し方に大きな
変化をもたらしたが、それ自体は自明の概念ではない。その背景には、殖民主
義によって支えられた言論覇権の歴史的枠組があった。「解放」と「圧迫」の
内容は、そのような言論覇権によって決められたものである。もしそれを十分
に批判せず、その現代性と正当性を鵜呑みにし、さらにそれを中国社会と女性
の改革とに用いると、思想と社会との間にズレが生じて、女性が犠牲者となる
と考えられる。そのために、女性「解放」という課題の歴史性を正しく認識す
る必要がある。さらに、「解放」された後、女性がより複雑な問題を前にする
ようになる。如何にそれらに対処すべきかを考えるべきである。そのような思
考を通して、女性は政治的・道徳的・経済的な負担をせずに自由に「解放」と

「圧迫」を選ぶことができるようになると思われる。

〈問題提起〉
　１） 他のアジアの国においては、女性が公共空間に進出する時、どんなチャン

発表論文9
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スと挑戦に遇ったか。
　２） 中国では、「解放」という言葉は最も早く、女性纏足の習慣に関する論述

に見られたが、アジアの他の国においては、その発生はどこからか。
　３） もし「男」「女」というカテゴリー（性別としての「男・女」のみなら

ず、メタファーとしての「男・女」をもいう）から脱出するならば、女性
の経験を思考するためには、ほかにどんな構造や枠組が考えられるか。

本稿では20世紀初頭の中国人女性のモビリティー（移動）経験に焦点をあて、
女性の「解放」思想を分析しようとする。所謂モビリティーとは、士紳階級出
身の女性が、女学校や慈善と政治運動などに参加することによって、その身体、
イメージ、言説などが公的空間において流動することを指す。こうしたモビリ
ティー経験は、物質的には19世紀後半から隆盛した新しい交通手段と現在の大
衆メディアによって生まれ、また言説が「幽閉」から「解放」へと変化したこと
を反映している。当時の人々は、女性のモビリティー経験に対してある種の楽観
的・美的イメージを抱いており、モビリティーそのものは、女性の解放の象徴と
なった。しかし、歴史や歴史記述の視点から見れば、モビリティーに対するこの
ような推奨は、当時の一般人や知識人が、近代性が持つ進歩性と解放性を受容し
ていることを反映していると言える。女性の「解放」は決して自明な概念ではな
い。植民主義と言論覇権の歴史的フレームが内在している。したがって、私たち
はモビリティーに関連する女性の「解放」思想に対して十分に警戒しなければな
らない。

１.	「幽閉」から「解放」へ	
─身体・イメージ・言説の転換─

1905年、秋瑾（1875-1907）は、若い女性の日本留学を励ますために、次のよ
うな浪漫に溢れたことを語っている。「我が国の女性は経済的に困窮していたた
め、許された期間があまりにも短く、志を持っていても実現できなかった。その
後、動きやすく簡素な服装で、閉ざされた部屋から出て、楽しい気持ちで船に乗
り、自由の空気を吸いながら、東にわたり、学業に励む準備をした。」1　実際、
20世紀初頭、秋瑾のように家の外の世界を楽観的に思い、胸を躍らせた女性は
少なくない。数多くの士紳階級の女性は、学校教育のために、あるいは国や民族
の政治に参加するために、頻繁に家を離れ、都市、省や国境を越え、公的にも私
的にもモビリティーする集団となったのである。例えば、当時の公的空間におい
て最も活躍している女性教員と女子生徒は、それまではずっと家の中に閉じこ
もっていたが、女学校の出現によって、教授や学習のために家を出るようになっ

1　秋瑾『実践女学校付属清国女子師範工芸速成科略章』、『秋瑾全集箋注』（郭長海編集、吉林出版社、
2003年、p368）
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た。距離が近い場合、彼女たちは毎日家から学校まで歩き、時には人力車に乗っ
て学校から他の公的空間に移動して活動した。距離が遠い場合、蒸気船や汽車の
ような近代的な交通手段を利用して、新しい学校や都市、そして国家に移動し
て、教師や学生となった。

このようなモビリティーは、身体の移動のみではなく、女性の言説、文字、更
にイメージなどが社会において伝播され流通されることを含む。今まで比較的に
研究されてこなかった清王朝末期の女学生の写真に注目すればわかるように、19
世紀末から20世紀初頭、都会における撮影技術の流行にともない、数多くの女
性教員と女子生徒は写真を撮り、互いに送り合い、もしくは出版していた。写真
の撮影と流通は、身体の移動ほど頻繁ではなかったが、その流通の範囲と影響は
身体の移動と同じ程度であった。写真は、文字ほどの解釈のシステムを持たない
が、写真を撮られる側の社会的身分と地位を明確に示すことができる。被撮影者
の姿勢や服装、装飾、背景などが被撮影者の身分を提示しているだけでなく、そ
の写真の流通方法そのものも、自己の説明の有効な手段となっている。従って、
身体の移動やイメージの伝播は共に「重要な能動性の場」2を形成している。その
中で、女性は自らの身体や行為、イメージ、社会関係に対して検討、把握、コン
トロールするようになり、最終的に、新しいジェンダーの規範とモラルの境界を
形成した。

もっと広い視点から見ると、モビリティーの重要性は、単に清末の女性が家の
外での経験を増やしたところにあるのではなく、「幽閉」から「釈放」へと言説
の時代的転換が見られるところにある。中国の伝統社会、とりわけ、宋の時代以
降では、儒教思想の世俗化によって、女性は意識的に「幽」（奥ゆかしさ）、「嫻」

（上品さ）、「貞」（貞淑）、「静」（静粛）を自らのモラルの規範としてきた。もち
ろん、家の内と外を区分するということで、女性が事実上全く家を出なかったと
いうわけではない。明清歴史の専門家によれば、少なくとも、明清の時期には、
多くの士紳階級の女性は、親戚を訪れたり、郊外で散歩したり、寺院を参拝した
り、時には他の家で居候しながら家庭教師をしたり、もしくは家族と長旅に出た
り、家事を手伝ったりしていた3。しかし、当時の女性は外出する際、外の世界と
接触を慎みながら行動することで、個人のモラルと社会的地位を表そうとした。
こうした行為の規範と公的空間への警戒は近代まで続いてきた。例えば、曽国藩
の娘である曽紀芬（1852-1942）は、その自筆年譜の中で、「私は幼年にも関わら
ず、姉たちに従って一歩も外に出ることがなかった」4と回想している。注目すべ
きことは、この記述は単に曽氏が青年期に「内外有別」規範を実践したことでは
なく、彼女が80歳の高齢にも関わらず、依然として当時の規律を忠実に守った
ことを意識的に強調している点である。

2　Judith Butler, Bodies that Matter: On the Discursive Limits of “Sex” , New York & London: 
Routledge, 1993, px.
3　Timothy Brook, The Confusions of Pleasure: Commerce and Culture in Ming China, Berkeley: Uni-
versity of California Press, 1998, pp. 182-185; Dorothy Ko, Teachers of the Inner Chambers: Women 
and Culture in Seventeenth-Century China, Stanford: Stanford University Press, 1994, pp115-142, 
219-224;
4　『崇德老人自訂年譜』、李又寧編集『近代中国婦人自叙文選』第一号、聯経事業出版社、1980年、p15
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しかし、こうした「幽」に傾倒する言説と実践は、19世紀後半から批判や否
定されるようになった。西洋から中国に来た人たち（主に宣教師）と中国のエ
リートたちは、自分たちこそが女性の解放者であると主張し、家に閉じ込められ
て慰み物化しているという中国人女性のイメージを作り出し、女性が家に閉じ込
められることによって得られる奥ゆかしい上品さを批判している。かつて女性た
ちが能動的に美徳として認識して選択した「幽」という徳目は、「困」（閉じ込め
られる）という受動的かつ無力感に溢れる俗悪と変容してしまった。林楽知の

「幽閉」論は典型的な言説である。林楽知によれば、中国人女性を抑圧する三つ
の習俗のうち、２番目に「幽閉」を挙げている。「中国で高い身分の女性は、外
の俗悪に染まることを恐れ、一生家を出ることがない。女性を釈放させないこと
は、教化が良いものではないということを示し、女性を永遠に幽閉していること
は、教化が進んでいないことを意味する」5。これに対して、林楽知は「釈放」と
いう単語を提示し、「幽閉」を打破する良薬であるとしている。「女性を釈放する
とは如何なることなのか？　世界の人々を釈放することは、最も重要なことであ
り、女性を釈放することは、東の諸国を救う良い方法であろう。中でも中国は最
も深刻であり、その病症への処方薬として、これを除いて効くものはないであろ
う」6。宣教師と中国の士紳階級の解釈と宣伝によって、中国人女性が本来の推奨
されてきた「家の中で生活する」ライフスタイルと、そこから生まれるモラル
は、この時期に徹底的に変容し、女性の原罪となり、改革しなければ存在できな
いものとなった。

こうした受動的、無力的に部屋に閉じ込められた女性のイメージと、顕著に比
較されているのは、同時代に賛美されていた、逆境を乗り越え、明るい人柄を持
ち、活気的に生きる新女性像である。中国人女性、広く東洋の女性は、「網から
逃れ、塀を越え、雷や波のごとく、束縛から抜け出すその進歩の速さは、驚くほ
どであった」7とあるように、旧秩序を打破する行動の主体として期待された。立
ちはだかる壁を打ち壊してこそ、女性は自由な新世界に入ることが可能となる。
このような女性の気質に関する言説の変化は、清末の女性の身体、言語、イメー
ジ、そして観点が事実と想像の空間におけるモビリティーに対して合理性と合法
性を提供した。

２.モビリティーとモダニティーの混同
しかし、注目すべきことは、清末におけるモビリティーの言説の背後に、当時

の人間が現代的進歩、開放、文明の特質に対する楽観的な想像と過剰な美化が見
られるが、その具体化と実現には相当に苦労したという点である。女性たちが、
国家のため、女学校のため、独立のために、都市空間とメディア空間の間を移動

5　林楽知編集、任保羅口述『論中国変法之本務』、『万国公報』、1903年第167号、pp7-8
6　前掲書、p7。
7　『東洋女界之新現象』、『万国公報』、1906年第215号、pp63-64
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する時、モビリティーが、彼女たちの活動範囲を拡大し、アイデンティティーを
変容させたのも事実であるが、同時に、内外の区別と、優雅と低俗の区別を曖昧
化させてしまったため、かえって女性の文明的イメージを損なう結果となった。
その結果、本来モビリティーを推し進めてきた社会の雰囲気は、女性に対する伝
統的性別の規範を守護し強化させ、最終的に、ある種の「自由であるが道徳範囲
内」という混同された女性の気質を形成させた8。

先述したように、秋瑾は女性たちが楽しんで船に乗り日本へ行くことを勧めて
いたが、自分が日本刀を持参して旅したことについては隠していた。秋瑾の親友
である呉芝瑛の回想によれば、「彼女は日本からの帰りに上海を渡った時、自分
の大変だった留学生活について語りながら、新しく入手した日本刀を見せ、『弱
い女性として、万里の道を三等の船倉でクーリーと一緒に数回往復した。暑い気
温の中で、病気で倒れることも何度かあった。自己防衛として頼りになるのはこ
の刀だけだったので、身から離すことはなかった』と語った」9。

また、遊女と新女性は写真を撮ることがよくあったが、前者はファッションの
流行を導く存在ともなった。従って、優雅と低俗の区別を強調するために、新女
性は写真を撮る際、姿勢、服装、背景などの細部を利用して、自らの文明性と近
代性を表そうとしていた。それだけでなく、大部分の新女性の写真は、近代的啓
蒙と啓発を趣旨としている雑誌に掲載されることが多い。（主に女性雑誌）10こう
した雑誌の創刊者の多くは、女性の教育や男女平等、国家と民族の危機などの話
題に高い関心を持っていた。このような写真は、決して世俗的な娯楽を趣旨とす
るタブロイド誌には掲載されなかった。言い換えれば、新女性と遊女の写真は、
ともに公に晒されているが、その掲載される媒体と写真の流布経路が、優雅と低
俗を区別するものとなるため、新女性は、依然として公の視線の中で、自己の文
明性と進歩性を保つことができたのである。

しかし、注目すべきことは、こうしたモビリティーに対する推奨が、実は権力
的な言説が浸透したことによって生まれた一種の想像であり、それは同時代の中
国人が、近代性が持つ進歩、開放と発展という特質に対する楽観的な想像と過剰
の美化が反映されたものであるという点である。このような傾向は21世紀まで
続き、最も批判精神を備えているフェミニストでさえ、十分な警戒を示さなかっ
た。例えば、エリザベス・プリチャード（Elizabeth A. Pritchard）は、西洋の
ジェンダー歴史研究において、女性史研究家が、無意識にモビリティーと西洋の
ポスト啓蒙時代の発展と進歩的言説とを関連付けたことによって、所謂、解放性
を説くフレームが、時には女性の利益を損なう罠となってしまうということにつ
いて鋭く指摘している11。

先述した秋瑾を例にすると、このような新女性は、大衆を相手に宣伝する際、
美しい側面を強調するが、プライベートの交流と現実の生活においては、彼女た

8　純夫『女子教育』（その一）、張玉法編集『近代中国女権運動資料』、龍文出版社、1995年、p642
9　呉芝瑛『記秋女侠遺事』、中華書局上海局編集『秋瑾集』、中華書局、1960年、p190
10　煉石『発刊詞』、『中国新女界雑誌』、1907年第1号、p3
11　lizabeth A. Pritchard, “The Way Out West: Development and the Rhetoric of Mobility in Postmod-
ern Feminist Theory,” Hypatia 15: 3 (Summer 2000): 57.
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ちは新しい交通手段とモビリティー経験に対してある種の警戒心を同時に抱いて
いた。このような警戒心は、女性の解放を核とする近代的言説が、女性が家を出
ることを促しているが、その近代の言説自体（ナショナリズム、フェミニズムな
ど）が、この時期にはまだ概念や意義についての議論が絶えなかったため、モビ
リティーする女性に対して実践的規範を提供できなかったことによる。この行為
規範は非常に重要であり、日常生活での絶えない実践を通してこそ、自然と心理
的にも、また行為の基準として内在化できるものである。秋瑾の例が典型的であ
る12。彼女が家を出て、蒸気船で日中を往来する際に、そのモビリティーへの期
待と解放への憧れは、彼女に、乗船している他の階級の異性との共同生活によっ
て生まれる危険性について何も教えなかった。結局、彼女は最も伝統的な自己防
衛の手段を取ったのである。

３.	「女性の解放」という分析フレームと思考
パターンへの反省

従って、私たちは女性のモビリティー経験を歓迎すると同時に、必ず一時停止
のボタンを押さなければならない。そして、女性の解放という慣性的な思考と歴
史的評価に対して考えなければならない。この思考には二つの側面があり、女性
の解放は歴史的経験であり実存であると同時に、アカデミックと社会運動におけ
る理論分析フレームと思考パターンでもある。

近代以降、数多くの社会思潮と観念が欧米から日本を経て中国に入った。例え
ば、国家、民主、科学などが挙げられる。こうした観念と言葉における中国での
伝播と受容過程とを比較すると、私たちの女性の「解放」の背後に隠されている
植民主義的イデオロギーに対する警戒心が足りないことがわかる。その結果、女
性の「解放」は近代中国女性史において最も重要なキーワードとなり、また、多
くの学者が使用する言葉となった。

なぜこのような現象が起きたのだろうか？　筆者は以下の二つの側面から考察
してみたい。まず、女性が動員される過程における道具性が指摘される。近代歴
史の発展過程において、ナショナリストやフェミニスト、政党組織、または国家
政権、これらはいずれも、女性の動員を重要な課題としてきた。彼らは女性が国
家と社会改造における重要な役割を果たす存在であると考え、女性の思想の解放
について盛大に宣伝した。その結果として、20世紀や21世紀でさえ、私たちが
女性の解放を支持しようが、反対しようが関係なく、それそのものが、私たちが
女性の問題を考える上での基準となり、ある種の日常的で常套の思想となった。
その次に、女性の解放の結果から見ると、これは確かに近代女性生活の経験を大
きく変容させている。例えば、身体の変化や教育を受けること、職業の発展、経
済の独立、自主意識の形成などが挙げられる。いつしか「解放」を経て、女性が

12　Tani E. Barlow, “Theorizing Woman: Funü, Guojia, Jiating,” in Body, Subject and Power in China, 
eds., Angela Zito and Tani E. Barlow, Chicago: University of Chicago Press, 1994, p261.
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自主性と主体性を持つ集団となったので、これは非常に嬉しい成果と言える。
しかし、ジョアン・スコット（Joan W. Scott）が述べているように、私たち

は、女性が主体性を得たことが解放の一種の勝利だと思っているが、この主体性
という課題自体が虚偽の命題であることを看過してしまったのではないだろう
か13。なぜ私たちは主体性を近代の女性解放の証と見なすのだろうか。この問題
の背後には、伝統的女性は主体性を欠いた集団であることが暗示されているので
はないか。こうした持つ/持たない、伝統/近代といった二元対立構造は、正に
私たちが他の領域においても繰り返し問うてきたものではないだろうか。なぜ女
性の「解放」もしくは、女性史に限って、私たちは簡単に楽観的、美化的に「解
放」の勝利を祝うのだろうか。つまり、私たちは、自明となってしまった観念か
ら脱皮し、女性史を記述し語る時、使用されている基本フレームと概念に対して
歴史的に繰り返し省察しなければならない。21世紀の私たちは、未だこの近代
性という居心地の良い場所（comfort zone）の内から、こうしたフレームと概念
を受容してきたのではないか省みなければならない。

筆者はいくつかの例を通して、こうした歴史性を孕む課題と思考が、どのよう
に21世紀の今日においても、私たちに歴史と現実の中の女性の問題を想像する
ために、自然に受容してきたかを明らかにしたい。
第１に、ある種の経歴は「解放」と見なされるということである。例えば、足

を自由にさせる、学校の教育を受ける、家を出る、モビリティーする、利益を生
む、婚姻の自由など。一方、他の経歴は解放の対立面にある「抑圧」とされてい
る。例えば、纏足、文字が読めない、家の中に閉じ込められる、他人の利益を分
ける、親が配偶者を決める婚姻など。しかし、私たちはなぜ前者を「解放」の構
造内に入れ、後者を「抑圧」の構造内に入れるのか反省することがない。これ
は、清末からの女性の気質に関わる「定義システム」（defining system）の変化
と直接的に関連している。長い間、士紳階級の女性は自分達を儒教の性別規範の
定義者、実践者、守護者と考えてきた。しかし、清朝末期になると、今まで自ら
の身分を証明するものが全て否定されるようになった。纏足は野蛮の象徴とな
り、家の中で生活することは生産をしていないことになり、生産せず利益を分け
る根源にもなっている。女であること、妻であること、母であることは、自分の
小さな家しか意識せず、国家を無視するとして非難された。才女という役割は、
国と民族の危機と相入れないため酷評される対象となった。このように彼女たち
のエリートの地位は脅かされていた。このような状況で、彼女たちは自分達のエ
リートとしての資源と階級の優位性を利用して、足を自由にさせること、学校教
育、公共道徳、国家と民族などの近代的な物差しを持って、「尊卑価値の秩序」14

を再構築することで、彼女たちがこの新しい社会階級の最上階に位置しようとし
た。女性エリートの自らへの権力付与と、自分たちが女性の変革を牽引すべき存
在であるという意識は、彼女たちが士紳階級出身の根深いエリート意識に由来し
ている。従って、こうした現代のレッテルを基準とすれば、ある種の新しい権力

13　Joan W. Scott, “The Evidence of Experience,” Critical Inquiry, 17: 4 (Summer, 1991): 773-797.
14　劉人鵬『近代中国女権論述：国族、翻訳、性別政治』学生書局、2000年、pp166-167
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政治が伝統的社会層の上に立つことになる。このような女性エリートたちは、新
興の女性文化、ジェンダーメカニズム、社会階級において優位性と主導性を保ち
リーダーシップを発揮しようとした。
第２に、女性地位論、即ち、「女性のレベルの高さは、国家の文明程度を象徴
するもの」であるという論理である。今日にも、この観念は社会に広がり、疑う
事のない真理と見なされている。しかし、この観点は実は19世紀末に西洋の植
民地主義的イデオロギーの拡張によって中国に入ってきたのである。林楽知など
の宣教師が『万国公報』に掲載した文章の中で、「一国家の教化を論じる際、女
性の地位を観察しなければならない。そのことによって教化のレベルを定めなけ
ればならない。西洋の文明に教化された国では、女性は皆平等であり、東洋の半
ば教化された国では、女性は皆平等ではない。全く教化されていない人々の中
で、女性は、奴隷や家畜同様に扱われている。中華は東洋の国において、教化さ
れた大国であり、それは女性への態度から伺え、教化された国であることが直ち
に証明される」15と言及しているように、彼らは地位と性別、国家、民族を関連
づけることによって、国家を単位とする一つの階級観念を構築した。この観念は
グローバル的植民秩序と高度に一致している。例えば、女性の地位の低い国を論
じる際、林楽知などはよく、インド、朝鮮、中国などのような、植民地拡張にお
いて遅れている国を挙げている。その後、フェミニストやナショナリストたちは
なんの疑問も持たずに、こうした女性の地位を国と民族を評する基準として受容
した。しかし、その背後に隠されている植民地イデオロギーに対しての省察はな
かった。
第３に、男女の平等である。中国の近現代歴史において、女性は絶対的平等と

相対的平等の間で揺らいでいることがわかるが、この揺らぎは数多くの歴史問題
を生じさせ、今日に至るまで、多くの女性はこの両極端の間で揺らいでいる。例
えば、女性は家を出て、男性と同じように働き、収入を得て、家族を養わなけれ
ばならない。しかし同時に、女性は家での家事や育児という責任も負わされてい
る。どちらも、立派にこなしても、できなくても、批判され否定されてしまうの
である。現在の理想としての女性のイメージは、家の内でも外でも活躍できる
スーパーウーマンであり、彼女たちは人から羨ましく思われる職業を持つと同時
に、家事を、とりわけ育児を完璧にこなさなくてはならない。

男女の平等問題は、近代以降、女性の解放構造の中から生まれ、性別本質主義
的な傾向を表している。簡単に言えば、中国の儒教による家族秩序の中では、男
女、乾坤、陰陽は関連し、互いに補完している。男女は同じ「人間」として、地
位は平等であるものの、上下という「区別」が見られる16。近代になり、儒教の
倫理規範の関係性における身分に揺らぎが生じ、疑問視され、ついには転覆さ
れて、ジョン・フィッツジェラルド（John Fitzgerald）が述べる「カテゴリー・
アイデンティティー」（categorical identity）が形成されるようになった。「女
性」というカテゴリーを例に、この分類の中では、全ての女性は共同の性別特質

15　前掲書6
16　前掲書14、pp1-72
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を享有すべきであり、秋瑾のような夫と子供と能動的に離れ、日本に留学する
女性は、「女性世界のロールモデル」とされた。このように女性を一つのカテゴ
リーに分類し、男女の平等を一種の社会の理想とすることは、近代国家の出現と
国民を新しい道徳的秩序と見なすことと同じ脈絡であり、更に、近代国家の平等
と種族の平等が理想的な秩序となっているのと同じ脈絡である17。例えば、清末
に、多くの新女性は「女性界」と自称し、「男性界」との相互援助を呼びかけて
いた。また、「女性界」は「商界」や「軍界」、「学界」などの表現と併記されて
いる。興味深いのは、「男性界」は「女性界」としか対照されず、ほかの「各界」
と並んで論じられることはなかった。これは、「商界」、「兵界」、「工界」、「学界」
などが、当然として男性によってできた「界」であることを表している。

４.結語
最後に、問わなければならないのは、女性は近代の基準で解放されてからも、

なぜこの美しくて新しい世界の快楽を実感できないだけでなく、これまでと同じ
ような苦悩と苦痛を感じているのだろうか。今まで、私たちはこうした家の内と
家の外の二重の負担が生じた原因を、女性の解放が徹底的に行われていないこと
によるものと考えてきた。従って、この過程において生じた挫折は、性質的には
保守的なものであり、時間的には一時的なものであるため、それは永遠に女性の
前進を阻止することはできないと説明してきた。しかし、どのような標準で「解
放」の徹底度を測ればいいのだろう。あるいは、私たちは思考を変え、解放が不
徹底であるのか、それとも、解放という枠組み自体が最初から間違っていたので
はないのかという問いを立ててみてはどうだろうか。私たちは、この枠組み自体
に内在している権力的言説と構造に対して十分な警戒を持たず、もしくは意識し
ないまま、この枠組が提示してきた近代性と合法性をそのまま受け入れ、そして
この枠組を使用して中国の社会と女性を改造しようとしていたのである。結局、
新しい思想が中国の社会に相容れられず拒否反応が起こりその対価を払った（男
性も同様であった）。従って、私たちは、女性の解放という思想パターンの歴史
性を思想的に意識しなければならない。女性たちが解放された後に直面した複雑
な局面を注視し、国家、社会、制度の側面からこうした複雑な局面においていか
に対処すれば、女性たちが自ら真の選択ができ──「解放」を選択しようが「抑
圧」を選択しようが──そのことによって政治的圧力や道徳的に困難な状況、生
活の負担なども背負わなくて済むのか、真摯に悩まなくてはならない。

17　John Fitzgerald, “Equality, Modernity, and Gender in Chinese Nationalism,” inDoris Croissant, 
Catherine Vance Yeh, and Joshua S. Mostow eds., Performing ‘Nation:’ Gender Politics in Literature, 
Theater, and the Visual Arts of China and Japan, 1880-1940, Leiden; Boston: Brill, 2008, p24.
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発表者相互コメント１　塩出浩之（京都大学）
まず、韓先生のご発表に対するコメントからお話しします。日清戦争に至る日

本の政策ということについてですが、1880年代から90年代の日本は、朝鮮半島
が清国やロシアに支配されることを非常に恐れていました。強迫観念といっても
いいと思いますが、非常に恐れていて、中国やロシアに朝鮮が支配されないよう
にすることが、日本にとっての安全保障であるという議論が政府民間を問わず、
共通の理解としてありました。そのために、朝鮮を独立させる、あるいは近代化
しないといけないというのが、一番強い意見であったと思います。その結果、確
かに対外強硬論というのが出てきたと思いますが、朝鮮を支配するというのは、
そのなかのひとつの選択肢であったというふうに考えています。

それから、金玉均の亡命ということに関して質問があります。亡命自体は不法
に行われたということでよろしいかと思いますが、日本から中国に渡る際に、確
か報告の中で日本政府がパスポートを発行したのではないかとおっしゃったと思
います。私はこの点に関しては疑問に思いました。果たして朝鮮における国境管
理、中国における国境管理というのはどのようなものであったのかということを
知りたいと思っています。また、日本政府がもしパスポートを発行したとした
ら、それは「岩田秋作」という名前のパスポートなのかということです。それも
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【質疑応答】
第4セッション発表論文への	
コメントおよび討論
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どう理解したらいいのかお聞きしたいと思いました。
次に秦方先生のご報告について、まずコメントです。女性を教育するという

か、女性を文明化することが、中国が文明国として見られるために必要であると
いうような考え方は、日本でも同じように見られました。つまり日本が西洋の国
から文明国として見られるためにこそ、女性の教育をすべきだという議論が、非
常に共通しています。秦先生の論文では「女性地位論」と書かれているものです
が、これはとてもよく似ていると思いました。ただ、日本で女性の解放という議
論が出てくるのは遅く、1910年代ぐらいだと思います。それ以前はむしろ、母
性を保護するとか、良妻賢母をつくるといったような形で文明化ということが議
論されていたように思います。その点が違うかもしれないし、あるいは中国には
そういう良妻賢母というような議論はなかったのかということが気になりまし
た。

それから質問ですが、女性の解放というものが必ずしも女性を自由にしないの
ではないかという大きな問題提起がありましたが、果たしてこれを秦先生が、東
アジアにおける課題と考えているのか、それとももっと普遍的な問題として考え
ているのかということを知りたいと思いました。以上です。

発表者相互コメント2　韓	成敏（大田大学）
塩出先生のご発表を聴きながら思ったのは、当時の新聞が他の新聞の記事を同

じく載せたりもしていましたが、私はそれよりも、当時の新聞を見ると普通４
ページ程度の分量で、そこに入る情報はかなり限られています。ですから、その
限られた情報を果たして誰が決めるのかという問題があるのではないかと思いま
した。表面的にみてその新聞社の編集局だとすれば簡単かもしれませんが、当時
編集局があると言えるような規模の大きい新聞社があったのかどうかも疑問です
し、編集局があったとしても、ある情報は載せて、ある情報は載せないという価
値判断が下されたのが新聞記事だと思いますが、それがどのような構造の中で決
定されたのかが疑問でした。

それから、秦方先生のご発表を聴きながら、率直に言って、私はずっと頷くば
かりでした。私は当時の中国の女性運動についてはあまり詳しくないのですが、
一つ知っていることは、東京で留学してから帰って女性運動と女性教育において
先駆的な存在になった秋瑾の活動です。これが中国の女性運動についての私の認
識です。ところで、例えば纏足は女性に対する圧迫として代表されますが、私が
知っている中国は広くて、また地域ごとに偏差も大きいのですが、そういう中国
の女性の解放運動というのを一つの流れだけで説明できるのか、これが聴きなが
ら思った疑問です。たぶん地域別に違う様相だったのではないかと思います。そ
の前の伝統から見ても、元々男女の関係が纏足をするほどのものではなく、現在
私たちが評価するなら、より平等な地域もあったと私は思っています。だとする
と、中国の女性運動というのを地域の特徴から評価しなければならないのか、そ
れとも偏差が大きくても、それを広域的に、あるいは統一的に評価しなければな
らないのか。これが詳しくない立場として私が思ったことです。
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フロアを交えての討論

　それではフロアを交えた質疑応答に入らせていただきたいと思います。まず、
報告者のコメントに関連する質問がある方から、挙手でお願いいたします。

　中央大学の大川真です。秦先生の発表論文に関連して発言します。日本では、
モビリティが付与させる女性に関しては、セクシャルな魅力と、世間から圧倒的
な悪いイメージというのが、江戸時代からかなり定着していたように思います。

江戸時代の『絵本三国妖婦伝』に出てくる玉藻前という女性は、実は九つの尾
を持つ妖怪、九尾の狐なのですが、もともとは中国にいた妲己で、そのあとイン
ドで生まれ変わり、さらに日本で妖怪に生まれ変わったとされています。妖怪の
婦と書いて「妖婦」。セクシャルな魅力を持って移動していく女性を妖婦と呼ん
だのですね。また、明治の始めに高橋お伝という女性がいましたが、この人はシ
ルクロード、日本の絹織物の産業と一緒に語られる、男性をたぶらかしてお金を
ぶんどった女性です。最後には斬首刑に処せられるのですが、彼女は「毒婦」と
いわれました。ひとつ付け加えておきます。

　慶應義塾大学の大久保建晴です。韓先生のご報告についてお伺いします。先ほ
どの塩出先生のご質問とも重なりますが、もう少し立ち入ってお聞きしたいと思
います。非常に興味深いご報告で、多くのことを学ばせていただきましたが、や
はり違和感が残るのが最後の議論です。そこでは、日本政府が、金玉均の上海に
おける暗殺計画をおおよそ知っていながら、ある種の協力的立場にあり、さらに
暗殺後、その状況を利用する形で日清戦争へ入っていったというニュアンスで議
論が展開されていました。しかし、そこにはどうも論理の飛躍があると感じま
す。果たしてそれをどこまで実証的に証明ができるのか、お聞かせください。

　東国大学の朴漢珉です。塩出先生に簡単に質問させていただきたいと思いま
す。先程の発表で1867年１月の八戸事件の記録が中外新聞に出ていたとおっ
しゃっていました。これはもちろん清国と日本の間で論難の的になりましたが、
私が知る限り、清国の禮部──外交を管轄する機関ですが──が一か月後に朝
鮮側にこの新聞記事を伝えます。それでこの問題は朝鮮が朝日修好条規を結ぶ
まで日本との協議の中で繰り返し問題になるわけです。この人が実際に朝鮮を
侵攻しようとしたかどうか。内容自体を見れば、1866年にフランスが朝鮮を一
度侵略したことがありました。ですから朝鮮ではかなり敏感に思っていた対外
問題でしたし、これは清日間の問題ではなく、清が朝鮮に伝えて、それで朝鮮側
が反応するという側面もあったと思います。ですから、ある意味ではこれが同時
に進行していたことも考えられるのではないでしょうか。こういうことも念頭に
置きながら検討されてもいいのではないかと思いました。以上です。

　南開大学の孫です。私は韓成敏先生の玉稿に提起した問題に非常に興味を持っ
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ております。金玉均殺害事件に関する解釈は、非常に斬新で、刺激を受けまし
た。私は玉稿を拝読し、ご講演を聴講した後、すこし矛盾した箇所があると感じ
るようになりました。なぜ矛盾かを申し上げますと、結語も含めて金玉均に対す
る日本側の態度に言及した時、彼を海外に追放することができないとする一方、
彼を国内に残し続けることもできないとし、彼の殺害も国内が清朝と開戦するこ
とに同意する理由の一つにしているからです。日清戦争の勃発、日本が清朝に開
戦した理由はこれだけではありませんが、これはせいぜい開戦の導火線で、他に
各方面の理由もあるからです。そうすると、金玉均事件の影響を過大視する可能
性があるのではないでしょうか。この点はまだ再考できる余地があるのではない
かと思っています。むろん、私は問題提起をするだけです。論点が非常に斬新
で、この事件に対する私自身の認識に非常に役立っています。どうもありがとう
ございました。

　まず韓先生の質問にお答えします。新聞の編集はどこもだいたい３～４人ぐら
い、非常に限られたスタッフで行われていました。取捨選択については、大きく
分けて国内のニュースと外国からのニュースがあるわけですが、とくに外国から
のニュースのなかに、外国の新聞からの転載などが多く含まれるということだと
思います。ただそれとは別に、取捨選択については重要な問題です。いろいろ見
ていると、ときどき重要なニュースをあえて伏せるようなことが行われます。ブ
ラックボックスがあるわけです。重要であっても不都合な記事を伏せるといった
ことは当然ありえたと考えています。

それから朴先生のご質問で、この八戸事件はフランスと朝鮮との衝突とも関係
あるのではないかというお話ですが、八戸自身としてはそれを意識していたかど
うかはわかりません。ただ、朝鮮が日本に問い合わせを行ったときに、徳川幕府
の側はこれをフランスの問題と関連付けて、日朝関係のリニューアルといいます
か、更新に利用しようということを考えた形跡があります。なお、八戸順叔が実
在した人物であることは、すでに先行研究でわかっております。

　多くの関心を寄せていただきありがとうございます。まず塩出先生から受けた
ご質問について答えます。金玉均が中国に渡ったときに使っていた名前は岩田三
和でした。岩田周作を主に使っていましたが、中国に行って李鴻章と談判すると
きに、自分なりに覚悟を決めて使ったのが岩田三和でした。韓国の場合、初めて
旅券が作られたのは1902年のことです。ハワイへの労働移民に旅券を発給した
のが初めてです。中国で旅券業務がどう始まって、またどう管理されたのかにつ
いては、私は正確には知りません。ですが、当時中日間で旅券がすでに発給され
ていたということは、中国史の概説書を通じて知っています。では、旅券のない
者をどうやって上陸させることができたのかについて、私は日本が旅券を発行し
たのではないかと考えましたが、これは私の推測です。日本の外務省の外交史料
館で何度も当時の金玉均の旅券を探そうとしましたが、短い時間で、成果はあり
ませんでした。
　それから、次に私へのご質問は、暗殺後の状況を利用したというのはどうして

　

塩出

韓
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立証できるのか、ということですが、立証できます。1887年から日本の軍隊編
制が師団編制に変わります。その前の陸戦隊は守備中心の軍隊編制だったのです
が、対外戦争が可能な最小単位が師団編制です。日本陸軍はそれまでのフランス
式編制からドイツ式編制に変えました。メッケルという顧問官を雇用して師団編
制に変えて、甲申政変以降、陸海軍の拡張に努めます。1892年から日本陸海軍
が合同で中国の山東半島を想定した上陸作戦の訓練を毎年大規模で行います。暗
殺後の状況を利用したというのは、その証拠があまりにも多いからです。例え
ば、日本は朝鮮政府に予め警告をしました。金玉均の死体を毀損した場合、韓国
政府は国際的に批判を受けると。また、これを阻止するためにソウル駐在ロシア
公使が列強国の領事会議を主催しますが、このときも日本はその会議が開かれな
いように繰り返し言い訳をしました。これも状況的な証拠に過ぎないと言われれ
ば仕方ないのですが、こういう状況的な証拠があまりにも多いです。上海で死体
を入手できないようにしたのもそうですし。
　あと、その次の質問と関連させてお話しますと、金玉均の暗殺問題をあまりに
も過大に捉えているのではないか、それを清日戦争の契機として把握するのは問
題があるのではないか、ということでしたが、私は金玉均の暗殺事件が清日戦争
の契機だったと申し上げたことはありません。清日戦争の契機について、中国と
韓国では金玉均の暗殺事件を挙げません。韓国の場合、甲午農民戦争を挙げま
す。金玉均の暗殺事件が重要なのは、先程申し上げたように、日本内で開戦世論
を醸成するのに重要な役割を果たしたからです。これ自体が清日戦争の契機だと
は言えません。
　では、この時期から日本は韓国を支配しようとしたのか。この時期の日本は韓
国を支配するだけの能力を持っていませんでした。戦争をするということが必ず
しも支配を意味するわけではありません。影響力の強化に作用することもある
し、自分たちの立場をより強くすることもあります。一つの事件で完全にすべて
が終わったと理解するのは歴史的な理解ではないと思います。もし私の発表がそ
のように聞こえたのであれば、私が少し強く申し上げたのかもしれません。それ
は私のミスになると思います。私に対する質問についてはこれくらいにしておき
たいと思います。

　塩出先生、ご質問ありがとうございます。だだ、女性の地位の高低を国家文明
発展の基準とする考え方自体は警戒すべきだと思います。このような考え方は、
女性を国家という文明度と自然に結びつけさせているからです。実際、このよう
な言説は近代になって初めて形成されたもので、もともと存在していないものだ
と思います。日本の良妻賢母観念は東アジア地域の間に流行しており、中国に直
接的な影響を与えたのは極自然なことですが。その後、中国が非良妻賢母や超良
妻賢母、言い換えれば良妻賢母を超越する存在も提起するようになりました。し
かし、このような言説の問題点は、「私は誰か」を説明する方法は、「私は誰でな
いか」あるいは「私は誰を超越しようとするか」によってしかできません。「私
とは誰か」を直接説明できる方法を持たないことが、非常に危険です。
　韓先生が問題にした中国のフェミニズムが複数に存在すること、私は非常に賛

秦
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成しています。当時の資料をよく読むと、女子教育に多くの雑音が存在している
ことが分かります。例えば、女学生の間の競争や嫉妬について不調和な声が多い
のですが、国家ナショナリズムやフェミニズムが主流になってきた為、こうした
声が歴史に抑圧されました。私たちに最終的に聞こえたのは、まるで主流の一致
している大きい声で、この一致している声こそ解体しなければならない対象だと
私は思っています。
　大川先生が提起した妖婦や毒婦の問題もありますが、この手がかりを教えて下
さり、ありがとうございます。その辺の資料をフォローさせていただきます。

ウクライナのキエフ・モヒーラアカデミーのオリガ・ホメンコと申します。塩
出先生の論文を読んで感じたことを発言します。これにベネディクト・アンダー
ソンの『イメージド・コミュニティズ（Imagined Communities）』の理論を当
てはめるとより面白くなるのではないかと思いました。つまり、資本主義的な情
報市場への参加が、ネイションを作り出すわけです。ベネディクト・アンダーソ
ンのこの論文にも、植民地と新聞の関係や民族の関係がよく書かれていますの
で、それとも比較して、日本と中国と韓国とそしてイギリスの新聞はどういう関
係にあったというのを少し入れると、より面白くなるのではないかと感じまし
た。

　それでは早稲田大学の劉傑先生、明日の自由討論には参加できないということ
なので、ぜひ最後のまとめをお願いしたいと思います。

　特別なご配慮をいただき、ありがとうございます。本当はぜひ明日の議論にも
参加して、勉強させていただきたいと思ったのですが、非常に残念です。

さて、今日の全体のテーマは、19世紀における国際秩序の転換でした。基本
的には関係諸国が新しい国際秩序を受け入れ、国際関係を転換させたと考えるな
らば、その転換点はいったいいつなのか。別の言い方をすれば、「19世紀」はい
つ終わったのか、という問題が浮上してきました。

中国では19世紀の終わりから20世紀の初めにかけて、一連の大きな出来事が
ありました。たとえば科挙の廃止という大きな制度転換です。これを大きな社会
変革として捉えるならば、中国の19世紀は1905年で終了したと考えることがで
きる。五四運動は、西洋化を本格的に議論した思想、文化の変革であったため、
これを19世紀の終わりとすることも不可能ではないと思います。各国の歴史を
考えれば、19世紀の終わりは東アジアの国々でそれぞれ違います。この相違を
前提にするならば、東アジアの国際秩序の変容を、ひとつのまとまった事象とし
て捉える方法論は、当然ひとつの問題として生まれてきます。このことをどう考
えるのか、明日議論したかったのですが、参加できなくて残念に思っております。

二つ目の問題として指摘したいことは、今日の先生方のお話の中では、「冊封
体制」や「朝貢貿易」といった概念が、私が記憶する限りでは、ほぼ出てこな
かったということです。これはもう古い概念として、いまさら議論する意味がな
いのかも知れません。しかしこのこと自体は、19世紀の秩序転換のなかで、当

ホメンコ
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然重要な話です。どうして出てこなかったのかということ自体が、ひとつの興味
深い問題だと思います。あるいは冊封、朝貢体制の終焉はイコール条約体制の受
容という理解があるかも知れません。ただ、私はこれは単純にイコールではない
と思います。つまり条約体制、新しい国際秩序を受け入れるということは、その
まま冊封体制、朝貢体制の終焉にならなかったという理解です。とくに思想史的
側面に広げて考えた場合、このことは大きな問題になると思います。

それから全体を通して考えたのは、先生方のお話の中から、それぞれの国の歴
史研究の現状が映し出されており、東アジアの新しい歴史像が少しずつ生まれ始
めているような印象を受けました。たとえば「不平等条約」はどこまで不平等な
のかということ。これはたくさんの研究者が指摘していますが、これについての
議論は、必ずしも十分に行われているわけではありません。それから洋務運動、
改革の動き。そもそも洋務運動という言い方はどうなのかということも含めてで
すが、洋務、改革、革命の関係をどう考えたらいいのか、という問題も、近代史
全体の解釈につながる大問題です。研究の進展にともなって、あるいは、社会状
況の変化にともなって、歴史像が少しずつ修正されています。この修正される歴
史像を、アジアのなかで共有できるのか、この対話を通して試してみたいと思い
ます。

最後にひとつだけ。本日の休憩時間に、たしか平山先生だったかと思います
が、「この対話はどのように発信して、より大きな影響力をもたせるのか」とい
う問題提起をされました。これは大きな問題提起だと私も考えます。それから、

「この対話は本当に意味があるのか。いったいどういう意味があるのか」という
ようなこともときどき聞かれますが、東アジアの「知のプラットフォーム」は、
地域の政治、外交状況によって拡大したり、縮小したりしますが、東アジアに安
定した知のプラットフォームをどう作っていくのかは、重要な課題です。この対
話は、東アジアの三カ国の中でもっとも敏感な問題、もっとも対立しやすい問題
を取り上げ続けてきました。この対話は、知のプラットフォームとしての意味が
非常に重要だと思います。今後、この地域でどんな問題が起こっても、このプ
ラットフォームだけを存続させることの意味は非常に大きいと思います。そのた
めに率直、かつ真剣な対話を続ける必要があると思います。長くなりましたが、
以上で終わりにしたいと思います。今日は一日ご苦労さまでした。
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　司会を担当する桜美林大学の李恩民です。今から第５セッションを開始いたし
ます。昨日の第１セッションから第４セッションにおいて、私たちは激しく討論
しましたが、時間の関係で数多く重要な問題が深く議論できませんでした。今日
の報告会はこの件を考慮した上で以下のように配分いたします。

まずコメンテーターが、昨日の第１セッションから第４セッションまでの報告
について、コメントもしくは質問します。それに基づいて昨日のすべての発表者
から回答してもらいます。今日の報告会の主な任務は、昨日回答できなかった質
問に答えてもらうことです。コメンテーターの発言時間は一人当たり10分程度
で、長くても15分を超えないようにお願いいたします。15分を超えましたら、
申し訳ないですが、私は挙手してご発言を止めさせて頂きますので、ご了承くだ
さい。今日の報告会は一時間半しかなく、延長することが望ましくないので、学
術的規範に従って討論を行いたいです。では、始める前に、三谷先生から一言お
願いいたします。

　跡見学園女子大学の三谷博です。議論の開始に先立って、一言お願いを申し上
げたいと思います。昨日は非常にさまざまな論点が提示されて、活発な議論がで
きました。これからますますそれが続いていって、最後まで面白いお話ができる
といいなと期待しています。そのうえで、もう一つお願いがあります。議論をす

李
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司会：李 恩民　桜美林大学

招待討論者：

青山治世　亜細亜大学　　　平山 昇　九州産業大学　　　朴 漢珉　東国大学　　　孫 衛国　南開大学

第 63 回 SGRA フォーラム  第４回　日本・中国・韓国における国史たちの対話の可能性　「東アジア」の誕生―19 世紀における国際秩序の転換―



S
G

R
A

 　
　

r
E

P
O

R
T

  

no. 
90

150 © 2020 SGRA

第 63 回  SGRA フォーラム	 第 4回	日本・中国・韓国における国史たちの対話の可能性　「東アジア」の誕生―19 世紀における国際秩序の転換―

李

青山

るだけではなく、ここに参加した先生方がお互いに友達になってほしい、できれ
ばテーマを共有する相手を見つけて、今後も研究での協力をしていただきたい。
今日の半日のセッションのなかで、そういうパートナーを見つけていただきた
い。これが、組織した側の切なる願いであります。では、どうぞ、活発な議論を
お願いします。

　三谷先生、どうもありがとうございました。
一つ注意してほしいことがあります。私たちの国史対話会の主な目的は、日中

韓三国間の歴史問題を議論することであって、たとえ同じ問題を議論しても、ど
のような異なる解釈があるのかを確認することが目的ですので、必ずしも統一的
な見解を求めているわけではありません。私たちはこの違いを確認し、知識とし
て共通することを狙っております。注意すべきなのは、我々は東アジアの平和を
促進する民間の学術団体として、学者たちの発言は特定の団体や国家を代表する
意図は全く必要なく、純粋な学術的観点から議論すべきです。

では、今から始めさせていただきます。まず発表順で、青山さん、お願いいた
します。

　亜細亜大学の青山治世です。この「日・中・韓における国史たちの対話」とい
うフォーラムは、各国の歴史認識を左右する「国史研究者」同士の対話を深める
趣旨で始まったということで、その意味では、日本人の中国近代史研究者の私
が、この場で話していること自体いいのか？　という疑問はありますが、昨日も
申し上げましたとおり、多面的・多層的な「対話」のためには、私のような立場
からの発言も少しはお役に立つかもしれないですし、最後にお話ししますが、中
国史・韓国史・日本史という「国史」の枠を越えた「近代アジア史」という視点
を含めて、今回はお話しさせていただきます。

今回の円卓会議のテーマは、「『東アジア』の誕生─19世紀における国際秩序
の転換─」ということで、三谷博先生からは「『アジア』の発明─19世紀におけ
るリージョンの生成─」という基調講演がありました。三谷先生からは、対話を
促す抽象度の高い話をするようにという注文がありますので、できるだけそのよ
うにしたいと思います。そのため、昨日は、個別にコメントして郭衛東先生以外
の報告へのコメント・質問は、今日行いたいといいましたが、今の時間は割愛し
たいと思います。ただ一つだけ、塩出報告の「おわりに」で言及された「異論の
可視化」という論点については、現在にも繋がる問題として、とても啓発されま
した。時代状況はもちろん異なりますが、現在でも日・中・韓それぞれ「異論」
が生まれる背景や原因が、お互いに見えていないということでは、「異論の可視
化」というのは、今こそ必要なことではないか！と強く感じたことだけ、申し上
げておきます。その他については、もしこのセッションあるいは次のセッション
で時間があれば、コメントさせていただくことにします。

さっそく全体的な議論に入りますが、今回は特に「東アジア」という言葉や
概念の相対化についてお話ししたいと思います。三谷報告では、現在「東アジ
ア」とよばれる範囲を指す「アジア」という言葉の地政学的な用法は、1880年
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以降に現れることが提示されました。それが正しいという前提に立てば、今回の
フォーラムでの多くの報告の中で、1880年以前の事象において「東アジア」と
言及された論述は、ほとんど再検討を求められることになります。

私自身も現在運営に関わっているので恐縮ですが、日本には「東アジア近代史
学会」という学会があります。日清戦争100年にあたる1994年に行われたシン
ポジウムをきっかけに、翌1995年に、日本の日本史・中国史・朝鮮韓国史の研
究者が設立した学会です。毎年研究大会を開催して、シンポジウムも行っていま
すが、その多くは、至ってシンプルに、日本史・中国史・朝鮮史の研究者による
研究報告を並べるというものでした。簡単に言えば、日本・中国・朝鮮を並べれ
ば「東アジア」になるということでいいのか？ということです。近年のシンポジ
ウムでは、こうした問題点を克服するため、台湾のほか、モンゴル、ベトナム、
タイなどに関する研究も、必要に応じて取り入れています。また別に、チベッ
ト・モンゴルの視点から、第一次世界大戦後の東アジアの秩序の変容について考
えるミニシンポジウムを設けました。チベット・モンゴルについては、従来でし
たら東アジア史としてはあまり扱われない地域でした。

日本の学界では、特に前近代を取り上げる際には「東アジア」の枠組みは有効
ではないという趣旨で、チベット・モンゴル・トルキスタンなどのいわゆる「内
陸アジア」をも包摂した「東部ユーラシア」という枠組みが提唱され、使用され
ることも増えてきました。清についても、単に最後の中国王朝として見るのでは
なく、北方の遊牧世界、チベット仏教世界を包摂した帝国としての性格を重視
する意味で、「東部ユーラシア」という枠組みで考察するのがオーソドックスに
なっています。こうした意味で、何の前提や留保なしに、「東アジア」という言
葉や概念を、歴史研究において使用することは、正確な歴史把握の上で、たいへ
ん危険なことであるという認識が、共有されつつあります。まして「東アジア近
代史」という枠組み自体、その存在が揺さぶられつつあるのだと思います。ただ
し、若干自己批判気味ですが、そうした認識・危機感が、私も関わっている「東
アジア近代史学会」の設立当初からのメンバーの中で、それほど共有されている
ようには見えません。

そもそも、三谷先生の基調講演の内容や、各報告者の報告をつなげて見てみる
と、「東アジア」といった枠組みが使われる場合は、日本が、「中心」であった
り、「起点」であったり、あるいは「頂点」であったりすることが、多いのでは
ないでしょうか。そうであれば、「東アジア」というのは、日本がこの地域にお
いて力を持っていた19世紀後半から20世紀に特有の枠組みなのではないでしょ
うか。今は、そうであった「時代」が終わったばかりで、特に日本人にとって
は自覚的に捉えにくいでしょうが、あと数十年もすれば、「東アジア、東アジア」
と言っていた時代もあったなぁ……ということになるのかもしれません。もちろ
ん韓国でも「東アジア・東亜」はよく使われますが、歴史的には明治以来の日本
の影響を受けて受容された概念であるはずです。現在でも韓国の三大新聞の一つ
である『東亞日報（トンアイルボ）』は日本統治下の1920年に創刊されています
が、現在では中国との高句麗・渤海論争をきっかけに2006年に設立された「東
北亜歴史財団」のように「東北亜」という枠組みも強調されます。韓国におい
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て、「東亜」がどのように主体的に認識されるようになり、それが変化していっ
たかは、韓国の研究者にぜひ教えていただきたいと思います。

中国では、そもそも「東アジア（東亜）」という枠組みを使うことはあまり多
くありません。改めて言うまでもないことですが、地理的にも、地政学的にも、
中国は自国を中心として全方位的に自国の位置と周辺との関係を捉えています。
よって、日・中・韓を中心とした「東アジア」という枠組みは、中国にとっては
全方位の関係の一部、一面に過ぎないことになりますし、極東ロシアも含めて、
やはり「東北亜」という枠組みを使うことの方が多いようです。

また、国際秩序の形成、維持、転換、崩壊、そして再生といった議論との関係
では、昨日、劉傑先生が最後にコメントされたとおり、今回の各報告ではあまり
出てこなかった「朝貢・冊封」という秩序との関連をどう捉えるかという課題が
あります。もはや時間もありませんし、先ほどご紹介した東アジア近代史学会で
は、「朝貢・冊封」の再検討をテーマに、2016年にシンポジウムも行い、『東ア
ジア近代史』という同会の雑誌にも特集を掲載していますので、最近の学界的な
議論については、ご関心のある方は、そちらをご覧ください。ここでお伝えして
おきたいのは、現在との関わりです。中国と周辺国との冊封・朝貢の関係は、日
清戦争後の19世紀末までには完全に消滅したかに見えます。しかし，2000年来
さまざまな形をとりながらも存続してきた冊封・朝貢関係が、国際環境が変化し
たとはいえ、100年余りの断絶を経て、形を変えて再び現れないとは言い切れま
せんし、実際にそれを警戒する言説は、日本でも欧米でも多く見られます。最近
中国では、国力の増大に伴い、「中華世界秩序（チャイニーズ・ワールド・オー
ダー）」や「朝貢体制」論が、中国を中心とした平和的でウィン・ウィンな国際
秩序だったとして注目され始めています。もちろん慎重な見方、自制的な見方も
存在しますが、中国自身が歴史的経験といかに向き合い、いかなる選択をしてい
くのかは、今後ますます注視していく必要があるかもしれません。

一方、国際法についても、中国では、現在の国際法は欧米が作ったもので、中
国の国力が衰退していた時期に、中国を含め非西洋諸国に押しつけたルールに過
ぎない、中国が偉大な復興によって再び強国となれば、現在の国際法も中国の論
理も加えて改変されていくべきだという議論が、学者以外も含めてかなりありま
す。これは、アメリカをはじめ欧米諸国との関係において、長期的にみればか
なり深刻な問題となってくるはずですが、あくまで括弧付きですが、「東アジア」
の「和解」といった場合、こうした中国側の主張を、日本人や韓国人は現在にお
いて、そしてより中国が強国化した場合の将来において、どのように、そしてど
の程度受け入れることができるのか、あるいは再び対立が顕著となるのか、ある
いは、中国の国力に屈服して、従属的に従うことになるのか、などの問題は、か
なり現実的な問題として、日・韓両国には突きつけられるのではないかと考えら
れます。こうしたことを歴史的な視点に立って検討することも、私たちの責務に
なるかと思います。

最後に、「国史たちの対話」というフォーラム自体のテーマについて、一言言
及すれば、そもそも「国史」（ナショナル・ヒストリー）は必要かということも、
タブーなしに検討するべきかもしれません。日本ではかなり広くみられること
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ですが、国民の愛国心を養うために、自国史は必要であるという立場であれば、
「国史」は維持あるいは強化されるべきものです。ただ一方で、歴史学界では「グ
ローバル・ヒストリー」や「一国史」の克服が叫ばれてすでに久しく、日本の高
等学校では、2022年からとうとう「日本史」と「世界史」の枠を外した歴史の
必修科目として「歴史総合」の授業が始まります。そうした現状をふまえると、

「国史」という枠組みが一般の人たちの歴史認識も含めて厳然として存在するこ
とは理解していますが、やはり「国史」の存在を変わらない前提とした上で、そ
の「国史たちの対話」を行うということであれば、それには違和感を覚えるとい
うのが正直なところです。共通歴史教科書の試みはもちろん、歴史認識の共有の
試みがなかなか進まない現状であり、それゆえに、こうしたプロジェクトが行わ
れているわけですから、かなり挑戦的な物言いになっていると思いますが、そう
した意味で、個人的には、あえて申し上げれば、「国史」の境界線が一日にして
消滅することは難しいでしょうが、それが次第に薄まっていき、将来的には「国
史たちの対話」という試み自体が消えてしまうような状況こそ望ましいのではな
いかということです。これは、19世紀から20世紀にかけての「国民国家／民族
国家（Nation State）」の歴史の良い面も悪い面も経験してきた人類が、それをよ
く理解・認識すれば、国家自体の解体をけして前提としなくとも、それはある程
度は可能なのではないかということも、最後に付け加えておきたいと思います。

最後はやや理想論だったかもしれませんが、以上となります。ご清聴ありがと
うございました。

　青山さん、どうもありがとうございました。
昨日の講演内容の一部をマクロ的に総括しただけではなく、青山さんご自身も

新たな質問を投げかけました。例えば、「国史は必要なのか」などは、非常に興
味深い話でした。時間の関係で、早速二人目の発言者、平山さんにコメントやご
見解を述べさせてもらいたいですが、同じく15分以内でお願いいたします。15
分になりましたら、私のほうからお知らせいたします。

　九州産業大学の平山昇です。今回の会議では、日本語の史料のみを用いて、日
本の内側のみを研究している私にとって、韓国・中国の「国史」研究の最前線を
知ることができて、たいへん大きな刺激を受けました。先生方の報告から見えて
きたのは、「日本と韓国・中国の違い、つまり日本の特殊性」と、もう一つは、

「韓国・中国・日本」の共通点、つまり比較したり共有したりできそうな視点で
す。ただし、前者は少しで、後者はたくさんあります。このコメントでは、見え
てきた違いについて１点、共通点について３点述べたいと思います。

まず違いについてですが、この写真をご覧ください。これは、今年１月２日に
東京の皇居でおこなわれた「新年一般参賀」の模様です。報道によると６万８千
人もの人がつめかけたそうです。この光景は、二つの点で東アジアにおける日本
の特殊性を表していると思います。

第１は、日本には天皇制、つまり君主制が残存しているということです。セッ
ション３で大川真先生が女性・女系の天皇について報告しましたが、そもそも、

李

平山
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君主制自体が現在の東アジアでは日本だけになってしまったということを、あら
ためて確認したいと思います。

第２は、暦です。この新年参賀は新暦の正月に行われています。日本の旧正月
は、都市部ではすでに戦前にほぼ消滅しました。地方でも戦後の高度経済成長期
にほぼ消滅しました。セッション３で郭衛東先生が中国の洋務運動について報告
をされ、中国の近代化の様々な側面を明らかにされました。そのなかで郭先生
は「農村は都市に従い、町は大都会に従」っていったと述べられています。日本
の正月も、まずは都市部から新正月へと移行し、その後、農村や地方がそれに続
きました。ところが、中国・韓国では今でも旧正月がメインです。これはなぜで
しょうか？　暦は人々の文化・生活のなかで最も重要なものです。郭衛東先生に
は、洋務運動で暦がどのように扱われたのか教えていただきたいです。また、同
じくセッション３で南基玄先生が植民地における「法」と現地の人々の「慣習」
との摩擦について論じましたが、旧正月はどのように扱われたのか、知りたいと
思いました。

このように韓国・中国と日本の違い、つまり日本の特殊性がみえてきたのです
が、今回の会議でより多く見えてきたのは、中国・韓国・日本の共通性や比較可
能な点です。以下、３点に分けて述べます。

まず第１に、東アジアで「前近代→近代」という過渡期が共有されていたとい
うことです。たとえば日本では、明治維新で社会のすべてが新しくなって確立し
たわけではありません。その後20～30年ほどかけて試行錯誤や模索を重ねてい
きます。この時期は、現在では想像もできないような様々なアイデアや事例が豊
富に見られ、とても面白い時代です。

しかし、これは日本の中だけで完結していたのではなく、韓国・中国とも密接
にリンクしていたことが今回のいくつもの報告から見えてきました。具体的に列
挙すると、韓承勳先生は不平等条約への取組みについて、孫青先生はマジックラ
ンタンについて、塩出浩之先生は居留地新聞における日本と中国の相互参照につ

（出典：『読売新聞』2020 年１月２日「令和最初の新年一般参賀に長い列」）
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いて、韓成敏先生は金玉均の亡命をめぐって日本・朝鮮・中国の思惑が交錯して
いたことについて、それぞれ報告するなかで、韓・中・日の連動の具体的な様子
を明らかにされました。

第２に、とても驚いたのが、ほとんどの発表にキリスト教宣教師が登場すると
いうことです。具体的には、大久保健晴先生、孫青先生、郭衛東先生、塩出浩之
先生、秦方先生です。西洋の衝撃（Western impact）に中国・朝鮮・日本が対
応するとき、そこにはキリスト教宣教師との関わりが必ずといっていいほどあり
ました。彼らが、西洋の新しい価値観を、儒教のような東アジアの「伝統」も利
用しながら、東アジアに定着させていったことが具体的な事例からみえてきたと
思います。

第３に、私が痛感したことは、我々「国史」を研究する者たち同士の対話は十
分に可能であり、しかもとても楽しいということです。なぜなら、私たちは「史
料」に基づいて歴史に新たな光を当てるという共通のdisciplineを共有している
からです。

ここで思い出すのは、前近代の東アジアの知識人が、「儒教と漢文」という共
通の文化的基盤をもって知的交流をしていたということです。直接会って交流で
きる機会は近代に比べるとはるかに限られたものでしたが、たとえば江戸時代の
日本では、朝鮮から通信使がやってくると、日本の各地の知識人たちがこぞって
漢文の筆談での交流を求めました。

したがって、塩出浩之先生の報告について考えると、「東アジア公共圏の誕生」
というよりは、前近代の東アジア共通の文化基盤があったうえで、そこに居留地
の英字新聞という新たな条件が加わったことで一時的に生じた「化学反応」だっ
たのではないかと私には思われました。「誕生」と言うと、その後何らかの形で
発展していきそうな印象を受けますが、実際には、20世紀に入ると日本のメディ
アは1880年代までのように他の国の新聞を詳しく紹介するということはほとん
どなくなっていきました。現在はインターネットの時代となり、中国はインター
ネットの規制があるそうですが、韓国と日本はTwitterなどで自由にやりとりが
できるはずです。つまり、塩出先生が言う「異論の可視化」が誰にでも簡単にで
きるはずなのです。ところが、言語的制約のため──主に日本人の語学力の無さ
が原因なのですが──、インターネット上での国境をこえた言論交流は活発では
ありません。「漢文」という共通基盤が失われたので、『旧約聖書』のバベルの塔
が壊れてしまった状況なのです。

一方で、我々歴史研究者は、言葉自体は通訳が必要ですが──同時通訳の皆さ
ん、本当にありがとうございます──、歴史学の共通のdisciplineがあるので、
お互いにリスペクト（尊敬）しながら「大人の対話」ができます。

しかしながら、問題は、我々が、このフォーラムが終わってそれぞれの国に
帰ったら、どういう立場に置かれているのかということです。我々「国史」研究
者たちは、自分の国の「国民」と対話できるのでしょうか？　劉傑先生は、開会
の挨拶で「歴史の大衆化」について言及しました。現在は、史料や先行研究を
まったく尊重しない人たちが「歴史」を利用する時代となってしまいました。

私が昨日の報告で大変感銘を受けたのが、韓成敏先生の金玉均の亡命について
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の報告です。韓国の一般的な世論では「親日」「売国奴」というレッテルを貼ら
れてしまい、研究する価値もないと言われてしまうのではないでしょうか？　し
かし韓成敏先生は、『日本外交文書』や新聞などの同時代の日本の史料を活用し
て、金玉均の亡命について何が起こったのか、朝鮮や日本でどのような思惑が
あったのかということを客観的に明らかにしています。とてもchallengingなこ
とだと思います。

第３の点に関連して、最後に、19世紀から20世紀になる頃、今から100年ほど
前に日本で起こったとても重大な事件についてお話しします。それは、南北朝正
閏問題です。中世に日本の天皇が南朝と北朝の二つに分かれた時期があったので
すが、それについて東京帝国大学出身の歴史研究者たちは史料にもとづいて南北
朝が両立していたと結論づけ、教科書もこれにもとづいて説明していました。と
ころが、これに対して南朝の方が正統であるとするイデオロギー的立場から非難
が起こります。当初、政府は「学者の議論は学者の自由に」と放置していたので
すが、政治家とメディア（新聞）が国民的キャンペーンを起こして政治スキャン
ダルにしてしまい、結局、学者が敗北し、教科書も書き換えられてしまいました。

これは100年前に起こったことです。現在の日本はこの状況とは無関係と言え
るでしょうか。そうではありません。日本の初代天皇とされる神武天皇は、歴史
学では実在しない神話上の人物であるというのが定説となっています。ところ
が、近年、この神武天皇が実在したと本気で主張する国会議員が出現しました。
この政治家は安倍晋三首相とたいへん親密な関係にあります。国民、および国民
が選んだ政治家という民主主義のシステムの結果が、歴史研究者の実証を否定す
る動きが生じているのです。

これにかぎらず、関東大震災での朝鮮人虐殺や中国での南京事件といった出
来事も完全否定する政治家やインターネット上での言説がこの20年ほどで激
増しました。渥美国際交流財団のおかげで、われわれ歴史研究者たちは共通の
disciplineを土台としてとても有意義な「対話」ができることが、この会議で見
事に証明されました。しかしながら、我々はそれぞれの自国の「国民」とどれほ
ど対話できているのでしょうか？　この重たい問題について考える必要があると
思います。

最後はちょっと悲観的にも聞こえる内容になってしまったかもしれません。し
かし、私は、この会議で出会った研究者たちが、国境をこえて「仲間」となり、
お互いに知恵を出し合って、「歴史の大衆化」という歴史学の危機の状況に対し
てどのように対処していけばよいのかを考えていくことができるはずだと思いま
す。そのような「希望」を得ることができたのが、私にとってこの会議での最大
の収穫でした。

以上でコメントを終ります。ありがとうございました。

　平山さんの見事な鋭いコメント、どうもありがとうございました。たくさんの
質問が提起されたようで、後程発表者から回答してもらいたいです。では、３番
目の朴漢珉先生にコメントをお願いいたします。

李
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　韓国・東国大学校の朴漢珉です。昨日、他の先生方の多様な発表がありまし
た。そこで共通する部分や相違点が討論の中でいろいろ出たのではないかと思い
ます。先のお二人の先生もいろいろなコメントをしてくださいましたが、私は簡
単に、そこで議論されなかったこと、またこれから一緒に議論できると思われる
ところを中心にお話ししたいと思います。
　まず一つ目に、昨日三谷先生が「アジアの誕生」というテーマでお話しされま
したが、ある意味、韓国や日本、中国で最も多く議論されているものの一つは、
この時期に地理書が輸入されてどのように観念が変わったか、ということではな
いかと思います。そこでよく注目されるのが、大久保先生も扱っていらっしゃい
ましたが、万国公法です。この万国公法が各国に輸入され、どのように翻訳され
たか、またどのように活用されたか、もちろん大久保先生は日本の事例を中心に
お話されましたが、韓国史の立場から見ると、万国公法は19世紀に開港してか
ら朝鮮において最も重要視されていた国際法であったため、それをどのように活
用するかについての議論はたくさんありました。朝鮮の場合、昨日の討論の時に
もお話しましたが、1883年に朝日通商章程を締結した後、それを日本との関係、
もしくは英国との関係においてどう活用すればいいかを中心に議論していまし
た。今の視点から見ると、どう輸入され、またどう翻訳されたかが重要であるわ
けですが、当時は条約を締結した後に万国公法にある条約文をどのように戦略的
に活用するかをめぐって多くの議論がなされました。この部分が発表では言及さ
れなかったところですが、こうしたことについても議論できればと思います。
　またこれと関連して、昨日大久保先生は西周がオランダで公法を学んで来て、
それを翻訳したことを中心にお話しされました。朝鮮の場合、万国公法はホィー
トンのものを頻繁に活用したと言われますが、1888年頃になると、日本に留
学し、アメリカにも留学した兪吉濬が東アジアの中で朝鮮をどのように位置づ
けるかについて悩みながら万国公法の具体的な条項を活用しましたし、ブルン
チェリー（Johann Kaspar Bluntschli）というドイツの法学者が書いた『公法会
通』のようなものも活用しました。また、西洋人顧問官であったデニー（O. N. 
Denny）やメレンドルフ（Paul Georg von Möllendorff）のような法学者の議論
を受けて、朝貢と冊封問題において朝鮮をどのように位置づけるかについて戦略
的に活用する姿も見られます。朝鮮の場合、輸入が重要なのではなく、19世紀
後半、当時の清との関係、そして日本との関係においてこれを活用して独立自主
をどう論じられるかといったことを中心に議論されているのですが、そうしたこ
とにも注意したほうがいいのではないかと思います。
　これと関連することでもありますが、地理書について、19世紀に開港する前
は清国を通じて地理情報がたくさん輸入されました。代表的なものとしてよく言
われるのが、魏源の『海國圖志』です。1880年代を過ぎると、日本に留学した
兪吉濬の場合、内田正雄を通じて、つまり『輿地誌略』のような本を通じて五大
洋、五大州の大陸別にどんな国があって、アジアがどこに位置するのかについて
議論しているのですが、そこで一歩踏み出て人種という概念が入って来ます。三
谷先生のおっしゃったこととも関連するのですが、前はアジアがどのように位置
づけられたかのみ議論されましたが、以後の議論では、黄色人種や黒人種など、

朴
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いろんな人種が出てきて、これらを戦略的にどう見るかについて話し合うように
なります。複雑な様相が現れるのですが、こうして清国中心から日本中心へと知
識のパラダイムが変わるようになります。こうしたことについても注意しながら
議論したほうがいいのではないかと思います。

次に申し上げたいのは、共通して言えるのが、塩出先生も公共圏の誕生と関連
してお話ししてくださいましたが、19世紀に開港してから、最も基礎的なもの
として見なければならない部分がインフラの構築です。ここで出てくるのが定期
航路、つまり船で海を渡って行くということ、そしてそこから派生するのが旅券
の問題です。金玉均が上海に行くときにどのような管理を受けたか。これは国際
法的に問題になるかもしれません。一方で航路以外に、電報や電信を通じて各国
の情報が開港場や居留地に活発に輸入され、清国や日本、朝鮮の情報がほとんど
リアルタイムに共有されていることを確認することができます。

塩出先生の場合、1874年の台湾出兵や琉球処分を中心にお話しされましたが、
その後の時期になると、もちろん塩出先生も1883年以降に朝鮮で発刊された新
聞については検討できなかったとおっしゃっていましたが、1883年以降、朝鮮
の開港場を通して各国の情報が迅速に入って来るようになります。代表的なの
が、上海で発行されていた『新報』や日本の『時事新報』、『東京日日新聞』のよ
うなものですが、これらを共有しながら情報をどのように活用するかが大きな問
題になります。

次に、1886年になると西洋から直接英語を翻訳して情報を入手することがで
きるようになります。それで、『萬國政表』という本も利用するようになりま
す。そして後の大韓帝国の時期になりますと、英字新聞と関連して、朝鮮で発行
されていた独立新聞がありましたし、もっと後の時期になると大韓毎日申報が
ありますが、これはイギリス人のアーネスト・ベッセル（裴說 Ernest Thomas 
Bethell）によって発刊されます。横浜や神戸のような日本の開港場で発刊され
ていた英字新聞を通じて、例えば神戸クロニクル（The Kobe Chronicle）や英
国で発行される英字新聞であるザ・タイムス（The Times）でも朝鮮問題をめ
ぐってリアルタイムに議論されるようになります。

こうしたことがこの時期の特徴でもあります。もちろんこの場では時期的な限
界があったので議論されなかったと思いますが、同じことが朝鮮でも起きていた
ので後のことも念頭に置いて議論できればと思います。韓、中、日の三国で英字
新聞を通じて情報が共有されていたので、後の時期まで視野に入れて共通の研究
テーマになるのではないかと思います。

最後に、情報が輸入されるのもありますが、人々が移動すると当然疾病も入っ
て来ます。代表的なのが、19世紀に開港してから多くの人々が死ぬことになっ
たコレラです。中国の事例はよくわかりませんが、1879年、1886年、1887年に
日本と朝鮮では同時多発的に流行ります。この時期に共同の検疫システムをどの
ように構築するのかという問題が登場します。朝鮮でも、日本から入手したコレ
ラの予防規則の情報を検疫に反映させているのを確認することができます。もち
ろんこれは海関研究とも関連するのですが、当時の東アジアの三国がどのように
共同の対応が可能だったかを複合的によくみせてくれる要素ではないかと思いま
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すので、こうしたことも今後議論してみるといいのではないかと思います。この
程度にして、他の先生方のお話を聞いて、また補足したいと思います。ありがと
うございます。

　朴漢珉先生、どうもありがとうございます。時間もぴったりでした。では、次
に南開大学の孫衛国先生にお願いしたいです。孫先生、コメント、ご質問をお願
いいたします。

　この度、渥美財団に招待していただき、誠に感謝いたします。総合コメンテー
ターとして、私のこれからの発言は、ある意味で昨日の三谷博氏の基調講演「ア
ジアの発明」、または宋志勇氏のコメントに対する補足だと言えます。宋さん
は、伝統的な東アジア世界の遺産問題を東アジア近現代の概念の中でどのように
扱うべきかという問題を提起したことを覚えています。この遺産問題、もしくは
伝統的な世界秩序から見た近現代の東アジア世界の特徴から、私はもう少し考え
てみたいと思います。

ご存知のように、東アジアという名詞は西洋に由来したものですが、実体とし
ての東アジアは、東洋にあります。実際、東アジアの誕生を議論する際に、シン
ボル的な特徴とは何か、またこれらの特徴がどのように現れてきたのかを検討し
なければなりません。この名詞の出現は、東アジア世界全体を異なる軌跡に走ら
せていました。西嶋定生が提起した古代東アジア世界における四つの柱という説
を借りれば、（この説は日本国内で多くの批判を受けていると存じますが、まだ
適用性のある説だと思う為）、近現代東アジア世界形成の標記を以下の視点から
検討できると思います。

まず、国々の政治体制から見ると、東アジアは王朝政体から民主民族政体へと
転換しました。政治的には周辺諸国のナショナリズム思想が食い違い、それぞれ
独自に発展され、王朝体制から民主政体へと転換しました。政治的には、周辺諸
国が中国を中心とした大中華主義思想と逆行しつつあります。言い換えれば、政
治上、過去に中国を中心とした中華思想を完全に認め、従ってきたが、現在はそ
れぞれの民族国家を浮き彫りにするように変わっていました。このような各自の
発展の背後に、実は西洋勢力の浸透があります。もともと古代東アジア世界にお
いては、冊封体制が古代東アジア諸国間の付き合い方でした。それが次第に条約
体系へと変わり、本来の差序構造も破られ、平等な交流に発展していくように
なっています。元の中心対辺縁の図式も徐々に削減され、打破され、逆転位され
ることに至りました。

実は今日、私たちの議論の多くはこの問題と関わっています。趙珖さんが開会
挨拶で提起したナショナリズムの問題、民族国家の問題、大川真さんが議論した
女性天皇制の問題、それらは新しい時代に現れた問題でもあります。郭衛東さん
が語った洋務運動、特に梁啓超の三分法を引用して中国の憲政問題について議論
した内容、また韓承勳さんが検討した東アジアにおける三国不平等条約の問題
は、実はこの政治体制の中で現れた新しい問題です。これが一つ目です。

二つ目は、先ほど平山さんが強調した漢字文化圏の問題ですが、近現代には漢
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字文化圏はもう完全に崩壊したと思います。なぜかと言いますと、近現代世界に
おいて、周辺諸国の言語が突起しており、漢字文化圏を離れて自国の民族言語を
構築しようとするブームが起こりました。韓国ではハングルはますます重要にな
り、やがて漢字に代わって朝鮮半島の公式表記文字となりました。日本にも国語
を再建しようとする運動があり、ベトナムは漢字体系を完全に廃棄し新たな表音
文字を制定しました。中国でも漢字の簡体化変革が実現できた為、本来の漢字文
化圏はほぼなくなってしまいました。先ほど平山さんが語ったことですが、古代
の使臣たちは筆談で交流できましたが、現代ではもはや不可能なことで、翻訳を
媒介にしなければなりません。今回の大会のように通訳が欠かせないものです。
翻訳が行われなければ、ミュニケーションすらできません。このように、漢字文
化圏の崩壊は、新たな東アジアの世界のもう一つの特徴です。

三つ目は、宗教上におけるイエズス会士の到来です。キリシタン、キリスト教
の到来・発展は東アジア世界の政治、経済、文化、教育の各方面に影響を及ぼし
ました。政治的に、ある程度儒教に匹敵することができ、また生活の面では、仏
教と肩を並べられます。これこそ西洋宗教の際立った特徴です。

四つ目は、法律の面において、古代伝統的な東アジア律令制が完全に崩壊し、
その代わりに、西洋憲法・民法に基づいた新しい法律システムを構築できまし
た。今回議論の多くはこのような法律問題と関連しています。大久保健晴さんが
提起した万国公法の問題、南基玄さんが議論した朝鮮民事令の問題は、現代法律
体系と関わっている問題だと言えます。

最後の特徴はもともと陰陽五行に基づいて認識した東アジアの伝統テクノロ
ジーです。これは台湾学者の高明士さんが言及した第五の特徴です。完全に西洋
科学技術を主体とする現代世界を構築し、大学の創立と発展、学科の専門化、学
術共同体の形成など、過去と異なる現代科学技術文化を構成しました。孫青教授
が議論した18、19世紀の中国におけるマジックランタンの問題は、実は近代科
学技術の一つの体現です。

それに、塩出浩之さんが議論した東アジア公共圏の誕生、秦方さんが言及した
近代女性の解放運動は、現代東アジア世界が成り立っていたから現れた問題であ
り、同時にそれらの問題は現代のアジア世界とも関わりつつあります。

最後に、昨日劉傑さんが総括の時提起された東アジア国際秩序の転換タイミン
グの問題ですが、具体的な時間を示すことが可能かどうかと提起されましたが、
私はこれを一つのタイミングの問題としてではなく、時間帯の問題と考えていま
す。この過程は持続的かつ長期的なもので、時間的な変化から言えば、この運動
は200～300年程続いていました。それゆえ、近現代の東アジア世界は16世紀か
ら始まり、イエズス会士の到来、明朝清朝の交替、また東アジア中華世界の崩
壊、近代アヘン戦争、洋務運動、明治維新等、次々と日中の歴史上で発生しまし
た。日中甲午戦争後、日本は朝鮮に侵攻し、伝統的な中韓宗藩関係が崩壊され、
日本軍国主義が “大東亜共栄圏” を作ろうとすることで、中国と韓国の人民は深
刻な被害を受けました。現代の東アジア世界が最終的に形成できたのは、第二次
世界大戦以降のことです。韓国の独立、中華人民共和国の成立に伴い、現代東ア
ジア世界の構図を最終的に確立できました。この構図成立の背後には、西洋の刺
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激を受けた東アジア諸国における自立自強を図る戦略があり、またその形成も東
アジア世界にある当時の各国が競り合った結果でもあります。従って、近現代の
東アジア世界の形成は、東洋文明が西洋文明の刺激に対応する過程であると同時
に、東アジア諸国における民族国家の覚醒、形成の過程でもあります。

最後に一言述べさせていただくと、近現代の東アジア世界の誕生こそが、伝統
的な東アジア世界の崩壊の過程です。そのため、新しい時代では、中国が新たな
飛躍ができたとしても、伝統的な東アジア世界の秩序に戻ることは全く不可能で
す。先ほど青山治世さんが、新しい時代に冊封体制が再現されるかどうかについ
てお話しましたが、私はそのような文化的雰囲気が全くないと思い、全く可能性
も必要性もない、不可能なことだと思います。みなさんはこのような心配は全く
不要です。私の報告は以上となります。ご清聴、どうもありがとうございました。

孫衛国先生、コメントどうもありがとうございます。ますます面白くなりまし
たね。皆さんの共通点も相違点もあるコメントは、各発表者の報告内容に留まら
ず、本当に良かったと思います。新しい問題がまだまだあると思いますが、実際
今日コメンテーターをお願いした孫青先生が仕事の関係で早めに帰らないといけ
ませんので、孫青先生に早めにコメントしていただきたいです。

孫青先生、昨日の発表に関するコメントをお願いいたします。また昨日の孫青先生
のご発表に質問のある方、どうぞこの機会を利用して質問してください。今日は我々
が直接孫青先生に質問できる最後のチャンスですから、どなたか質問したい方がい
らっしゃいますか。もしなければ、まず孫青先生、コメントをお願いいたします。

　復旦大学の孫青です。司会者からこの機会を頂き、本当に感謝いたします。今
日午後７時過ぎの飛行機で東京へ会議に行きますので、先に話す機会をくださ
り、本当にありがとうございます。私はまず研究者としてこの大会に参加した感
想と、私自身の研究についての考えを述べさせていただきます。

今日私たちが住んでいる現代の世界は、標準化、均質化されつつある世界で
す。一方、古代世界では、地理的空間、時間に対する見方、人類の行動規範に関
する倫理、法律、国家間の交流の正当性、また人と物の利用や共存関係などにつ
いて、我々は同じ認識を共有していません。しかし現代では日々同じ方向に統一
されつつあります。この傾向は、宗教、知識の伝播、戦争、資本による物と人の
流通によって徐々に実現されています。そしてこの統一していく傾向は実際、均
質化する過程であり、本日までも続いています。

私たちはどのように民族、国家の問題、性別の問題を、文化構造の問題に還元
できるでしょうか。これらは実は近代化過程における文化構造の問題です。この
ような還元は、恐らく私たち研究者仲間が共通に興味を持っている課題で、自分
自身の研究にも回避できない課題でしょう。私が今回大会に提出した原稿は、正
にこのような学術的な思考に基づいて展開され、推進されているものです。

私が議論したいのは、知識の伝播方式及び具体的な形式、運び手と媒介等がど
のように現代世界の基本構造になっていたかということです。フランスの歴史
家、年鑑学派の歴史家ブロデールが提起した日常生活の仕組みのように、この仕
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組みは現代世界においてどのように作り出され、構築されていたでしょうか。こ
の構造化は実は前近代世界における文化、民族、国家間の差異を解消しました。
例えば今日私たちが考えている空間には、東アジア、西アジア、北東アジアとい
う地理的な見方があります。また時間に関しては、メートル24時間、グレゴリ
オ暦を使っています。しかし、前近代における諸民族や国家において、主権や限
界、領土などの概念は、統一されていませんが、近代において統一されつつあり
ます。このような近代化のプロセスの中で、どのような力が突入してきたでしょ
うか。工業か、資本、帝国主義による殖民化の推進か、他の何かでしょうか。私
自身の研究課題から見れば、イギリスから始まった現代教育工業と資本による追
加は、恐らく重要な要因の一つだと思います。

このように、私の議論の出発点は極めてわかりやすいものですが、この課題を
ここにいらっしゃる皆さんにも提供したいと思います。皆さんのご研究も少なか
らずこの課題と関わっていると思います。例えば三谷先生が提出した空間、地域
認識の統一化の問題。万国公法、国際秩序に関するこの討論は、実際に国家間交
際の合法性と原則がどのように同じ傾向に発展しているかについての検討でし
た。この傾向の発生は、契約を廃棄する圧力によるもの、もしくは現実的圧力に
よるものであるかもしれません。その他、女性天皇の問題や、秦方先生が議論し
た女性のモビリティー経験の問題も、女性が如何に構図化され、解放すべき対象
として成り立ったのかの問題です。また、塩出先生が議論した公共東アジア、公
共領域の誕生もそうです。これらの問題は実は私の関心と重なっているところが
多いです。そのため、私はここにいらっしゃる皆様と考えと見方を共有し、意見
交換したいです。私の発言は以上となります。

　孫青先生は最も核心的な観点をシェアしてくださり、どうもありがとうござい
ます。孫先生のコメントについて、どなたか質問したい方がいらっしゃらないか
を確認したいです。

　孫青さんのマジックランタンのご報告について、研究の方法や視点にとても共
感するところがありました。私自身は、「初詣」という神社に参拝する行事が、
もともと庶民の娯楽として生まれ、娯楽だから広まっていったのですが、それが
最終的には天皇を敬う行事に性格が変わっていく、という歴史を先ほどお話しま
した。つまり資本主義が生み出したものが、だんだんナショナリズムになってい
くという過程です。

何かが一般の民衆に広がっていくときにはそこに楽しさがないと、やはり広
まっていかない。日本人であればこうすべきというある種の規範や正しさと、
やってみたら気持ちいいとか楽しいという、そういったものが、何かが広がって
いくときにすごく重要だと考えています。

ところが研究者は真面目な人が多いらしく、例えば日本の研究だと、教科書の
分析は一生懸命たくさんの研究が積み重ねられてきました。ところがどうでしょ
う。教育というのは教室の中だけで完結するものでしょうか。そんなことはあり
ません。学校の外に出たところで繰り広げられる様々な娯楽的なものがとても重
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要であると思うわけです。そういった点を孫さんのご研究は具体的に実証されて
いて、私は大変興奮しました。日本でも、幻灯は中国ほどは流行したとは思いま
せんが、幻灯以外にも演劇や映画など、そういったものがやはり国民形成に重要
な役割を果たしていたと思います。

そこで、韓国あるいは中国で、日本と同じような先行研究の問題点があるのか
どうか教えていただければと思います。つまり近代化の過程における庶民の教育
について、学校教育や制度的な教育に注目が集まって、日常生活のなかの娯楽と
いうものはどうしても軽い扱い、十分に研究されないという傾向が日本にはある
わけですが、中国や韓国ではどうなのでしょうか。

　平山先生ありがとうございます。

　まず平山先生がコメントをくださったことにお礼を申し上げます。私は仕事の
関係で次の円卓会議に参加できませんが、その為この機会を利用して私の考えを
もう少し述べさせていただきたいです。

教室の中の教育問題についてですが、私の研究分野においては、実際前近代の
教育は教室内で行っていませんでした。前近代には、教育がありますが、教室が
なく、黒板もありません。無論45分の授業もなく、教科書もありませんでした。
以前の教科書というようなものは授業のシナリオではないし、またパフォーマン
スのシナリオではありませんでした。それらは単に読む本として扱っていまし
た。テクストブックについての理解はイギリスの産業革命以降に標準化され、私
自身も研究の関係でいくつかのフィールドワークを行ってきました。私が中国の
農村に行ってフィールドワークして分かったのは、20世紀初頭に中国の長江中
下流の農村において、授業は教室内でするものではないということです。同じ教
室に三つのグレードの学生が混じっており、時計がない為時間どおりに授業でき
ません。先生に呼ばれたらそこで授業を始めます。これは非常に前近代的なやり
方ですが、それ以後の歴史にも続いているわけですね。つまり今日の教育に対す
る私たちの理解は、先ほど話した現代世界の標準化が進んだ結果であるかもしれ
ません。私個人の関心は、このような世界中における標準化と均質化の推進は、
私たちの生活をどのように変化させ、私たちの思考をどのように解体していたか
ということです。私たちは今日、東アジアにおける対話の可能性を議論する時、
今生きているこの世界の知識構造や方法をもう一度考え直す必要があるのではな
いでしょうか。これが平山先生のご質問に応じて言いたいことです。

　孫先生、どうも有難うございます。孫先生は、時間的には非常にきついです
が、午後３時半まで会場にいてくださるとのことです。では、残りの時間を復旦
大学の徐静波先生にコメントしてもらいたいです。では、コメントを続けます。
どうぞよろしくお願いいたします。

　復旦大学の徐静波と申します。会議に参加されているみなさんのご発表を伺い
まして、少し感想を述べさせていただきます。三谷先生の基調講演では、主に東
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アジア、東洋という概念と、その概念に則ってそのリージョンが段々形成されて
きた歴史を非常に詳しく、わかりやすく教えていただきましたが、私はそれに関
連して、中国の場合はどうなっているかという点について、少し付け加えさせて
いただきます。

私の理解ではアジアあるいは東アジア、また東洋という概念は、日本が最初に
受け入れて、使用するようになったと思います。なぜ中国ではないのか。たとえ
ば昨日のお話のなかにも出てきたマテオ・リッチは、1602年に北京で「坤輿万
国全図」という世界地図を作りました。北京で印刷されて、その後日本にも伝わ
りました。その原文は日本にはまだ何部か残っているようですが、非常に残念な
ことに中国本土では地図も残っていません。つまり17世紀の始めごろに、マテ
オ・リッチがすでに世界というイメージを中国人に教えていたわけですが、当時
の中国人はまだ中華思想、つまり中国は天下の中心であるという思想に固まって
いたので、ほとんどその世界地図、そのイメージを受け止めてはいませんでし
た。ですから、アジアやヨーロッパなどという概念はほとんど中国では使われて
いませんでした。

外国に対しては、尊王攘夷の「夷」を使っていて、アヘン戦争以後も相変わら
ず、やはり外国のことについては「夷」という言葉を使っていました。例を挙げ
ると、昨日のお話にも出ていた魏源（ギゲン）の作った『海国図誌』という本の
中でも外国についての記述に「夷」を使っていました。「師夷長技以制夷（外国の
技術を学んで外国を制する）」という箇所です。ヨーロッパ、西側諸国を意味す
る西洋という言葉はほとんどこの時代には使われていませんでした。東洋も同じ
です。西洋という言葉自体は中国にもあったのですが、中国の南のところ、今で
いうとだいたいＡＳＥＡＮあたりのエリア、太平洋の南部とインド洋の一部を指
して、この西洋という言葉を使っています。例えば明の時代に、「鄭和下西洋（鄭
和西洋に下る）」という記述があります。鄭和（テイワ）という人が７回にわたっ
て南海方面に大遠征をした話なのですが、そのエリアがだいたい、今の東南アジ
アあたりとインド洋と、一番遠いところでアフリカの今でいうケニアあたりにも
到着したといわれています。今の西洋の世界、ヨーロッパの世界ではありません。

日本ではどうかというと、近代に入る前に、すでに江戸時代の思想家の新井白
石が『西洋紀聞』という本を著して、その中でも西洋はだいたい外国のこと、主に
ヨーロッパのことを指していました。その後、19世紀の半ばごろに、西洋列強の
勢力がどんどん東アジアに進出してきて、日本人はアジアという概念を受け入れま
した。そのときは中国はまだ受け入れていません。日本は西洋、アジアだけではな
く、「東亜」という言葉も使うようになりました。東アジアですね。最初のころは

「東亜同文会」などに代表されるように、東亜という言葉です。さらにほぼ同時代
ですが、東洋という言葉も出てきました。西洋に対する東洋という言葉です。例え
ば岡倉天心が最初に英語で書いた本は『The Ideals of the East』でした。後に「東
洋の理想」と日本語に訳されました。また、『The Awakening of East』後に「東
洋の覚醒」と訳されています。このように「東洋」という言葉を使いました。

一方、中国はどうなっているかというと、19世紀の末ごろに、日本人がつくっ
た「東亜」あるいは「アジア」という概念を受け入れました。特に昨日のお話
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の中に出てきました孫文の『大アジア主義』。私の手元に資料がありますけれど
も、例えば1907年４月に、日本に来ていた章炳麟、最初の中国同盟会のメンバー
で陸軍士官学校を卒業した張継、また後の中国共産党の創立者の一人である陳独
秀というメンバーが、日本人の幸徳秋水や大杉栄、インド、ベトナム、フィリピ
ンの人と一緒に、「亜洲和親会（アジア和親会）」という組織を結成して、アジア
という概念を受け入れました。さらにその時代の中国は東洋という言葉は少し取
り入れるようになっていたのですが、その理解は日本人とはだいぶ違いました。
日本人は主に西洋に対するエリアを東洋だとしています。一方、中国人の理解で
は、東洋とは主に日本のことを指していました。例えば19世紀の日清戦争の直
後、日本人の手によって中国で作られた日本語学校は、「東文学堂」と呼ばれて
いました。当時は日本語という言葉は普及していなかったので、日本語ではなく
東の文、東文といったのです。また、東洋人といえば日本人のことでした。日
本で発明された人力車は後に中国に伝わって、「東洋車」後に簡略化して「洋車

（ヤンチュ）」と呼ばれていました。
以上述べてきたように、アジア、東洋、または東亜、東アジアという言葉につ

いて、中国での理解、受け入れはだいたい19世紀の末ごろから20世紀の始めご
ろにようやく理解するようになり、また受け入れるようになったと考えています。

　徐先生、基調講演の中の概念を非常に見事に総括してくださり、どうも有難う
ございました。この報告会は午後３時半までですので、残りは数分しかありませ
ん。我々の主な任務は、昨日の報告者の煩雑な諸問題を回答することですが、時
間が足りないので、次回の討論に回していきます。

この残り数分の時間を使って、我々は今までどのような問題を討論してきたか
を総括したいです。今回の報告会は発表ではなく、昨日一日の基調講演から最後
の発表までの内容に対してのコメントです。内容は非常に面白かったと思いま
す。皆さんはお互いに共通の問題を発見できましたね。例えば、宣教師の問題と
か、多くの議論がこの問題について言及しました。また、西洋から輸入してきた
制度や文化に対して、諸国の相違点のある、また共通点のある対応など。我々は
このような議論から、たくさんの共通点、もしくは相違点を発見できました。私
はこの報告会が始まる前に話した通り、我々「国史対話」の目的は、同じ歴史的
出来事に対する三ヵ国（ほかの国もそうですが）の歴史認識と評価はどのような
ものであるかを究明することです。これを知識や財産として共有し、必ずしも同
じ見解や回答を求めるわけではありません。これは「国史対話」の基本的な立場
です。また、私たちはある特定の団体や国家の立場を代表するものではなく、完
全に純粋な学術的な視点から議論するものです。一昨日の懇親会で明石康さんが
お話しされたように、私たちは対話の価値を信じています。このような対話を通
じて、私たちは今後とも普通の歴史研究者の一員として、もし一緒に頑張り続け
れば、我々の研究成果は東アジアにおける共有の知的財産になり続けることがで
きます。これが私たちの目標です。我々は頑張れば実現できると信じています。

次回の討論はより活発なものになりますようにと願いつつ、今回の報告会はこ
れで終わらせていただきます。

李
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　司会のソウル大学の南基正です。昨日から「『東アジア』の誕生─19世紀にお
ける国際秩序の転換─」というテーマで四つのセッションを進めてきました。
今日、少し前まで、第５セッションの全体討議を進めました。最後の時間、１
時間半が与えられていますが、効率よく進めていくためにまずいくつか確認し
ておきたいと思います。まず、私たちが何をしなければならないのか、いかに
しなければならないかを確認します。何をしなければならないのかについて、
予稿集の最初のページをもう一度めくっていただきたいです。フォーラムの主
旨と経緯が書かれています。フォーラムの経緯から見てみると、今日の集まり
の起源は2015年７月に開かれた49回SEGRA研究会・フォーラムにあります。
ここで東アジアの公共財、東アジアの市民社会の可能性について議論したこと
が今日のこの時間の起源となります。それから３回の大会がありました。今日
が４回目の会議です。２回目、３回目は13世紀、17世紀の東アジアについて確
認しました。戦乱が一つのキーワードになると思います。戦乱というのがある
意味では地域を意識させる一つの通路になっているのかもしれません。おそら
く2015年に私たちがこのような機会を設けたのは、東アジアが二度と悲劇を繰
り返してはならないということ、そしてそのために歴史を専攻する知識人たち
で何か新しい道を作ってみようという意識から始まったのではないかと思いま
す。昨日と今日は19世紀の東アジアについて検討しました。19世紀の東アジア
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司会：南 基正　ソウル大学

総括：三谷 博　跡見学園女子大学

南 基正
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世界で起きた大転換の全体像を、認識や伝統、移動の問題を通じて確認しまし
た。私たちが何かをしようとするのは、私たちが夢見る存在であるからだと思い
ます。夢見る存在であるから、認識し、実践しなければなりません。今私たち
は東アジアというテーマで目的論と存在論、そして認識論と実践論について議
論していると思います。東アジアの新しい可能性という目標を設定し、その目
標に向かうための現在の条件を、韓国、中国、日本というそれぞれ異なる生の
条件の中で一つの目標を確認し、そうした条件の中で目標に向かう道を探るた
めに努力し、またそれを実践するのが私たちのしなければならないことだと思い
ます。韓国の国際政治学者であるハ・ヨンソン教授の語法に従ってハングルで表す
と、꿈

クム

（夢）、삶
サム

（生）、앎
アム

（知）、함
ハム

（行）、このような四つの行動を前提にして
いるのですが、今ここでは一つの夢、三つの条件というのが前提になっていて、
昨日は知のために三つの領域で三つの国家の経験を共有しました。ですので、九
つの方法と認識が前提とされていると思います。そして、実践というのはここに
参加されているみなさんに個別の実践方法があると思いますが、今日、この最後
の時間を通して何か一つの実践方法を確認することができれば何よりです。

さて、こうして私たちが何をしなければならないかを確認しましたが、今度
は、いかにするかというのが問題です。進行の方法について申し上げます。ま
ず、昨日のセッションを進行した司会の方々にセッションを簡単にまとめながら
問題提起をしていただきたいです。第２セッション司会の劉傑先生はお帰りにな
りましたが、劉先生が残したコメントがあるので、それについて私がお伝えしま
す。村和明先生と彭浩先生には第３セッションと第４セッションについての簡単
なまとめをお願いします。その後はフロアにオープンします。会議の間、ずっと
参加してくださった方々がいらっしゃいます。そういう方々に問題提起をしてい
ただきます。そしてその後は、それぞれの発表者の方々に１ラウンドの時間を設
けます。昨日出た質問、今日の自由討論のときに出た問題提起、その中から自分
に当てはまる問題があればそれについて反応をしてください。それから反応とと
もに、その問題を共有したい方を指定して、問題をもう一度確認してください。
その後は２回目のラウンドを設けます。１ラウンドで提出された問題についてそ
れぞれの発表者がもう一度発言する機会を設けます。発表者の方々には２回発言
していただきます。ですので、それぞれ工夫して簡単に発言してください。この
場では問題を解決することが目標ではありません。問題を共有するのが目標で
す。第５セッション冒頭で三谷先生のお話がありましたが、この場では友達を見
つけてその友達と対話することが目標です。その目標に合った発言をお願いしま
す。すべての発言は原則３分でお願いします。それはインスタントラーメンが出
来上がる時間です。ウルトラマンが活動できる時間です。３分原則を必ず守って
ください。発言されるときは、ご自身の母国語でお願いします。また発言される
ときにはご自身の紹介もお願いします。ここまで進めた後は、三谷先生にプログ
ラムの内容について総括をお願いします。それから最後に明石先生に総括・感想
をお願いしたいと思います。すべて終わった後は、今西さんに次の会議について
ご案内いただきます。

さて、これまで何をすべきか。いかにすべきかについてお話しました。それで
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はまず司会の問題提起の時間を持ちたいと思います。昨日劉先生が残した問題が
あります。三つありますが、私がまとめて申し上げます。結局19世紀の問題を
扱いましたが、19世紀はいつ始まって、いつ終わったのか。いつ始まったかと
いう問題は、実は今日もお話がありましたが、冊封体制がいつ終わったかという
問題とも関連するというのが劉先生の問題意識です。それから、これについて韓
国、中国、日本が共通認識を持つことは可能か、またそれに基づいて新しい歴史
観を作り出すことは可能か、という問題です。根本的な問題ですが、実は昨日こ
ういう内容についてきちんと議論しなかったというのが劉先生の問題提起です。
これが第２セッションの司会であった劉先生の発言です。それでは第３セッショ
ンの村先生にセッションの総括と問題提起をお願いします。

　第３セッションの司会を担当した東京大学の村和明です。第３セッションの
テーマは「伝統への挑戦、創造」でした。伝統に挑戦するということと、新しい
ものを創り出すということは、一見二つの問題であるように思われますが、昨日
のセッションを踏まえますと、その二つは簡単に分けられるものではないことが
わかります。新しいものが生まれてくるとき、社会が転換するときには、19世
紀に入り込んできたヨーロッパの影響、欧米への眼差し、欧米への憧れ、欧米へ
の反発などとともに、自らの過去への眼差し、自らの過去の捉え直し、再解釈、
選択、そういうものが、新しいものを作り上げていくように見える中に含まれて
いる。あるいは「これが我々の伝統である」とみなされる物自体も実はある種の
新しい創造物であるという問題がひとつあったと思います。

それから昨日のセッションの最後に少し申し上げたことですが、必ずしも私の
担当したセッションに限りませんが、日本、中国、韓国、三つの国の歴史をまと
めれば東アジアの歴史になるというわけではありません。日本史、韓国の歴史、
中国の歴史とまとめがちなそれぞれの中にも、異なる立場が多数ありますし、一
方で日本のある存在と韓国のある存在が同じことを考えて手を結んでいるという
こともあります。当たり前のことですが、そうした問題を丁寧に考える必要があ
るだろうと思います。

全体の討論の中で考えていただきたいのは、西洋への眼差しだけでなく、いま
申しあげたような転換の中にある過去への眼差しという問題。各国の中で、それ
ぞれの地域の中で動いている、考えているさまざまな存在。うまく結果は出な
かったかもしれないが、何か計画をもっていて、夢をもっていて動いていたさま
ざまな存在に丁寧に着目する、そういうことを少し考えたいということです。

最後にもう一つ、予稿集の中でどなたかが書いていらっしゃいましたが、日本
と中国と朝鮮半島で起こったことを考えるときに、段階差と申しましょうか。中
国では軍事的な衝撃が先にあったので軍事が変化を引っ張ったのだというお話が
ございました。日本ではおそらくそうではないわけです。朝鮮半島ではどうで
しょうか。先ほど三者を三者としてとらえるべきではないと申し上げましたが、
あえて三つの地域の歴史に整理して比較してみようと考えたとき、段階差の中身
に違いがある。つまりそれぞれが時間の差はあれ同じステップを踏んだのではな
く、要素は似ているが異なる段階を経たものと把握して、互いを比較してみると

村
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いうことは可能ではないかということです。私の問題提起は以上です。

　急にお願いしたにもかかわらず、短い時間に議論するには大変で、また大きい
問題を提起してくださいました。段階の差の問題、すなわち挑戦と創造という
キーワードで考えれば段階の差という問題が三国の間で出てくるということだと
思います。

　昨日第４セッションの司会を担当した大阪市立大学の彭浩です。今回の会議
は、共通の課題がたくさんできて、大変意義あると思います。例えば、題目に提
示されている「人の移動」、また「人の移動」に伴って現れてきた「言論共通圏」
の問題、それに「人の移動」や「言論の共通圏」を補助する交通機関やマジック
ランタンに関する技術などの問題、さらに性別史や女性史といった新鮮な観点も
あります。また、秦方先生のご発言に使われている方法は、私の目から見ればア
メリカから学んだ研究法で、それを東アジア研究に活用しています。このような
やり方は東アジア研究界にはまだ少なく、私たちに大きな刺激を与えています。
それに、今回の発言やスピーチに頻繁に使われている研究用語は、史料用語と若
干違うことに気づきました。その場合、用語のズレは研究の結論に大きな影響を
与える可能性が出てくると思います。研究用語、資料用語、考察用語の間の関係
性を、皆さんはどう考えているかに興味を持っています。最後に平山先生が提起
した歴史的言説の問題について少し触れたいと思います。それを考える時、国史
対話の出発点についても考えてみました。今回のように私たち三国から集まった
研究者が具体的な歴史問題を一緒に議論すれば、歴史資料に基づいた合意が達成
しやすいと思います。しかし、問題はこの達成できた合意の内容を如何に民衆に
伝え、彼らの歴史知識にもなるかということです。もし研究で得られた結論を民
衆に唐突に説明すると、理解しあえなくなり、結果的に政治に負けることになっ
てしまう可能性があります。民衆たちが持っている歴史的知識はまだ足りなく、
より長い時間を経たないと固定された観念は変えられないと思います。問題意識
に戻りますが、今日の議論で得られた研究成果を我々は共有しやすいのですが、
ただこの内容を小学生、中学生、高校生向けの教科書に文字化する時、どのよう
に研究の結論を抽象化し、より正確に伝えるかということを考えるべきだと思い
ます。今後期待できるのは、日中韓三国がより冷静的な眼差しで歴史問題を考察
することではないかと思います。私の発言は以上となります。ご清聴どうもあり
がとうございました。

　ありがとうございます。移動というキーワード、つまり境界を越えるという問
題に関する研究の共通課題として、方法が違うときに結論が変わるかもしれない
という問題があるということを提起してくださいました。そしてもう一つ、国境
を越えることを研究する研究者はそれを相対化することができるが、未だに国境
の内にいる大衆に、国境を越えることで知ることのできる知識をどう伝えていく
かという問題が発生するということも提起してくださいました。こういう大きな
問題群があるということを意識しながらそれぞれの発表者の方は、それに対して

南 基正

彭 浩

南 基正
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最初の反応をしてください。発表順に進めたいと思います。３分でお願いしま
す。それではまず大久保先生から。

　慶應義塾大学の大久保健晴です。私からは、19世紀がいつ始まり、いつ終わっ
たのかという論点を中心に話をさせていただきます。

今回の議論を通じて私が問題であると感じたのは、私も含めどの報告も基本的
に19世紀の後半を対象にしたものが多く、19世紀前半についての議論が十分で
はなかったことです。周知のように1793年、イギリスの使節であるマッカート
ニーが清朝中国の乾隆帝に謁見を許された際、清朝は従属国の朝貢使節として扱
い、三跪九叩頭の礼を求めました。マッカートニーがそれを拒否し、片膝を就い
て親書を奉呈することで落ち着きますが、しかしイギリス側が求めた通商条約締
結は清朝によって斥けられました。それからわずか約40年後の1840年、アヘン
戦争で清朝はイギリスに敗北します。果たして、この19世紀前半に何が起こっ
たのか。このことを、私たちはグローバルヒストリーの文脈から考えなければな
らないと思います。

各国の西洋認識の相違についても、同様のことがいえます。今回、中国ではキ
リスト教宣教師の果たした役割が、近代への助走として大きな意味を持ったとい
うご指摘がありました。日本では18世紀後半より、蘭学を通じて西洋学術の理
解が深まり、人々の間に普及します。孫青先生がご報告されたマジックランタン
についても、日本では江戸時代に蘭学者がすでに詳しく紹介しており、切り絵の
形で大衆文化として定着しました。こうしたことが、西洋文物に対する愛着を生
み出していきます。また彼ら蘭学者たちは19世紀前半より、フランス革命から
ナポレオンの登場に至る同時代ヨーロッパの動向に注目し、最新の兵学書や軍事
技術を導入しようと試みました。とりわけオランダ・ブレダの王立軍事アカデ
ミーで出版された書物は、「開国」以前より彼らを通じて積極的に導入され、翻
訳されています。

このように考えてくると、「不平等条約」と同様に、「開国」という言葉も慎重
に吟味する必要があります。19世紀前半の、いわば近代への助走期間を改めて
捉え直し、それが中国、朝鮮、日本の間でどう異なっていたのか比較すること
は、貴重な意義を持ちます。

他方で、19世紀がいつ終わったのかについては、日清戦争が一つの転換点で
あると考えられます。19世紀中葉より、漢文を通じた公共圏がようやく生まれ
ながら、日清戦争勃発によって脆くも崩壊してしまった。しかし同時に重要なの
は、それが20世紀への出発点でもあったことです。というのも、日清戦争を契
機に、多くの中国や朝鮮の学生が日本に留学し、そこに新たなつながりとコミュ
ニティーが形成されたからです。ここから新しい時代、20世紀が幕を開けます。
この点につきましては、ぜひ成均館大学の南基玄先生に後ほどお話しいただける
と幸いです。

　ありがとうございます。最後に南基玄先生を指定してくださいました。お二方
のダイアログが可能だというふうに理解しました。後でそれについて反応してく

大久保
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ださい。私が進行について勘違いをしていました。発表者の方々の1ラウンドが
終わった後にフロアにオープンしてみなさんのご意見を聞きたいと思います。そ
の後に２ラウンドに移りたいと思います。第２セッションは大久保先生の発言を
持ちまして終わりにしたいと思います。それでは第３セッションの大川先生、お
願いします。

　中央大学の大川真です。大きいことを話します。ひとつは平山先生たちがお話
しされたことですが、私たちがこういう真摯な歴史的な対話を繰り広げる一方
で、私たちの会話が届かない可能性があるという問題です。例えば、ホロコース
トを題材に歴史修正主義に対する問題を描いた映画『否定と肯定』があります。
これは実際のアメリカの大学のホロコースト研究者デボラ・E・リップシュタッ
トがモデルなのですが、今日本でも歴史修正主義の問題が蔓延しております。こ
れは世界的な問題です。単に歴史を知らない、ではなくて、さもそういう歴史が
あったかのように加工していく。これは悪意がある加工ももちろんありますが、
取り上げない、という加工もあるのです。

昨年2019年を思い返してみてください。日本は天皇の代替わり一色でした。
しかし、よく考えれば、1919年のベルサイユ条約から100周年です。第一次世界
大戦、世界で初めての大きな大戦であった第一次世界大戦が終了し、東アジアで
は三・一運動、五・四運動が起こった。民族主義による運動が起こったわけで
す。でも、このことを取り上げた日本の学会は、私はあまりなかったと思いま
す。ちなみに昨年の６月28日、ベルサイユ条約が結ばれた日は大阪でG20が開
催されました。これは、知識がある人がその日にあてたのかなと思ったら、全く
の偶然でした。

こうした問題も私たちは考えなくてはならないのではないかと思います。以上
です。

　それでは、次は南基玄先生。

　成均館大学校の南基玄です。昨日と今日、先生たちのお話を聞きながらたくさ
ん刺激を受けました。もっと勉強し、もっと真剣にいろんなことを悩まなければ
ならないと思いました。そして先ほど大久保先生のお話についてもいろんなこと
を考えました。西洋との接触、そして当時韓国にいた多くの学生たちが日本に留
学して法学や政治学に関心を持って勉強したので、彼らがどういう考えを持って
いたのかについてもっと関心を持たなければならないと思いました。西洋との関
連で話をするときに、特に私が関心を持っている部分は、現在の経済体制は法的
には19世紀に作られたものかもしれないということです。なぜなら、現在は資
本主義体制ですが、資本主義の最も基本となるものが土地所有法です。そしてそ
れを規定した法が日本の民法であり、それは1898年に完成されますが、西洋の
法を基準にして作られたこの日本の民法が、また植民地であった韓国に適用され
ます。ですから、資本主義体制が作られた基点は19世紀後半だと思います。現
在私は、中国がどのように進行したのか正確にはわかりません。これは今後の私

大川
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の課題だと思います。また、先ほど平山先生がお話されていた暦については、こ
の方面にもこれから関心を持たなければならないと思いますが、実際に問題に
なったのは、平山先生が見せてくださった新年の写真、それが韓国併合以後新聞
に繰り返し載せられていたということです。総督府では新しい年を１月１日とし
て記念していましたが、実際には多くの朝鮮人たちは陰暦を使っていたというこ
と、そしてそれが総督府の立場からすると問題になるのでそれを変えなければな
らない、開道しなければならない、というふうになったし、多くの知識人たちが
陰暦を使うのは未開である、新しい暦を使わなければならないと言っている報道
も繰り返し出ています。ですから平山先生がおっしゃっていた内容をもとにもう
少し考えなければならないと思いました。ありがとうございます。

　平山先生の問題提起を宿題にするというお話でした。今日平山先生の発言がい
ろんな意味で刺激を与えているように思います。では次は北京大学の郭衛東先
生。

　この２日間、教授の方々から非常にいい意見を頂いており、私の主な評議対象
である青山教授も、洋務運動が中国社会に与える衝撃は全面的であることを提示
しました。この観点は私の論点にも役立っています。洋務運動時期は物質レベル
だけではなく、文化、制度といった全面的な変化をもたらした重要な時期だと
思っています。青山教授が提示した租界の問題も考察すべき対象になります。た
だ、租界は主に1840年代、洋務運動以前から上海に現れ、洋務運動時期に租界
が拡張され、従来個別の租界から複数の都市へと拡大できました。これも中西文
化交流が衝突している重要な地域です。また平山教授が提起した陰暦と陽暦の問
題についてが、これは洋務運動期に多くの中国人が既に受け入れ、それをめぐる
論争は主に明清期、イエス会士の到来といった時期にあります。それに、昨日の
三谷教授が提出した法律と権利の関係、議会と政府の関係も興味深い話です。清
代洋務運動の時期において、国会の問題が提起されただけで、晩清最後の数年に
中央の資政院と省の諮議局、いわゆる準議会が設立されました。民国時代になる
とやっと比較的に本格的な国会ができるようになり、洋務運動時期はまだ実行さ
れていません。以上まとめたすべてはとても良い課題だと思います。

　指名して意見を聞きたい相手はいますでしょうか。よろしければ、ご指名をお
願いします。また、他に何か補足がございましたら、お願いいたします。

　三谷教授は昨日、とても興味深い問題を提出しました。特に東洋と西洋問題。
中国では、東南西北は方位を表す名詞で、「洋」は最初に海を指しており、また
外国の意味もあります。東南西北洋は中国において意味合いの歴史的変遷があり
ます。最初に東西洋が現在の東南アジアを指して、後の中国人が理解している南
洋のことです。例えば、「鄭和は西洋を下す」の西洋は東南アジアのことです。明
朝の張叡が書いた『東西洋考』も主に東南アジアを対象にしたものです。しかし
その後変化が起こり、マテオ・リッチが中国に来てから、とりわけ清末期になる

南 基正
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と、東洋は次第に日本を指す言葉となり、西洋も主に欧米を指すことになりまし
た。さらに北洋は地理的概念から政治的概念へと変化しました。最初に北洋はロ
シアと海辺の中国北方地域を指していますが、1870年李鴻章が北洋大臣になって
から、北洋の意味合いも地理的概念から政治的概念へと変わりました。北洋軍閥
が17年間統治した民国初期を経て、北洋も次第に政治概念に変わってきました。
それと同じく、南洋の意味合いも変わりました。私が興味を持っているのは、こ
のような現象、つまり違う時期に言葉の意味合いが違うという現象は日本にもあ
るでしょうかということです。私の発言は以上です。有り難うございました。

　後でこの質問について日本側から反応できる方がいらっしゃいましたら答えて
くださるとありがたいです。以上をもちまして第３セッションの発表者の第１ラ
ウンドを終わりにします。それでは次は第４セッションの塩出先生。

　京都大学の塩出浩之です。まず、こういう国境を越える歴史のようなものを、
どうやって民衆が受け入れることができる知識にしていくのかというのは、極め
て難しい問題です。やはりひとつの考え方は、国史というものの特権性を、教育
レベルで少しずつなくしていくしかないであろうということです。ですから、先
ほど青山先生が紹介されたように、今日本では「歴史総合」という新しい教科書
が出来つつあって、これがうまくいくかどうかがひとつの試金石ではないかな
と、とりあえずは思っております。

それから、今のこととも多少かかわるのですが、第５セッションで平山先生か
らは、非常に厳しいご指摘をいただきまして、これについても応答しておきたい
と思います。どういうことであったかというと、私は19世紀のグローバル化か
ら現在のグローバル化への連続性を重視しているわけですが、平山先生は19世
紀と20世紀の間に大きな断絶があるのではないかということをおっしゃってい
るのだと思います。

これは重要な問題です。簡単にいいますと、19世紀のグローバル化の時代の
始まりというのは同時に西洋化であり、資本主義世界経済への東アジアの統合で
あり、同時に主権国家体制の導入であると考えていますが、20世紀において、
より重要な問題は、ひとつは大衆化であり、それからナショナリズムであると思
います。そのほかにもいくつか付け加えられるかもしれませんが、とくに大衆化
とナショナリズムということを考えると、19世紀と20世紀の間にかなり大きな
違いがあるということを指摘されたのだろうと考えています。

そこで、今最後に触れました19世紀と20世紀、あるいは今日まで含めてです
が、19世紀から現在までの連続性を重視するか、それとも19世紀と20世紀との
間の、断絶を重視するかということについて、同じセッションの二人の先生、韓
成敏先生と秦方先生に、お考えを伺えればと思います。以上です。

　ありがとうございます。いくつか重要な問題を提起してくださったと思いま
す。「国史の特権性」というキーワードを提示してくださいました。この問題
は、金キョンテ先生に代読していただいた趙珖先生の開会の挨拶に「国史の民主

南 基正
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化」というキーワードが出てくるのですが、この問題提起と関連させてとても重
要なことを指摘してくださったと思います。次の会議は20世紀がテーマになる
と思いますが、19世紀から20世紀にかけての連続と断絶という重要な問題提起
でした。では次は韓成敏先生。よろしくお願いします。

　大田大学の韓成敏です。今日の問題提起は具体的というよりも大きな問題提起
だと思います。私が関心を持っている部分は実際の側面でこれをどのように構築
していくかということです。私は亡命者について発表したのですが、人の移動、
国家間の移動という側面からみれば、この時期には東アジア三国に近代社会の亡
命者たちが存在しました。ただ、日本は少し様子が異なります。中国と韓国は他
の国に渡った政治的亡命者が多かったのに対し、日本の場合は、国内亡命者が多
かったです。明治維新の前に、明治維新のために努めた脱藩武士の問題が、ある
意味最も先鋭の政治的亡命者だったと言えます。その後も、日本は依然として一
国としての統一にはならなかったと思います。日本の西南部と東北部間の歴史認
識の問題はおそらく昨年、一昨年にかなり先鋭化したのではないかと思います。
明治維新150周年を記念する西南部と中央権力、他方で戊辰戦争150周年を記憶
する東北部はかなり違うと思います。そういう意味でも国史より歴史という科目
で教えるのが歴史の勉強の本来の目的に合うのではないかと思います。国史とい
う科目体系は近代国家形成期の国民作りの過程の中でできたと思います。ところ
で、今は政治的亡命者だけでなく、多くの亡命者が私たちの社会に存在します。
宗教的な亡命者、またそれよりも日常的なのは職業に対する亡命者でしょう。自
国内で食べていけるのであれば、あえて文化や言語も違う他の国に職を求めて
行ったりはしないと思います。こうして職を求めて渡った人々がその国でどのよ
うな扱いをされているのかについて考えてみると、近代以降私たちは「平等」と
言いますが、法的に身分制は廃止されたかもしれませんが、現在生活の中ではあ
まりにもはっきりとした身分が存在するということがわかります。そういう問題
を考慮すると、私が発表した亡命者の問題は今私たちに一つの悩み事を投げかけ
ているのではないかと思います。こういう差別の問題は、結局国史という体制の
中で自国の利益を強調し、バウンダリーを強調する国史、ひいては民族主義の問
題になるだろうと思います。こういうことが根本的に影響を及ぼしているのでは
ないでしょうか。亡命者の問題を一度違う角度から考えてみるのもいいのではな
いかと思います。中国、日本、韓国、この三つの国はすべて19世紀に労働移民
の歴史を持っています。代表的なハワイのサトウキビ農場もそうですし、またア
メリカの大陸横断鉄道などはおそらく中国人労働者の苦力がいなければ作れな
かったと思います。つまり私たちの祖先である彼らが他の国に職業的な亡命をし
て経験した苦しみを、ある意味、今はもう経済力が向上したこの三つの国が他の
アジアの国の人々、もしくはアフリカの人々に対してそれよりもつらい苦しみを
与えたり弾圧したりしているのではないかと思います。このように立場を変えて
考えれば、私たちは亡命者問題を通して何かを学べるのではないでしょうか。こ
の問題について一緒に議論してみたいのは同じ悩みを抱えている塩出先生と秦方
先生です。以上です。
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　ありがとうございます。議論の時間が十分ではないので大きな話が中心になる
ことについて少し警戒しなければならないということで、具体的な存在としての
亡命者の問題を提起してくださいました。そして「境界」という問題も韓中日の
三国の間の境界だけではなく、内部における境界もあるというお話でした。また
亡命にも政治的な亡命だけでなく、労働の亡命、もしくは職業の亡命というのも
あって、こういう差別の問題が国家と国家の境界と国家内の境界が重なるところ
に現れるという問題も提起してくださいました。とても良い問題提起だと思いま
す。それでは１ラウンドの最後は秦方先生。

　首都師範大学の秦方です。私は主に三つの質問を提出したいと思います。まず
一つ目。私は女性史を研究していますが、ここにいらっしゃる皆さんは違う分
野、法律史や政治史などを研究していることに気づきました。もし女性史や法律
史という具体的な研究分野に限定しなければ、私たちが議論したい共通の課題
は、現代社会の構造と秩序の形成です。第５セッションでは、現代に形成された
概念や課題があると提起した学者がいますが、私が懸念しているのは、そうした
近代新聞や近代女性の問題を議論する際によく起点を設定する傾向があることに
あります。この傾向は常に宣教師や西洋から東アジアに来た人々に求められてい
ます。もし私たちがこのようなグループ、また彼らが伝来した知識やデースクー
ルを現代形成の起点として認めるのであれば、私達は定義の権力や発言権を他人
に譲ってしまうことになります。その為、知識の起点に対する不安をどのように
克服するかを考えなければなりません。

二つ目にお話ししたいのは国境の問題です。このフォーラムは国史を巡って議
論していますが、私の目から見れば、みなさんの論議に国家の国境に対する不安
があり、国境があるかないか、また他国との境界線が曖昧かどうかに不安を抱い
ているように見えます。しかし、もしこの問題を違う視点から見れば、例えば女
性史の角度から見れば、19世紀末から20世紀初頭にかけて、女性たちは国境問
題にそれほどの不安はありませんでした。当時越境的な姉妹友情、Sisterhoodと
呼ばれるものが形成され始めました。この越境的な姉妹友情は、近代的な生理に
基づく現代観念の上で成り立っていますから、お互いに生理的性別が女性である
以上、共同体を形成できます。私がここで言いたいのは、このように私たちはも
し問題に切り込む視点を変えれば、新しい国史が見えてくるのではないかという
ことです。

三つ目にお話ししたいのは、モビリティーの問題です。塩出先生と韓先生は主
に新聞、情報のモビリティー、また重要な人物の身体のモビリティーについて議
論しました。ここから更にみなさんはこれまでの研究を超え、他のモビリティー
の可能性をより考えていただきたいと思います。例えば言語の問題、この点につ
いて念押しをしてくださった司会者に感謝します。19世紀末から20世紀初頭と
いう歴史の時期において、もう一つ重要なモビリティー群は留学生です。留学
生たちにとって、彼らの言語に母語というナチュラル言語を含めていますが、学
術的言語や表現と概念などが、当時の外国の学校教育において形成できたもので
す。ここでもし言語は思想構造の表現だと言えるなら、留学生たちが学術的に論
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述する時に使っている言語も一種モビリティーの現象ではないでしょうか。その
ため、モビリティーの課題は、今後もより深く議論できると思っています。私の
発言は以上です。ありがとうございます。

　三つの新しくて重要な問題を提起してくださいました。知識の基点という問題
を提起してくださいました。基点を外部からのみ探すのは果たして妥当なのか。
私はそう理解しましたが、その次に境界の問題と関連して国境を越える感情、

「姉妹」、「友情」という表現をされましたが、知識、理性だけでなく、感情のよ
うなものも国境を越えて通じるというお話でした。三つ目は言語という新しい問
題提起でした。いったんここで１ラウンドを終わりにして、これからはフロアに
マイクを回します。鹿取評議員に感想と討論のための話題提供をお願いしたいと
思います。

　渥美財団評議員の鹿取克章と申します。私も今まで皆さんと同じように日本、
中国及び韓国、この三カ国の関係を極めて重要だと思っていますし、東アジアと
いう単語でまず思うのは、やはりこの三カ国です。この三カ国の協力あるいはア
ジア全体の協力や対話の環境そのものは、第二次大戦以降、ずいぶんいい方向に
進んだと思います。

第二次大戦までの流れについては昨日三谷先生がお話しされ、私も感銘を受け
たのですが、戦後の流れを私なりに少し整理すれば、第二次大戦のあとは地域間
の協力が顕在化してきたと思います。ひとつはヨーロッパで1957年にローマ条
約ができて、欧州経済共同体ができたことです。もっともこの原点はすでに第一
次世界大戦のあとにありました。第一次世界大戦について一言付言すれば、先ほ
どの大川先生のお話は極めて重要なご指摘だったと思います。やはり第一次世界
大戦とベルサイユ会議がその後のアジアの展開に及ぼした影響というのは極めて
大きい、私も非常にそうだなと思います。しかし、ここでは第一次世界大戦の話
は飛ばしまして、第二次大戦以降の話をしますと、欧州では欧州経済共同体の動
きができましたし、アジアでは1968年にASEANができて協力が進んできたわ
けです。そしてこのような動きは30年前の冷戦構造の崩壊とともに、極めて大
きなダイナミズムを呼ぶわけです。

1990年の10月３日にドイツが統一されて、1991年の12月25日にソ連が崩壊
するわけですが、この冷戦構造の崩壊というのはアジアに極めて大きな影響を
与えたと思います。20年間ぐらい関係の悪かった中国と当時のソ連の関係も正
常化されましたし、韓国は中国との外交関係を正常化しました。中国はインド
ネシアやシンガポールとの関係を正常化しましたし、ASEANは当時６カ国でし
たが、冷戦崩壊後には10カ国に拡大しました。そしてASEANがそのように拡
大した結果、中国やインドと大陸の国境を直接接することになって、地政学的
に極めて強力な存在となったわけです。ほかにもASEANプラススリー、そして
2005年には東アジア首脳会議ができ、そして2008年以降は日中韓の首脳会談が
開かれるということで、新しい展開が生まれた。本来、国際的な枠組みは日中韓
の協力にとっていい方向に進んだわけです。
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ただし、残念ながら特に2010年あるいは2011年以降、日本と中国及び日本と
韓国の関係は再び非常にギクシャクしてしまいまして、なかなかいい協力の環境
ができない状況が続いています。なぜこういう状況になったかというと、根っこ
にあるのはやはり歴史認識の問題が、きちんと整理されてないからだと思いま
す。従って今回のような会議で、歴史認識の問題について議論するのは本当に有
意義なことだと思いますし、これからもぜひ続けられたらいいと思うのですが、
先ほど平山先生がおっしゃったように、どうやってこの対話を、単に日中韓だけ
でなく、それぞれ国内で進めていくかというのも、極めて重要だと思います。

日本政府そのものは、1995年の村山談話であるとか、98年の日韓共同宣言、
日中共同宣言等で、かなりはっきりした歴史認識を表明していると思うのです
が、ただ、書店へ行くとものすごくさまざまな本がある。これだけの本が極めて
自然な形で存在すると、それは政府がいろいろなことを言っても、なかなか素直
に浸透しないだろうなというのはわかります。やはりこの歴史認識について、い
かに三カ国間の対話を続けていくか、そしてもう一つはそれぞれ国内でそのよう
な対話をどうやって発信できるかが、本当に重要なことだと思います。

　ありがとうございます。今日の会議の世界史的な背景を20世紀の歴史、つま
り第一次世界大戦、第二次世界大戦、そして脱冷戦という三つの視点から説明し
てくださいました。また、私たちの内的対話というのも良いのですが、やはりそ
れを拡散させなければならない。つまり、こういう集まりの持続と拡散が私たち
のこれからのやるべきことだとまとめてくださいました。ありがとうございま
す。それではまたフロアから、最初の日に基調講演のコメントをしてくださった
宋志勇先生にお願いしてもよろしいでしょうか。

　南開大学の宋志勇です。今回のフォーラムに参加することでいろいろ刺激を受
けました。また先ほどの総括部分にもたくさん有意義な問題が提出されました。
私もいくつかの私見を述べたいです。まずこの国史対話会のやり方についてです
が、これまでやってきた日中共同歴史研究、日韓共同歴史研究から経験と教訓を
学んで、民間の対話や共同研究の特徴を活かすことによって得られた代表的な研
究成果を大衆に伝え、研究の効果を発揮させることができないでしょうか。

次に、時間制限についてたくさん言及されています。私たちは19世紀を1800
年から1899年に設定していますが、この問題がむしろこう簡単に整理できる
問題ではないかもしれません。歴史は関係し合っています。私たちがアジア
について語る時、19世紀に起こった明治維新はこの概念の普及に非常に大き
な役割を果たしていることが想起されます。日露戦争がその時期の重要な頂
点の一つです。日露戦争における日本の勝利は、アジアという概念の普及に
非常に大きな役割を果たした。そのため、歴史もやはりそう簡単に断ち切っ
て考えるべき対象ではなく、前の歴史とその後の歴史との関連を考えた上で
全体的に考察すべきだと思います。日本は平成時代から令和へ移る時、この
間の歴史を如何に評価するかを考える場合、平成と令和を断ち切って考える
べきではない。現在の安倍総理大臣は平成の首相でありながら、令和の首相
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でもあるので、平成と令和の歴史を切断して分析するにはおそらく客観性が
失われるでしょう。私の発言はここまでにします。ありがとうございました。 

　断絶にもかかわらず続いているものへの軽視を警戒しなければならないという
お話だと思います。アジアの発明もしくはリージョンの生成という問題意識にも
かかわらず、面々と続いている歴史があるということを看過しなければならない
という警告だったと思います。それでは次は、趙珖先生の基調講演を代読してく
ださった金キョンテ先生にお願いします。

　全南大学校の金キョンテです。特に用意したものはないですが、とにかく一生
懸命勉強しました。私は「国史たちの対話」に１回目から４回目まですべて参加
しました。発表者としてではなく、いつも聴く立場、勉強する立場として参加し
ましたが、今回が最も積極的で情熱的な対話だったと思います。「本当に対話に
なっている」と思い、希望を持ちました。今回テーマが比較的短い時期を扱って
おり、そして実際に各国で起きる問題がすぐに他の国に影響を及ぼす時期だった
から、また先生方もそうした問題を一緒に共有しているから対話が進んだのだと
思います。しかし一方で、お互い研究で使用している史料を共有しているからこ
そいろいろなことを遠慮してお話しされていると思いました。例えば、繰り返し
出てきた問題ですが、冊封と朝貢の問題であったり、また19世紀初の問題であっ
たり、みなさんよく知っているので話をしなかったので、少し残念だと思いまし
た。また一方で、違う時代にも繰り返される問題ですが、韓国、日本、中国のな
かで朝鮮が、19世紀にも従属変数もしくは受動的な存在として描かれているの
ではないかと感じました。こういう認識は果たして妥当なのか。違った説明の仕
方があるのではないか。こういうところをいろんな先生方に聞いてみたいです。
以上です。

　ありがとうございます。私が真ん中に入ることをお許しいただけるのであれ
ば、金キョンテ先生と秦方先生が対話をする必要があるように思います。先ほど
知識の基点という問題をお話されましたが、受動的なイメージでみるべきかとい
う問題を提起してくださったと思うので、そういう点でも一つの組み合わせがで
きるのではないかと思いました。それでは最終的にまとめる２ラウンドに入りま
す。今までの議論の中でこれだけは私が反応しなければならないということがあ
ればお願いします。強制ではありません。まず発表者の方々にお願いします。大
久保先生からお願いできますか。２分程度でお願いします。

　今回私が先生方のご報告に触れ、印象深かったのは、1880年代から1894年に
かけて、アジアの中で相互につながりを持とうという試みが活発になされていた
ということです。韓成敏先生の金玉均の報告、さらには三谷先生、塩出先生のご
報告をはじめ、今回のシンポジウムでは多くの方が同様の指摘をなさっていまい
した。これは非常に重要な思想課題を含んでいます。

金玉均と福沢諭吉との関係に象徴されるように、19世紀後半は、日本、朝鮮、
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中国の間で、アジア連帯の可能性が様々な形で模索された時代でした。
しかし同時に、韓先生のご報告にもありましたが、例えば福沢諭吉は、甲申事

変におけるクーデターが失敗に終わった後、朝鮮独立党の家族や関係者が凄惨な
形で処刑されたことを知り、大変なショックを受けます。これが、福沢諭吉が

「脱亜論」を執筆する一つの伏線にもなります。
すなわち、彼らは連帯の可能性を模索するなかで、その距離が接近すればする

ほど、お互いの政治文化の違いにも気がつき、そこに大きな違和感をも覚えはじ
めるのです。こうした時代経験をどう受けとめ、考えればよいのか、これは21
世紀に生きる我々にとっても極めて重い課題です。

　ありがとうございます。次は大川先生。

　今回、実は三谷先生の発表では、もう一つのポイントをおくと、また違った意
味があると思うのです。東アジア、アジアという概念は、実はリージョンの発明
というか、ヒエラルキーからリージョンに転換したと考えたほうがいいのです。
つまり、中華思想というのは、文化的なヒエラルキーを考えることであります。
そして、リージョンというのは、実体のある地域を特定して指す言葉、これは非
常に大きな転換なのです。それが一つ。

今回の話も、欧米化のプレッシャーでアジアがリージョンとして発明されたと
いうのがありますが、このあとの次回の続きでいえば、今度は「大東亜共和圏」
という非常に悪い形のアジア主義ができます。欧米が持っていた近代合理主義の
行き詰まりが先行して存在し、「大東亜」という形で、欧米が持っている問題意
識をアジアが取り込んでしまって、アジア主義が興ってくるのですね。ですか
ら、アジアがいいというわけではないので、そのあたりは非常に複雑な問題かと
思います。

　ありがとうございます。次は南基玄先生。

　私は先生方のお話を聴きながら文化そして知識、特に人々の移動が韓中日の間
で多かったのが19世紀であり、だからお互いが共通性を持ち、共有できるもの
があるということを学びました。そして大久保先生がおっしゃっていた留学生に
ついてももう一度考えてみましたが、当時韓国にいた多くの学生たちが留学して
いたのが日本と中国です。韓国でどういう背景を持っていた人たちが日本と中国
に行ったのか、またその人たちがそれぞれ日本と中国で学んだ文化は何であり、
彼らが帰ってきてどんな知識を伝播しながら19世紀以降の東アジア社会を形成
していったのか、こういうことについていろいろと考えさせられましたし、これ
からももっと考えなければならないと思いました。

　ありがとうございます。次は郭衛東先生。

　村先生がとても興味深い問題を提起しました。中国の洋務運動と近代的な改革
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は、まず軍事改革から始まったものです。軍事改革は往々にして他の分野の改革
に先んじて起こり、また他の分野の改革に引きずられることが多いです。でも、
日本の場合は違うと村先生は指摘してくれました。日本は軍事改革を優先してい
ないことが、国々の間でお互いに参照できる例になると思います。また、朴漢珉
先生は1895年に日本と朝鮮で起こったペストの問題を提起しました。ペストは
最初に中国の広州で起こり始めたが、その後速やかに香港に蔓延しました。この
ペストがこれまでの香港が遭遇した大災害の中に死亡者数が最も多い災害です。
当時日本からの医療チームは香港、スイスに行きました。そこで発見された腺ペ
ストについてどちらが先に発見できたのかをめぐって論争しましたが、国際的に
よく認められている説は、スイスのイェルサン（Alexandre Yersin）が最初に
発見した人だと言われています。私が関心を持っていることが、日本と韓国の
ペストが香港のペストといかなる関連を持っているかということです。1907年
に中国東北地域に起こったペストは韓国と関係していると考えられていますが、
1895年のペストはこの二つの国とどのような関係があるのかはまだ分からない
ので、知りたいです。発言は以上です。有り難うございました。

　ありがとうございます。次は第４セッションの塩出先生。

　今までの議論の中で特に、先ほど秦先生が問題提起されたことについて応答し
たいと思います。スタート地点を西洋人に求める傾向があるということについ
て、疑問を呈してくださったと思います。要するに大きな意味では、19世紀を
説明する際にウエスタン・インパクトから説明すべきなのかどうかという議論だ
と思うのですが、これは今回の対話全体に関わることだと思います。

私自身はやはり西洋人が東アジアに来なければ変化は起こらなかったであろう
と思っています。ただし、それにもかかわらず、きっかけが西洋人の到来であっ
ても、それに対する反応の仕方はそれぞれの国や地域でかなり異なっていたよう
に思います。

ひとつは先ほど私がお話しした「主権」ということに関していえば、中国はアヘ
ン戦争以後も自分が主権国家になろうというようなことは全くしませんでした。と
ころが日本は条約を結んで15年で政府が替わり、それからその主権のルールを周
りの国々にも押し付けるように変わりました。非常に大きな違いだと思います。

朝鮮についても、最初は非常に消極的でしたが、開国してからの朝鮮は、西洋
との条約を自分にとって何らかの形で利用できるものだと考えたと私は理解して
います。このような違いがなぜ生ずるのかといえば、やはり初期条件の違いであ
ろうと思うので、そうするとやはり18世紀から19世紀前半のそれぞれの社会、
政治の状況というのがやはり大事かなと思います。

新聞についても、中国と日本で新聞が西洋人が持ってくる前の出版文化とか言
論統制のあり方はかなり違う。朝鮮については私はあまり詳しくないのですが、
違うであろうと思います。当然、ジェンダーの問題についてもやはり初期条件の
違いということを議論すると極めて興味深いのではないかと思います。それだけ
申し上げておきます。
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ありがとうございます。次は韓成敏先生。

　これから私が申し上げるのは先ほどお話できなかったことです。歴史の大衆化
の問題について最初に問題提起がありました。この歴史の大衆化という問題はか
なり長い間悩んできたことです。この話が出るときに、大体は正確な歴史的事実
の伝達ないし良い本を書くという問題、こういう似たような問題が悩みとしてあ
るということです。ある内容の伝播においては何よりも媒体に対する主導性が重
要なわけですが、私が勉強しているときにいつも聞かされていたのは、「学者は論
文で話す」、「良い論文を書け」ということでした。しかしもはや文章を通して大
衆に近づき、説得する時代は過ぎたと思います。新しい媒体を利用することにつ
いて私たちはあまり考えていません。依然として、私は立派な研究をして良い論
文を書けば私の役割はそれで終わると思うのです。その次は考えないのに、どう
して大衆はわかってくれないのかと言います。率直に言えば、これは学者の卑怯
さだと思います。過去100年間、そして今の学者たちは似たような役割を行ってい
ます。今は学者自らが本人の役割について変身を考えても良い時期だと思います。
正解はないですし、私もまだ悩んでいますが、既存の枠組みの中で、本をどのよ
うに書くか、教育体系をどのように変えるかを考えても未来はないと思います。
私たちもまたある媒体を使っていますし、だからこそ学者が今の時代にどのよう
な役割をしなければならないかを、もっと積極的に考えなければならないと思い
ます。これはここにいらっしゃるみなさんと一緒に考えたいことです。以上です。

　はい、ありがとうございます。最後に秦方先生。

　私は先ほど韓成敏先生が提出した観点に賛成しています。21世紀の現代社会
において、我々知識人たちはどのような役割を演じるべきかについて考えるのが
必要だと思います。私はこの役割に対して、楽観的な考え方を持っています。現
代中国を例として挙げてみますと、現在中国では多くの知識人たちが大学で教鞭
をとりながら、ソーシャルメディアを通して積極に自分の観念や観点を大衆に伝
えています。私はここで “教育” という言葉をあまり使いたくないのですが、そ
れは “教育” が明らかに上からの目線を示している言葉だからです。国境が私た
ちに与えている衝撃、また私たちの観点やメッセージの伝播を通じで、塩出先生
が研究している100年前の新聞雑誌のように、我々の世界観を少しずつ変えてい
ます。そのため、私は楽観的な態度を持っています。私の発言は以上となりま
す。有り難うございました。

　議論しながら考えがまとまっていくようですが、一方でまた発散されるところ
もあるように思います。重なりながら亀裂をみせるところもあったと思います。
私は最初に目的論、存在論、認識論、実践論の話をしましたが、実践論と関連し
てかなり重要な問題をみなさん共有されているように思います。この問題につい
て提起してくださった平山先生に最後にもう一度話をまとめていただきたいと思
います。

南 基正

韓

南 基正

秦

南 基正
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　今リクエストがあった点について、今韓成敏先生が自分と同じ悩みを持ってい
る人を発見したというふうにおっしゃいましたが、私も全く同じ考え、同じ印象
を持ちました。そこのところをどうやって大勢の歴史研究者ではない人たちと
我々の成果を共有するのかということについて、正解はもちろんありませんけれ
ども、我々の悩みを率直に話して共有できればと思います。

皆さんほとんどの方が研究者であると同時に大学で教育をされていらっしゃい
ます。今、秦先生が教育という言葉は少し上下関係があるとおっしゃいました
が、一応成績をつけるという権力をもってしまっておりますが、「教育」でなけ
れば「対話と共有」でもいいと思います。日本では大学の授業は90分です。目
の前にいる学生たちに90分間話をすることができるというのは、とても特権的
なことです。ですから我々が普段の大学というところで、目の前にいる若者たち
と何を共有できるのか、そして対話をしたらどういう成果が出たのかということ
を、中国、韓国、日本の大学で教えている人たちと共有するということができた
ら、すごく刺激的なことになるのではないのかなと思いました。リクエストいた
だいたのは、以上ですがもう１点お話しさせてください。

今回の会議で今後自分が取り組みたい研究トピックのアイデアがどんどん湧い
てきました。これが研究者としてはとても刺激的で嬉しかったことです。先ほど
隣にいる朴漢珉先生とお話しをしていたら、交渉したくなくてもせざるを得ない
ようなことを、それぞれの国で研究してみたらどうかという話になりました。例
えば伝染病です。人の行き来が盛んになると、伝染病が問題になりますが、伝染
病を予防するためには自分の国だけではもう絶対にうまくいかないわけです。相
手の国を好きではなくても、絶対に協力しないといけない。ほかにも、海難救助
というものがあります。実は私の先祖は対馬という離島なのですが、実は対馬と
か五島列島など長崎の島では、朝鮮半島や中国から流れ着いた人たちを海難救助
する、助けるということが古くから行われてきました。それはもちろん、韓国で
も中国でも当然行われてきたことと思います。ですから国交が断絶されていて
も、船は流れ着いてくる、人は流れ着いてくる。そういった事例をもっと研究し
ていったら、具体的なレベルで我々の国史を相対化する視点を得られるのではな
いかと思いました。以上です。

　ありがとうございます。それではこれを持ちまして自由討論を終わりにしま
す。ここからは総括の時間です。三谷先生に討論の総括をお願いしたいと思いま
す。その次は明石先生に全体の総括をお願いします。

　非常に多くの論点が出てきて、それぞれに面白いと思いました。そこで、私の
個人的観点から、どこが新たな発見であり、将来見込みがあり、あるいはまだわ
かっていないのかという話をしたいと思います。三つ論点があります。

ひとつはアジアという概念が果たして妥当なのかという疑問を、とくに青山さ
んがはっきりと提示されました。それに関連して、現在の中国では中華世界秩序
を再建するのだという言説があるということも指摘されました。この点に関して
は、私は青山さんがおっしゃるとおり、まさにこのアジアとか東アジアという概

平山

南 基正

三谷
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念は日本人が作り替えて、新しく作ったものだ、作り替えたものだと思います。
徐静波先生は中国でそれをどう受容したかということもご紹介くださいました。

青山さんのお話で重要だったのは、今の日本の学会のいわゆる東アジアを研究
している人たちは東ユーラシアというもっと広い概念を使い始めているというこ
とでした。一方、この中華世界秩序という発想に対しては、実は中国の先生方か
らは別のアイデアがあるというお話がありました。これは孫衛国先生や孫青先生
がおっしゃったことだと思いますが、世界はもう均質化しているのだ、共通性の
ほうが重要なのだということです。これはとても重要なことだろうと思います。
つまり東アジアとか東ユーラシアなどと、線で他の空間との境界を区切って、そ
の差異を強調するというのは果たして意味があるのかということです。中国とそ
の外の差異を強調するのも本当に意味があるのかと、こういうことだと思いま
す。それが第一の論点です。

それから、この19世紀を扱った会議が、西洋を受け入れるかどうかというこ
とが出発点になったのでないかということについて、秦先生は、それには警戒す
べきだとおっしゃいました。しかし、事実として日本の明治維新というのは、ア
メリカの使節が来ない限り、たぶん始まらなかったという事実があります。そう
すると、西洋の受否に対するそれぞれの国、人々のなかでの議論が問題です。歓
迎だといって受け入れる人もいれば、絶対的に拒否する人もある。またよく起き
るのは選択的に受け入れるということです。そしてその態度も時期によって変化
してくる。これは歴史の中で事実あったことだろうと思います。ですからここで
の問題は西洋の受否という結論が大事なのではなく、その間におきた利害の計
算、それから不安、大きな不安とその克服の仕方、そして西洋のイデオロギーに
対してどう対応するかという問題が大事だったと思います。従って、19世紀の
東アジア三国の経験したことは、かなり深刻な難しい問題であったと言ってい
い。その中でいくつか個別の論点を申し上げますと、第一は、かなりの方が言及
されていましたが、イギリスを中心とした西洋によって国際公共財が構築され、
提供され、それを各国が利用した。好き嫌いにかかわらず、利用した。国際公共
財、国際的にシェアするインフラストラクチャー、例えば港湾の設備とか、灯台
とか、それをどう作るかという話とか、あるいは国際法というルールをどう扱う
かとかですね。インフラとかルール、これを国際公共財といま呼んでいますけれ
ども、それをほとんどの国が受け入れざるを得なかったというのが、事実だと思
います。それが前提になる。そこでもう少し立ち入って、個別に検討しますと、
まず西洋の国際法をどう考えるのか。受容するのかどうかという問題です。各国
の内部でも違いがあり、それから日本と清朝でははっきりと対応の仕方が違いま
した。日本は国内を西洋化しました。不平等条約の改正ということが課題になり
ましたが、日本は条約の不平等を解消するために、国内を全面的に西洋化すると
いう道を選びました。それに対して、清朝の場合は租界というものを設けて、そ
こに西洋を閉じ込めました。これが大きな差異だったと思います。それから不平
等か否かということに関しては経済的な問題がよく議論されていましたが、欠け
ていたことがあります。中国を中心とする世界が伝統的に持っていた外交儀礼に
ついての議論が今回はなかった。いわゆる周辺国からの使者は「三跪九叩頭の
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礼」を行わねばならならなかったわけですが、これを中国の場合、どう変えたの
か否かという問題があります。日本も最初は近世にはこれに近いことをやってい
ましたが、結局明治政権ができたときに放棄しました。

それから２番目の要素はキリスト教です。私はキリスト教徒ではなくて、なか
なか気がつかない論点なのですが、多くの方が論じられたのは印象的でした。こ
れはあまり深い議論はありませんでしたが、重要な論点です。とくにここフィリ
ピンを考える場合は大事である。最初のマキト先生のご発表でも、明らかにキリ
スト教の強烈な影響力が残っていてキリスト教徒とムスリムとの間の分断も今な
お大事ということでした。そういう問題があるのですが、これは議論の的になら
なかったと思いました。それから、討論の中でとくに強調されたことに感染症の
問題がありました。これは国境を越えて広がってしまう、場合によってはパン
ディミックになってしまうという問題ですが、それを防止するための各国の対応
を研究したらどうかという提案がありました。これは非常に重要なことです。そ
うしてまた、これに対して対処法を提供したのが、イギリスをはじめとする西洋
でした。

それから次に貿易自体の問題です。これは大久保さんが最初に「万国公法」の
受容にからんで自由貿易か保護貿易か、という問題を提起されました。我々がよ
く知るように、グローバル化は各国が豊かになるならと、この数十年は大いに推
奨する声があり、中国でもそういう声を何度も聞いたことがあります。それに対
してアメリカとかイギリスとかがもう嫌だと言い出している。これは実は19世
紀の東アジア各国が経験したことと、主体は逆になりながら、問題の中身は同じ
です。だから簡単に解消はしない。これに対する答えは、私は一律にはいえない
と思います。

明治の日本の経験でいえば、最初の軽工業の時代には日本が低関税を設定した
ので大変有利でした。外国からの木綿を安く買ってそれを糸に変えて、それを中
国に輸出して大儲けしたのです。ですから低関税は日本経済にとって大変有利で
した。ところが明治の末になって、重化学工業化を始めようとしたら、これがう
まくいかなかった。というのは、西洋と日本の技術格差が大きすぎて、もう日本
内部の力だけでは重化学工業化はできないということがはっきりしていたため、
保護関税を設定しました。その結果起きたのは、日本製品は低品質のままであっ
たということです。これは私がかつてインドに滞在したとき、保護関税をきつく
実行していたためにインドが直面していた問題です。では、日本がその罠からど
うやって脱出したかというと、それは第一次世界大戦のおかげでした。西洋が自
分たち同士で大戦争を始めてしまったために、外に製品を輸出できなくなった。
そこで低い技術ながら日本が製品をたくさん作って世界各国に売って儲けを出
し、儲かっているうちに技術が上がったという道筋で解消されたのです。こうし
たわけで、この自由貿易か保護貿易かという議論は、確かにいま強い立場にある
国が有利で、弱い立場にある国が不利なのは間違いないんですけれども、保護貿
易を続けたら、弱い国は永久に経済発展できないということになるわけです。だ
から簡単に結論は出ないことになる。

それから３番目に歴史学の方法論の問題です。これは秦先生が意識的に方法重
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視の発表をされた。アメリカ産のジェンダー論とか脱構築論を使って鮮やかな解
釈をされました。私自身はそうした方法には疎く、さらに、西洋の方法論に対す
る追随が大嫌いです。追随するのではなくて、西洋人と同じように自分自身でモ
デルを作って解釈するという道をあえて選んでいます。しかしながらここでもや
はり黒白と考えるのはあまり賢明ではないと思います。

それから次に、言語障壁の問題。これこそが国境を作り出し、同時に国境を越
えるための一番重要なメディアだと思いますが、この点では我々は、本当にいま
同時通訳をしてくださっている方々に感謝しなくてはいけないと思います。ただ
し、では10年後はどうか。今はAIに期待する声が非常に高く、我々はこういう
席で自分の母語を楽にしゃべりながら、しかし正確に、しかもあまりお金をかけ
ないで通訳してもらう可能性が出てきた、そういう声も聞こえています。

それから今日も何人かが言及された大事な論点がある。ルールセッターは誰が
なるべきか。19世紀には明らかに西洋人であり、なかんずくイギリス人がそう
だった。これに対しては面白くない思いをした人が随分いたはずですが、自分の
利害のためには我慢せざるを得なかったというのが事実だったと思います。この
状況は、私は経験がないのですが、外交の現場では今でもそうなのではないかと
思います。特許絡みの権利の設定とか、とにかく新しいルールを作ろうという
と、すでに西洋人が先にやっていて、我々はそれに追随する以外の道がない。少
なくとも日本に関してはそうでした。日本人がルールセッターをしたことは、い
わゆる「戦後」にはとくになかったように思います。そういう現実があるなか
で、自尊心からこれに反発して、新しいルールは自分で作りたいという考えが起
きる。私は中国の会議ですでに10年前にそうした声を聞きました。ただし、ルー
ルセッターになろうとしたときに重要なのは、自己本位だったら絶対に成功しな
い。自分の利益になるようにルールを作ったら誰も従わないというのは、本当に
よく起きることですので、それは銘記しないといけないだろうと思います。

そして最後の大きな論点ですが、我々学者たちが世論に対してどう働きかける
かということです。具体的には、この会議の成果をどう広めるのかという問題
があります。この場合、まずは各国の内部でどう対処するかということですが、
我々の多くは大学の教師なので、大学の中での、教室での教育。それから大学と
中等教育のための教科書を書くこと。さらに、中等教育の先生方と大学の教員た
ちが一緒に仕事をして、カリキュラムや教育方法を考えることがあります。日本
ではこれを高校大学連携と呼んで、今は大ブームです。私も一部はそれに関与し
ています。それから政府が設定する歴史カリキュラムの作成に関与するというこ
とがあります。私は政府が直接は関係しない日本学術会議という半官半民組織で
６年間委員を務め、日本史と世界史を統合した新しいカリキュラムについて提案
をいたしました。この委員会の中で、私はその具体案を書いています。

しかし、書いたのは書いたのですが、これは文部科学省によって一部が採用さ
れたものの、大事なところは骨抜きにされてしまいました。私の案は、対象を近
世以降だけに絞った上で、時間を追って事件の内容を説明するという時系列を縦
軸にし、これに横軸を組み合わせる。例えばグローバル化とかジェンダーの問題
とか、環境の問題などです。そしてその場合、今までの日本の教科書が西洋史中
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心に書かれていたのを逆転して、東アジア中心のカリキュラムを提案しました。
こうすると、当然20世紀前半における日本の近隣侵略、加害ということが入っ
てきます。しかし、文部科学省はこの最後の部分を完璧に抜きました。それから
グローバル化についても骨抜きにされてしまいました。今、「歴史総合」と称し
て実行されようとしているカリキュラムは、我々から見ると非常に不完全なもの
です。これはここにいらっしゃる日本の若い先生方に対処してほしい。つまり
10年以内にまた新しいカリキュラムができますので、それまでに十分準備をし
て、文部科学省を説得していただきたいと思います。

次に民間・世論への働きかけですが、私はブログやSNSはまだ使っていない
のですが、テレビには時々出ます。日本史というのは非常に人気があるので、そ
れに乗っかって自分の伝えたい大事なことを言おうとしているんですが、しかし
テレビの側は予めはっきりとテーマを決めています。日本人に人気がある、視聴
率がとれる戦国時代や維新とか、とくに人物中心のテーマしか取り上げません。
ですから、20世紀前半の歴史認識問題など、日本人にとってしんどい問題は、
こうした一般向け番組では取り上げてくれないのです。もちろん、テレビはより
狭い聴衆向けには沢山ドキュメンタリーを作っています。戦争や公害など、こう
いう深刻な問題がありましたということは、日本の公共放送は非常にいい番組を
たくさん作り、外国の良質な番組も放映しています。だけれども、我々歴史学者
がそういう場面に出ることはほとんどありません。

少し悲観的なことを申しましたが、しかし同時に、いま日本の中等教育ではア
クティブ・ラーニングといって、学生たちの自主性を重視するようになりまし
た。教師が90分ないし60分を一方的に話しっぱなしにするということはもうや
めようということになっていて、私はある高校の実験授業を見せてもらいました
が、生徒たちはとても楽しそうでした。黙って聞いているよりは、友達とあれこ
れしゃべりながら考え、自分で発表するほうが楽しいということです。ただし、
これが通用するのは日本人のうち、知的能力で上の２割ぐらいだと思います。こ
れは経験的にわかっていることです。

こうして考えてみると、なぜ我々の声が届かないのか。どのようにして民衆の
関心を引くのか。どのように彼らの心を開いてもらうのか。これは本当に難しい
ことです。自分でやってみないとどうしていいかわかりません。でもやってみる
前に諦めるのは早いだろうと思います。

それから今日話題になった非常に重要なことは、国家間の架橋です。国家の間
でも架橋が必要であり、可能だということを発見したのが、この会議の非常に重
要な発見であったと思います。そしてその中で重要な指摘だったのは、各国の内
部でもやはり認識には多様性があるという事実。それは同じような考えをもった
人が、国境を越えてつながることもできることも意味します。これは重要な指摘
だと思います。

それから国境をまたぐテーマ、たとえば感染症とか貿易の問題というようなこ
とは、国境を超えた共同研究にふさわしいということも指摘されました。ただ
し、ここでちょっと気をつけねばならないことがある。政府間の共同研究、日
韓、日中の共同研究に言及された先生がいらっしゃいましたが、政府間の共同研
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究は、日本側から見ている限りは、うまくゆかなかった。私自身はこれに一切関
係しませんでしたが、友人にはこれに関係した方たちがかなりいました。彼ら
は、始まったらすぐに嫌だ、辞めたいと言い出した。日韓・日中ともそうです。
結果も日本側から見ると不十分だった。私はあまり政府を信用していないので、
こういう組織には入っていませんでしたが、おかげで中国も韓国も嫌いにならな
いで済みました。そういうことが現実にあったという事実を、当事国の方々皆に
記憶しておいていただきたいと思います。

これで三つの論点は尽くしたと思いますが、最後にこのような歴史対話はずっ
と継続すべきであると念押しします。これは劉傑さんが一日目の最後のまとめで
おっしゃったことです。非常に大事だし、十分に可能だということは、この会議
に参加された方はもうよく理解してくださったと思います。心強いことです。

それで最後にちょっと、我々この会議の組織メンバーで次回はどうしようかと
いうことを話した暫定案ですが、ちょっとお話しますと、次は20世紀の東アジ
アを取り上げます。そこでのテーマは戦争の苦難をどう語るかということです。
中身としては、その苦難がどういうものであったかということ。それからこれに
知識人はどう対処したか。なぜ戦争を止められなかったのかという問題。それか
ら庶民は政府によって動員されましたが、その動員された中をどう生きたのかと
いう問題。そして最後に歴史の記憶をどう考えるか。国史というものがどう書か
れてきたかという問題を取り上げたらどうかと議論していました。

実は日本との戦争が終わったあと、それぞれの国がどんな試練に直面したかと
いう問題も、一応は議論してみたのですが、テーマが多くなりすぎるとできない
ので、次の次に回したらどうかというのが暫定的な意見であります。少し長くな
りました。ありがとうございました。

　２日間の会議ですので、やはり簡単にはまとめられないと思います。それで
は、明石康先生に全体の総括をお願いします。

　総括とか評価とかいう大変複雑な任務はとてもできそうにありませんので、し
かも限られた時間で、ただいくつかの点を、少し指摘しておきたいと思います。

私は、代読された趙珖先生の開会のご挨拶に書かれていることは非常に適切で
あり、これからもこうした共同研究にとって指針ともいうべき点をきちんと示し
ておられることを強く感じております。

ただ、今日の議論からも明白であると思いますけれども、国史たちの対話とい
うのは、少し古臭いのであり、国家を前提にしている感があります。しかし、今
日の話の豊かさというのは、国境を越えた個人とか組織とか団体とか、そういう
もののストーリーが大半であったと思います。その意味では、「国史たちの対話」
を「歴史たちの対話」という題にしたらどうかと漠然たる感想を持ちました。

それから趙珖先生が書いておられますけれども、歴史が民主化によっていい方
向に向かうのではないかという期待を表しておられるわけですが、私はこれに
ついてはやや警戒的です。私自身がユーゴスラビアにおける国連PKO活動の責
任者として、非常にいいかげんな民主主義に、大変悩まされた記憶があります。

南 基正

明石
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ユーゴスラビア紛争のなかの、最も大事だった国はボスニア・ヘルツェゴビナと
いう国です。この国は国民の44％がイスラム系、31％がセルビア系、17％がク
ロアチア系のキリスト教徒です。セルビア系というのは、セルビア正教徒です。
そして、民主主義には基本的には二つの原則があると思います。一つは多数決原
理です。多数意見に従うこと。それから二つ目は、少数派の意見も尊重すること
です。この二つの原則から成り立っています。しかし、ユーゴスラビアの現実の
前に、ヨーロッパ連合に属する国々は、多数意見だけを聞いて、つまり新しい憲
法側に立ってことを決めていきました。そこにユーゴスラビアの紛争の根深さ、
またいろいろな民族とか種族とか宗教の間の血なまぐさい紛争があれだけ続いた
所以がありました。６万人のNATO軍を派遣しても対応できなかったそもそも
の根本原因は、そこにあったと思います。現在の残念なアメリカの政治現象が示
すように、アメリカの数百年に亘る政治的、民主主義の伝統をもってしても、ト
ランプのようなポピュリストが出てくるのを防げなかったという不幸な事実があ
るのです。「民主主義は最悪の制度である。ただし、ほかのすべての制度を除け
ばのことだが」というチャーチルの有名な皮肉があります。民主主義は衆愚にな
りやすいが、他の制度よりはましだと彼はため息をついているのです。現世紀に
おける最大の問題だと思います。

皆様方のここでの話は、実に豊かで複雑でニュアンスに富み、いろいろな点で
意見の一致があったし、一致しなくとも、多くの人が深くうなずいておられまし
た。数多くの示唆と教訓を読者が読み取れるであろうことは疑いのないことです
ので、渥美国際交流財団の今西さんを始め、これを扱っておられる方々に、今後
も疲れきって辞めたいという最後まで、是非とも続けて欲しいと思います。これ
をきちんとした形で、少なくとも三カ国語で続けるという原則を是非とも守って
いただきたいと思っております。

ちなみに私は12日に帰国して13日の午後、ユーゴスラビア紛争のなかでスレ
ブレニツァという事件がおきた丁度25周年にあたりますので、立教大学のシンポ
ジウムで「スレブレニツァと国連PKO」という題で話すことになっています。そ
こでは関係する専門家が、マルチディシプリンな形で、法的側面、政治的側面、
経済的側面、民族的側面など、いろいろな見地から話し合います。私はそういう
多面的なアプローチこそ、ともすると一面化しそうな欧米的な悲劇の扱い方より
も、東アジアに住んでいる我々こそ、あまり簡単に烙印を押したりしない、真の
意味での歴史研究に携わる意志も能力もあるのではないのかと思っています。本
当に素晴らしかったここでの２日間の議論を聞いて、私は専門外の人間として深
くうなずくことしかできなかったわけですけれども、本当に良い意味で国境を無
視したよいお話を聞くことができました。対話というのは本当に重要です。

私は『独裁者との交渉術』というややセンセーショナルな題の本、これは出版
社がつけたのですが、そんな本を出しました。交渉するうえで一番大事なことは
対話することです。できれば一対一の対話をすること、できなければできるだけ
数少ない人で対話をすることです。相手の目を見ながら静かに話すことが一番有
効な手段だと思います。それを付記させて下さい。
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　この国史たちの対話プロジェクト、最初は５回プロジェクトとして計画を始め
ました。ですから次が最後なのですが、もう少しやりましょうよという圧力みた
いなものを感じていまして（笑）、もう少しできるかなと思っています。ただ、
とても大変なプロジェクトですので、いつまでもできるとはお約束できません。

もともとは奨学財団ですから、ここに参加された経験が皆さんの中に入って、
それが皆さんのお仕事に反映されることをまず第一に願っております。

今後どう広めるかですが、この会はクローズドではありませんので、皆さんの
まわりにいらっしゃる興味をお持ちの方にお伝えいただき、参加いただくことは
大歓迎です。メールマガジンも昨年から始めてインフラがやっと整いました。こ
れは三カ国語対応ですから、いただいたエッセイを三カ国語にして出しておりま
す。今は１カ月に１本が最大キャパですが、もう少し頻繁に出せるかもしれませ
ん。これからはエッセイの内容がいろいろ展開できそうな気がしますので、イン
ターネットメディアでどういうことができるのかというのが、興味のあるところ
です。それでこちらからお願いすることもありますが、お願いしなくても、もし
こんなものを出してみたい、日中韓で出してみたいというものがありましたら、
どうぞ私に送ってください。それを発信するようなことはやっていきたいと思っ
ております。

　ありがとうございます。昨日、今日の講演者、司会者、発表者、そして最後ま
で参加してくださった聴衆のみなさんに感謝申し上げます。大きな拍手をお願い
します。そして三カ国語で通訳してくださった通訳の方々にも拍手をお願いしま
す。これですべて会議を終わりにしたいと思います。

今西

南 基正
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東アジアに吹く新しい風
明石	康　元国連事務次長

「アジア未来会議」が今月中旬、５日間にわたりフィリピンのマニラで開か
れ、大会会長として出席した。東南アジア諸国においても、北東アジアの日本、
中国、韓国の３カ国においても、新しい前向きの風が吹き始めていることを肌で
感じることができた。

会議はグローバル化に伴うアジアのさまざまな問題を、科学技術の開発や経営
分析だけでなく、環境、政治、教育、芸術、文化など社会のあらゆる次元におい
て多面的に検討、意見交換することを目的に開かれた。諸外国から日本の大学院
に留学する外国人学生に博士号取得まで奨学金を給付するなどの活動を展開して
いる渥美国際交流財団の主催で、今西淳子さんが常務理事として活動を主導して
いる。

これまでタイ、インドネシア、日本、韓国で１年おきに開かれており、今回
が５回目。今年のテーマは「持続的共有型成長─みんなの故郷、みんなの幸福」
で、世界に拡がる富の格差に肉薄しようというものである。

会議は財団から過去に奨学金を受けた20代後半から30代を中心に約300人が
参加した。仏教徒の多いタイやミャンマー、イスラム教徒が多数のインドネシア
とマレーシア、キリスト教徒が数多いフィリピンなど多様を極めたが、中東地域
と違い東南アジアのイスラム教徒は、概して温和なイスラムの立場を取る人が圧
倒的に見られた。イスラムの女性たちには顔をブルカで包む人が多くいて、お
しゃれな色彩が多かった。

会議では過去の４回に劣らず、国境や文化を超えて、率直で生き生きとした若者
らしい意見が交わされた。特にそれぞれの職業や専門領域を反映した意見は広範囲
にわたっていた。

タイから参加した若い仏教僧は「内在的な平和こそが外的平和の基礎になる」
という意見を表明した。インドネシアからの参加者はオンライン技術の利用によ
る平和教育のシステムづくりについて熱く語った。北九州市立大学博士課程の日
本人女性は、その国の文化や歴史によって、法に基づいて和解を進めるのか、あ
るいは共同体の伝統に重きを置くかなど平和を構築していく過程に違いがあるこ
とを力説した。こうした意見を傾聴して、参加者の多くが複雑化する現代アジア
の未来について少なからず希望を持っている様子がうかがわれた。

意見交換とは別に、日中韓３カ国の若手歴史家による研究会も行われた。３カ
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あとがきにかえて１：東アジアに吹く新しい風	 明石 康

国語の同時通訳付きだったが、これまでの国粋主義的ないし地政学的な見方とは
異なり、開放的で、民主的な歴史観が底流として流れていると感じた。議論にも
加わった東京大の三谷博氏や早稲田大の劉傑氏などがそのような新しい歴史観の
中核的な存在のように見えた。

特に19世紀における日中韓３カ国の相互接触について、該博な知識に基づい
て率直な議論が行われ、これまでとは違った
新しい見方の可能性を伝えるものだった。

戦後の欧州においてドイツやフランスなど
が国家を超えた共通の歴史観に到達できたよ
うに、東アジア全体に共通する歴史観が誕生
することが不可能ではないと十分に手応えを
感じられる内容であった。もちろん歴史の問
題はいつの時代も錯綜して複雑なので、一朝
一夕に完成するとは思われない。

今回の「アジア未来会議」は東アジア地域
共通のグローバル化時代が到来しつつあるこ
とを告げてくれるものではあるが、それが民
族主義や国粋主義を決定的に超えるものであ
るかはわからない。同時に21世紀初頭にあっ
た混乱や対立がこれからも頻発する危険がな
くなるのかも不透明である。

だが、多くの若い学究者や幅広い職業に従
事している人たちの間には、先行世代の人々
と違って偏見がそれほどなく、国籍、国境を
超えた見方がじわりじわりと広がりつつある。
会議での意見交換はその一つの例にすぎない
とはいえ、現代アジアに生きる者たちに明る
い希望の燭

しょっこう

光のようなものを感じさせたとい
えよう。
 （秋田魁新報2020. 01. 24朝刊より転載）

秋田魁新報 2020.01.24 朝刊 
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第４回	｢国史たちの対話の可能性」
円卓会議レポート
金	キョンテ　全南大学校

第４回｢韓国・日本・中国における国史たちの対話の可能性」円卓会議は2020
年１月９日と10日、フィリピン・アラバン市ベルビューホテルで開催された。本
会議は第５回アジア未来会議と同時に開催された。今回の会議のテーマは ｢『東
アジア』の誕生─19世紀における国際秩序の転換─｣だった。三国でそれぞれ活
発な研究活動をしている研究者たちが３人ずつ参加した。さらに細かいテーマは
｢西洋への認識｣、｢伝統への挑戦と創造｣、｢国境を越えた人々の移動｣だった。

参加者たちがフィリピンに入国した１月８日夕方には歓迎晩餐会があった。明
石康先生は歓迎のあいさつで、厳しい状況でも研究者が会うことの意味は大き
く、対話の重要性はいくら強調しても十分ではないと述べた。果たして発表者が
感じたプレッシャーは小さくなかっただろう。

１月９日、円卓会議が始まった。まず、開会のあいさつと歓迎のあいさつ、基
調講演が冒頭を飾った。早稲田大学の劉傑先生は本円卓会議の趣旨、第３回まで
の回顧、そして今回の会議のテーマと目標について説明してくださった。特に、
歴史と歴史学の局面に大きな変化が訪れた現在、対話がさらに重要になったこと
を強調された。また、"歴史大衆化"の時代に歴史研究者が置かれたかつてない状
況についても議論する必要性を提起された。

続いて趙珖韓国国史編纂委員会委員長の開会挨拶があった。残念ながら、事情
により会議には出席できなかったが、"国史の民主化"を通じて歴史を東アジアの
共有物にしていくことができるという提言は意味深い内容だった。

第５回アジア未来会議の開催場所であるフィリピン大学ロスバニョスキャンパ
スのマキト先生の歓迎の挨拶は「東アジア」の歴史を眺めるためにもその視野を
世界全体に広げなければならないという当然の事実を改めて気付かせてくれた。

三谷博先生の基調講演は「『アジア』の発明─19世紀におけるリージョンの生
成─」というテーマだった。今回の会議の大テーマとも直結する問題だった。

「アジア」が東アジアに導入される過程、19世紀後半、西洋に対抗するための地
政学的概念に転換された「アジア」、そして20世紀の戦争時期に、日本が「アジ
ア」の盟主としての地位を自らに与える過程などが紹介された。最後に21世紀
を展望して、「東アジア」三国間における対等な秩序構築の可能性、歴史記憶と
いうものの存在感などを共通的の疑問として提示してくださった。円卓会議が国
家間の対立緩和の資源となり、それ自体が価値と意味を持つという点を強調し、
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あとがきにかえて２：第４回	｢国史たちの対話の可能性」円卓会議レポート	 金 キョンテ

参加者には、できるだけ互いの言うことをよく聞き、積極的に議論することを期
待された。

基調講演については宋志勇先生のコメントがあった。「アジア」概念の導入以前
の東アジアの発展の様子をどのように整理するか、“我等” の観点からの研究、す
なわち「アジア」的研究方法論を用いた研究の必要性を提言された。討論者として
参加した朴漢珉先生は「アジア」が韓国史で導入された事例について紹介された。

続いて本格的な発表セッションが始まった。最初の発表セッション（第２セッ
ション）のテーマは “西洋への認識” だった。日本の大久保健晴先生の「19世紀
東アジアの国際秩序と「万国公法」受容─日本の場合─」、韓国の韓承勳先生の

「19世紀後半、東アジア三国の不平等条約克服の可能性と限界」（事情により不
参加だったため、朴漢珉先生が代読）、中国の孫靑先生の「魔灯鏡影─18世紀か
ら20世紀にかけての中国のマジックランタンの放映と製作と伝播─」の発表が
あった。各々、伝播と影響、変容という様相を扱った興味深いテーマだった。

各セッションの発表が終わった後は短い討論時間が続いた。大久保先生には二
種類の『万国公法』が与えた影響力について質問があった。これに対し、当時も
マーティンが翻訳した『万国公法』が主流であったが、フィーセリングの『万国
公法』が対案的役割を果たしたという事実にも注目しなければならないと回答し
た。また、コメントの中では、朝鮮が条約の改正を試み、『万国公法』を活用し
た事例も紹介された。西洋から伝播した新しい"思想"が各国で受け入れられる
過程の共通点と相違点を探ることは、今回のように各国の研究者が一堂に会する
場でこそ効果的になされるであろう。現在の国際関係にかんがみ、相手国に対す
る信頼をどう得るかという問題を考えるべきではないかとの指摘もあった。19
世紀の経験を活かして、現代国際関係で活用する方法を模索するべきだという提
言だった。

韓承勳先生には朝鮮が試みた不平等条約改正のための努力の実効性、朝鮮と清
との条約の不平等性に関する朝鮮の考え方について質問があった。“不平等条約”
という用語が、果たして適切な用語であるかという疑義（例えば、関税問題、形
式的平等と結果的不平等問題などが候補として挙げられる）は、本セッションで
提起された主要な問題の一つであった。

孫靑先生には西洋から流入した “マジックランタン” は、中国の伝統的な影絵
と比べてどのような違いがあったのか、どのような面で衝撃を与えたのか、とい
う質問があった。孫靑先生はこれについて、宣教師の役割、彼らがそれまで中国
人が目にしたことがなかった情景を見させてくれたこと、これといった娯楽がな
かった冬に人々を一ヵ所に集めて興味を持たせたことが布教効果を高めたことな
どに言及した。

１月９日の午後には二つのセッションが行われた。２番目の発表セッションの
主題は｢伝統への挑戦と創造｣だった。日本の大川真先生の｢18・19世紀におけ
る女性天皇・女系天皇論｣、韓国の南基玄先生の｢日本民法の形成と植民地朝鮮
での適用─制令第7号『朝鮮民事令』を中心に─｣、中国の郭衛東先生の｢伝統
と制度の創造─19世紀後期の中国の洋務運動─｣が発表された。セッションテー
マのように挑戦的な問題提起が目立った。
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大川先生には西欧から輸入された女性論が日本に受け入れられた経緯、当時の
女性天皇論が現在はどのようの取り上げられているかについての質問があった。
回答では、当時と現在の共通点として、女性に対する差別が求められていること
を指摘した。女性天皇問題をめぐって最近、日本で男女間の意見の相違が現れ、
若者が大きな関心を持っているという話は興味深かった。

南基鉉先生には植民地朝鮮における日本法の適用の仕方の特殊性がどこから起
因するのかという質問があった。これに対して、総督寺内は独自の法域を構想し
たが、日本政府によって拒否され、“依用” という便利な方法を用いたとした。
郭衛東先生には、洋務運動の歴史的評価の変遷史などについて、説明の要請が
あった。

３番目の発表セッションのテーマは ｢国境を越えた人の移動｣だった。日本の
塩出浩之先生の｢東アジア外交公共圏の誕生─19世紀後半の東アジア外交にお
ける英語新聞・中国語新聞・日本語新聞─｣、韓国の韓成敏先生の｢金玉均の亡
命に対する日本社会の認識と対応｣、中国の秦方先生の｢近代中国女性のモビリ
ティー経験と女性『解放』に関する再思考」が発表された。人、集団、そして人
によって転送される情報に着目した研究であった。移動を扱うと同時に、それぞ
れその伝送の媒体を設定するという手法が興味深かった。

韓成敏先生には1890年代、日本は官民を問わず朝鮮が清やロシアに支配され
る状況を恐れ、その結果朝鮮を支配するという案が提示されたという意見提示が
あった。金玉均が日本での亡命生活を終えて中国に向かった時のパスポート発給
の主体に対する質問もあった。金玉均暗殺を日本政府が知りながら協力的に動い
たという見解に対しては疑問が提起された。

孫先生には当時、日本も文明国に見せるための “女性教育” を行ったという事
実とともに、“女性解放” が必ずしも女性を自由にしなかったという指摘に同意
する見解があった。もちろん、この意見は東アジアレベルに限られるものではな
く、より普遍的だと考えた。秦方先生は女性の地位を近代化の基準と見る見方に
は警戒しなければならないと述べた。

孫先生には当時、新聞に入る情報を決定した主体は誰であったのかについての
質問があり、日本の情報がマスコミではなく、清政府を通じて朝鮮に伝えられる
事例も考慮すべきではないかとの意見があった。

１月９日の対話は劉傑先生の最後の発言とともに終了した。劉傑先生はこの日
の対話を国際秩序の転換を各国が受け入れた時期に注目すれば、各国がどのよう
に異なっていたかが分かるだろうと要約された。そして冊封-朝貢の概念が登場
しなかったのは、どのような理由によるのか、朝貢-冊封体制の終結と条約体制
の始まりは果たして等号でつながるのか、という疑問を提示された。

１月10日の２セッションは討論だけで構成された。発表と簡単な討論だけで
１日目のセッションを構成し、翌日は１日目に提起された論題をベースにした討
論と回答だけで構成する方式は以前の会議でも試みられたが、今回は以前の会議
で不十分だった点を補い、さらに体系的に進められたようだ。こうした会議の進
め方については参加者全員に好評であった。

指定討論者として青山治世先生、平山昇先生、朴漢珉先生、孫衛国先生が参加
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し、その他にも同席したフロアの参加者が熱い討論を行った。２日間にわたる日
程が足りないように感じられるほどだった。

三谷先生は討論に先立ち、前日に提示された様々な論点を基に「今日は、さら
に進んだ討論が期待される」と述べ、研究者が互いに友達になり、今後、お互い
に研究パートナーになってもらいたいという願いも残された。

１月10日の第１セッションは指定討論者らが準備した質問で始まった。青山
先生はまず「東アジア」の相対化を提案した。日本国内で「東アジア」の枠組み
は日本が中心という認識が多いのではないかとの指摘とともに、「東アジア」の
概念の無批判的使用を警戒する風潮も紹介した。また、日本の改正教育基本法を
紹介し、“国史” の必要性についての疑問も共有した。

平山先生は各国の研究の相違点と共通点を共に認識するようになったと述べ
た。共通点としては、前近代から近代に至る過渡期が共有されている点、キリス
ト教と宣教師が登場すること、そして国史を専門とする研究者の間で対話が可能
だという発見、であった。しかし、研究者が自国に戻り、自国民と対話すること
が可能であるかについては疑問の余地があると述べた。“歴史大衆化” と政治の
歴史介入をどの国も警戒すべきであり、研究者が互いに励まし合い応援し合うこ
とを期待すると述べた。

朴漢珉先生は西欧から流入した近代の様々な要素の朝鮮における様相を詳しく
紹介した。一定の時間が経過した後、朝鮮が多様な知識を西欧を通じて直接受け
入れていた姿にも注目しなければならないということを強調した。一方、新たに
“流入” したものとして疾病にも注目すべきであるとした。

孫衛国先生は｢東アジア｣誕生の意味について提言した。民族国家の出現とと
もに朝貢-冊封体制と漢字文化圏が崩壊し、現在に至っては通訳を通じてのみ対
話が可能な状態になっているということ、そして以前の体系に戻ることは不可能
だという考えを示した。そして徐靜波先生は中国における｢アジア｣、｢東アジ
ア｣の概念について具体的に説明した。

最後のセッションは南基正先生の司会で行われた。各セッションの司会者の質
問と問題提起とフロア参加者の質問に続き、これについての発表者の回答を聞く
方式であった。

劉傑先生は、19世紀はいつ始まり、いつ終わったか、つまり冊封体制の終末
がいつなのか、そして韓中日が共通した歴史認識を持つことが可能であるか、ま
た新しい歴史観を作り上げることはできるかについて質問した。

村和明先生は伝統に対する挑戦と新しいものを作ることは簡単には区分できな
いという考え、伝統も新しく作られたという問題意識を提示した。また、三国の
歴史を合わせたからといって「東アジア史」になるわけではなく、各国の特定の
人々が同じ考え方をしたのかも知れないとしている。つまり、変化の中にある過
去の残映および大きな流れの下にある小さな存在に着目してほしいということ
だった。

彭浩先生は、「今回の発表で見せていただいた新しい研究方法が印象深かった」
と語った。一方、歴史研究と大衆、政治の問題を指摘しながら、研究者は自らを
相対化でき、研究者同士は共通の認識を持つことができるが、教科書や大衆向け

あとがきにかえて２：第４回	｢国史たちの対話の可能性」円卓会議レポート	 金 キョンテ
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の媒体に反映されるときに、それを冷静に考えることができるかどうかは疑問で
あるとした。

発表者たちはこれらの質問に同意した。また、19世紀前半にどのようなこと
が起きたのかも一緒に扱うべきだったということ、“不平等条約” と共に “開国”
の視点と形態についても新しい視点でみる必要があるということ、歴史修正主義
に対する警戒、’ 東アジア’ における西暦の導入が持つ意味、19世紀から現在まで
の連続性と20世紀の断絶性のどちらを重視するのか、19世紀の労働移民問題の
経験がある三国が今後果たすべき役割、等に対する問題などが共有された。

一方、ここまでの対話を通じて、分野史を超えた現代秩序の形成に対する問題
まで考えるようになり、国境線と歴史的感情をも乗り越えられるという期待を
持ったという論評もあった。同日の討論セッションでは2010年以降、韓中日の
関係で歴史認識問題が非常に重要になり、したがってこの議論がもつ意味が大き
いという評価とともに、この対話を自国でどのように発信するかを熟考しなけれ
ばならないという指摘もなされた。

最後に発表者と討論者たちは次のような評価を残した。「19世紀後半は「アジ
ア連帯」が模索されながらも、お互いの違いに違和感を持っていた時期だ。21
世紀にこれをどう考えるかは課題の一つである」、「19世紀の中華の秩序の理念
と地理的空間の転換は重要な変化だった。ただ、これを大東亜共栄圏という形で
持っていった動きは芳しくない結果だった」、「19世紀に、多様な要素の交流に
ついて知ることになり、人的交流について、新しい認識を持つようになった」、

「条約に対する対応の差異を考える際には、初期条件の差異にも注目する必要が
ある」、「歴史の大衆化は、良い文章よりも媒体が重要な時期であると考えられ
る。研究者が変身を図る時だ」、「21世紀の知識人として大衆と平等な視線で知
識を伝達しなければならないだろう。研究者であり教育者としてこのような悩み
を共有していくべきである」、などの見解があった。

三谷先生は、以下のように本対話を総括された。まず、今回の対話では「アジ
ア」という観点の妥当性が論議されたという点、19世紀には、一時期西洋を受
け入れていくかどうかについて葛藤があり、各国の対応に差があったことを確認
したという点、キリスト教問題については様々な討論者が言及したが、具体的議
論が進んでいないという点、伝染病問題は、この時期を説明するための材料とし
て重要であろうという点を指摘した。続いて、現時点での歴史認識と歴史教育、
歴史の大衆化についての提言があった。21世紀の国際関係においては、自国だ
けに有利なルールを作るならば必ず失敗するであろうという点、研究者たちが成
果を伝え、教育に反映できるように努力しなければならないという点を指摘し
た。最後に、この対話は続けていかなければならず、また継続していくことは十
分に可能だという期待を残した。

最後に明石先生は「国史たちの対話」が究極的に「歴史たちの対話」に変わる
べきだという考えを伝える一方で、豊かな議論がなされれば、議論が一致しなく
ても観衆や読者が多くの教訓を得るだろうとし、この対話を最後まで続けてほし
いと述べられた。

第４回「国史たちの対話」では前３回の会議に比べてはるかに活発な対話が行
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われたと思う。参加者たちが前３回の会議に比べ、非常に密接な交流が展開され
始めた時代である19世紀後半を専門にしていたこと、またこのことによって事
件と人物を共有することができたこと、共通した問題意識を持っているというこ
と、似たような年齢層であるということ、そしてフィリピンという第３の地域で
会議が行われたということ、などがその理由としてあげられると思われる。しか
し、少し残念な部分もあった。往々にして「韓国史」が受動的に描かれていたと
いう点である。21世紀の国際情勢の変化とも連携し、「東アジア」の歴史の中で
の韓国に対する見方にも様々な試みがなされればと思う。

今回の会議では言語の重要性を改めて感じるようになった。 同時通訳者の苦
労と活躍は言うまでもない。特に今回の対話では、相手国の言語を駆使すること
ができる研究者が以前より多く（多くは日本語だったが）、休憩時間や食事の時
間に打ち解けて会話をする場面を目にすることができた。研究者が会議という形
式を超え、真の仲間になることができれば、国史たちの対話は半分以上成功した
も同然だろう。やはり真の “対話” のためには実際の対話が必要だということだ
ろう。

1月12日、スタディツアーを終えた後、国史たちの対話のメンバーたちは対話
の時間を持つことができた。しかし、同日、予想できなかった出来事が起きた。
タール（Taal）火山が噴火したのだ。おかげで帰国日が数日延長され、国史た
ちの対話メンバーたちもホテルで会う度に対話を続けることができた。若干の不
便はあったが、火山の近くにいた住民の被害に比べれば、何でもないだろう。 
一日も早い復旧を祈っている。

（国史メールマガジン「Kokushi Email Newsletter #14」より転載）

あとがきにかえて２：第４回	｢国史たちの対話の可能性」円卓会議レポート	 金 キョンテ
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民主主義と
ポピュリズムの狭間に	
─第4回「国史たちの対話」円卓会議を終えて─

大川	真　中央大学

「僕は永久革命というものは、けっして社会主義とか資本主義とか体制の内
容について言われるべきものじゃないと思います。もし主義について永久革命と
いうものがあるとすれば、民主主義だけが永久革命の名に値する。なぜかという
と、民主主義、つまり人民の支配ということは、これは永遠のパラドックスなん
です。ルソーの言いぐさじゃないけれど、どんな時代になっても「支配」は少数
の多数にたいする関係であって、「人民の支配」ということは、それ自体が逆説
的なものだ。だからこそそれはプロセスとして、運動としてだけ存在する。ギリ
シャの昔からあったし、資本主義になっても社会主義になっても、要求としての
民主主義がなくなることはない。自発的選択によるか、「客観的」善を上から押
しつけるかは不断に登場するディレンマです。」（丸山眞男インタビュー「丸山真
男氏の思想と行動─5・19と知識人の「軌跡」─」（『週刊読書人』1960（昭和35）
年9月19日号）

2020年１月９日、10日の両日にわたり、フィリピン・アラバン市ベルビューホ
テルで開催された第４回「国史たちの対話」円卓会議「『東アジア』の誕生─19世
紀における国際秩序の転換─」に参加させて頂いた。フィリピンへの訪問、また

「国史たちの対話」の参加自体が初めてであったが、その後の噴火による思わぬ滞
在を含めて、たいへん印象深く意義深い国際シンポジウムであった。渥美国際交流
財団の今西淳子常務理事をはじめ、関係各位のご厚情に心から感謝申し上げたい。

２日間にわたる個別発表、全体討論のすべてをトレースするのは紙数が許すと
ころでは無い（※概要を知りたい方はp192金キョンテ先生のレポートも合わせ
てお読み頂きたい）。個人的には、１月12日にタール火山が噴火した後の、予期
せぬ数日の滞在が今でも鮮明に心に残り、一緒に行動を共にしたメンバーの皆さ
んとの思い出を書くのも楽しいかと思ったが、会議中での三谷博先生と明石康先
生からのご発言がその後も大きな宿題として重くのしかかっているので、そのこ
とについて紹介し、私見を少し述べさせて頂く。以下の両先生の発言趣旨につい
ては、あくまで大川がまとめたものである。当日の発言を正確に再現できていな
いことをまずお詫びしたい。さて、「三谷博先生の発言」とは初日の基調講演で
述べられた以下のような趣旨の発言である。
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あとがきにかえて３：民主主義とポピュリズムの狭間に―第4回「国史たちの対話」円卓会議を終えて―	 大川 真

「日中韓の三国はそれぞれ政治体制も異なる。たとえば日韓は民主主義国家で
あるが、中国は共産主義国家である。この三国が政治体制の違いを乗り越えて、
どのように共存共栄していくのかは大きな課題である」。

三谷先生は御著『愛国・革命・民主』（筑摩書房、2013年）などにおいて、近
代化と公論空間との関係を分析しておられるが、一連のご研究の中で、「公論」
と「暴力」の親和性を指摘されたことは非常に重要である。「公論」の名を借り
て、権力者は自己の政治主張を正当化し、異論を唱える者への徹底的な排除を産
み出すことが往々にしてあるからである。「公論」がthe consensus （of opinion）
という面に偏ることなく、かつ陰惨な暴力に頼ることなく、多様性を伴った
public opinionへと昇華することが19世紀以降の東アジア世界において共通した
最重要課題であることは間違い無い。翻って現在はどうか。課題解決のために前
進しているのか。むしろ近年は逆行しているのでないだろうか。明石康先生は円
卓会議の総括のご挨拶において、次のような趣旨のご発言をされていた。

「「民主主義」は手放しに歓迎できるものではない。民主主義は多数決による
決定とともに少数者の尊重も原理として成り立つ。現在のポピュリズムの蔓延
は、前者ばかりが尊重され、後者が軽視されていることに起因する」。

ポピュリズム政治家の発言には、〈「真正な」（authentic）人民、民族〉対〈排
除すべき人民、民族〉いう友敵論的構成が見られることを、ドイツの気鋭の政治
学者ヤン＝ヴェルナー・ミュラーは指摘している（『ポピュリズムとは何か』、日
本語訳は岩波書店、2017年）。こうした流れに対抗するためにも市民社会におけ
るポリアーキー的な要素の高まりが求められるが、希望的な観測を持つのは難し
くなっている。ポリアーキー的な要素が高まれば、現行の政治秩序が脅かされる
可能性も高い。一定の高さの生活水準が実現された現代の東アジア世界において
は、権力者の政権維持への固執だけではなく、「自由」ではなく「安定」を求め
がちである民衆の心性からしても、「公論」がポリアーキー的な要素を強めて、
ポピュリズム政治に対抗していくのは難しくなっている状況である。

しかし19世紀の東アジアの歴史を見ると、もう少し明るい可能性もあったこ
とを強調したい。専制的、独裁的な政府に対抗する新聞・雑誌が誕生し、public 
opinionとしての「公論」の持つ力は、その国の指導者にとっては最大の脅威と
なった。また前代とは比べものにならないほど活発となった国境を越えた移動や
交流は、レイシズムがいかに浅はかで愚かであることを白日の下にさらし、国際
的な共同体構想を東アジア世界で初めて意識させるに至った。

日本思想史の研究者である私は、18世紀の偉大な先人の言葉を引用して締め
くくりたい。

「されば見聞広く事実に行きわたり候を学問と申す事に候故、学問は歴史に極
まり候事に候。」 （荻生徂徠『徂徠先生答問書』上）。

（国史メールマガジン「Kokushi Email Newsletter #15」より転載）
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19世紀の「東アジア」の
歴史像に真摯に
向き合った時間
南	基玄　成均館大学

［原文は韓国語　翻訳：趙秀一］

2020年1月9日から10日までフィリピン・アラバン市ベルビューホテルにて
開かれた第４回「日本・中国・韓国における国史たちの対話の可能性」円卓会
議（以下、「国史たちの対話」と略記）に参加した。会議のテーマは「『東アジ
ア』の誕生－19世紀における国際秩序の転換－」。19世紀は、欧米諸国が韓国・
中国・日本に本格的に影響を及ぼし始めた時期である。そしてその過程において

「東アジア」を一つの地域として看做す想像力が生み出された。「東アジア」が誕
生した19世紀、韓国・中国・日本は西洋をどのように認識したのか、またそれ
は各国の伝統といかに繋がったのかについて議論し合って思考を深めることが会
議の趣旨であったのである。

「国史たちの対話」は「第5回アジア未来会議」というプログラムの中で進め
られるものであった。日程は、１月８日の入国および晩餐会、９日のセッション
発表、10日の全体討論、11日はフィリピン大学ロスバニョス校で開催されるア
ジア未来会議の分科会発表の参観、12日のマニラ歴史ツアー、そして13日の帰
国であった。個人的には１週間にわたる海外学術会議に参加したことがなかった
ので、少し緊張しながらも、期待を寄せて会議に臨んだ。本稿では、「国史たち
の対話」の詳細よりは、会議で感じた個人的な感想を書き記したい。

１月８日、ベルビューホテルに着いたら、会議参加のための登録が始まってい
た。その時、驚いたのは、登録のプロセスがとても体系的であったことだ。部屋
の割り当てと旅費精算などが思ったより迅速であったことや、大勢の方々が会議
をサポートしていることが印象深かった。「アジア未来会議」のロゴが刻まれた
紫紺のバック・ウォーターボトル・手帳、日中韓各国の言語で用意された予稿
集、アジア未来会議の分科会発表の予稿集も提供された。一週間、一生懸命考
え、発表し、討論できる準備がくまなく整っているような気がした。

「国史たちの対話」の発表者と討論者が揃って参加した晩餐会も記憶に残ってい
る。発表のセッションごとに配席され、自己紹介の時間が設けられた。筆者のテー
ブルには第３セッションの発表者と討論者が集まっていた。最初は気づまりだった
が、しばらくしてから雰囲気に馴染むことができた。とりわけ、晩餐会から会議が
終わるまで筆者に気を使ってくださった平山昇先生に改めて感謝申し上げたい。
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あとがきにかえて４：19世紀の「東アジア」の歴史像に真摯に向き合った時間	 南 基玄

９日午前９時より「国史たちの対話」が４つのセッションで始まった。第１
セッションでは、趙珖先生の開会挨拶、 F. マキト先生の歓迎挨拶、三谷博先生
の基調講演があった。第２セッションから第４セッションまでは各々のテーマを
もって、日中韓の研究者が発表し、質疑応答が行われた。10日は、午後２時か
ら前日の発表と討論に対する講評があり、発表者と討論者が議論し合う時間が設
けられた。２日にわたって基調講演を含め10人の発表があり、それについての
意見交換が行われたのである。

大久保健晴先生の発表で取り上げられた「万国公法」は日本だけでなく韓国に
おいても重要な位置を占める。特に、「ヨーロッパ国際法は、アジア近代に何を
もたらしたのか」、「そもそもアジア世界において国際法など不要だったのでは」
という問いはとても価値のある問題提起だと思う。日中韓、ひいてはアジアにお
ける国際法の受け容れ方の共通点と差異は何かを考えさせられるから。

孫青先生の発表は、西洋の技術・伝播・転換・影響について考えられる時間で
あった。中国と同様に韓国においてもそうした西洋の近代的技術などの知識を受
容し、それを知識として血肉化した階層がある。彼らの役割はどういったもので
あったのか、そして伝統的な位置とどのような差異が生じたのかについて考察せ
ねばと思うきっかけとなった。

大川真先生は、18・19世紀における女性天皇・女系天皇論の言説を考察し、
それを基にして日中韓の歴史において女王の即位とそれに対する評価はどういう
ものであったか、そして天皇制について韓国と中国ではどのような議論が行われ
ているのか、また現在日中韓において女性の社会・政治界への進出問題をいかに
議論できるかについて問いかけた。女性の社会参加の問題は、韓国社会において
争点になっている。大川先生の発表は18・19世紀とそれを遡る時期の様々な事
例をとりあげて現在の女性の社会参加をめぐる問題を考えさせる大事な視点を示
している。

女性の「解放」に関して考え直すことを訴えた秦方先生の発表も印象深かっ
た。女性のモビリティー（移動）が当時の人々に美化されて女性解放の象徴にな
り、女性の「解放」は植民主義に支えられた言論覇権の歴史的な枠組みにあった
ということであった。こうした中国の歴史的経験に照らしてアジア諸国において
女性が公の場に進出する際、いかなるチャンスや挑戦に向き合ったのかについて
論じられた。韓国において女性の「解放」という用語や意識がいつ頃生まれたの
か、19世紀以降の韓国社会において女性に対する認識はどういうものであった
のかについて思いをめぐらした。

郭衛東先生の発表は19世紀後期の中国の洋務運動についてのものであった。
洋務運動は韓国の歴史教科書にも取り上げられる馴染みのある出来事である。洋
務運動から戊戌の変法に続く近代中国の改革の流れは当時韓国の政治家にも大き
な影響を及ぼした。19世紀の韓国においても甲申政変・東学農民運動・甲午改
革のような様々な改革が試みられた。それらと洋務運動が中国社会に及ぼした影
響とを比較することは面白いテーマになるのではということを考えた。

塩出浩之先生は、英語新聞・中国語新聞・日本語新聞の報道と言論の流通を通
して、19世紀後半に東アジアの公共圏が誕生したことを論証した上で、19世紀
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における中国と朝鮮の国境管理はどのように変化していたのか、19世紀の日中
韓に共通する経験とは何か、どのような差異があるのかについて問いかけた。韓
国では、1898年に『皇城新聞』、1904年に『大韓每日申報』が創刊された。両新
聞は韓国が日本に併合されるまで韓国社会で最も影響力のあった新聞で、中国と
日本を始めとする海外の情況に関する記事が少なくなかった。それによって当時
の人々は両新聞の創刊以前に比べて国内外の情況に射程が拡がっていった。塩出
先生の発表は言論の報道と流通、そしてそれらが社会に何をもたらすのかに関す
る根源的な問いかけである点において大変示唆に富んでいる。

19世紀の韓国・中国・日本は、西洋の出現とそれへの対応という共通の課題
があった。その対応の過程において、既存の体制との摩擦が生じ、その変化に
よって新しい像が生まれた。したがって、日本と中国の先生方の発表と問題提起
は韓国史を研究する側も共感できるものであった。個人的には「国史たちの対
話」から提起された問題について２日間ずっと考えていた。ある意味で２日間の

「国史たちの対話」は私をずっと刺激する時間であったと言えよう。19世紀にお
ける日中韓の社会に見られる共通点は何であり、差異は何かについて考えを深め
る貴重な機会であった。 

10日の全体討論で痛感したことがある。韓成敏先生が「歴史の大衆化」、つま
り我々が知っている歴史の知識をいかに語り継ぎ、教育することができるかにつ
いて共に考えねばならないという問題を提起した。それに賛同しない参加者はい
なかった。「歴史の大衆化」、「歴史の効率的な継承」というのは歴史学者として
の研究者に共通する問題意識なのである。こうした共通の課題を共有し議論し合
うことで、解決策を模索する場が持続的に設けられなければならないということ
を切実に思ったのである。

今回の「国史たちの対話」には残念なところもあった。発表と討論の内容は２
日で消化しきれるものではなかったという点である。貴重かつ深層的な論点がた
くさん提起された会議であったからであろう。会議で提起された問題を引き続き
議論し合い、深める方法を思案する必要がある。

最後に、「国史たちの対話」に招待してくださった渥美国際交流財団の皆様に
感謝の気持ちを伝えたい。同時通訳に気を使ってくださったので、言語の壁をな
んとか乗り越えることができた。難しい歴史用語の通訳に尽力してくださった通
訳の方々にも感謝申し上げたい。マニラ歴史ツアーが終わろうとした時、フィリ
ピンに大きな自然災害が発生した。タール火山が噴火し大量の火山灰が空に舞い
上がったのだ。マニラの空港は閉鎖され、翌日の帰国ができなくなり、マニラで
の待機を余儀なくされた。自然災害は主催側の責任ではないにもかかわらず、安
全のためにホテルなどを手配してくださったことについても改めて感謝の意を述
べたい。

（国史メールマガジン「Kokushi Email Newsletter #16」より転載）
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	 郭 衛東

中国における「北洋」	
概念の変遷
郭	衛東　北京大学

［原文は中国語　翻訳：梁 奕華］

渥美財団から誘っていただき、「国史たちの対話」に参加して数多くの高論卓
説を拝聴、拝読し、たくさんの方々と交流ができて、誠に光栄に思っている。中
でも、大きな文脈から日本における「東洋」「西洋」などの訳語の受容と変容を
論じる、三谷博教授による「『アジア』の発明─19世紀におけるリージョンの生
成─」という一文は、大変興味深く拝読した。それがきっかけで、いくつかの感
想が湧いてきた。「東洋」「西洋」といった言葉があれば、「南洋」「北洋」もあ
る。紙幅が限られているので、ここでは「北洋」のみを取り上げて、その概念の
発生と変化を簡単に述べたい。

古代中国においては、「北洋」は地域概念であった。地理に対する中国人の認
識は、長い間「東夷」「西戎」「南蛮」「北狄」などといった陸地の地域範囲に限
られていた。古代の中国人にとって、大洋は天険であり、あまり注目されていな
かった。管見の限り、「北洋」という言葉はおおよそ宋代から現れてきた。例え
ば、「北洋入山東、南洋入江南（北洋は山東に入り、南洋は江南に入る）」（文天
祥『文山先生全集』巻一三「別集」、四部叢刊景明本、305頁）とあり、その中
での「北洋」と「南洋」は中国の河川や近海を指している。明朝の後半に来たイ
エズス会の宣教師であるマテオ・リッチ（利瑪竇）は「西洋」という概念を持っ
てきたが、「北洋」はそれによってすぐ変化していくわけではなかった。明代で
は、「西洋」という言葉が比較的多く使われていたのに対して、「北洋」はあまり
見当たらなかった。しかも、「北洋」が指している範囲は一般的に認識されてい
る「南北」の地域概念とも大いに異なっており、非常に混乱していた。清代に
入ってからも、「北洋」の指す地域範囲は依然として曖昧であった。乾隆年間の
記録「春汛巡洋会哨一折、内称前往南洋・北洋会哨、至交界地方、縁温州鎮、定
海鎮兵船尚未到汛（春汛に巡洋・会哨する一折、内に称するには、南洋・北洋へ
と前往して会哨し、交界の地方に至り、温州鎮、定海鎮に縁って、兵船尚未だ汛
に到らず）」（『大清高宗純皇帝実録』巻一三二七、乾隆五十四年四月辛亥）によ
ると、その時の「北洋」はまだ浙江などの南地域を指していたと知れる。

嘉慶の時になると、「上海、崇明、海門、通州有熟悉北洋、專載客貨往來關
東、天津、登萊、膠州（上海、崇明、海門、通州には北洋に熟悉するもの有り、
専ら客貨を載せて、関東・天津・登萊・膠州に往来す）」（陳文述『頤道堂集』文
鈔巻一、清嘉慶十二年刻本、908頁）とあり、道光の時には「商船裝載貨物駛至
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北洋。在山東直隸奉天各口岸卸運售賣（商船は貨物を装載し駛せて北洋に至り、
山東・直隸・奉天の各口岸に在りて運びを卸して售売す）」（『大清宣宗成皇帝実
録』巻七九、道光五年二月癸亥）と見えるようになった。これらの記述による
と、嘉慶や道光の時に入ってから、「北洋」が中国の北方の近海のみを指すよう
になる傾向が見られる。しかし、1843年に刊行された『海国図志』の中では、

「北洋」の指す範囲は拡大して、北氷洋及びそれとユーラシア大陸との間の海
洋、バルト海のある部分、グリーンランドの周辺の海域まで広がっていた。同時
に、該当書物の中では、「北洋」は上記の地域を指しているほか、主にロシアを
指している。そのために、ロシア関係の巻目は複数設けられている。

第二次アヘン戦争（1856年）の時期になってから、「北洋」という概念は再び
変化していった。清朝は前後して「南洋大臣」と「北洋大臣」を設立した。1859
年1月29日、清政府はもとより両広総督が兼ねて担当していた各国との通商事
務を両江総督のもとに移した。これは「南洋大臣」の始まりであった。1860年

『北京条約』の締結によって、中国の条約港がより多くなり、「南洋大臣」が前例
を踏襲して全ての条約港の通商事務を担当すると、管轄範囲が広くなりすぎる事
態となった。そこで、1861年1月20日、清政府は北の牛荘、天津、登州という
三つの港口を、天津に設立した「三口通商大臣」の管轄に入れた。これはいわゆ
る「北洋大臣」の雛形であった。そして、1867年10月12日皇帝の言いつけ「請
飭南北洋通商大臣于熟悉洋務各員中、每處選派二員于十月咨送来（請ふところ、
南北洋通商大臣をして洋務に熟悉する各員の中に於いて、毎処より二員を選び
派して十月に於いて咨に送りて来さしむることを飭る）」（『大清穆宗毅皇帝実録』
巻二一一、同治六年九月乙丑）とあるように、最初は「北洋通商大臣」という名
目であった。ただし、一般的に「北洋」は単独で使われるのではなく、「南北洋」
というふうに併用されていたのである。しかも、その例は官書に見られるごく少
数にとどまっている。

1870年11月20日、天津教案の中で「三口通商大臣」が管轄地域の管理権を
持っていなかったため衝突が起こってしまったことを鑑みて、「三口通商大臣」
を撤廃し、直隷（現河北省）総督が兼任して条約港を進出する許可を発布する

「北洋大臣」を正式的に設立した。初代の「北洋大臣」は李鴻章であった。そこ
で、直隷総督と「北洋大臣」は常に並列的に使われるようになってきた。『欽定
大清会典』「総理各国事務衙門篇」では、この職務については、「北洋大臣一人、
掌北洋洋務、海防之政令、凡津海、東海、山海各關政、悉統治焉（北洋大臣一
人、北洋の洋務と海防の政令を掌り、凡よそ津海、東海、山海の各々の関の政を
悉く統治す）」と述べている。北洋大臣は三つの条約港の通商事務のみならず、
外交事務全体を担当するという。その上、「北洋」という言葉の意味はさらに広
がっていった。例えば、軍事の面では、1888年に制定された『北洋海軍章程』
によれば、「北洋」の事務管轄は外交から軍事まで広がった。また、経済の面で
は、「北洋機器製造局」「北洋官鉄路局」「北洋軍械総局」などと名付けた機構が
盛んに創立された。「北洋」という語は次第に普及して日常化していった。「北洋
大学」「北洋医院」「北洋商店」「北洋官報」「北洋大薬房」などの名称は時代とと
もに大量に現れてきた。
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あとがきにかえて５：中国における「北洋」概念の変遷	 郭 衛東

1894年日清戦争が勃発し、李鴻章の「北洋」外交も頂点に至った。戦争が不
利な状況となると李鴻章は直隷総督の任から退き、「北洋」外交もぴたっと止
まった。北洋大臣の主務である外交の職務はなくなった。日清戦争のあと、袁世
凱が新しい近代化した軍隊を訓練しはじめた。これは「北洋軍閥」の基礎となっ
た。そこで「北洋」の意味はまた変わっていき、外交の含意が薄くなり、軍人派
閥の専用の呼称となった。北洋軍閥統治の時代に入ってから、「北洋」という言
葉は、元来含まれていた直隷という地理的な意味もなくなり、中国の主要な統治
集団の呼称となったのである。「北洋」という言葉は、南北を共に指すものから
北のみを指すものとなり、また、ロシアから中国の近海へ、地域名から官職呼称
へ、外交から政治経済軍事商業へと、その含意が次第に多くなって広がっていっ
た。「北洋」の意味の変化と拡大は、中国が古代から近代へと進んでいく過程で
の一面を語っており、豊かな意味を持っている。

編集者の方からの依頼は、「私と歴史研究」というテーマについて語るという
ものだったが、考えてみると、具体例から述べた方がよいだろうと考え、上述の
内容を書いた次第である。歴史研究には多様な方法があるとはいえ、少なくとも
次の二点は重要で注意すべきだと思う。一つは、歴史の痕跡はいつもスタティッ
クであるため、史料の解読を通して、それを「ダイナミック」にさせることであ
る。その上で、「ダイナミック」にさせた史料を根拠としてみてはじめて、確か
な史実に迫ることがようやく可能になる。もう一つは、歴史はダイナミックであ
り、常に変化していくものなので、長い歴史の流れの中で、時間と空間がスイッ
チするキーポイントに気を付けることが重要である。

（国史メールマガジン「Kokushi Email Newsletter #17」より転載）
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19世紀以降の
感染症流行と東アジア
朴	漢珉　東国大学

［原文：韓国語　翻訳：相沙希子］

　2020 年１月にフィリピンで開催された第４回「国史たちの対話」円卓会議
に参加する機会があり、19 世紀東アジアの日中韓三か国を中心としたいくつか
のテーマについて、各国を代表する研究者と議論した。その席で、私は三か国
共同でアプローチできるテーマとして感染症の流行を扱いたいと発言した。こ
の時は、19 世紀に入り各国で周期的に流行し、致死率が高いために多くの人命
被害が出たコレラを念頭に置いていた。帰国の際に現地でタール火山（TAAL 
Mountain）が噴火し、マニラでの滞在日程が少し長引いたりもしたが、もっと
大きな出来事が起こるとは予想していなかった。その後、新型コロナウイルス感
染症（COVID-19）が急激に拡がりはじめ、全世界のあらゆる問題がコロナに飲
み込まれた。

ジョンズホプキンス大学（Johns Hopkins University）のコロナウイルス資料
センター（Coronavirus Resource Center）が毎日アップデートしている統計資
料によると、１月22日には感染者数は555名だった。３月11日には世界保健機
関（WHO）が、世界中でコロナウイルスが流行している厳しい状況を認めパン
デミック（Pandemic）を宣言した。この時の感染者数は12万名を超えていた。
現時点（６月30日現在）での感染者は10,302,867名、死者は505,518名に達して
いる （http://coronavirus.jhu.edu）。パンデミック宣言から３ヵ月半過ぎた今、
感染者が約85倍以上と爆発的に増えていることが分かる。

各国で新型コロナウイルス感染症は急激に拡がり、2020年上半期において人
類の日常生活は完全に変わった。室内でも屋外でもマスクの着用は必須になり、
こまめな手の消毒など、個人の衛生に特に気を使う日常になったのだ。ソーシャ
ルディスタンシング（Social Distancing）を実践することで人との接触の機会を
できるだけ減らす時代になり、人類の歴史はコロナウイルス流行前の時代と流行
後の新しい時代に分けるべきだという声も聞かれる。感染症の出現と大流行が各
国の政治、経済、社会の各分野にわたり大きな影響を与えており、ひとつの大き
な転換点になる可能性が高くなった。

このような状況は、人類の歴史において何度も登場している。中世ヨーロッパ
の黒死病、19～20世紀のコレラとペスト、インフルエンザ（スペイン風邪）が
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あとがきにかえて６：19世紀以降の感染症流行と東アジア	 朴 漢珉

その代表である。2000年代に入ってからは、サーズ（SARS, 2003）、新型インフ
ルエンザ（Influenza A virus subtype H1N1, 2009）、マーズ（MERS, 2015）が
登場した。新しい類型の感染症が登場する周期が段々と短くなり、迅速に対応し
にくい問題が人類の生存を脅かしている。ここでは19世紀に東アジア地域で流
行した感染症であるコレラに対応した様子を、朝鮮の開港場の事例を中心に概観
し、感染症流行に対して関心が高まっている現在の状況における今後の研究の方
向性や課題を簡単に提示したい。

19世紀に入り、東アジアの三か国は西欧列強と条約を結び門戸を開放した。
この時に開港場を定期的に往来する航路が開設され、人と物資の移動が海禁（編
集註：中国で、海上交通や貿易、漁業などに加えられた制限。明清時代に特に厳
しかった。）を実施していた前近代時代よりも活発になった。これによりコレラ
のような疾病が定期航路によって各地域へと伝播されやすくなり、内陸にまで拡
大することが頻繁に起こった。インド地域の風土病として知られていたコレラは
当時帝国主義国家であったイギリスの船舶によって全世界へと拡大していき、そ
れが東アジア地域にも大きな影響を及ぼし始めた（ウィリアム・マクニール著、
佐々木昭夫訳『疫病と世界史』中央公論新社、2007）。

コレラは1820年代の初めから東アジア各国で発生したが、20世紀までに6回
にわたり世界的に流行した。朝鮮の場合、1821年に清国から流入し「怪疾（奇
病）」と呼ばれるほど人命被害が大きかった。1879年にもコレラが大流行した。
日本でも同年３月に愛媛県でコレラが発生し、全国の患者は162,637名で死者は
105,786名に上った（内海孝『感染症の近代史』山川出版社、2016、92ページ）。
黃玹の『梅泉野錄』によると、朝鮮では６万名以上が犠牲になったというが、実
際はもっと多くの死者が出たと考えられる。当時コレラは釜山と長崎を往復する
船舶によって釜山の日本人居留地へと入り込んだ。朝鮮と日本の官吏はコレラ拡
散を防ぐために消毒の実施、避病院（編集註：平成11年に廃止された伝染病予
防法が定めた法定伝染病にかかった人を収容、治療した病院）の設立、患者の隔
離などの対応策を講じた。この過程でコレラに対応する方針をまとめた「虎列剌
豫防竝取扱方規則」が朝鮮政府に伝わった。この規則は日本で告示した「虎列剌
病豫防心得」（1877）と「虎列剌病豫防假規則」（1879）の内容を組み合わせて、
花房義質代理公使が礼曹判書の洪祐昌に渡したものだ。最新の予防情報に基づ
き、両国官吏がともに協力しながらコレラ被害が拡がらないように努めた様子が
表れていると言える。もちろんそんな中でも文明論の視点に立ち、相手国の「不
潔」さを強調する認識も同時に表れている。

朝鮮の港に置かれた税関で開港場に入って来た船舶を対象に検疫規則を制定し
て消毒を実施する様子は1886年から現れた。ただこの時は朝鮮の三つの開港場
で一律に施行できる検疫規則がまだ制定されていなかった。したがって開港場に
駐在していた朝鮮官吏をはじめ、各国の領事、税関の税理士などは検疫施行の問
題をめぐって円滑に協力したりもしたが、葛藤が生じたりもした。消毒を実施す
る主体と対象の設定や、経済的な利害関係が異なり、誰が主導するかをめぐって
過敏に反応したからだ。消毒の問題、避病院への入院患者の費用負担などを議論
する過程で、清国の上海租界やイタリアの運営事例などを参考にしようとした点
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は注目に値する。このような事実から、各国の駐在領事の間で開港場の検疫情報
が共有されており、これを他国との議論でも活用し、自国の影響力を高めて議論
の展開を有利に持っていこうとする側面があったことが分かる。開港場と租界内
の検疫問題は、東アジア各国の運営事例も合わせて巨視的にアプローチすべき問
題であることが分かる。

1887年、朝鮮政府は「朝鮮通商口防備瘟疫暫設章程」を制定した。検疫規則
を政府レベルで作成し、草案を各国の外交官に回覧して同意を得た後、本格的
に施行された。ただし感染症が流行した時にのみ施行できる一時的な検疫規則
だったので、現場では多くの問題が新たに出てきた。開港場に勤務する日本領事
は、居留民に利便性を提供するための補完規則を提案した。一方で朝鮮側の検疫
規則の実効性に疑問を呈し、自国の利害関係に合わせて全面改正すべきだとい
う意見が出されたりもした。自国居留民の商業活動を朝鮮内で拡張する立場を
積極的に提唱したものである。これは、検疫問題が単に感染症の流行を防ぐレ
ベルにとどまらず、経済的な利害関係とも密接にリンクする問題であったこと
を示している。このような点はイギリスが自国の商業的利益を得るために、エ
ジプトのスエズ運河や日本の開港場で検疫期間を大幅に短縮させようという要
求を貫いた事例からも確認できる。英米圏で出版されたマークハリソン（Mark 
Harrison）の著書でも、感染症と商業問題は密接に関わっていることが扱わ
れており（Contagion：How commerce has spread disease、Yale University 
Press、2012）、今後の東アジア地域の感染症研究にも多くの示唆を与えてくれ
る。日清戦争の時期からはコレラとともにペストの流行も東アジア地域で際立っ
ていたが、各国がどのように防疫活動を展開していたかについては、複数の研究
者が扱っている。朝鮮政府の場合は、甲午改革を進めている間に衛生局を設置
し、各種感染症の予防規則を制定、公布し、衛生と防疫問題に積極的に対応して
いった過程が分析されている。

コレラ、ペストをはじめ、最近の新型コロナウイルスまで、全世界で流行し
各国の政治、経済、社会全般に大きな影響を及ぼす感染症が出現したときに、
各国が歴史的にどのように対応してきたのかについては今後の主要な研究テー
マになると思われる。韓国、日本、中国での個々のケーススタディは少なくな
いが、東アジアを超えた世界的なレベルでの感染症の流行と、それに伴う対応
がどのように行われたかを幅広く展望する作業は、学際的な共同研究としてさ
らに活発になされるべきだろう。1894年から1910年代初めまで東アジア各地で
流行したペストについては、複数の研究者によって成果が出ており、これは注
目すべき共同研究である（永島剛・市川智生・飯島渉編「衛生と近代：ペスト
流行にみる東アジアの統治・医療・社会」法政大学出版局、2017）。衛生をめぐ
る伝統と近代的認識の衝突、文明観と経済的利害関係に基づく差別、居留地/
租界内の防疫実施をめぐる協力と葛藤、検疫の主権と不平等条約の衝突、植民
地の防疫活動や帝国主義統治などは、感染症問題を通じて見られるテーマであ
る。新しい感染症の出現と世界的な流行は、人類に危機をもたらすこともあっ
たが、一方では、共同対応を介して新たな飛躍の可能性を発見するきっかけに
もなった。新型コロナウイルスも同様である。ワクチンの開発までにはまだ時
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間がかかるであろうが、各国の研究者が情報を共有し研究に邁進しているだけ
に、ウイルスを退治する方法が早く見つかって現状が打開されることを願って
いる。

（国史メールマガジン「Kokushi Email Newsletter #18」より転載）

あとがきにかえて６：19世紀以降の感染症流行と東アジア	 朴 漢珉
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著者略歴

■三谷	博／ MITANI Hiroshi

1978年東京大学大学院人文科学研究科国史学専門課程博士 
課程を単位取得退学。東京大学文学部助手、学習院女子短
期大学専任講師・助教授を経て、1988年東京大学教養学部 
助教授、その後東京大学大学院総合文化研究科教授などを 
歴任。現在、跡見学園女子大学教授、東京大学名誉教授。 
文学博士（東京大学）。
専門分野は19世紀日本の政治外交史、東アジア地域史、ナ 
ショナリズム・民主化・革命の比較史、歴史学方法論。

主な著作：『明治維新とナショナリズム―幕末の外交と政治
変動―』（山川出版社、1997年）、『明治維新を考える』（岩
波 書店、2012年）、『愛国・革命・民主』（筑摩書房、2013
年）など。共著に『国境を越える歴史認識―日中対話の試
み―』（東京大学出版会、2006年）（劉傑・楊大慶と）など
多数。

■大久保	健晴／ OKUBO Takeharu

慶應義塾大学法学部教授。博士（政治学）。専門は、東洋
政治思想史・比較政治思想。特に、18-19世紀のオランダ
と日本との交流に光を当てながら、初期近代から近代へと
至る西洋と東アジアの外交、経済、学術、法を巡る交渉史
を、文化横断的な視座から解明している。東京都立大学大
学院社会科学研究科で博士号を取得した後、明治大学政治
経済学部専任准教授、オランダ・ライデン・International 
Institute for Asian Studies客員研究員、慶應義塾大学法学
部准教授など経て、2019年より現職。

主な著作：『近代日本の政治構想とオランダ』（東京大学出
版 会、2010年 ）、The Quest for Civilization ―Encounters 
with Dutch Jurisprudence, Political Economy and 
Statistics at the Dawn of Modern Japan―　(translated by 
David Noble, Brill, 2014)、がある。

■韓	承勳／ HAN Seunghoon

韓国 高麗大学 ドイツ語圏文化研究所 硏究敎授。
高麗大学 韓国史学科で｢19世紀後半朝鮮の對英政策研究

（1874～1895）―朝鮮の均勢政策と英国の干涉政策の関係定
立と亀裂―｣で博士論文を受けた。近代時期、韓国と西欧列
強の関係定立と展開過程を主に研究している。最近では、
全地球的グローバル化の歴史の中で韓国人の生の軌跡に関
心が多い。

主な著作：「「朝米修好通商条約（1882）」の締結当時、米国
の「公平さ」が持つ含意」、「変更の接触地帯＜三島＞と＜
巨文島＞の誕生」、「1920年東亜日報のアイルランド独立戦
争報道態度とその意味」などの論文、「韓国の対外関係と外
交史―近代編―」（共著）、「３. １運動100年　1、4」（共著）
など。

■孫	青／ SUN Qing

復旦大学歴史学科準教授。専門は、中国近現代史、文化史、
教育史、史学史、中外文化交流、知識と近代社会、制度改
革などである

主な著作：『晩清における「西政」の東漸と本土の回答』（世
紀出版集団上海書店出版社、2009年10月）などがある。
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	 著者略歴

■ 大川	真／ OKAWA　Makoto                 

1974年群馬県生まれ。東北大学文学部卒業。同大学院文学
研究科文化科学専攻日本思想史専攻分野博士後期修了。博士

（文学）。東北大学大学院文学研究科助教、吉野作造記念館館
長を経て現在、中央大学文学部人文社会学科哲学専攻・教
授。専門は日本思想史、文化史、精神史。日本政治思想史。

主な著作：『近世王権論と「正名」の転回史』（御茶ノ水書
房、二〇一二年）。主要論文「サムライの国に持ち運ばれた

「アメリカ」―日本のデモクラシーを考える―」（『淡江日本
論叢』32号、淡江大学日本語文学系、2015年）、「吉野作造
の中国論―対華二十一ヶ条からワシントン会議まで―」（『吉
野作造研究』第14号、2018年）など。

■ 南	基玄／ NAM KiHyun                     

成均館大学校史学科修士、博士卒業。カナダブリティッシュ
コロンビア大学韓国学センター訪問学者。嘉泉大学校、慶
雲大学校、金烏工科大学校講師。成均館大学校東アジア歴
史研究所研究員。
現在、成均館大学校博物館学芸員。

主な著作：｢日帝下、朝鮮土地調査事業計画案の変更過程」
『史林』第32号　2009年、｢朝鮮土地調査事業の進行方式の
多様性、昌原郡と馬山府の比較｣『大東文化硏究』第82号
　2013年、｢昌原郡における朝鮮土地調査事業の進行過程｣

『日帝の昌原郡における朝鮮土地調査事業』ソンイン　2014
年、｢「景武台前発砲事件」責任者の処罰裁判に関する考察
｣、『人文科学研究』第22号　2016年、｢1909年の国民大演
説会前後における大韓協会の行步｣『人文科学研究』第24
号　2017年。

■ 郭	衛東／ GUO Weidong                    

中国北京大学歴史学部教授。1986年北京大学大学院中国
近現代史専攻修了後、北京大学で教鞭を執る。中国中外関
係史研究会理事、北京市歴史学会理事。研究分野は中外
関係史、中国近現代史。主な著作：『不平等条約と近代中
国』、『中土基督』、『転換―早期中英関係と南京条約を中心
に―』、『中国近代特殊教育史研究』、『中外旧約章補編（清
朝）』など。

■ 塩出	浩之／ SHIODE Hiroyuki               

1974年生まれ。1997年、東京大学教養学部卒業。2004年、
東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了。博士（学
術）。現在、京都大学文学研究科准教授。研究分野は日本近
代史・日本政治史。

主な著作：『岡倉天心と大川周明：アジアを考えた知識人た
ち』（山川出版社、2011年）、『越境者の政治史：アジア太平
洋における日本人の移民と植民』（名古屋大学出版会、2015
年）、『公論と交際の東アジア近代』（編著、東京大学出版
会、2016年）。
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■ 韓	成敏／ HAN Sungmin                     

学歴：東国大学校史学科学士。東国大学校一般大学院史学科
修士。東国大学校一般大学院史学科博士。
経歴：2006年3月～2014年12月、東国大学校講師。2009年
9月～現在、大田大学校講師、講義専担教授。2009年2月～
2014年2月、東国大学校対外交流研究院研究員。2012年1月
～2013年8月、韓国外国語大学校講師。

主な著作：「開港後（1882～1894）における清国の治外法権
行使と朝鮮の対応」『韓国近現代史研究』第43号　2007年
12月、「乙巳條約以後、韓清間における治外法権研究(1906
～1910)」『韓国近現代史研究』第46号、2008年9月、「日本
政府の安重根裁判介入とその不法性」『史学研究』第96号、
2009年12月、「倉知鐵吉の「韓国併合」計画立案と活動」『韓
国近現代史研究』第54号、2010年9月、「皇室特派留学生の
同盟退校運動に対する日本の対応」『歴史と現実』第93号、
2014年9月、「第２回ハーグ万国平和会議の特使に対する日
本の対応」『韓日関係史研究』第51号、2015年8月、「乙巳
條約以後、日本の「韓国併合」の過程研究」博士学位論文、
2016年8月、「日本政府の「韓国併合」実行計画の樹立過程：

「倉知案」と「秋山案」の比較を中心に」『日本歴史研究』第
47号　2018年6月、「亡命者・金玉均に対する日本政府の処
遇と朝鮮政策（1884～1890）」『歴史と現実』第109号、2018
年9月。

■ 秦	方／ QIN Fang                           

首都師範大学歴史学院准教授。
2005～2011、ミネソタ大学、博士学位
2002～2005、南開大学歴史学院、修士学位
1998～2002、南開大学歴史学院、学士学位

主な著作：「覚えられることと忘れられること：近代におけ
る〈七出〉〈三不去〉の言論の変遷」『婦女研究論叢』、2018
年12月第6号。（該当文章は、『人大複写新聞資料・婦女研究』
2019年第2号に転載）、「呂碧城の作り上げ：清末女性の公衆
イメージの形成と伝播」、『南開学報』（哲学社会科学版）、
2018年3月第2号。（該当文章は、『歴史と社会（文摘）』2018
年6月第2号、『人大複写新聞資料・婦女研究』2018年8月第4
号、『新華文摘』（インターネット版）2018年第14号などに転
載）、「幽閉から家出へ：清末民初の女性の窮境－解放に関す
る言論の形成と実践」、『婦女研究論叢』、2017年7月第4号。

（該当文章は、『人大複写新聞資料・婦女研究』2017年10月第
5号、『新華文摘』（インターネット版）2018年第5号、南開婦
女・性別史学術フォーラム（インターネット版）に転載）、
Co-authored with Emily Bruce, “Our Girls Have Grown Up 
in the Family” : Educating German and Chinese Girls in the 
Nineteenth Century, Journal of Modern Chinese History, vol. 
1, 2016; Later the revised version was collected in A History 
of the Girl: Formation, Education, and Identity, edited by 
Mary O’ Dowd and June Purvis, Palgrave Macmillan, 2018, 
pp. 103-122.
「近代反纏足の輿論のもとでの視角の差異：19世紀末にお
ける天津天足会を中心に」、『婦女研究論叢』、2016年5月第3
号。（該当文章は、『歴史記述における女性の言葉の建築：中
国婦女/性別史研究抜粋』（中国書籍出版社、2017年）に転
載）。
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参加者リスト

第４回　日本・中国・韓国における国史たちの対話の可能性　「東アジア」の誕生―19 世紀における国際秩序の転換―
円卓会議参加者リスト

氏名（ローマ字） 氏名（日本語） 氏名（韓国語） 氏名（中国語） 所属（日本語）
発表者
1 Okubo Takeharu 大久保健晴 오쿠보 다케하루 大久保健晴 慶應義塾大学
2 Han Seunghoon 韓 承勳 한 승훈 韩承勋 高麗大学
3 Sun Qing 孫 青 쑨 칭 孙青 復旦大学
4 Okawa Makoto 大川 真 오카와 마코토 大川真 中央大学
5 Nam Kihyun 南 基玄 남 기현 南基玄 成均館大学
6 Guo Weidong 郭 衛東 꾸어 웨이똥 郭卫东 北京大学
7 Shiode Hiroyuki 塩出浩之 시오데 히로유키 盐出浩之 京都大学
8 Han Sungmin 韓 成敏 한 성민 韩成敏 大田大学
9 Qin Fang 秦 方 친 팡 秦方 首都師範大学

発表者 / 実行委員
10 Cho Kwang 趙 珖 조 광 赵珖 韓国国史編纂委員会
11 Mitani Hiroshi 三谷 博 미타니 히로시 三谷博 跡見学園女子大学
12 Song Zhiyong 宋 志勇 쏭 지용 宋志勇 南開大学
実行委員
13 Liu Jie 劉 傑 류 지에 刘杰 早稲田大学
14 Mura Kazuaki 村 和明 무라 가즈아키 村和明 東京大学
15 Li Enmin 李 恩民 리 언민 李恩民 桜美林大学
16 Xu Jingbo 徐 静波 쉬 징보 徐静波 復旦大学
17 Peng Hao 彭 浩 펑 하오 彭浩 大阪市立大学
18 Kim Kyongtae 金 キョンテ 김 경태 金𡇇𡇇泰 全南大学校
19 Kim Bumsu 金 範洙 김 범수 金范洙 東京学芸大学
20 Nam Kijeong 南 基正 남 기정 南基正 ソウル大学
21 Sun Junyue 孫 軍悦 쑨 쭌위에 孙军悦 東京大学
22 Min Dongyup 閔 東曄 민 동엽 闵东晔 東京大学
23 Liang Yihua 梁 奕華 량 이후아 梁奕华 東京外国語大学
同時通訳
24 Ding Li 丁 莉 정 리 丁莉 北京大学
25 Song Gang 宋 剛 송 강 宋刚 北京外国語大学
26 Jin Danshi 金 丹実 김 단실 金丹实 フリーランス
27 Lee Hyeri 李 恵利 이 혜리 李恵利 韓国外国語大学
28 Ahn Younghee 安 ヨンヒ 안 영희 安暎姫 ソウル外国語大学院大学
29 Cai Lianchun 蔡 連春 차이 리엔춘 蔡连春 北京大学
招待討論者
30 Aoyama Harutoshi 青山治世 아오야마 하루토시 青山治世 亜細亜大学
31 Hirayama Noboru 平山 昇 히라야마 노보루 平山升 九州産業大学
32 Park Hanmin 朴 漢珉 박 한민 朴汉珉 東国大学
33 Sun Weiguo 孫 衛国 쑨 웨이궈 孙卫国 南開大学
翻訳
34 Piao Xian 朴 賢 박 현 朴贤 京都大学
35 Cho Guk 趙 国 조 국 赵国 ソウル大学
36 Hong Yongil 洪 龍日 홍 용일 洪龙日 東京大学
37 Luo Feng 駱 豊 뤄 펑 骆丰 早稲田大学
38 Hong Sungmin 洪 性珉 홍 성민 洪性珉 早稲田大学
39 Cho Suil 趙 秀一 조 수일 赵秀一 東国大学
40 Xie Fang 解 放 씨에 팡 解放 東京外国語大学
41 Li Kotetsu 李 鋼哲 리 코테츠 李刚哲 北陸大学
42 Han Kyoungja 韓 京子 한 경자 韩京子 青山学院大学
レポート編集者
43 Nagai Ayumi 長井亜弓 나가이 아유미 长井亚弓 渥美財団
実行委員 / スタッフ
44 Imanishi Junko 今西淳子 이마니시 준코 今西淳子 渥美財団
45 Tsunoda Eiichi 角田英一 쓰노다 에이이치 角田英一 渥美財団
46 Honda Yasuko 本多康子 혼다 야스코 本多康子 渥美財団
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韓 承勳

個人的な事情でフィリピンのマニラで開かれ
た第４回会議に参加できませんでした。それで
も孫衛国先生は私にとても有益なコメントをし
てくださいました。先生のコメントを通じてた
くさんの教えを受けました。孫衛国先生に心よ
り感謝申し上げます。

孫衛国先生は、「（東アジア）三国は、不平等
条約体系の下で置かれていた位階が全く異な
り、決して運命共同体と見ることはできない状
況だった」と指摘されました。 孫衛国先生の
ご意見に完全に同意します。私が注目していた
ことは、イギリスをはじめとする西欧列強が

「不平等条約体制」を通じて東アジアを自由貿
易が貫徹される地域に再編し、その再編の中で
朝鮮、清、日本が「同一の条件」下に置かれて
いたということです。私は「同一の条件」の中
で、東アジア三国が「運命共同体」として認識
していたという事実に注目したかったのです。
したがって、朝鮮の官吏と清朝官吏の交流に意
味があったのです。それでも孫衛国先生が指摘
するように、「位階」によって朝鮮、清朝、日
本が互いを「運命共同体」と認識し合った例を
見つけるのは容易ではありません。その部分に
ついては先生のコメントをもとに補完していき
ます。

次に私は｢関税｣に集中して発表文を構成し
ました。その理由は、朝鮮の官僚が国家財政の
拡充と経済発展の観点から「関税」に注目した
からです。しかし、孫衛国先生のおっしゃるよ
うに、私は条約の不平等な内容を包括的に述べ
ていません。そういうわけで私の発表文は断片
的な構造を呈しているのも事実です。その部分
は今後の研究を通じて補完していきます。

最後に先生は「1880年代の東アジア三国は
相対的に平和な時代」とおっしゃいました。
私も先生のお話に全面的に同意します。しか
し"平和な時代"を語ることは容易ではありま
せん。それは、今までの東アジア近代史研究が

「開港以降、外勢の侵略」に集中してきたから
だと思われます。もちろん、19世紀後半の東
アジアで「平和」を見つけることは容易ではあ
りません。それでも私は「平和な時代」を切り
開くための努力を傾けるべきだと思います。平
和な未来のため、歴史的可能性を模索しなけれ
ばならないからです。これが韓国、中国、日本
の歴史学者たちが集まった理由だと思います。
以上をもって討論に対する返答を終わります。
ありがとうございます。

（開催終了後にお寄せいただきました）

孫衛国氏のコメント（ｐ60）への回答

韓 承勳
高麗大学� ［原文は韓国語、翻訳：金キョンテ］
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 劉 建輝　2020. 6. 18発行

SGRA レポート77  第15回日韓アジア未来フォーラム講演録「これからの日韓の国際開発協力―共進化アーキテキチャ
の模索」孫赫相、深川由紀子、平川均、フェルディナンド・C・マキト　2016. 11. 10発行

SGRA レボート78  第51回SGRAフォーラム講演録「今、再び平和について―平和のための東アジア知識人連帯を考え
る―」南基正、木宮正史、朴栄濬、宋均営、林泉忠、都築勉　2017. 3. 27発行

SGRA レポート79 第52回SGRAフォーラム講演録「日本・中国・韓国における国史たちの対話の可能性（1）」 
 劉傑、趙珖、葛兆光、三谷博、八百啓介、橋本雄、松田麻美子、徐静波、鄭淳一、金キョンテ 
 2017. 6. 9発行

SGRA レポート80  第16回日韓アジア未来フォーラム講演録「日中韓の国際開発協力―新たなアジア型モデルの模索―」 
金雄煕、李恩民、孫赫相、李鋼哲　2017. 5. 16発行

SGRA レポート81  第56回SGRAフォーラム講演録「人を幸せにするロボット―人とロボットの共生社会をめざして第
２回―」稲葉雅幸、李周浩、文景楠、瀬戸文美　2017. 11. 20発行

SGRA レポート82  第57回SGRAフォーラム講演録「第２回　日本・中国・韓国における国史たちの対話の可能性―蒙
古襲来と13世紀モンゴル帝国のグローバル化」葛兆光、四日市康博、チョグト、橋本雄、エルデニ
バートル、向正樹、孫衛国、金甫桄、李命美、ツェレンドルジ、趙阮、張佳　2018. 5. 10発行

SGRA レポート83  第58回SGRAフォーラム講演録「アジアを結ぶ？『一帯一路』の地政学」朱建栄、李彦銘、朴栄
濬、古賀慶、朴准儀　2018. 11. 16発行

SGRA レポート84  第11回SGRAチャイナフォーラム講演録「東アジアからみた中国美術史学」塚本麿充、呉孟晋　 
2019. 5. 17発行

SGRA レポート85  第17回日韓アジア未来フォーラム講演録「北朝鮮開発協力：各アクターから現状と今後を聞く」 
孫赫相、朱建栄、文炅錬　2019. 11. 22発行

SGRA レポート86  第59回SGRAフォーラム講演録「日本・中国・韓国における国史たちの対話の可能性：17世紀東ア
ジアの国際関係―戦乱から安定へ―」三谷博、劉傑、趙珖、崔永昌、鄭潔西、荒木和憲、許泰玖、
鈴木開、祁美琴、牧原成征、崔妵姫、趙軼峰　2019. 9. 20発行
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SGRA レポート87  第61回SGRAフォーラム講演録「日本の高等教育のグローバル化!?」 
沈雨香、吉田文、シン・ジョンチョル、関沢和泉、ムラット・チャクル、金範洙　2019. 3. 26 発行

SGRA レポート88  第12回SGRAチャイナ・フォーラム講演録「日中映画交流の可能性」 
刈間文俊、王衆一　2020. 9. 25発行

SGRA レポート89  第62回SGRAフォーラム講演録「再生可能エネルギーが世界を変える時…？――不都合な真実を超えて」
ルウェリン・ヒューズ、ハンス＝ヨゼフ・フェル、朴准儀、高偉俊、葉文昌、佐藤健太、近藤恵　 
2019. 11. 1発行

■ レポートご希望の方は、SGRA 事務局（Tel：03-3943-7612　Email：sgra@aisf.or.jp）へご連絡ください。
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